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告）

日程第４ 行政報告
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ービス及び指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業に関する基準等を定める

条例の一部改正について

平成２８年６月３日（金曜日）第２回６月定例会・第１号
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進市町村計画の変更について

日程第16 報告第１号 平成２７年度名寄市一般

会計予算繰越明許費繰越計算書の報告

について

日程第17 報告第２号 公害の現況に関する報告

について

日程第18 報告第３号 株式会社名寄振興公社の

経営状況について

報告第４号 名寄市社会福祉事業団の

経営状況について

日程第19 報告第５号 専決処分した事件の報告

について

日程第20 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の

推薦について

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長
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市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまより平成２８

年第２回名寄市議会定例会を開会いたします。

本日の会議に１番、浜田康子議員から欠席の届

け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

７番 高 野 美枝子 議員

１２番 大 石 健 二 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 会期の決定

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より６月１７日まで

の１５日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、今期定例会の会期は、本日より６月１

７日までの１５日間と決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ 平成２８年

第１回定例会付託議案第３５号 名寄市中小企業

振興条例の一部改正についてを議題といたします。

付託しました委員会の審査の経過及び結果の報

告を求めます。

経済建設常任委員会、奥村英俊委員長。

〇経済建設常任委員長（奥村英俊議員） おはよ

うございます。議長より御指名をいただきました

ので、平成２８年第１回定例会におきまして当委

員会に付託されました議案第３５号 名寄市中小

企業振興条例の一部改正についての委員会におけ

る審査経過並びに結果について御報告申し上げま

す。

委員会は、平成２８年４月２１日、５月１１日、

５月１９日の３回にわたり、川田経済部長、水間

営業戦略室長を初め担当職員の出席を求め、本条

例の内容について慎重に審査を行いました。

付託されました議案第３５号の内容は、提案理

由の説明にありましたように、近年市内経済や中

小企業を取り巻く環境が大きく変化をし、新たな

課題に対応した支援制度の見直しが急務なことか

ら、名寄市中小企業振興審議会に現在の中小企業

が抱える課題などを踏まえた支援制度の見直し及

び制度の見直しに伴う本条例の改正について諮問

し、その答申書を踏まえ、創業、事業承継など新

たな課題に対応するとともに、総合的に中小企業

の振興施策を推進することにより、地域経済の活

性化を図るためのものです。

第１回目の委員会開会の冒頭で、提案の条例改

正については当初平成２７年１２月定例会の議案

提案と説明していたが、提案の時期が２８年３月

議会の追加議案となったことについて謝罪があり、

次に担当者より名寄市中小企業振興条例にかかわ

る支援制度の見直し及び振興条例の改正について

名寄市中小企業振興審議会及び中小企業支援制度

検討部会での議論経過と内容について報告があり、

名寄市中小企業振興審議会は平成２７年５月１１

日に第１回の審議会が開催され、市長から中小企

業にかかわる支援制度の見直し及び名寄市中小企

業振興条例の改正にかかわる方向性について諮問

され、支援制度を検討する作業部会として中小企

業支援制度検討部会が設置され、７回の部会での

協議を受け、１月８日に審議会より答申があり、

提案理由の説明にあったようにこれらに基づき議

案提案となった旨の説明がありました。

委員会としても中小企業の振興をどう図るかと

いう視点で条例を審査することを確認し、審議に

入り、委員からは審査に当たって必要な資料とし

て、名寄市中小企業振興審議会及び中小企業支援

制度検討部会の会議概要、規則による支援制度の

平成２８年６月３日（金曜日）第２回６月定例会・第１号
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現時点での改正案について資料提供の要望があり、

市長からの諮問書及び審議会の答申書もあわせて

次回までに資料の提出を求めました。

そのほか条例の内容について、１、第６条で経

済団体に中小企業への支援を求めているが、市の

施策に対しても支援が必要なのではないかという

質問に対して、今回の改正には含めていないが、

施策の活用に対し経済団体だけではなく、関係機

関と連携したサポート体制の整備について考えて

いる。

２、第３条第１号の経営の革新を図ることにつ

いての説明と第７条第３項、審議会委員の割合の

考え方についての質問に対しては、経営革新につ

いては前向きな新たな取り組みを促すということ、

事業者からの相談に対しては従前から商工支援策

ガイドを用意している。さらに取り組みやすいよ

うに進めていく。審議会委員は、学識経験者２名、

中小企業団体関係者６名、経済団体関係者３名、

消費者２名で、そのうち女性委員は３人、次回改

選時に向けて見直しするとの回答を受け、１回目

の審議を終えました。

２回目の委員会では、追加資料の説明を受け、

その後に行った各委員からの質疑の内容について

報告します。１、審議会議論の中であった補助金

の申請の仕方がわからない、宣伝不足という意見

への対応として、行政、商工関係、金融機関の連

携について、使いやすい制度、わかりやすい制度

にするための対応が必要であるとの質問に対して、

現行は商工支援策ガイドでの説明を行っているが、

今後は産官金のネットワークによるサポート体制

を構築した上で周知を行い、サポートする。

２、市民、市、中小企業者の責務なども含めた

答申にある住民と事業所、自治体の役割について

の明確化と基本条例の考え方に対する質問に対し

て、答申にもあるように基本条例については市民

も含めた中小企業の振興策の機運を高め、条例の

必要性も含めて今回の条例改正とは別に引き続き

検討していく。

３、労働環境、福利厚生、事業承継について、

Ｕターン、Ｉターン、Ｊターンへの対策、市外か

らの就業者への家賃補助などの新たな施策を盛り

込むべきであるとの質問に対して、労働環境、福

利厚生に関して既存メニューを引き続き周知、国

の創業支援事業を事業承継に活用、Ｕターン、Ｉ

ターンに対しては移住、定住施策の整備の中で検

討する。

４、名寄市中小企業振興審議会の設置役割につ

いて、個別のメニュー、施策の決定についても役

割として加え、審議会での施策のチェック体制が

必要である。また、規則にある条文を全て条例と

すべきではないか。また、男女の比率の均衡、委

員の任期や会議のあり方についての考え方に対し

て、新たに整備するメニュー及び既存の施策を見

直した助成メニューに対する審議も名寄市中小企

業振興審議会の役割としても含まれるものとして

対応している。審議会に関しては、最低限条例に

掲載すべき事項とした。男女の比率に関しては、

名寄市男女共同参画という視点で依頼することを

考える。

５、従業員の支援と公契約の指針とのかかわり、

地域経済の活性化、循環に結びつけるための方法、

創業に対する支援策はとの質問に対して、契約に

ついては適正な価格で競争性も担保され、その契

約が従業員の労働環境に反映できるような名寄市

の対応が重要である。市内の中小企業者の振興な

くして名寄市の経済発展はない。大学の活用と新

たな創業も含めた具体的な施策の周知とサポート

体制を構築し、施策の活用を図る。

６、経過措置の考えについての質問に対して、

創業に係る事業希望者に不利益が生ずることを回

避することと２カ月前に事業着手している場合も

含めて制度適用を拡充するという考えであるとの

質疑を行い、次回の委員会において委員間の議論

を行うこととして終了しました。

第３回目の委員会では、前回までの委員会での

質疑を正副委員長で整理し、１点目に産官金ネッ
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トワークについて現在考えている内容、スケジュ

ール等についての説明を求め、中小企業に対する

コーディネート機能の強化を図るために名寄商工

会議所、風連商工会、金融機関、市役所による各

組織の長所を生かしたサポート体制を構築し、な

よろ経済サポートネットワークとし、経営の革新、

創業者のフォロー、事業承継などをコーディネー

トすることで経営基盤の底上げ、発展を目指し、

条例制定後規則の改正にあわせて関係機関に声か

けをし、施策の周知、情報の共有を図る取り組み

を始める。

次に、名寄市中小企業振興審議会の役割に関し

て、具体的な施策の内容についても名寄市中小企

業振興審議会の役割として審議を義務づけし、条

例文にという意見に対して、今回も審議会に諮り、

最終的な意見をもらうこととしているが、新たに

整備するメニュー及び既存の施策を見直した助成

メニューに対する審議も名寄市中小企業審議会の

役割としても含まれるものとして対応しているの

で、御理解いただきたい。

３点目に、中小企業振興審議会の議論の内容の

公開についてに対して、開催状況や議題、検討概

要等について名寄市情報公開条例を遵守し、委員

会の報告及びホームページで公開する。

４点目に、女性の割合が非常に低い審議会委員

の男女比については、今後の改選に向けては男女

の割合について名寄市各種委員の任免に関する要

綱に沿って、さらに名寄市男女共同参画推進条例

も制定されていることから、男女共同参画の推進

に積極的に取り組んでもらえるよう引き続き各団

体へお願いし、男女の比率の均衡に努めていく。

最後に、附則の経過措置について、このような

措置を講ずる必要があった理由についてに対し、

当初の予定どおり平成２８年４月１日に施行され

た場合、経過措置を設ける必要はありませんでし

たが、支援制度見直し及びそれに基づく条例の改

正に係る議論、手続等が遅延したことにより、創

業に係る国の補助事業が本年４月から募集開始と

なったため、創業に係る事業希望者に不利益が生

ずることを回避させるため、今回経過措置を講ず

ることになった。施行の日前から２カ月前の根拠

については、北海道信用保証協会における創業保

証の採択条件の中で２カ月前に事業を着手してい

る場合も申請することが可能であることから、同

様の選択基準を適用したことを御理解願いたいと

いう５点について再度確認しました。

さらに、各委員からは、審議委員会の開催基準、

企業立地条例では課税免除規定があるが、固定資

産税等の減免等の考えはとの質問があり、審議委

員会の開催は定期的に諮問以外でも開催して意見、

情報交換している。独自の課税免除減額は考えて

いないとの答弁を受け、委員間討論に入りました。

委員間の議論では、審議会の役割として、審議

会の中での議論で使いやすい施策としていくこと

が重要、審議会での議論の情報公開を強く求める、

サポートネットワークについて全国の成功事例か

らも事業者のところへ足を運んで話し合うことが

よくなる鍵だと認識されているので、名寄での実

施に当たっても取り組むことを求めるという意見

があり、委員会としての要望とすることを確認し

ました。

以上の当委員会での質疑、討論の結果、平成２

８年第１回定例会付託議案第３５号 名寄市中小

企業振興条例の一部改正については、全会一致で

原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

以上、付託された議案の審査経過並びに結果に

ついての御報告といたします。

〇議長（黒井 徹議員） これより、委員長報告

に対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。
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よって、平成２８年第１回定例会付託議案第３

５号は委員長報告のとおり可決されました。

暫時休憩をいたします。

休憩 午前１０時１４分

再開 午前１０時１５分

〇議長（黒井 徹議員） 再開します。

日程第４ これより行政報告を行います。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 本日、平成２８年第２回

定例会の開会にあたり、これまでの主な行政事項

について、その概要を御報告申し上げます。

はじめに、企業会計を除いた平成２７年度の各

会計決算について申し上げます。

５月３１日をもって出納閉鎖となります一般会

計及び特別会計の決算については、今後、計数整

理を行うことから、ここでは、概要について申し

上げます。

一般会計については、繰越しすべき財源を除い

て、概ね５億５千万円の黒字となる見込みです。

歳入では、普通交付税において、基準財政需要

額における公債費の増や、調整額の復活による追

加交付などにより予算額を上回ったことと、歳出

では、各費目における歳出削減などによる不用額

が主な要因と思われます。

国民健康保険特別会計の保険事業勘定について

は、基金を ３２３万円取り崩したことなどもあ

り、概ね６千万円の黒字となる見込みです。

介護保険特別会計の保険事業勘定については、

介護給付費負担金や調整交付金の増などにより、

概ね７千万円の黒字となる見込みです。

簡易水道事業特別会計については、水道事業会

計への統合に伴い、平成２７年度をもって廃止す

るため、打ち切り決算となり、決算剰余金が生じ

ますが、それら剰余金については水道会計へ引き

継ぐことといたします。

国保・介護の保険事業勘定及び簡易水道事業を

除く特別会計については、一般会計繰入金で調整

しますので、収支同額となる見込みです。

次に、基金の状況について申し上げます。

一般会計における５月末現在の基金残高は、８

０億８２２万 ０００円となりました。

当初予算の段階では、取崩しを７億 ４８６万

５千円予定していましたが、決算剰余金を含めた

積立と歳出の抑制などによる積戻し、財政調整基

金や公共施設整備基金へ今後の財政運営などを見

据えた積立を実施したことにより、基金残高は、

前年度と比べ９億 ７５８万４千円の増となりま

した。

主な基金の残高は、財政調整基金１８億 ２４

６万円、減債基金１４億 ０２３万円、公共施設

整備基金１０億 １９０万円、地域福祉基金１億

６１１万円、地方交通確保基金１億 ０３０万

円、合併特例振興基金１２億 １６０万円となっ

ています。

このほか、特別会計で、国民健康保険支払準備

金基金 ５８４万円、介護給付費準備基金１億

６８１万円となっています。

これらの基金については、今後も、有効かつ適

切に活用して、健全な財政運営に取り組んでまい

ります。

次に、地方創生について申し上げます。

昨年、策定した「名寄市まち・ひと・しごと創

生総合戦略」の着実な推進に向けて、様々な分野

において、互いに連携・協力した取組を実施し、

地方創生の実現に資することを目的として、３月

２９日には、北星信用金庫及び北海道銀行、３月

３０日には、北洋銀行との間で、地方創生に係る

包括連携協力に関する協定を締結いたしました。

今後、地方創生に関する施策を具現化し、実行

する段階に入ることから、その過程で、金融機関

の持つ知見、ネットワークなどの経営資源を活用

しながら、総合戦略の着実な推進を図ってまいり

ます。

また、内閣府による地方創生人材支援制度を活

用し、財務省から人材を２年間派遣いただけるこ
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ととなりました。

次に、総合計画について申し上げます。

第２次総合計画策定に向け、総合計画策定審議

会における議論を踏まえ決定した「第２次総合計

画策定方針」に沿い、策定作業を進めています。

現在、総合計画策定審議会に設置した、６つの

専門部会で第２次総合計画に登載する施策につい

て具体的な検討を重ねており、総務部会では、基

本理念や将来像、基本目標など、基本構想につい

ても議論をいただき整理を進めているところです。

今後、７月頃を目途に答申をいただけるよう、

さらに議論を進めるとともに、市議会においても

十分に御議論いただきながら、取組を進めてまい

ります。

次に、統計調査について申し上げます。

６月１日を基準日とした、経済センサス活動調

査を市内全事業所及び企業を対象に実施していま

す。

経済センサス活動調査は、「経済の国勢調査」

とも呼ばれ、我が国における事業所及び企業の経

済活動を明らかにする上で重要な調査となります

ので、名寄市統計協議会並びに調査員の御協力を

いただき、連携を図りながら進めてまいります。

次に、合併１０周年記念事業について申し上げ

ます。

旧風連町と旧名寄市が合併し、新名寄市が誕生

してから満１０年の節目の日となります３月２７

日に、市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホールにお

いて、名寄市市制施行１０周年記念式典を挙行し、

北海道副知事、衆議院議員、杉並区長をはじめと

した来賓の皆様並びに市民及び関係者など約４０

０人に御参加いただきました。

記念式典では、新市の誕生及び誕生後１０年間

における市制の発展に大きく御貢献されました１

５人の方を、名寄市市制施行１０周年特別功労賞

として表彰させていただきました。

また、１００件を超える応募の中から選定した

新しいカントリーサインを、記念式典の中で発表

し考案者の方を表彰いたしました。

その後のアトラクションではピアノ演奏と合唱

を披露いただき、本市の節目となる式典を華やか

に彩りました。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

山形県鶴岡市との交流事業については、４月２

５日に開催された名寄・藤島交流友の会定期総会

において、人的交流や特産品交流の実施のほか、

姉妹都市盟約２０周年を記念して来名される藤島

・名寄友の会の皆様の受入について確認されまし

た。

東京都杉並区との交流事業については、４月２

７日に開催された都市交流実行委員会において、

人的交流や特産品販売のほか交流人口の拡大を目

指し事業推進することになりました。

ふるさと会との交流事業については、札幌風連

会の総会が５月２１日に開催され、会員の増強運

動などに取り組むことになりました。

姉妹都市カナダ国カワーサレイクス市リンゼイ

との交流事業については、７月下旬から９月下旬

にかけて市内高校生のリンゼイへの派遣が、友好

都市ロシア連邦ドーリンスク市との交流事業につ

いては、本年度にドーリンスク市へ訪問団を派遣

することなどが、それぞれの友好委員会総会で決

定されました。

また、台湾との交流事業については、４月及び

５月に台南市、高雄市などを訪れ、台湾の多くの

学校関係者に教育旅行先としての本市の魅力をＰ

Ｒしました。

交流居住の推進については、移住促進及び地域

の振興にオール名寄で取り組むための「名寄市移

住促進協議会」が開催され、首都圏でのプロモー

ション活動のほか、新たに名寄地区市街地に設定

する「お試し移住住宅」について協議を行い、実

施に向けた準備を現在進めています。

次に、広域行政の推進について申し上げます。

天塩川周辺１１市町村で構成する「テッシ・オ

・ペッ賑わい創出協議会」が５月２６日に開催さ
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れ、天塩川の認知度向上やそれぞれの地域の魅力

紹介などを目的とした「天塩川フォーラム」を開

催するほか、「天塩川ククサ」の周知活動、北海

道暮らしフェアへの出展などを行うこととなりま

した。

また、北海道の命名者であり、天塩川流域を調

査した松浦武四郎が平成３０年に生誕２００年を

迎えることから、武四郎生誕の地である三重県松

阪市との交流、北海道遺産である天塩川を軸とし

た広域連携や交流人口の拡大に取り組むことが確

認されました。

複眼型の中心市として、平成２４年３月、士別

市とともに策定した「北・北海道中央圏域定住自

立圏共生ビジョン」については、本年度で計画期

間が終了することから、現在、平成２９年度から

の新ビジョン策定に向けて圏域市町村と協議を開

始したところです。

次に、行政改革について申し上げます。

行財政改革推進計画・後期計画の最終年度とな

る本年度は、５月１７日に行財政改革推進実施本

部会議を開催し、「組織機構検討部会」「事業等

見直し検討部会」の２部会を設置して取組を進め

ています。

組織機構については、各職場の状況を把握する

とともに、ここ数年の急激な世代交代に対応する

ため、再任用制度を利用した円滑な業務の継承が

できる体制づくりに努めています。

施設使用料の見直しについては、新たな基準に

よる使用料の設定に向け、作業を進めているとこ

ろです。

また、昨年９月の女性活躍推進法の施行に伴い、

本市では次世代育成支援対策推進法と併せた新た

な特定事業主行動計画を４月から施行しており、

今後この計画に基づき、「仕事と子育ての両立」

「ワーク・ライフ・バランス」「女性の職業生活

における活躍」について、各職場に周知するとと

もに研修などを通じて、より良い職場環境づくり

に努めてまいります。

次に、健康の保持増進について申し上げます。

昨年度から実施している「なよろ健康マイレー

ジ」について、本年度は６月から事業開始となり

ますが、より多くの皆様に参加いただくため、様

々な場面でＰＲを行いながら、継続的な市民の健

康づくりのきっかけとなるよう進めてまいります。

次に、「第４８回がん予防道民大会名寄大会」

について申し上げます。

５月１２日、主催団体の北海道・北海道対がん

協会・北海道健康づくり財団・本市の４者による

第１回実行委員会及び運営委員会を本市において

開催し、７００人の参加者を目標に事業準備を進

めることとしました。大会を通じて、がん予防に

対する正しい知識とがん検診の重要性についての

普及啓発やがん検診の受診促進を図り、地域の保

健福祉向上に取り組んでまいります。

次に、病院事業について申し上げます。

平成２７年度の運営概要については、取扱い患

者数が、入院で１０万 ４７５人、外来で２２万

６２１人となり、前年度と比較して、入院で

０８７人の増加、外来で ０４６人の増加となり

ました。

また、収支については、病院事業収益で８７億

４８６万円、病院事業費用で９０億７０７万円

となり、差引き２億 ２２１万円の単年度純損失

を計上しての決算となりました。

収益の主な内訳では、平成２６年度の４カ月休

床していた５階西病棟が、地域包括ケア病棟とし

て一年間通じて稼働したほか、昨年８月から救命

救急センターとして指定を受け、１２床を救命救

急センターの病床として稼働を開始したことから、

入院収益は前年度と比較して３億 ３３１万円の

増収となり、外来収益では、循環器内科、救急科

の患者数が増加したことから ３５０万円の微増

となりました。

一方、費用の主な内訳では、医療スタッフの充

実の結果、給与費で前年度と比較して、１億 １

０４万円の増加、患者数の増加に伴い、診療材料



－10－

費で１億 ５３３万円の増加となりました。

本年度の診療体制については、診療科２２科に

医師５６人と研修医１３人の合計６９人を配置、

このほか７９人の医療技術スタッフと２９３人の

看護スタッフにより地域住民の健康増進に取り組

んでまいります。

地方においては、拠点病院への医師の集約化・

重点化が図られていますが、当院では、救急科、

皮膚科及び麻酔科でそれぞれ常勤医１人が増員さ

れ、初期研修医についても３人が増員となりまし

た。現在、北海道では「北海道医療計画［改訂

版］」の策定に取り組んでおり、上川北部地域で

も「上川北部区域地域医療構想」の策定作業が行

われ、３月２２日に承認されました。今後は、同

構想で想定している病院間の機能分担を考慮しな

がら、地域医療の充実に努めてまいります。

次に、新名寄市病院事業改革プランについて申

し上げます。

平成２７年３月に、総務省は新たな公立病院改

革ガイドラインを策定し、各地方公共団体がこれ

を踏まえて新たな公立病院改革プランを平成２８

年度までに策定するよう通知を行い、本市におき

ましても、市立総合病院と東病院を合わせた「新

名寄市病院事業改革プラン」の策定に取り組んで

まいりました。

昨年の１０月２２日から６回の策定検討会議を

開催し、３月３０日に同プランの原案について、

すべての委員の了承を得ましたので、パブリック

・コメントを実施し、７月中の公表を目指してま

いります。

今後も新たな地域医療の枠組みと、改革プラン

の趣旨に沿った経営の改善を図るとともに、医療

の質向上と安全性の確保に、より一層取り組んで

まいります。

次に、風連国保診療所について申し上げます。

平成２７年度の外来患者数は延べ１万 ８５０

人で、前年度と比較して２０４人の減となりまし

た。

また、市内の特別養護老人ホーム２カ所、高齢

者施設、在宅患者の往診、予防接種、健診など多

岐にわたる診療業務を行っています。

今後も初期診療、かかりつけ医及び健康管理を

担う診療所として、市立総合病院をはじめとした

地域の医療機関と連携を密にし、医療・介護・保

健・福祉の連携により、市民が安心して暮らせる

医療体制の充実を目指してまいります。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

子育て世帯の経済的支援として、乳幼児紙おむ

つ用ごみ袋の支給を本年４月１日から開始し、同

月４日から９日まで、特設会場を設けて受付を実

施しました。４月末現在、事前案内による４３０

世帯中３６１世帯、４ ８００枚の支給が完了し、

８割の方が申請を終えています。また、転入及び

出生に関しては、３４世帯 ８００枚を支給して

おり、引き続き、各庁舎窓口において受付を実施

してまいります。

１０月１日に開始するファミリー・サポート・

センターについては、現在、利用会員及び提供会

員の登録を行っており、４月末現在で、利用会員

８５人、提供会員１２人となっています。今後も、

引き続き会員募集を行うとともに、提供会員にお

いては、安全な援助活動に必要な研修を実施して

まいります。

要保護世帯、多子世帯の支援施策の推進につい

ては、保育料の負担軽減措置を年収３６０万円未

満相当の世帯まで拡大し、本年４月から適用を開

始しているところです。

今後も、国の施策を注視し、子育て支援の向上

を図ってまいります。

次に、高齢者福祉の充実について申し上げます。

平成２９年４月に事業を開始する介護予防・日

常生活支援総合事業における生活支援サービスを

議論する場として、「生活支援等サービスネット

ワーク会議」を立ち上げ、本年１月から３月にか

けて計４回の会議を開催し、地域資源の把握をは

じめとした議論を行ってまいりました。円滑な事
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業移行が行えるよう、今後も議論を進めてまいり

ます。

在宅医療・介護連携推進事業については、北海

道との共催で、本年３月に講師を招き、退院支援

カンファレンス講座及び医療職とのコミュニケー

ション講座を開催しました。介護職はもとより、

医師、薬剤師、看護師など多数の参加をいただき、

多職種での連携について学びを深めたところです。

今後もより一層、在宅医療と介護の連携強化を

図るとともに、市民への周知を行ってまいります。

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

名寄市障害者自立支援協議会については、平成

２８年４月１日に施行された「障害者差別解消

法」の趣旨を推進していくために、委員の構成を

変更し、委員１３人中６人を障がい者とその家族

の方に就任していただきました。

今後についても、地域の実態や課題の把握をし、

障がいのある人が普通に暮らせる地域づくりに努

めてまいります。

また、４月１日に開設しました基幹相談支援セ

ンター事業を実施する「ぽっけ」については、昨

年度に比べて多くの相談件数がありますが、今後

とも、さまざまな相談をしていただけるよう、幅

広く周知を図ってまいります。

次に、消防事業について申し上げます。

平成２７年中の火災件数については、１０件で

前年比４件の増となり、負傷者が４人発生してい

ます。

また、火災種別では、建物火災８件、林野火災

１件、そのほか１件となっています。

救急出動件数については、 ０５３件の出動で

前年比３９件の減となり、事故種別では、急病７

６３件、一般負傷１２８件、交通事故３７件、転

院搬送７５件、そのほか５０件となっています。

救助出動件数については、３５件の出動で前年

比７件の増となり、事故種別では、交通事故１６

件、そのほか１９件となっています。

住宅防火対策の推進については、住宅用火災警

報器の未設置世帯の設置促進と適切な維持管理の

啓発に努めてまいります。

また、住宅火災においては、衣類や寝具類に着

火して多くの死亡事故が発生していることから、

燃えにくい防炎品の普及推進を図ってまいります。

次に、防災対策の充実について申し上げます。

本年３月２５日に開催した名寄市防災会議では、

防災対策の基盤となる「名寄市地域防災計画」の

一部修正が決定されました。

主な内容は、全国的な自然災害の激化に伴う水

防法の改正などによるもののほか、「国の避難勧

告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」

が改正されたことによるものとなっています。

昨年９月には、関東東北豪雨による河川の洪水

による大規模な被害が発生していることから、地

域防災計画に基づき、関係機関とより連携した防

災体制の充実、市民の防災・減災意識の向上と啓

発を図ってまいります。

次に、交通安全対策について申し上げます。

「春の全国交通安全運動」として、４月６日か

ら１５日までの１０日間、関係団体や地域住民に

よる街頭啓発、早朝パトロールやパトライト作戦

を実施しました。特に１５日の「交通事故死ゼロ

を目指す日」には、西條デパート前において「旗

の波作戦」を実施し、沿線通行車両や市民に交通

安全意識の高揚と交通事故防止を呼びかけました。

また、４月７日、名寄小学校において、新入学

期の交通安全運動の一環として、新入学児童交通

安全キャンペーン「ぼくも・わたしもフォトで交

通安全」を実施しました。

入学式当日に新一年生とその保護者、交通安全

運動関係機関・団体代表で写真撮影を行い、交通

安全意識の啓蒙を図ったところです。

次に、住宅の整備について申し上げます。

北斗団地については、鉄筋コンクリート造２階

建て１棟１０戸の建替工事を昨年９月に着手し、

５月末の進捗率は約３０パーセントとなっており、
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１０月の完成を予定しています。平成２９年度建

設分の実施設計は本年８月に着手し、平成２９年

１月の完了を予定しています。

また、新北斗団地については、プレキャストコ

ンクリート造平屋建て２棟８戸の全面改善工事を

６月に着手し、１０月の完成に向けて工事を進め

てまいります。

風舞団地３棟２４戸の長寿命化改善工事につい

ては６月に着手し、１０月の完成に向けて工事を

進めてまいります。また、ノースタウンなよろ団

地については、平成２９年度改修工事分の実施設

計を７月に着手し、平成２９年１月の完了を予定

しています。

公営住宅の既存ストックの有効活用を図るため、

公営住宅等長寿命化計画の見直しに伴う委託業務

については、６月に着手し、平成２９年１月の完

了を予定しています。

次に、都市環境の整備について申し上げます。

都市公園の長寿命化修繕計画に基づく施設整備

については、浅江島公園の照明灯及び名寄公園の

遊具の更新工事を５月に発注を終え、風連西町公

園の遊具の更新工事を８月に入札を予定していま

す。

次に、水道事業について申し上げます。

安定した給水を確保するための配水管網整備工

事及び老朽管更新工事については、風連地区新生

１条線をはじめ、名寄地区中央東７号線ほか２路

線について、早期発注を実施しています。

計量法に基づく水道量水器取替工事については、

対象量水器 ７５３台を５工区に分けて発注しま

した。

また、有収水量向上に向けた漏水調査業務に着

手しています。

次に、下水道事業について申し上げます。

老朽化した施設の改築工事では、名寄下水終末

処理場における沈砂池機械設備の更新工事の発注

を６月上旬に予定しています。

また、公共桝取替工事は３工区に分けて発注し、

管路長寿命化計画に基づく管渠長寿命化工事及び

管渠内面補修工事を早期発注しています。

個別排水処理施設整備事業では、風連地区２基

の合併浄化槽設置工事の発注を終えています。

次に、道路整備について申し上げます。

社会資本整備総合交付金により整備を進めてい

る北１丁目通は５月に発注を終え、西４条仲通、

南１１丁目右仲通、風連東８号北線は６月に、南

３丁目通は７月に各工事の入札を予定しています。

次に、総合交通体系について申し上げます。

「コミュニティバス」経路上の「名寄市立総合

病院前バス停留所」について、本年２月に病院正

面側へ移設を行いました。降雪による幅員の確保

などに支障なく、本年度以降も継続していく見通

しとなっています。

また、平成２４年度から行ってきた実証運行に

ついては、利用者アンケートなどをもとに、公共

施設への接続の配慮や利用しやすい運行経路及び

ダイヤの見直しのほか、利用促進事業などを行っ

たうえで昨年度末に実証を終え、終了時の運行形

態をバス事業者に引き継いだところです。

今後も名寄市地域公共交通活性化協議会の意見

を踏まえながら、より効率的な公共交通の確保に

努めてまいります。

さらに、ＪＲ北海道においては、本年３月２６

日のダイヤ改正における宗谷本線の減便に続きま

して、３月末には名寄駅ツインクルプラザが閉店

となり、経営及び体制の見直しが進められている

ところです。

本市といたしましては、宗谷本線活性化推進協

議会を軸としまして、引き続きＪＲ北海道の動向

を注視するとともに、沿線自治体や関係団体との

連携を密にし、地域を結ぶ鉄道交通網の確保に努

めてまいります。

次に、除排雪について申し上げます。

この冬の降雪状況については、３月末までの降

雪量が７７８センチ、最大積雪深は１３６センチ

となり、過去５カ年の平均との比較では、降雪量
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で１１８センチ、最大積雪深で２３センチ多くな

っています。

除雪作業については、市街地・郊外地区路線を

合わせて４４７キロメートルにおいて実施し、出

動日数は１９１日となり、前年度と比較して４１

日の増加となりました。

排雪作業については、カット排雪を市街地生活

路線１０４キロメートルにおいて１回、積込運搬

排雪を幹線道路及び通学路４４キロメートルにお

いて１回から３回、交差点排雪は４２０カ所にお

いて行い、１月から３月上旬までほぼ連日の作業

によって、路線の確保・維持に努めてきたところ

です。

また、この冬は１月から毎日のように降雪が続

いたことにより、排雪ダンプ助成の利用総台数は

６８１台で、平成２６年度と比較して約８割の

増加となりました。

今後におきましても、降雪状況に対応した効率

的で効果的な除排雪体制を確立していくため、こ

れまでの実績を活かしながら、除排雪対策の分析

・研究に取り組んでまいります。

次に、農業・農村の振興について、はじめに、

５月３１日に発生しました、雹及び大雨による農

業被害について申し上げます。

６月２日現在で確認されている被害の概要とし

て、雹の被害については、風連の豊里・東風連地

区を中心に大豆で２８ｈａ、玉葱２ｈａ、アスパ

ラ１７ｈａ、スイートコーン１ｈａとなっており、

また、ビニールハウスの破損も３件報告されてい

ます。

大雨による被害については、智恵文地区を中心

として、冠水や流失により大豆１４ｈａ、南瓜３

ｈａなどとなっております。

被害に遭われた方へお見舞い申し上げます。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

本年の融雪期は、平年に比べ５日早い４月１１

日となりました。その後の気温経過はやや低めで

推移してきましたが、５月半ばに高温となり、月

平均ではやや高めとなっています。

５月１５日現在の農作業及び農作物の状況は、

水稲で、播種作業は平年並み、播種後の生育も平

年並みで進んでおり、また、耕起作業も、平年並

みの作業開始となっています。

畑作物については、秋まき小麦は生育が平年よ

り４日早い状況です。断続的な降雨による影響で、

春まき小麦・大豆・てん菜については播種・移植

作業が平年より遅れている状況です。

牧草については、順調に生育している状況です。

このように、農作物全体ではほぼ平年通りで推

移している状況です。

次に、米政策について申し上げます。

平成２５年度から実施されている「経営所得安

定対策」については、本年度交付金の総額で約２

０億円を見込み、農業経営の安定と地域農業の発

展に向け、担い手の育成、各作物の生産振興など、

効果的に活用されるよう、農業関係団体・生産者

と連携して推進してまいります。

また、平成２８年産の水稲は、主食米生産数量

で、うるち米 ４５３トン、もち米で１万 ４２

２トンの配分があり、作付面積では、うるち米３

１０ヘクタール、もち米 ２１７ヘクタールで前

年度に比べ３７ヘクタールの増加となっています。

加工用米の作付面積は、うるち米で２０ヘクタ

ール、もち米で ００８ヘクタールの計画となっ

ており、水稲作付面積全体では、 ５５５ヘクタ

ールで前年度に比べ２５ヘクタールの増加見込み

となっています。

次に、馬鈴しょ選別施設整備について申し上げ

ます。

農業者の馬鈴しょ選別作業における負担軽減と、

選果能力の向上による産地競争力の強化を図るた

め、ＪＡ道北なよろが実施主体となり、既存の施

設改修と併せ新たな選果施設が３月末に完成しま

した。

今後は、シストセンチュウ抵抗性品種の種馬鈴

しょ確保により作付け拡大を図るとともに、加工
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馬鈴しょの品質向上が期待されるところです。

次に、もち米文化の創生事業について申し上げ

ます。

「日本一のもち米の里」について理解を深めて

いただくため、本年度も「もち米サポーター養成

塾」を開設し、１５人の参加申込みをいただきま

した。

１回目は、もち米生産組合に御協力いただき、

もみ播き作業及び育苗施設を見学するとともに、

もち米低温貯蔵施設「ゆきわらべ雪中蔵」の見学

を行いました。また、２回目は、田植えの作業の

体験を実施したところです。

今後は、収穫体験やもちつき体験などを通じて、

さらに農業及びもち米文化への理解を深め、農業

の魅力や、名寄のもち米の素晴らしさを発信して

いただく取組を進めてまいります。

次に、有害鳥獣農作物被害防止対策について申

し上げます。

本年度は、４月１日から駆除を開始し、４月３

０日現在でエゾシカ８７頭を駆除したところです。

今後も関係団体と十分に連携し、被害防止に取り

組んでまいります。

次に、商工業の振興について申し上げます。

北海道が実施している地域別経済動向調査の上

川北部地方においては、小売業・サービス業は消

費者の購買力低下が影響しているほか、建設業・

宿泊業などの業種については季節的要因などもあ

り、収益確保が厳しい状況と分析しています。ま

た、一部企業による設備投資意欲は見られるもの

の、今後も消費者の購買力向上には期待が持てず、

原油価格の上昇も懸念されることから、引き続き

厳しい見通しが示されています。

こうした状況の中、本市においては、昨年６月

から１２月にかけ、地域の消費喚起と購買力の向

上を図ることを目的に、商業団体を中心に組織し

た実行委員会において２５パーセントのプレミア

を付けた「なよろ地域商品券販売事業」が実施さ

れました。プレミア分を含め総額３億 ２５０万

円すべてを販売し、うち９ ５７パーセントの利

用があり、アンケート結果による新規の消費喚起

額は約１億 ３００万円と推計できたことから、

本事業の目的である消費喚起と購買力向上が図ら

れたと考えています。

次に、労働関係について申し上げます。

名寄公共職業安定所管内における本年３月高卒

者の新規就職状況については、就職希望者１６６

人全員が内定となり、就職内定率は１００パーセ

ントという結果になりました。

この背景には、北海道における新規高校卒業者

に対する求人倍率が ８８倍、前年同期比 １４

ポイント上昇となり、道内２０地域中１４地域で

前年同期を上回っており、また、当管内において

も ３４倍、前年同期比 ０１ポイント上昇して

いる影響と考えられます。

また、道内における常用の有効求人倍率につい

ても、本年３月期の月間有効求人倍率は ９７倍

で前年度比 ０７ポイント上昇し、当管内におい

ても １１倍で前年度比 １２ポイントの上昇と

なり、求職者に対して求人数が上回っている状況

となっています。

本年度も、ハローワークをはじめ、関係機関と

連携しながら引き続き雇用の安定と促進に努めて

まいります。

次に、観光について申し上げます。

名寄ピヤシリスキー場については、平成２７年

度のリフト輸送人員は３９万 １１６人で、前年

度比８ ５７パーセントとなりました。

本シーズンは、降雪不足で予定より２週間遅れ

の１２月２７日のオープンとなり、宿泊について

も予約のあった合宿などもキャンセルが相次ぎ大

変厳しいシーズンのスタートとなりました。年が

明けてからも、強風や吹雪による視界不良でリフ

ト運行に影響が出る日が多く、リフト輸送人員の

大幅な減少につながり、シーズンを通して天候に

恵まれず、スキー場全体の経営にも大きく影響を

受けたシーズンとなりました。また、なよろ温泉
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サンピラーについても、平成２７年度の総利用者

数は７万 ６６８人で、前年度比９ ９２パーセ

ントとなり、当初計画を下回る結果となりました。

道の駅「もち米の里☆なよろ」については、平

成２７年度の利用者数は延べ５１万２６４人で、

前年度比１０ ７パーセントとなり、過去最高と

なりました。「北海道じゃらん」が発表している

「道の駅満足度ランキング」では、地元特産品の

取り揃えの多いことが評価され引き続き上位をキ

ープしており、今後も利用者の皆様に満足いただ

けるサービスの提供を心がけ、広く情報発信して

まいります。

次に、ひまわり観光について申し上げます。

本市を訪れる来客者をひまわりでお迎えするこ

とを目標に、本年度もひまわりの種を市民の皆様

や町内会などの団体に無料配布しているところで

す。

また、市民によるおもてなしの心を醸成するた

め、「ひまわりボランティア」を募集し、多くの

観光客が訪れる道立サンピラーパークのひまわり

畑での作業に御協力をいただくことで、市民参加

型の観光地づくりを目指します。

次に、広域観光の推進について申し上げます。

上川北部９市町村に及ぶ道北観光連盟の総会が

５月２６日に士別市で開催されました。本年度の

事業として、北海道庁赤レンガでの道北地域の物

産や観光のＰＲを実施するほか、９市町村を周遊

するルートの検討など道北の魅力発信について協

議してまいります。

また、現在、シーニックバイウェイの候補ルー

トとなっている「天塩川流域ミュージアムパーク

ウェイ」のルート指定に向けて、取組を進めてま

いります。

次に、イベント関係について申し上げます。

かみかわ「まるごと食べに」よろーなフェスタ

～なよろアスパラまつりは、５月２９日に駅前交

流プラザ「よろーな」駐車場を会場として開催さ

れました。本市の特産品であるグリーンアスパラ

ガスの直売をはじめ、上川管内を中心としたご当

地グルメを集めたグルメ市、市内で活動する団体

のステージイベント、スペシャルお笑いライブな

どが行われました。当日は、市内外から訪れた多

くの方々がまつりを楽しんでいただきました。

次に、学校教育について申し上げます。

４月７日に市内全小中学校の入学式が行われ、

小学校では２２８人、中学校では２１５人の児童

生徒が入学し、本年の教育活動が始まりました。

確かな学力を育てる教育の推進については、４

月２６日に第１回目の名寄市教育改善プロジェク

ト委員会を開催し、委嘱状の交付と全体会議及び

研究グループ会議を行い、本年度の研究内容を決

定しました。特に、本年度は、平成２４年度から

取り組んできた５年計画の最終年度となることか

ら、これまでの研究の成果と課題に基づき、より

一層の研究の充実を図る実践的な取組を推進して

まいります。

具体的には、学習指導の工夫改善に関する研究

グループでは、児童・生徒の思考力、判断力、表

現力などを育むための授業研究及び実践交流と、

読み物資料「名寄岩」を活用した道徳の時間の授

業交流を行います。

校内研修の充実に関する研究グループでは、５

月に名寄市特別参与スポーツ振興アドバイザーを

講師に、体力・運動能力などの調査に関する実技

研修を行いました。今後は、前年度の本調査の分

析に基づいた指導改善を図る研修を行うとともに、

中堅教職員の力量を高めるミドルリーダー育成の

研修も実施します。

教育資源などの活用に関する研究グループでは、

生活リズムなどを示した「家庭で取り組む７つの

ポイント」の徹底を図る各校の取組の情報交換を

行うほか、ＩＣＴ機器の効果的な活用に係る調査

研究・授業実践を推進してまいります。

国際理解教育については、道教委の「小学校外

国語活動巡回指導教員研修事業」の指定を受け、

外国語活動巡回指導教員をすべての小学校に派遣
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し、教員の指導力向上と授業改善に取り組んでい

ます。

また、文部科学省の「コミュニティ・スクール

導入等促進事業」の指定を受け、智恵文小・中学

校と推進計画を立案する会議を行ってきました。

今後、智恵文地区の地域の方々などで構成する推

進委員会で検討を重ね、智恵文小・中学校におけ

る小・中一環コミュニティ・スクールの導入に向

けて取り組んでまいります。

豊かな心と健やかな体を育てる教育の推進につ

いては、本年度から読書活動の充実を目指し、す

べての小学校に学校司書を配置し、子どもたちが

読書に親しむことができる指導体制を整えました。

また、心の教室相談員については、風連中学校

に１人を、名寄中学校と名寄東中学校の両校で勤

務する相談員１人を配置し、生徒が悩みなどを気

軽に話せる環境を整え、生徒の心のケアに努めて

います。

特別支援教育の推進については、４月２２日に

第１回目の名寄市特別支援連携協議会を開催し、

委嘱状の交付と本年度の取組について協議を行い

ました。特に、本年度は、特別支援連携協議会の

組織の充実を図り、名寄市立大学の６人の先生や

認定こども園、高等学校からも新たに加わってい

ただき、児童生徒の個に応じた支援体制の整備を

進めています。

５月２３日に行われました第１回目の名寄市特

別支援教育研修会では、本市に転入した教職員や

初任者、新たに特別支援学級の担任となった教員

などを対象として、本市の特別支援教育の現状と

課題について研修し、共通理解を深めました。今

後、特別支援教育専門家チームの活用促進、特別

支援教育コーディネーターの連携促進を図ってま

いります。

また、これまで小中学校７校に配置してきまし

た特別支援教育学習支援員を本年度から名寄中学

校と名寄東中学校にも配置し、児童生徒一人ひと

りのニーズに応じた支援の充実を図っています。

今後は、特別支援教育学習支援員を効果的に活用

し、習熟の程度に応じた指導の工夫や「困り感」

のある児童生徒への支援のより一層の充実に取り

組んでまいります。

次に、学校施設の整備について申し上げます。

４月から新たな校舎の利用が始まった名寄南小

学校については、５月２７日に新校舎落成記念式

が執り行われたところです。また、本年度は旧校

舎などの解体と屋外運動場の整備などを行い、全

体事業が終了することになります。

次に、名寄市立大学並びに名寄市立大学短期大

学部について申し上げます。

平成２７年度卒業式を３月１７日に行い、保健

福祉学部栄養学科３８人、看護学科５１人、社会

福祉学科４８人、計１３７人と短期大学部児童学

科４８人、合わせて１８５人が卒業しました。

卒業生の４月１日現在の就職率は、保健福祉学

部栄養学科及び看護学科は１００パーセント、社

会福祉学科は９８パーセントとなり、保健福祉学

部全体では９ ２パーセント、短期大学部児童学

科は１００パーセントと、いずれも高い就職率と

なりました。

国家試験の結果については、管理栄養士では２

９人が合格し、合格率７ ３パーセントで新卒の

全国平均８ １パーセントを下回ったものの、看

護師は５０人が合格し、合格率は９８パーセント、

保健師は受験者２０人全員が合格し、それぞれ新

卒の全国平均合格率９ ９パーセント、９ ６パ

ーセントを上回っています。また、社会福祉士で

は３０人が合格し、合格率は６ ２パーセントで

大学新卒の全国平均４７パーセントを上回りまし

た。

次に、平成２８年度入学式については、４月５

日に行われ、新たに設置した社会保育学科に５２

人が入学したほか、栄養学科４０人、看護学科５

３人、社会福祉学科５２人の保健福祉学部全体で

は１９７人の新入学生を迎えました。

今後も、複雑化・多様化する保健・医療・福祉
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の現場から求められる豊かな人間性と専門性を備

えた職業人を育て、社会に送り出せるよう取り組

んでまいります。

次に、保健福祉学部再編事業に伴う新棟の建設

については、本年３月に基本設計が終了し、建設

事業費に係る補正予算を本定例会に提出させてい

ただきますのでよろしく御審議をお願いいたしま

す。

次に、開学１０周年記念式典について申し上げ

ます。

５月２８日に、北海道教育委員会教育長の柴田

達夫様をはじめとする多くの御来賓、関係者の皆

様の御出席をいただき、開学１０周年記念式典を

挙行いたしました。

式典では、開学時の設置者である前市長の嶋多

慶志様と初代学長の故・久保田宏様に開学１０周

年特別功労表彰を、また、前学長の青木紀様には、

佐古学長から名寄市立大学名誉教授の称号を授与

しました。

これまで本学の発展に御尽力いただきました関

係者の皆様に改めてお礼申し上げるとともに、今

後も、教育・研究活動などを通して、地域貢献に

努めてまいります。

次に、生涯学習の推進について申し上げます。

本年度で３７年目を迎える名寄ピヤシリ大学は、

新入生１１人と９人の大学院生を、また４５年目

を迎える風連瑞生大学は、新入生８人と９人の大

学院生を迎え、それぞれ４月１９日と２７日に入

学式を行いました。

新入生をはじめ学生の皆様は、生涯学習社会を

見据えた今後の学習活動へ意欲を燃やしていると

ころです。

また、智恵文高齢者学級「友朋学級」では、小

中学校行事への参加や教養講座など、交流と学び

の場として１６人が受講しています。

市民講座では、新たな取組として「バイオリン

体験教室」を４月２３日に開講し、５月３日には、

群馬県・岩見沢市・江別市からジュニアオーケス

トラを招いてミニコンサートを開催した後、２回

目の教室を行いました。本教室では、幼児から中

学生とその保護者４４人の参加のもと全７回開催

することとしており、青少年の文化芸術への興味

関心の向上と健全育成に努めてまいります。

次に、市立図書館について申し上げます。

４月２３日から始まった「子どもの読書週間」

の取組として、本館では「こども図書館まつり」、

風連分館では地域子育て支援センター「こぐま」

を会場に「春のおはなし会」を開催しました。多

くの親子の方に、絵本の読み聞かせ、パネルシア

ター、ストーリーテリングなどを楽しんでいただ

きました。

学校への読書活動の支援としては、北海道立図

書館の「学校図書館サポートブックス事業」を活

用し、風連中央小学校へ理科読図書約２３０冊の

貸出を行いました。

子どもの読書活動推進の取組としては、年代別

ブックリストを市内の保育所、幼稚園、小学校を

はじめ関係機関に配布しました。今後もブックリ

ストの改訂を順次行い、関係機関に配布してまい

ります。

これからも、本に親しめる環境づくりや、家庭

や地域における読書活動を推進してまいります。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

４月１７日に、ホームページの大幅なリニュー

アルなどを行っており、より一層の利用者拡大を

図っています。

４月２９日から５月８日までの連休中は休まず

開館し、５３０人の来館者がありました。また、

「ピリカウィーク」として、北海道大学のピリカ

望遠鏡を使用した観望会なども行いました。

４月２９日から上映を開始しているプラネタリ

ウムの新番組「富士の星暦」は、幅広い年代層の

方々に楽しんでいただき好評を得ているほか、５

月２４日からは、火星観望会を開催し２年２カ月

ぶりに接近した火星の姿を楽しんでいただいてい

ます。
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今後も、多くの方々に来館していただけるよう、

行事の企画や情報発信に取り組んでまいります。

次に、芸術文化の振興について申し上げます。

昨年５月に開館した市民文化センターＥＮ―Ｒ

ＡＹホールは、昨年度、貸館も含め７２事業、３

万２千人を超える利用があり、順調な滑り出しと

なっています。

本年度も、開館１周年記事事業として開催した

「札幌交響楽団名寄公演 アキラさんのモダンコ

ンサート」に５２４人、「ウィーン少年合唱団」

には６１４人の来場があり、今後も多くの事業が

予定されています。

引き続き「文化・芸術の拠点」「市民のコミュ

ニティの醸成の場」として、質の高い芸術文化鑑

賞の場を提供するとともに、市民に親しまれるホ

ールづくりに取り組んでまいります。

次に、北国博物館について申し上げます。

４月２９日から開催したゴールデンウィーク企

画「博物館で遊ぼう」では、１０日間で延べ ４

２２人の入館者があり、多くの家族連れで賑わい

ました。期間中は、名寄高等学校、名寄市立大学

の学生ボランティアの応援を受けて、木製遊具、

リサイクル遊具などの体験や動物とのふれあいを

楽しんでいただきました。

また、昨年度、保存４０周年の節目を迎えたＳ

Ｌ排雪列車「キマロキ」については、４月２１日

にシートの撤去作業を行い、一般公開を開始して

おり、多くの家族連れや鉄道ファンの方々がキマ

ロキの雄姿を見学していました。

５月から実施している「小さな自然観察クラブ

事業」については、小学校４年生から６年生まで

を対象に１９人の応募がありました。第１回目は

５月１４日になよろ健康の森で実施し、市の花で

あるオオバナノエンレイソウなどを観察し、春を

体感したところです。

今後も、各種普及事業を展開し地域文化の継承

と創造に努めてまいります。

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

家庭教育学級については、本年度も引き続き３

つの幼稚園に協力いただき３学級を開設しました。

今後におきましても、各学級との連携を図るとと

もに、家庭教育支援講座など、父母が自主的・自

発的に学習する機会の充実に取り組んでまいりま

す。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

４月１日付で、リレハンメル冬季オリンピック

金メダリストの阿部雅司氏を名寄市特別参与スポ

ーツ振興アドバイザーとして招へいし、これまで

培ってきた経験と人脈を活かして、冬季スポーツ

を中心とした各種大会や合宿の誘致、ジュニア世

代の育成強化、冬季スポーツの拠点化を推進して

まいります。

また、長い歴史を誇る「なよろ憲法記念ハーフ

マラソン大会」は、本年度で６４回を迎え、５月

８日に、なよろ健康の森陸上競技場を発着として

開催しました。

本年度は、ハーフマラソンの部を取り入れて４

回目であることのほか、インターネットサイトで

の申込みが定着してきたこと、さらには名称を変

えたことでの効果から、平成３年以来、２５年ぶ

りに９００人を超えるエントリーがあり、当日は

８９０人の参加をいただきました。東京、神奈川

など関東圏からの参加もあり、それぞれの種別で

健脚を競い合うことはもとより、市民の健康と交

流人口の拡大につながるイベントとして成長して

きています。

平成３２年（西暦２０２０年）の東京オリンピ

ック・パラリンピック競技大会における海外との

交流事業である「ホストタウン構想」については、

現在、本市とともに台湾を相手国として登録決定

がされている士別市と連携を図るための協議を行

っています。今後も「ホストタウン構想」を推進

し、地域の活性化を図ってまいります。

次に、放課後児童クラブについて申し上げます。

南児童クラブは、４月から新たな専用施設での

運営を開始し、利用登録者数は１１８人、また風

平成２８年６月３日（金曜日）第２回６月定例会・第１号
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連児童クラブは５４人と年々増加傾向にあります。

東児童クラブは、現在、実施設計を行い、平成

２８年度中の開設に向けて関係機関との協議を進

めてまいります。

今後も、子どもたちの健全育成を図り、放課後

児童の安全安心な居場所づくりの充実に取り組ん

でまいります。

次に、青少年センターについて申し上げます。

青少年センターでは、指導員の２年任期の改選

期を迎え、各町内会から推薦された６５人の指導

員を委嘱し、非行・補導の現状などについて研修

会を実施しました。

次に、教育相談センターについて申し上げます。

４月からは、相談電話にフリーダイヤルを導入

し、相談者が通話料金を気にせずに相談ができる

ようになりました。

５月には、全小中学校を訪問し、ハートダイヤ

ル、適応指導教室、夜間相談に関するパンフレッ

トや安心カードの配布など、全児童生徒と保護者

への周知を依頼しました。

今後も、学校及び関係機関と連携し、適切な支

援及び指導に取り組んでまいります。

次に、放課後子ども教室について申し上げます。

放課後子ども教室は、４月下旬に名寄地区と風

連地区において、小学生及び中学生を対象とした

各教室を順次開講しました。

現在、４教室合わせて４４人の子どもたちが、

自ら学び自ら考える力を身に付けるため、各教室

で自学自習やテーマ学習に取り組んでいます。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で行政報告を終わ

ります。

暫時休憩をいたします。

休憩 午前１１時１３分

再開 午前１１時２５分

〇議長（黒井 徹議員） 再開をいたします。

日程第５ 議案第１号 名寄市駅前自転車駐車

場管理条例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１号 名寄市駅前

自転車駐車場管理条例の制定について、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成１０年１２月に完成をし、平成１

１年４月から供用開始をしている名寄駅前自転車

駐輪場において、駐輪場の適正な管理を行うため

に、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車

対策の総合的推進に関する法律の規定に基づき、

利用期間経過後も駐車をしている自転車の撤去等

を可能とするための規定を整備をし、本条例を制

定しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 新規条例なので、二、

三お尋ねをさせていただきたいと思います。

この駅前の自転車の駐車場、駐輪場というふう

に言っておりましたけれども、施設が平成１０年

１２月完成、そして既にそのときには当該法律が

できておりまして、規則がこの春の４月１日とい

うことで、この間いわゆるどのような根拠規定に

基づいてあそこを維持管理をされていたのかお尋

ねをしたいと思いますし、設置後もやや１７年た

っていますから、恐らくいろんな課題があって、

またこの時期に法に基づいて条例化の提案だとい

うふうに考えておりますが、この間のいろんな課

題についてお知らせをいただきたいというように

思います。

あと、設置後１７年ということでありますので、

いわゆる駅前の自転車の駐車場についての設置状

況というか、設備状況、維持管理の課題なんかも

含めてあわせてお聞かせをいただきたいと思いま
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す。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 熊谷議員から３

点にわたって御質問がございました。まず、平成

１０年１２月に整備をされて１１年４月から供用

しておりますので、これまで駐車場内における自

転車については一定の処分をさせていただいてお

りました。その法令ということにつきましては、

道路管理者としての立場で駐車場の取り扱いにつ

いてはやらさせていただいていたということであ

ります。駐車場につきましては、４月１０日から

１１月３０日まで利用可能ということで期間を設

けまして、それ以降駐車場内に放置がされている

自転車につきましては一旦撤去させていただいて、

保管させていただいて、およそ１年間保管をし、

保管、撤去する場合については警察の立ち会いの

もと撤去をし、それ以降につきましては次年度ま

た対象の放置されている自転車が出てきたときに

前年度の自転車について搬送、処分費と相殺で処

分をいただいていたということでございます。法

令上ということでいえば、道路管理者としての立

場で処分をさせていただいておりました。

あと、施設の関係につきましては、１７年たっ

てはいますけれども、屋根つきの駐車場でしっか

りしたものであります。約２００平米近くござい

まして、現状は自転車が２００台ほど収容が可能

な施設ということでございまして、現在特段１７

年経過をいたしましても改めて改修等については

必要がないかなというふうに考えているところで

あります。

課題ということを御質問いただきましたけれど

も、現状先ほど２００台ということでお話をしま

したけれども、少し駐車場が大体３０台ぐらいで

すか、駐輪場からはみ出している自転車がありま

して、これについてはもちろん名寄駅のほうでも

職員の方が時々見ていただいたりもしているのか

というふうに思いますけれども、そのほか私ども

はあそこの駐車場について委託をさせていただい

ていまして、それぞれ週、利用期間については三

十四、五回ほど清掃と、あるいは自転車の整理等

行っているという状況になってございまして、自

転車の駐車場内にしっかりと自転車が配置、整頓

がされていないというのがちょっと課題かなとい

うふうに思っておりまして、この点につきまして

は改めてうちの嘱託職員も含めてできるだけ歩行

者の皆さんに迷惑がかからないような体制につい

てとっていきたいというふうに考えているところ

でございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 今回の提案そのもの

は非常に当然といえば当然の提案で、内容も法の

６条を中心にした各項の適用で、特に放置自転車

に対する措置だとか、撤去した放置自転車の措置

の関係などについて明確化していることについて

はもともと必要だった条例であったと思いますけ

れども、私が今聞いているのはこの４月１日に名

寄市駅前駐輪場管理規則ということで施行されて、

６月の定例会での条例化ということで、それ以前

のいわゆる根拠規定の自転車の処分だとか、いろ

んな課題などについての対応については、道路管

理に基づいてということですけれども、あの道路

そのものは周辺の道路は道道ですね、Ｕ字型。そ

の適用については、それは真っ当な対応として妥

当であったのかどうかという評価の視点で私もち

ょっとお聞きしているのですけれども、規則をこ

の春にかなり、法そのものは昭和５５年か５６年

ですよね。今市長の提案説明にもありましたけれ

ども、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐

車対策の総合的推進に関する法律ということで５

５年で制定をされて、平成５年に最終的な改正で

一回終わっていますけれども、名寄の自転車の駐

輪場そのものは平成１１年４月から使っているの

ですけれども、この間の空白のところが少し気に

なっているのです。条例化への気づきについて、

それ以前から必要であったのではないかというふ
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うに思っていますけれども、まず改めてそれにつ

いてお聞きをしたいと思います。この条例そのも

のについては私も賛成で、内容的にも当然だとい

うふうに考えていますけれども。

それからあと、特に維持管理上では多分沿線の

学生さん中心に汽車に乗って学校まで行くという

方、あるいは通勤でＪＲをおりてから自転車乗っ

て職場まで行くというケースだと思うのですが、

名寄の場合は一応４月１０日からやや半年間を対

象としていますけれども、長期という、学校の休

みだとかということで、どうしてもそれはやや半

年近く自転車が放置されるという、放置という言

葉がいいのか、置かせていただいているというこ

とがいいのかわかりませんけれども、この間とい

うのは条例の中でも、法律の中でも６カ月以上た

った場合についてということでいろいろ調べたり、

該当者への対応ということになろうかと思うので

すけれども、いわゆる長期の定義について、ここ

に運用としては当然その間撤去するということは

あり得ないと思うのですけれども、その辺につい

ての考え方について改めてお知らせをいただきた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 先ほど熊谷議員

おっしゃいましたとおり、本来でいえばもう少し

早目に整備をしておかなければならなかったとい

うのは議員おっしゃるとおりかなと思っています。

実は、平成１１年４月に供用した段階では、その

段階では要綱という形で、先ほど言いましたよう

な形で警察の立ち会いのもとということでやらさ

せていただいておりました。それ以降、行政不服

審査の手続の関係とかがありまして、実は３月に

ぜひ条例化をということも考えたのですが、その

段階では法に基づいてなかなか最終的な条例改正

について手続上ちょっとできなかったものですか

ら、今回６月という形でやらさせていただきたい

ということであります。

あと、長期ということで学生等夏休みとかあり

ますから、その期間については特に撤去をすると

いう考え方は基本的には持っておりません。あく

までも１１月３０日以降冬期間において放置をさ

れている自転車についてということで考えており

ますので、夏の期間について学生等が置かれてい

る自転車について何らかの措置ということは今考

えてはおりません。

実態を申し上げますと、２００台収容の駐輪場

ですけれども、大体昼過ぎぐらいにあそこへ行き

ますとまだ８０台ぐらいの自転車が残って、つま

りは現行２００台なのですけれども、学生早朝の

利用があって、それも込みで大体２８０人ぐらい

の方が利用されているような状況にはあるのかな

というふうには把握をしておりますけれども、い

ずれにしても長期にわたってということについて

は、夏の期間ということでは考えておりません。

あくまでも１１月３０日以降ということで考えて

おります。

以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） これで終わりますけ

れども、この施設、法律に基づきますと１５条で

国の助成措置のやや５項目にかけて、施設をする

段階で補助が出るという規定になっておりまして、

法律ができた以降改正されているのかどうかわか

りませんけれども、この国の補助事業はその時点

で活用はされていたのか、もしおわかりであれば

お知らせをいただきたいと思います。市内には、

駅前に限らず公共施設、学校もそうですけれども、

大学やらもそうでしょうし、小学校、中学校も遠

距離、自転車通学を認められているところにもそ

れは該当が、ある面では公共団体でやる都市計画

事業としての規定なのですけれども、いわゆる教

育施設やいろんな公共施設の中にも当該の該当す

るようなものがあるのではないかというふうに考

えておりますけれども、この補助事業の活用につ

いて実績及び考え方について最後にお聞かせいた

だきたいと思います。
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それから、もう一つは、同法律の中の８条には

自転車等駐車対策協議会の設置について設置する

ことができるというふうになっていますけれども、

これはいろんな各関係機関、道路管理者はもちろ

ん都道府県の警察や、あるいは製造事業者なども

含めて、あるいは必要に応じてほかに、そういう

ような構成の中で協議会を、名寄の市の中で協議

会があるとすれば私の認識不足でしたけれども、

必要なのかどうかもちょっとまだ理解に至ってい

ませんけれども、協議会の設置についての必要性

や現状についてお知らせをいただきたいと思いま

す。

最後もう一つですが、これはたまたま駅前の自

転車の駐車場ということでの条例提案なのですが、

この機会に係争事件で自転車、交通上の裁判問題、

自転車乗っている人も一定の義務を負わされると

いうような判例も出ていたり、名寄の自転車のマ

ナーは私も含めて相当悪いのではないかと思って

ますから、交通安全に対する、条例制定を機会に

いろんな協議会を通しながらでも、一層のルール、

マナーあるいは法律改正などについても理解を深

めるいい機会にしていただければというふうに思

っていますので、３点について考え方を聞いて終

わります。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 熊谷議員のほう

から法律１５条に基づいてということで、国の助

成措置があるということでございました。大変申

しわけないのですけれども、この法律を使って、

助成措置があるということで法律上書いてありま

すけれども、具体的にどういった、例えば先ほど

ありました学校の駐車場ですとか、そういったと

ころまで該当になるかどうかちょっとまだ調べて

おりませんので、お答えできないのですが、駅前

の駐車場につきましては道道の駅前の広場の改修

ですとか、あそこの名寄停車場線の道道の改修に

あわせて駐車場の整備も一定道のほうにお願いを

したという経緯だというふうにお伺いをしている

ところです。

あと、法の８条の対策協議会の関係につきまし

ては、私ども今回大変申しわけないのですけれど

も、駅前の駐車場に限って条例整備や何かを考え

ておりまして、そこまで幅広く対策協議会等につ

いては考えておりませんでした。私としては、市

内いろいろ放置自転車があるのは知っておりまし

て、議会の中でも川口議員とかに点字ブロックの

上に駐輪が、自転車が乗っかっていますというよ

うなことも話ございましたので、改めて今、年２

回のパトロールの中でその辺は確認をさせていた

だいておりますし、また一部道路管理者として歩

道上の自転車については今月に入ってからも撤去

をさせていただいているという状況にあります。

また、この条例にあわせてということで、自転

車のマナーの関係についてということでお話がご

ざいました。これは、私ども建設水道部の担当ば

かりではなくて、市民部も含めて今後少しお話を

させていただくような案件になるかなというふう

に思っております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） １点お伺いをしたいと

思っているのですが、撤去した放置自転車に係る

措置にかかわって伺いたいと思います。

今御説明ありましたように、駅前の自転車駐車

場のところ、秋口になると大きな看板できちっと

周知というか、告知といいますか、されているの

ですけれども、それでも雪が降ってもまだ残って

いるのを私も見ていて、何とかならないのかなと

いうふうには思っていたところなのですが、今回

こういった条例が新しくできるということで、前

へ進めばというふうに思っているのですが、この

撤去した放置自転車に係る措置の中で、経過して

もなお返還することができないときは自転車を売

却し、そしてその売却した代金を保管することか

できるというふうにされていますが、売却するこ

とができるですので、しないかもしれない。その
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辺をどういうふうに判断をしていかれるのかお伺

いをしたいと思います。

あと、撤去した放置自転車、売却しないで残っ

ている、その自転車の活用をどのようにしようと

されているのかも伺いたいと思います。

あわせて、よろーなの駐輪場のところもそんな

に残ってはいないかなというふうに時々見かけて

いるのですけれども、そこの部分についてもこの

条例化の適用するのかどうか、その部分について

お伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） まず、今回の条

例でよろーなの駐輪場の関係について適用するか

ということなのですが、基本的にはあくまでも駅

前の駐輪場、私どもが管理をしている駐輪場とい

うことで考えてございますので、よろーなの部分

については適用はいたしません。

また、撤去した自転車についての売却というこ

とでお話がございました。法律に基づいて一定程

度条例を整備をしていきたいという考え方であり

まして、できるだけ売却はしない形で、先ほどお

話があった活用ですとかということも含めてやっ

ていきたいということでありまして、今のところ

担当としては特に売却をしてというような考え方

には立ってはおりませんけれども、法律上でこう

いう規定も設けなければならぬかなというふうに

思いまして、一応規定を設けたところであります。

あと、活用につきましては、自転車もいろんな

状態にありまして、もうかごがとれている、サド

ルがないというような、いろんな状況があります。

使えるものについては、これまでも庁用自転車で

活用させていただいたりということで一部利用も

させていただいておりますので、市役所全体で何

か活用があればまたそちらのほうには利活用して

いきたいというふうには考えているところです。

ただ、なかなかやはり全体的には古い自転車が年

間大体３０台ぐらい毎年あるような状況、放置さ

れている状況にありますので、それを全て活用と

いうことではなくて、一定程度一年一年の中で処

分をさせていただきたいという基本的な考え方に

は立っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今撤去した放置自転車

についての活用なのですけれども、他市の状況等

見せていただくと、リサイクルしてレンタサイク

ルに使ったりというようなことも出されているの

ですが、そうなるとまた修理にお金がかかると。

いろんな部分で難しい点はあるのかなというふう

には思うのですけれども、ただ売却というふうに

なると売却した後の、返還ができる場合は自転車

も返還しながら、また売却した場合は売却した代

金をというふうに書かれているわけですので、ど

うも売却した代金をどういうふうにというところ

ら辺が市民の皆さんにとってはちょっと疑問が残

るところになるのかなというふうに思いながら、

今回これ条例を見せていただいているのですが、

その点について法令上というお話もありましたが、

再度その辺の御説明をいただいて終わりたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 先ほど法令に基

づいて一定の条例整備ということで、売却につい

てもうたわさせていただくということでお話をさ

せていただきました。それで、先ほども言いまし

たけれども、今までもそうですけれども、基本的

には売り払いをするという事例についてはこれま

でも実はございません。今後についてもできるだ

け利活用含めてできるところについてはやってい

きたいというふうに考えておりまして、３０台売

却をしてとかということなのですが、なかなか買

い取る業者もそうそういるわけでもございません

ので、その辺は余り私どもとしては、実際にはど

れだけの対応があるのかなというところで、法律、

条例については整備をさせていただいたというこ

とで御理解をいただきたいというふうに思ってい



－24－

平成２８年６月３日（金曜日）第２回６月定例会・第１号

ます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 議案第２号

名寄市手数料徴収条例の一部改正についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２号 名寄市手数

料徴収条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

本件は、長期優良住宅の認定基準である長期使

用構造等とするための措置及び維持保全の方法の

基準の改正により、既存住宅を増改築した場合の

長期優良住宅建築等計画の認定に係る申請手数料

及び建築物の省エネルギー性能の向上を図ること

を目的に建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律が制定をされたことに伴う建築物エネル

ギー消費性能向上計画の認定と建築物エネルギー

消費性能基準適合の認定に係る手数料を定め、あ

わせて第２条の表を各部に関連する所管別の別表

に区分をするため、本条例の一部を改正しようと

するものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 議案第３号

名寄市指定地域密着型サービス及び指定地域密

着型介護予防サービスの事業に関する基準等を定

める条例の一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３号 名寄市指定

地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防

サービスの事業に関する基準等を定める条例の一

部改正について、提案の理由を申し上げます。

本件は、介護保険法の改正により平成２８年４

月１日から地域密着型サービスに地域密着型通所

介護が新設をされたことに伴い、本条例第４条第

２項に地域密着型通所介護を示す基準省令の規定

を加えようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 議案第４号

字の区域の変更についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４号 字の区域の

変更について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成２１年度から実施をしている道営

経営体育成基盤整備事業名寄東地区の換地処分に

伴い、字の区域を変更しようとするものでござい

ます。

当該地域は、名寄川の河川敷地を字界としてお

りましたが、昭和３０年代の名寄川築堤工事を経

て字界の指標物であった河川形状に変動が生じて

おり、従来の字界によれば今後の土地登記及び権

利関係が複雑になるため、今回の換地処分を機会

に字旭東の一部を字日彰に編入をするものでござ

いまして、地方自治法第２６０条第１項の規定に

基づき議会の議決を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第９ 議案第５号

北海道市町村職員退職手当組合規約の変更につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第５号 北海道市町

村職員退職手当組合規約の変更について、提案の

理由を申し上げます。

本件は、名寄市も組織団体となっている北海道

市町村職員退職手当組合の組織団体から北空知学

校給食組合が平成２７年１１月３０日解散により

脱退したこと、また本文の一部文言の整理及び別

表を改めることに伴い、北海道市町村職員退職手

当組合規約の変更について協議をするために、地

方自治法第２８６条第１項及び同法第２９０条の

規定に基づき議会の議決を求めるものでございま

す。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時５８分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

日程第１０ 議案第６号 専決処分した事件の

承認についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第６号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、平成２７年度名寄市一般会計補正予算

の専決処分でありまして、歳入歳出それぞれ２億

００２万 ０００円を追加し、予算総額２３５

億 ７８４万 ０００円にしたものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費の財政調整基金積立金１億 ９９１万 ０

００円の追加は今後の財政運営に備えるために、

公共施設整備基金積立金１億５１０万 ０００円

の追加はいただいた寄附金と今後の公共施設の改

修や整備のために、地域振興基金積立金２４１万

円の追加は多くの皆様から御寄附をいただいたふ

るさと納税寄附金など寄附金をそれぞれ積み立て

たものでございます。

１０款教育費の大学振興基金積立金３億円の追

加は、今後の大学の整備や運営などに対し積み立

てたものでございます。

次に、歳入について申し上げます。１１款地方

交付税の１億 ８２８万 ０００円の追加は、特

別交付税の交付額の確定に伴い追加をしたもので

ございます。

１５款国庫支出金、地方創生加速化交付金 ２

１７万 ０００円の追加は、交付金の額の決定に

伴い予算を計上したものでございます。

１８款寄附金の一般寄附金５８０万円、ふるさ

と納税寄附金１６１万円など合計で７４７万円の

追加は、多くの皆様からいただいた寄附金でござ

います。

次に、第４表、地方債補正につきましては、町

内会活動支援事業ほか１６事業を変更したもので

ございます。

次に、第５表、繰越明許費補正につきましては、

移住交流促進事業費ほか２件を変更したものでご

ざいます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分を行い、同条第３項の規定により報告を申

し上げ、承認をお願いをするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第６号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第６号は承認することに決定をい

たしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１１ 議案第７
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号 専決処分した事件の承認についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第７号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、平成２７年度名寄市介護保険特別会計

補正予算に係る専決処分でございます。

保険事業勘定におきまして歳入歳出それぞれ

０００万円を減額をし、予算総額を２２億 ８１

３万 ０００円にしたものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

保険給付費におきまして給付実績の減に伴い介護

サービス等諸費を １４５万 ０００円減額した

ものでございます。

また、６款諸支出金におきましては、平成２６

年度国庫補助金の確定に伴い返還金として１４５

万 ０００円を増額したものでございます。

次に、歳入について申し上げます。４款国庫支

出金におきましては、平成２７年度の調整交付金

並びに国庫補助金が増額になったことから、８款

繰入金の介護給付費準備基金繰入金を ０００万

円減額したものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分を行いましたので、同条第３項の規定によ

りこれを報告をし、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第７号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第７号は承認することに決定をい

たしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１２ 議案第８

号 専決処分した事件の承認についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第８号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、平成２７年度下水道事業特別会計補正

予算に係る専決処分でありまして、歳入歳出それ

ぞれ８０万円を減額し、予算総額１１億 ３４７

万 ０００円にしたものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

下水道事業費では、公共下水道工事費の確定に伴

い８０万円減額したものでございます。

次に、歳入につきましては、市債の額の確定に

より６款市債８０万円を減額したものでございま

す。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い変更したものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決

処分を行いましたので、同条第３項の規定により

これを報告し、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第８号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第８号は承認することに決定をい

たしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１３ 議案第９

号 専決処分した事件の承認についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第９号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、平成２７年度個別排水処理施設整備事

業特別会計補正予算に係る専決処分でありまして、

歳入歳出それぞれ１７７万円を減額をし、予算総

額 １３７万 ０００円にしたものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

個別排水事業費では浄化槽設置工事費の確定に伴

い１７７万円を減額したものでございます。

次に、歳入につきましては、１款分担金及び負

担金で受益者分担金額の確定により１７万円を、

５款市債では額の確定により１６０万円をそれぞ

れ減額をしたものでございます。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い変更したものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決

処分を行いましたので、同条第３項の規定により

これを報告をし、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第９号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第９号は承認することに決定いた

しました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１４ 議案第１

０号 平成２８年度名寄市一般会計補正予算（第

１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１０号 平成２８

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、各款の臨時的経費を中心に補正

をしようとするものでありまして、歳入歳出にそ

れぞれ３億 ９５７万 ０００円を追加をし、予

算総額を２３８億 ８８５万 ０００円にしよう

とするものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。３款

民生費におきまして障害者福祉一般行政経費のう

ち２７万 ０００円の追加は、視覚障害などの方

々に対するインターネット情報サービスサピエの

導入に要する経費を追加をしようとするもので、

視覚障害などの方々へ読書環境向上を図ろうとす

るものでございます。なお、これら事業費の財源

の一部には昨年度いただいた寄附金を原資とした

地域福祉基金から繰り入れ、充当をいたします。

７款商工費におきましてピヤシリスキー場整備

事業費 ０１２万 ０００円の追加は、利用者の
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安全性の確保のため、第１リフト支柱ブラケット

ブッシュ交換工事などの実施とともに、ジャイア

ントコース照明ＬＥＤ改修工事を実施をし、ゲレ

ンデ環境の向上と少年団を初めとする青少年の健

全育成に努めようとするものでございます。なお、

ジャイアントコース照明ＬＥＤ改修工事の財源に

は、昨年度いただいた寄附金を原資とした公共施

設整備基金から繰り入れて充当をいたします。

１０款教育費におきまして名寄市立大学保健福

祉学部再編事業費２億 ４６９万円の追加は、名

寄市立大学新棟建設に係る工事管理業務や建設工

事費などを追加しようとするものでございます。

同じく１０款教育費におきまして地域ケア力向

上事業費４００万円及び冬季スポーツ拠点化推進

事業費２５０万円の追加は、地方創生推進交付金

事業として地方総合戦略の本格的な推進に向けそ

れぞれの事業の進化を図るために事業費を追加を

し、実施をしようとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。事業費の追

加等に伴う特定財源の調整のほか、収支不足を財

政調整基金繰入金で調整をいたしました。

２２款市債におきまして名寄市立大学保健福祉

学部再編事業債２億 ８８０万円の追加は、名寄

市立大学新棟建設に係る財源として予算を追加を

し、計上しようとするものでございます。

次に、第２表、継続費補正では名寄市立大学保

健福祉学部再編事業を追加をしようとするもので、

第４表、地方債補正においては名寄市立大学保健

福祉学部再編事業債を追加をしようとするもので

ございます。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきまして総務部長から説明をさせますの

で、よろしく御審議くださいますようお願いを申

し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 補足説明を臼田総務部

長。

〇総務部長（臼田 進君） それでは、一般会計

の補正予算につきまして市長より申し上げた分と

の重複を避けて補足説明をさせていただきます。

初めに、歳出から説明をさせていただきます。

恐れ入りますが、議案第１０号の８ページ、９ペ

ージのほうをお開きいただきたいと思います。２

款総務費、１項８目企画振興費の町内会活動支援

事業費で町内会館等建設費補助金１０６万 ００

０円の追加につきましては、智北会館の改修工事

に係る補助申請に対応し、予算を計上しようとす

るものでございます。同じく２款総務費、１項８

目企画振興費のコミュニティ助成事業費２４０万

円の追加につきましては、風連地区町内会連絡会

が実施をしますコミュニティー活動備品の整備に

対し補助をしようとするもので、財源としまして

同額を雑入のコミュニティ助成事業助成金として

予算を追加計上してございます。

次に、１０ページ、１１ページのほうをお開き

いただきたいと思います。３款民生費、２項３目

保育所費の認定こども園施設整備事業補助金 ０

２０万 ０００円の追加及び１２ページ、１３ペ

ージの１０款教育費、４項１目幼稚園費の認定こ

ども園施設整備事業補助金 ７９２万 ０００円

の追加につきましては、補助金の積算見直しによ

り予算を追加しようとするものでございます。な

お、財源といたしまして国からの補助金も追加し

て予算計上させていただいたところでございます。

７款商工費、１項２目観光費における有森裕子

なよろひまわりリレーラン実行委員会補助金１０

５万円の追加につきましては、スポーツ振興くじ

助成金の交付決定により補助金を追加しようとす

るものでございます。

同じく７款商工費、１項３目スキー場費のなよ

ろ温泉整備事業費６４万 ０００円の追加につき

ましては、温浴施設に係るろ過器電動三方弁及び

屋外配水管の修繕を実施しようとするものでござ

います。

１４ページ、１５ページのほうをお開きいただ

きたいと思います。１０款教育費、６項４目文化

センター費のＥＮ―ＲＡＹホールサービス研修委
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託料４９万 ０００円の追加につきましては、Ｅ

Ｎ―ＲＡＹホールスタッフの接遇や舞台技術研修

などを実施し、ホールサービスの充実を図ろうと

するものでございます。

次に、歳入について申し上げます。６ページ、

７ページのほうをお開きいただきたいと思います。

２１款諸収入、４項５目雑入でスポーツ振興くじ

助成金２０４万 ０００円の追加につきましては、

交付決定のございました助成金について予算を追

加しようとするものでございます。

以上、補足説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） １点確認をさせていた

だきたいと思います。

今御説明いただいた１０ページ、１１ページの

３款２項児童福祉費、保育所費の認定こども園施

設整備事業補助金とあわせて教育費の幼稚園費、

認定こども園施設整備事業費にかかわってなので

すけれども、今全国的に保育所の待機児がたくさ

んいらっしゃるということなのですけれども、現

在名寄市では待機児はどのようになっているのか、

まずお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） ただ

いま名寄市における保育所の待機児童数というお

尋ねだったかというふうに思います。ことしの４

月時点で保育所の待機児童数でございますけれど

も、認定されている保育所以外で事業所内の保育

所だとかが３つほどございまして、あと認可外保

育所も１カ所ということで、それぞれ通っている

ところであきができましたら認可保育所のほうに

移転をしてまいりたいという方がいらっしゃいま

すので、現在希望していて全く通えないというお

子様についてはいないと、そういうような状況に

なっております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 入れなくて、保育所、

認定保育所、また無認可等々のところでも入るこ

とができて、保護者の方々、特にお母さんが多い

のですけれども、預かる場所がなくて働けないと

いうようなことは今のところはないというふうに

受けとめさせていただいたかと思うのですけれど

も、報道によりますと認定こども園が新しくスタ

ートすると保育部分で定員が３０人ぐらい増員さ

れるというふうな報道がありました。そして、そ

れが来年度、２９年度からということでしたので、

その間どのような対応をしていくのか、これから

ももっと保育所に預けて働きたいという方もふえ

るのではないかなというふうに思っているのです

が、その点この１年間ある中でどのような対応を

していこうとされているのかをお聞かせいただき

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） ただ

いま議員からも御質問のとおり、今回認定こども

園として整備される予定の名寄幼稚園さんにつき

ましては、幼稚園部門が１２０名、それと保育所

部門が３０名ということで、来年度は合計合わせ

まして１５０名の定員で実施されるということで

お伺いをしております。待機の状況は先ほどのよ

うな状況でございますので、勢い保育所のほうに

つきましては現在働いている親御さんが大分ふえ

てまいっておりますので、すぐどうこうというこ

とにはならないかというふうに思いますけれども、

いずれにいたしましても民間のほうの整備されて

いく状況に応じまして、今後の総合計画の中でも

含めまして公立保育所のあり方を民間保育所の整

備状況を含めながら検討をしてまいりたいという

ふうに考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） やっぱり公立の保育所
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に入りたいと。近いところの、自分の住宅なり住

んでいるところの近くに入りたいと。だけれども、

なかなかそこに思うようにいかないというような

お話を聞くわけです。そういったところで、今総

合計画の中でも検討していくということでしたの

で、私もずっとお聞きしていきましたら公立の保

育所のところに十分に手配をしながら入れていた

だいて、待っている方のないように手配をしてい

ただいてきたというお話は聞いてきましたけれど

も、引き続きそういった方々の思いをやはり酌み

取っていただきながら進めていただくことを強く

求めて、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１５ 議案第１

１号 名寄市過疎地域自立促進市町村計画の変更

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１１号 名寄市過

疎地域自立促進市町村計画の変更について、提案

の理由を申し上げます。

本計画は、過疎地域の自立促進を図るための計

画であり、今回の計画変更につきましては国の財

政支援策を有効に活用するため事業の追加を行う

ものでありまして、北海道との協議が調いました

ので、過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項

で準用する同条第１項の規定に基づき議会の議決

を求めるものでございます。

なお、変更の概要につきましては総務部長から

説明をさせますので、よろしく御審議くださいま

すようお願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 補足説明を臼田総務部

長。

〇総務部長（臼田 進君） それでは、私のほう

から変更の概要につきまして説明を申し上げます。

まず、今回の名寄市過疎地域自立促進市町村計

画の変更についてでありますが、認定こども園施

設整備事業に過疎債の活用を図るために過疎地域

の自立に必要な事業としまして新たに１事業を追

加するものでございます。

本日追加をして配付をさせていただきました資

料のほうをごらんいただきたいと思います。この

資料につきましては、過疎計画登載事業のうち今

回の変更に係る事業について抜粋をして記載をさ

せていただいたものでございます。今回の変更の

内容についてでありますが、過疎計画区分の４、

高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進に事業名、

（４）、認定こども園を新たに追加をし、事業内

容としまして認定こども園施設整備事業を追加し

ようとするものでございます。これによりまして

変更後の総事業費につきましては、変更前の額に

４６９万 ０００円を追加いたしまして２７４

億 ０３９万 ０００円となります。

以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略
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し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１６ 報告第１

号 平成２７年度名寄市一般会計予算繰越明許費

繰越計算書の報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第１号 平成２７年

度名寄市一般会計予算繰越明許費繰越計算書につ

いて御報告を申し上げます。

自治体情報セキュリティ強化対策事業費ほか５

事業は、平成２７年第１回定例会から平成２８年

第１回定例会までに予算計上し、平成２８年第１

回定例会により繰越明許費の設定をしていただい

たものでございます。

一般会計繰越明許費繰越計算書は、出納閉鎖に

当たり、これを翌年度に繰り越しするためのもの

であり、地方自治法施行令第１４６条第２項の規

定により御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第１号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１７ 報告第２

号 公害の現況に関する報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第２号 公害の現況

に関する報告について、御報告を申し上げます。

平成２７年度につきましては、大気汚染、水質

汚濁、騒音、振動、悪臭の５項目を中心に、関係

機関の御理解と御協力をいただき、指導及び監視

を行ってまいりました。

まず、大気汚染では、ダイオキシン類調査を中

心に実施をしてきており、炭化センターにおきま

しては排出基準を大きく下回る結果となっており

ます。また、粉じん発生源と言われているスパイ

クタイヤにつきましては、低水準で推移をし、ス

タッドレスタイヤが市民生活に定着をしているも

のと思われます。

次に、水質汚濁では、公共用水域の環境保全を

図るため、本市から天塩町間の天塩川及び本市の

上水道水源である名寄川の水質調査を実施をして

おり、いずれも平水時における河川の環境基準を

満たした水質を維持してございます。また、ゴル

フ場の農薬使用に関する問題につきまして、関係

する環境保全指導要綱に基づく水質分析調査を２

回実施をし、いずれも基準値以内の水質が保たれ

ておりました。

次に、騒音、振動及び悪臭では、低騒音工法に

よる工事が一般的になっており、建設作業による

苦情はございませんでした。

その他、地球温暖化対策といたしましては、第

二次名寄市地球温暖化防止実行計画を平成２４年

５月に策定をし、ＣＯ２削減５％を目標としてまい

りましたが、基準年の平成２２年度と比較をして

２ １％という結果となりました。これは、原子

力発電の稼働停止に伴い火力発電が中心となった

ことから、電気使用量のＣＯ２換算係数が増加をし

たことが要因と考えられます。名寄市公共施設の

二酸化炭素排出状況につきましては、引き続き調

査を実施をしております。
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以上、公害の現状について申し上げましたが、

今後とも公害対策では継続をした調査、啓発等を

行い、市民の健康と生活環境の保全に向けて努力

をしてまいります。

なお、詳細につきましては、さきにお配りをし

てございます公害の現状と対策を御高覧いただけ

ればと思います。

以上、名寄市公害防止条例第４条第２項の規定

に基づき御報告をさせていただきます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第２号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１８ 報告第３

号 株式会社名寄振興公社の経営状況について、

報告第４号 名寄市社会福祉事業団の経営状況に

ついて、以上２件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第３号及び報告第４

号、株式会社名寄振興公社ほか１件の経営状況に

ついて、一括して御報告を申し上げます。

まず、報告第３号 株式会社名寄振興公社の経

営状況について申し上げます。

平成２７年度第４４期の経営内容につきまして

は、５月２０日の株主総会で報告を受けたところ

でございます。名寄ピヤシリスキー場につきまし

ては、平成２５年度シーズンから来場者数に回復

の兆しが見えてきたことから、この流れをとめる

ことがないよう平成２７年度シーズンも索道施設、

ゲレンデ等の整備を行い、利用者に安全に利用い

ただけるよう万全の体制で臨んだところでありま

すが、降雪不足の影響でオープンが１２月２７日

と大幅におくれ、合宿等のキャンセルが相次いだ

ほか、シーズンを通して天候に恵まれず、リフト

輸送人員は前年比８ ５８％の３９万 １１６人

にとどまりました。しかしながら、集客対策とし

て北海道シーズンネットへの加盟、またフェイス

ブック等を活用し、広く情報発信を行った結果、

名寄市外からの利用者が増加をし、特に雪質にこ

だわる外国人観光客の利用が目立つなど、１２月

を除くリフト収入は前年と比べ若干ではあります

が、増加傾向となりました。

なよろ温泉サンピラーにつきましては、大会、

団体で ８０１人、前年比１２ １９％と伸びを

示したものの、合宿で ４８１人、前年比９ １

０％、工事関係者で ５４９人、前年比５ ８０

％、ビジネスで９７４人、前年比６ ５４％と軒

並み減少し、宿泊者数は１万 １９４人、前年比

８ ４５％となり、当初計画を大きく下回る結果

となりました。また、日帰り入浴者数についても

６万 ０２２人、前年比９ ２２％と微減をし、

全体を通して厳しい利用実績となりました。

北海道立サンピラーパークにつきましては、隣

接施設、関係機関、団体、住民等と連携をし、四

季折々の企画事業を実施をするとともに、ひまわ

り、コスモスの植栽等公園の魅力づくりに努めま

した。カーリング場につきましては、１０シーズ

ン目となり、愛好者はもとより学校授業や各種大

会等に多くの利用があり、とりわけこの施設で育

ったジュニアが世界大会において表彰台に上がる

などうれしいニュースもあり、今後も名寄カーリ

ング協会と連携をし、カーリングのさらなる普及

に努めてまいります。なお、サンピラーパークの

当期実績としては、利用者数は１４万６６０人、

前年度比１０ １９％となったところであります。

このほか体育センター、ピヤシリ・フォレスト、

なよろ健康の森、名寄公園パークゴルフ場、また

昨年度から新たに受託をしたピヤシリシャンツェ

も含め、引き続き利用者が安全、安心、快適に御

利用をいただけるよう利用の促進及び維持管理に

努めてまいります。
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なお、営業の詳細につきましては、お手元の事

業報告書に記載のとおり、当期におきましては厳

しい経営環境の中、原価率の低減や経費の縮減も

努めてきたところでございますが、スキー場のオ

ープンのおくれ等の要因で売上高については前年

比 ８８０万 ４７７円の減となり、当期純損失

で９２６万 ６７０円を計上する結果となりまし

た。４５期においては、今期の決算を踏まえて事

業計画に基づき黒字化に向けて営業力の強化や経

営の安定を図るよう一層の努力を促してまいりま

す。

次に、報告第４号 名寄市社会福祉事業団の経

営状況について申し上げます。

名寄市社会福祉事業団は、高い倫理観を保ちな

がら利用者の意向に基づいた介護サービスを総合

的に提供できるよう日々努めてございます。平成

２７年度の名寄市社会福祉事業団の運営について、

まず特別養護老人ホームについてでありますが、

質の高いサービス、安全、安心、利用者のニーズ

に即した自立支援を基本理念として、入所者一人

一人のケアプランに基づいて提供をしてまいりま

した。

短期入所生活介護及び通所介護事業におきまし

ては、地域の老人福祉サービスの拠点として、施

設の持つ専門的機能の効果的な活用を図り、利用

者及び御家族の身体的、精神的負担の軽減にもつ

ながるように努めてまいりました。また、居宅介

護支援事業所につきましては、介護に関する総合

的な相談に応じ、在宅で日常生活を営むために必

要な各種保健福祉サービスを適切に利用できるよ

うに要介護者や御家族の意向に沿ってサービス提

供事業者や行政との調整を行ってきたところでご

ざいます。さらに、高齢者世話つき住宅生活援助

員派遣事業におきましては、市営シルバーハウジ

ングの入居者が地域の中で自立して安心かつ快適

な生活が送れるように生活指導、生活相談、緊急

時の対応などの支援をしてまいりました。

平成２７年度の収支の状況について申し上げま

すと、法人全体の資金収支につきましては前期繰

越金が２億１０万９９８円、収入額が１０億 ５

６６万 ３４６円に対し、支出額が１０億 １６

２万 ７６７円となり、前期繰越金及び収入から

支出を差し引いた１億 ４１４万 ５７７円を平

成２８年度に繰り越しをしたところでございます。

平成２７年度につきましては、介護報酬の引き下

げ、さらには介護職員の人材不足により施設利用

者の稼働率が低下したことに伴い、収入減へとつ

ながり、厳しい経営状況となりました。前年度の

繰越金と比較をしますと金額では ５９６万 ４

２１円の減で、率にしますと１ ９％の減でござ

います。今後とも健全経営に取り組むとともに、

利用者のさまざまなニーズに応え、施設の機能と

特性を生かしながら地域における高齢者福祉の増

進になお一層取り組んでまいります。

以上、２件を一括して御報告をさせていただき

ました。よろしく御審議くださいますようお願い

を申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で報告第３号外１

件の報告を終わります。

報告第３号外１件については、本日の会議終了

後に議員協議会を開催し、質疑を行います。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１９ 報告第５

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第５号 専決処分し

た事件の報告について申し上げます。

事故の内容は、平成２８年１月１３日午後４時

３７分ごろ、名寄市西１条南２丁目の交差点にお

きまして経済部所管の公用車が北へ直進走行中、

右方から一時停止を無視し、交差点に進入をして

きた相手車両が公用車の右後方側面に衝突したも

のであります。過失割合は本市が２０％であり、

相手方車両の修理代として本市が１８万 ６７３
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円を負担をすることで示談が成立し、和解をした

ところでございます。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしたので、同条第２項の規定により

御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第５号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２０ 諮問第１

号 人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 諮問第１号 人権擁護委

員の候補者の推薦について、提案の理由を申し上

げます。

人権擁護委員法の規定により、本市には８名の

人権擁護委員が法務大臣の委嘱を受け、活動を行

っておりますが、平成２８年９月３０日をもって

佐藤源嗣委員及び村上勝浩委員が任期満了となり

ます。

本件は、再度両氏を候補者として推薦をいたし

たく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により

議会の意見を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

本件については、市長が推薦する者について適

任と認めることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、本件は適任と認めることに決定をいた

しました。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日６月４日から６月１４

日までの１１日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、明日６月４日から６月１４日までの１

１日間を休会とすることに決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 １時４２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 高 野 美枝子

署名議員 大 石 健 二

平成２８年６月３日（金曜日）第２回６月定例会・第１号
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開議 平成２８年６月１５日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１８名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

１番 浜 田 康 子 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君

平成２８年６月１５日（水曜日）第２回６月定例会・第２号
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１０番 川 口 京 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

ふうれん望湖台自然公園の管理運営について外

２件を、山崎真由美議員。

〇２番（山崎真由美議員） おはようございます。

議長の御指名を受けましたので、通告順に従い順

次質問してまいります。

初夏のすがすがしい季節を迎え、ことしもふう

れん白樺まつりの開催が４日後に予定されていま

す。ことしで３７回目を迎えるふうれん望湖台自

然公園を会場に毎年開催されているこのお祭りは、

大自然の中に人が集い、語らうことで、日々の生

活に活力が生まれる大変意義深い機会であると考

えています。そこで、大項目１、ふうれん望湖台

自然公園の管理運営についてお伺いいたします。

最初に、小項目１、公園内の管理運営について

であります。昨年度センターハウス及びテニスコ

ートは解体されましたが、コテージ、バンガロー、

オートキャンプ場等公園内には利用可能な施設が

幾つもあることから、平成２７年度の利用状況に

ついて利用者数をお聞きいたします。

次に、小項目２、公園内の安全対策についてお

聞きいたします。まず、安全に使用できるよう遊

具の管理についてはどのような対策がなされてい

るのかお聞きいたします。また、木道や遊歩道に

ついても対応をお聞きいたします。

さらに、公園内に設置されている句碑や歌碑に

ついてですが、設置されている場所の状態もあり、

中には傾いてきているものもあります。設置関係

団体でもある名寄市、風連町文化協会とも話し合

いがなされているとお聞きいたしておりますが、

今後の対応についてお聞きいたします。

続いて、小項目３、市民憩いの場としての整備

計画についてお聞きいたします。公園内には、エ

ゾノリュウキンカ、ニリンソウ、ザゼンソウ、ミ

ズバショウなど自生する植物のほかにもハナショ

ウブやアイリス、スズランなど植栽され、管理さ

れてきた花を見ることができます。また、春先の

新芽美しい木々や桜の花、シラカバの樹木にも心

を癒やされます。この美しさを守り継ぐには、一

定の手をかける必要があることから、植生を生か

した整備計画についてお聞きいたします。

また、望湖台自然公園の特徴でもある忠烈布湖

について、かつてはカヌー教室や３年に１度の鯉

まつりも行われていたことから、湖を生かす環境

整備の計画についてお聞きいたします。

次に、大項目２、市民皆スポーツを目指す取り

組みについてであります。今年度名寄市には、ス

ポーツ・合宿推進課が新設され、スポーツをキー

ワードにした新たな取り組みが報道等でも紹介さ

れる中、さまざまな可能性に思いをはせ、期待を

膨らませています。その一人として、市民がスポ

ーツを一つの手段として健康で日々の生活に潤い

を持つことができるように、またスポーツへの多

様なかかわり方ができるようにと願い、現状と今

後の見通しについてお伺いいたします。

小項目１、地方創生総合戦略を柱にした市民皆

スポーツへの取り組みについてお聞きいたします。

合宿誘致に対する市民理解を深め、市民意識の醸

成を図ることにより、市と市民が一体となった合

宿誘致を推進する基本的方向は、市民皆スポーツ

の意識醸成にもつながるものと考えますが、具体

的施策と進捗状況についてお聞きいたします。



－39－

平成２８年６月１５日（水曜日）第２回６月定例会・第２号

小項目２は、市民参加型スポーツイベントにつ

いてであります。名寄市を会場に開催されている

スポーツイベントへの市民応援について、実態と

さらなる機運を高める対応策をお聞きいたします。

次に、小項目３、関係団体のネットワーク化に

ついてであります。生涯にわたりスポーツに親し

むことは、健康の保持増進を目指す上で重要であ

ることから、スポーツに関する情報をわかりやす

く発信するために、行政組織や体育協会、協議団

体等関係団体の連携について見解をお聞きいたし

ます。また、他市町村との広域連携についての現

状と見通しについてお聞きいたします。

最後に、大項目３、児童生徒の安心、安全を担

保する支援についてであります。小項目１、登下

校時における安全対策及び支援についてお聞きい

たします。平成２７年度から平成２８年度にかけ

て市内小学校の学区変更がなされたこともあり、

遠距離通学対象児童生徒の実態について、スクー

ルバスの利用者数も含めお聞きいたします。

次に、小項目２、放課後活動への支援について

であります。放課後子ども教室の平成２８年度参

加者数及び現時点での運営状況についてお聞きい

たします。

また、就学前の支援を必要とする子供たちのた

めの放課後等デイサービスについては、市内民間

組織での運営がなされていますが、名寄市として

の連携や支援の有無についての状況をお聞きいた

します。

次に、放課後の子供たちが安心して遊ぶことの

できる児童公園について、遊具の老朽化やペンキ

の剥がれ、柵の破損箇所が見られる公園もあるこ

とから、点検整備は急務であると言えます。その

計画についてお聞きいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） おはようござい

ます。山崎議員からは、大項目３点にわたり御質

問をいただきました。大項目１については私から、

大項目２と３については教育部長から答弁させて

いただきますので、よろしくお願いいたします。

まず初めに、大項目１、ふうれん望湖台自然公

園の管理運営について、小項目１、公園内の管理

運営についてお答えいたします。平成２７年度の

開設期間における望湖台自然公園内の施設利用実

績については、オートキャンプ場が２６組８９人、

フリーサイトが２３組６６人、コテージは３棟合

わせて３９組２２６人の利用がありました。キャ

ンプ場につきましては、昨年７月中旬にキャンプ

場付近にヒグマの出没が確認されたことから、確

認以降テントでの宿泊利用を休止しました。それ

に伴い、平成２６年度に比べキャンプ場の利用者

は大幅に減少する結果となっております。バーベ

キューハウス風扇館の利用につきましては８組３

４人、施設全体の利用実績については９６組４１

５人の実績となっております。

続いて、小項目２、公園内の安全対策について

お答えいたします。施設内に設置してあります遊

具等につきましては、センターハウスの解体にあ

わせ撤去したものもありますが、一部残っている

遊具についても老朽化し、使用に耐えないものが

ほとんどのため、使用できない旨の表示とロープ

で囲み、使用を制限しております。今後安全上問

題のある遊具については適宜整理していきたいと

考えております。

昭和６２年から風連町文化協会がふうれん出会

いの森事業として有志を募り、昭和６３年同自然

公園内に５９基の歌碑、句碑等を設置し、長く訪

れる人の目を楽しませてきました。しかしながら、

設置から３０年近く経過し、それぞれ経年による

傾きや樹木の成長により視認が困難なものも出て

きており、風連町文化協会からも今後の維持管理

等について移設も含め相談もいただいてきている

ところですので、それらの取り扱いにつきまして

は文化協会と協議をしながら、今後の方向性を決

定していきたいと考えております。

また、木道等遊歩道につきましても老朽化によ



－40－

り現在使用できない箇所も多く存在しています。

危険箇所についてはロープを張るなどの安全対策

を行っておりますが、引き続き管理委託事業者と

連携をとりながら安全対策に配慮してまいりたい

と考えております。

次に、小項目３、市民憩いの場としての整備計

画についてお答えいたします。望湖台自然公園に

つきましては、センターハウスを中心にオートキ

ャンプ場、散策路、レクリエーション施設を備え、

市民の憩いの場として親しまれてきました。園内

には、保安林の位置づけもあることから、北海道

の治山事業等を活用しながら適宜維持管理に努め

てまいりました。センターハウスの閉鎖に伴い、

現在は夏季のみの利用としていることから、各施

設の老朽化もあって以前に比べますと各施設の状

態も良好とは言えないものも多くなってきており

ます。また、カヌー乗り場、海洋クラブ艇庫につ

いても指導者の減少から利用実績はほとんどなく

なっていることから、施設の管理状況も低下して

きておりますが、引き続き備品類の管理、景観へ

の配慮も含めた必要な施設修繕等を行いながら、

利用ニーズに対応できるよう維持管理に努めてま

いります。

地域のにぎわいづくりもあわせたイベントに関

しては、今週末に開催されますふうれん白樺まつ

りが毎年望湖台自然公園を会場に行われてきてい

ます。以前は、公園を会場にさまざまなイベント

が実施され、代表的なものに風連まちづくり観光、

忠烈布美化協力会が主体で３年に１度堤体や水門

の点検のためダム湖の水を抜くのにあわせて行わ

れました鯉まつりもありましたが、さまざまな要

因もあり、平成１７年の開催を最後に終了してき

ております。継続している事業は引き続き、また

地域や団体から自然公園を会場にした新たなにぎ

わいづくりイベントの協力依頼等につきましては、

可能な範囲で支援をしていく考えでおりますので、

御理解くださいますようお願いいたします。

現在公園全体管理につきましては、花の植栽や

除草等の環境整備は上川北部森林組合に、キャン

プ場等の運営は名寄振興公社にそれぞれ業務を委

託し、一定の予算をかけながら自然公園として機

能を維持しておりますが、具体的な整備計画に関

しましては自然公園の観光施設としての位置づけ

とあわせ、今後策定いたします名寄市観光振興計

画の見直しの作業の中で議論をしてまいりますの

で、御理解くださいますようお願い申し上げます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目２、

市民皆スポーツを目指す取り組みについてお答え

をいたします。

初めに、小項目１の地方創生戦略を柱にした市

民皆スポーツの取り組みについてですが、名寄市

まち・ひと・しごと創生総合戦略では近年の出生

数の低下と転出者の増加など人口減少の加速化が

危惧されている状況にあることから、国の取り組

みと連動し、本市が有する資源を最大限に活用し

ながら、将来にわたって自立的で持続的な地域づ

くりに取り組んでおります。総合戦略の具体的な

取り組みとして、冬季スポーツの拠点化事業を推

進していますが、本市の豊富な積雪量と集約され

た冬季スポーツ施設、これらの恵まれた環境を生

かしてスポーツ合宿の受け入れ組織となるスポー

ツコミッションの設立を目指して交流人口の拡大、

地域経済への高い波及効果を狙うとともに、冬季

ジュニアアスリート、指導者の育成にも積極的に

取り組んでいるところです。冬季スポーツの拠点

化では、ジュニアアスリートを中心としたエリー

トアスリートの育成と同時にさまざまなスポーツ

事業を推進する上で最も重要な市民皆スポーツを

目指した取り組みも実施してまいります。市民皆

スポーツの推進に当たっては、スポーツと健康づ

くりを結びつけた事業の取り組みやスポーツ振興

アドバイザーの阿部氏と名寄市立大学との連携に

よるスポーツ健康プログラムを地域のコミュニテ

ィー活動などにおいて実践し、市民がスポーツに
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触れる機会をふやしていくことで市民が健康で豊

かな生活ができるよう取り組んでまいります。

次に、小項目２の市民参加型スポーツイベント

についてですが、２０２０年東京オリンピック、

パラリンピックの開催決定を機にスポーツの価値

が大きく見直され、地域社会においてスポーツの

果たす役割は大きくなりました。スポーツは、地

域住民の結びつきを強め、地域の一体感を生み出

すなど互いに顔が見える地域づくりに大きく貢献

をしており、地域住民が連携、協働しながらスポ

ーツを主体的に楽しむことができる地域スポーツ

の環境整備や今後ますます必要性が増していくも

のと考えております。また、スポーツに参加する

形態も、するスポーツだけではなく、プロスポー

ツ等のトップレベルの試合観戦をする見るスポー

ツやスポーツ指導者、スポーツボランティアのよ

うに支えるスポーツという形態も重要視され、生

涯にわたりスポーツに親しむことができる環境整

備も重要なことと考えております。

本市における代表的な市民参加型スポーツイベ

ントとしては、毎年５月に開催されております憲

法ハーフマラソンやチャレンジデー、１０月に開

催されていますスポーツフェスティバルなどがあ

り、例年多くの市民に参加していただいていると

ころであります。また、本年２月に開催された全

国中学校スキー大会ノルディック競技会のように

全国、全道規模のスポーツ大会が開催されており、

市外から多くの方が本市を訪れ、冬季スポーツを

楽しんでいただきました。今後におきましてもス

ポーツによる地域づくりが推進するよう市民参加

型スポーツイベントの開催、内容を充実させ、す

る、見る、支えるの観点に立って多くの市民がス

ポーツにかかわることができる機会をつくり出し

てまいります。

次に、小項目３の関係団体のネットワーク化に

ついてですが、本市が進めている総合戦略におい

て冬季スポーツの拠点化事業は冬季スポーツを推

進しながら地域住民や民間団体などとの連携を図

ることにより、スポーツの振興だけではなく、経

済、雇用の好循環化により人口減少を抑制するこ

とが目的の一つであります。また、地域一体とな

った取り組みが必要であり、事業推進に当たり情

報の共有は欠かすことができません。現在市内の

スポーツ関係団体が一堂に会し、意見交換や情報

共有を図る機会はありませんが、その必要性は認

識しておりますので、今後は情報共有の必要性と

さまざまな情報をどう活用していくかといった目

的を明確にした上でスポーツ関係団体とのネット

ワーク化を検討してまいります。

次に、スポーツによる近隣自治体との広域連携

ですが、平成２２年に設立された上川北部広域ス

ポーツクラブの活動を中心に連携を図っていると

ころであります。ジャンプ、エアリアルなどの冬

季スポーツ教室の実施やこどもスポーツ大学を開

催し、子供たちの運動能力を開発しながら、将来

有望なタレント発掘、育成を行っております。今

後もこの活動を通じて子供たちのすぐれた能力を

発掘し、その資質や適性に応じたスポーツ競技を

取り組ませる機会をふやしてまいります。

次に、大項目３、児童生徒の安全、安心を担保

する支援についてですが、小項目１の登下校時に

おける安全対策及び支援について、本市において

は統廃合した学校と僻地地区にある学校を対象に

スクールバスを運行し、また学校までの通学距離

が長い児童生徒に対し遠距離通学の助成をしてい

るところであります。平成２７年度の実績では、

遠距離通学の助成については小学生で通学助成が

２名、冬期間の助成が３１名、中学生では通年助

成が５名、冬期間の助成が９名となっており、公

共交通機関やデマンドバス、自家用車での利用と

なっているところであります。また、スクールバ

スの運行においては、名寄日進線など６路線で、

小学生は３７名、中学生は２４名の利用があった

ところです。本年度は、東風連小学校の統合によ

り東風連線が新設され、８名の児童が風連中央小

学校に通学しております。
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次に、小項目２の放課後活動への支援について

ですが、初めに放課後子ども教室の活動状況につ

いてお答えいたします。本市では、市内の子供た

ちの放課後の居場所づくりのため、社会教育施設

等を活用して放課後子ども教室を開設し、小学校

４年生から中学校３年生までの小中学生を対象に

自学自習やテーマ学習を行っております。本年度

の参加状況については、名寄地区小学生教室が１

９名、名寄地区中学生教室が６名、風連地区小学

生教室が１７名、風連地区中学生教室が２名の合

計４４名であり、各教室３名から４名の指導者と

教室運営と安全管理の役割を担うコーディネータ

ー１名が指導に当たっております。各教室の活動

場所は、名寄地区では小学生教室は児童センター、

中学生教室は市民文化センター、風連地区では小

学生教室、中学生教室ともにふうれん地域交流セ

ンターで開設しているところであります。特に風

連地区の教室では、昨年度までは小中学生が同じ

会場で活動しておりましたが、今年度は参加人数

が増加したため、小学生と中学生が活動する会場

を分けたことにより、子供たちはゆとりのある部

屋で落ちついて学習に取り組んでおります。

活動内容につきましては、自学自習の活動では

子供たちは授業の予習、復習や宿題に取り組んだ

り、持参してきた問題集等を活用して計画的に学

習しております。テーマ学習では、講師の指導を

受けながら、国語や算数、数学、外国語、ＮＩＥ

等の学習に取り組んでおります。放課後子ども教

室では、子供たちの学習環境を整えるため、辞書

や英語検定受検用問題集等を備え置いたり、一日

の活動の流れが一目でわかるよう掲示するなどの

工夫をしております。今後も教育委員会といたし

ましては、放課後子ども教室の活動内容を工夫し

たり、活動環境を充実させることにより、子供た

ちがみずから学ぶ態度を育てるとともに、学習習

慣が定着するよう努めてまいります。

次に、放課後等デイサービスについてですが、

小学生から高校生の障害児を対象にして、放課後

や長期休業中に生活能力向上のための訓練等を継

続的に提供し、障害児の自立を促進するための福

祉サービスです。本事業の実施に当たりましては、

一般的な子育て施策を専門的な知識、経験に基づ

きバックアップする後方支援として、学校や関係

機関と必要な連携を図りながら、適切な事業運営

を行うことが求められております。現在名寄市内

には２カ所の民間の放課後等デイサービスの事業

所があり、約４０人の児童生徒がサービスを利用

しております。

御質問のありました放課後等デイサービスに対

する支援につきましては、主に次の３つの支援を

行っております。１つ目は、放課後等デイサービ

スの事業所向けの支援です。具体的には、市内の

２カ所の放課後等デイサービスの事業所に名寄市

障害者自立支援協議会の相談支援・権利擁護部会

の構成員になっていただき、毎月開催している本

部会議に出席をしていただいております。本部会

では、福祉の制度だけに関する最新情報を共有し

たり、地域の課題についての検討を行ったりして

おりますので、本部会に出席することで地域の状

況の把握が可能になっております。また、市内の

関係機関との連携も深まりますので、今後も継続

して取り組んでまいりたいと考えております。

２つ目は、放課後等デイサービスの事業所の職

員向けの支援です。具体的には、基幹相談支援セ

ンター事業、ぽっけとこども発達支援センターの

共催で今年度職員向けの勉強会を年５回開催する

予定です。先日１回目の勉強会を発達障害という

テーマで実施し、市内の放課後等デイサービスの

職員、学校の教職員など約６０名の参加があった

ところです。お子さん一人一人の実態に合った支

援を行うためには、放課後等デイサービスの職員

の支援の質の向上が必要となりますので、今後も

継続して勉強会を実施し、職員の支援の資質の向

上に努めていきたいと考えております。

３つ目は、福祉と教育の連携に関する支援です。

放課後等デイサービスの事業を実施する際には学
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校との連携が欠かすことができません。現在基幹

相談支援センター事業、ぽっけでは、福祉サイド

の取り組みであります名寄市障害者自立支援協議

会の運営を行っておりますが、教育サイドの取り

組みであります名寄市特別支援連携協議会にも出

席し、小中学校の教員の方々との連携にも取り組

んでいるところであります。本市の障害児、者の

相談支援の中心的な役割を担う基幹相談支援セン

ター事業、ぽっけが学校と放課後等デイサービス

の事業所の両方とのかかわりを持つことで、両者

の連携がよりスムーズなものになると考えており

ます。まとめになりますが、今後も基幹相談支援

センター事業、ぽっけを中心にして放課後等デイ

サービスの事業所への支援を行うとともに、福祉

と教育のより一層の連携に努めてまいりたいと考

えております。

次に、安全、安心な児童公園の確保についてで

すが、都市計画公園の点検につきましては、遊具

の利用が始まる春に一斉点検を行い、これ以降都

市計画公園は指定管理者や高齢者事業団への委託

により点検を行い、ふぐあいや要修繕箇所は随時

報告を受け、対応を行っております。また、遊具

等の更新につきましては、名寄市公園長寿命化計

画に基づき、国の事業を活用して施設の機能維持

を図っております。都市計画公園以外の公営住宅

団地内の児童遊園につきましても都市計画公園と

同様に春の一斉点検を行い、以降は地域の皆様か

らの情報提供により、遊具やフェンスなど子供た

ちが利用する際にふぐあいがあるものについては

予算内でできる限り補修や修繕等を実施しており

ます。また、著しい劣化によりこれ以上の使用が

危険だと判断した場合は、撤去等を行っておりま

す。この児童遊園の整備につきましては、ジャン

グルジムや鉄棒、滑り台など遊具の設置基準はな

く、また更新や補修に対しての補助制度もないこ

とから、遊具更新は市の一般財源を使った対応と

なるため、計画的な整備が進んでいない状況にも

あります。また、原状復旧が困難で危険なフェン

スや遊具がある場合は、使用中止の看板を表示す

るとともに、団地の世帯構成や子供たちの利用状

況を判断し、維持管理上の優先順位等を検討しな

がら対応してまいりますので、御理解をお願いい

たします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 御答弁いただきまし

た内容につきまして再度質問させていただきます。

まず、望湖台自然公園の利用者数についてです

が、今報告いただきました利用者数の中で名寄市

民の方はどのぐらい利用されていますでしょうか。

わかる範囲お答えをお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今御質問ありま

した望湖台自然公園の全体の利用者数における市

内外の割合なのですが、こちらにつきましてはキ

ャンプ場につきましては市民の方が１組使われて

おりますけれども、あと残り全体の８５組につき

ましては全部市外の方の御利用となっております。

ちなみに、市外の利用のうち全体としてキャンプ

場につきましては７組が道外の方、そして４１組

が道内の方というような形になっております。全

体でいいますと、コテージにつきましても道外の

利用の方が３組と、道内の方が３６組というよう

なことで、道外の利用の方も結構いらっしゃると

いうことで、先ほどの質問にありました市内外で

いえばほとんどが市外からの御利用の方になって

いるというような状況になっています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 名寄市以外の道内の

方、それから北海道外の方から利用していただい

ているということにつきましては、大変ありがた

いことだなということを思うところでありますけ

れども、やはり身近な公園を市民が親しく使って

いない実情がここに浮かび上がってくるのではな

いかと思っております。先ほど望湖台自然公園は
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夏季の利用というお話がありましたけれども、も

とのセンターハウスに上がっていくところの道路

といいますか、そこの入り口のところは雪が解け

た後もずっと入り口が閉鎖されているのですが、

その状態については親しく市民が上がっていくよ

うな状況をとることは難しいということなのかど

うかお伺いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今の御質問あり

ましたもとのセンターハウスのほうに上る、今で

いいますとコテージのほうに行くほうの入り口の

ところなのですけれども、実を言うとセンターハ

ウスについては昨年取り壊しをさせていただいた

ということであります。また、上につきましては

コテージと、あと旧観光センターのところが建物

があります。実は昨年もあったのですけれども、

コテージの利用ができるときから入り口のところ

の錠については外していたのですけれども、結構

というか、いたずらが非常に多く、自然公園全体

の部分についてはキャンプ場に管理人を１名配置

して管理しているのですけれども、なかなかその

部分について管理が行き届かないという部分もあ

りまして、現在はコテージの利用の予約が入って

利用していただけるときにつきましては入り口の

開門をしているのですけれども、それ以外のとき

については一応施錠をさせていただいているとい

うことで、１名の管理体制でやっているというこ

とで、そこまで管理が行き届かない部分も含めて、

そういったことの事例があったということで現在

対応させていただいているところであります。

以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 管理体制１名という

ことで、理解しないわけではないのですけれども、

やはり望湖台のところに入ってきたその一番入り

口のところが施錠されている。そして、看板等も

古くなってきておりますので、ペンキの剥がれ、

そしてまだセンターハウスの表示が残っている看

板がそのまま設置されているのです。そういうこ

とからしても、たまに望湖台に行きましても市民

の方をほとんど見かけなくなったと。ここ数年そ

んなふうに思っておりまして、やはり市民の財産

としての望湖台でありますから、人が森林浴です

とか、気楽にといいますか、焼き肉をしようとか、

そういうことで訪れることのできるような環境整

備を望みたいと思っています。先ほどの遊具の破

損があるので、危険箇所を知らせるロープをとい

うこともありましたけれども、至るところに危険

ですというロープが張られておりまして、それに

つきましても景観にマッチするものではないこと

から、望湖台の荒れをどうしても感じさせてしま

う、その取り組みについて何とか別な対応策を求

めたいと思っていますが、お願いしたいと思って

いますが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 先ほども御答弁

させていただきましたけれども、望湖台自然公園

につきましては自然公園として位置づけておりま

すし、市の観光資源の一つとしても位置づけてお

ります。今年度名寄市の観光振興計画の見直しの

作業をさせていただく中で、市内に望湖台に限ら

ずさまざまな観光資源として位置づけている施設

が多くありますので、それらも含めてどういった

利用の部分が、管理の部分について隅々まで行き

届けるのは当然ベストなのですけれども、一定的

な管理をするということにつきましては一定程度

の財源もかかるということで、そういったことで

どういった目的に沿って今後それぞれの施設を維

持管理進めていくことがベストなのかということ

をも含めて、地域の方々も含めて今後観光振興計

画の見直しの中で検討させていただきたいという

ことで考えております。

以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） その観光振興計画に

つきましては、望湖台周辺の南側に当たる湖の周
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囲を歩けるようになっていた遊歩道もあったので

すけれども、それも含めてというふうに受け取ら

せていただいてよろしいでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今御質問ありま

した望湖台の全体の周囲ということも含めて、ど

ういったことが全体的な管理をする上で、それが

適切なのかということと一定の選択と集中ではな

いのですけれども、そういったことでそういった

視点に立った管理を進めていくということも必要

だと思いますので、それらも含めてこの施設をど

ういう位置づけで今後資源として取り扱ったらい

いのかということも含めて検討していきたいとい

うことで考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） ぜひお願いしたいと

思っていますけれども、やはり具体的なものを示

していただきたいなというふうに思っております

ので、よろしくお願いしたいと思いますし、特に

忠烈布湖につきましては名寄市の中では珍しい資

源だと思っております。あそこにはもともと艇庫

が設置されておりまして、学校教育の中でも、そ

れから生涯スポーツの分野でも有効に利用されて

いたものが今ほとんどここ何年も利用されている

状況にありません。それにつきましては、指導者

の減少がというお言葉がありましたけれども、指

導者を育成するお考えはいかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今カヌーとか、そう

いった部分で、過去には忠烈布湖のほうで開催さ

れて、今指導者のことから含めてそういった活動

もとれていないということでありますけれども、

活動している方もいらっしゃるというふうにも聞

いています。あそこの施設整備については、先ほ

ど水間室長が言ったとおり全体的な改修の中でど

のようにやるかというところになっているかと思

いますけれども、指導者の育成という部分では、

これはこのカヌーだけに限ったことではなくて、

名寄市全体のスポーツ振興にかかわってどうする

かという大きな課題があるというふうに思ってい

るところであります。そういった面では、ほかの

スポーツも含めて指導者をどのように育成してい

く。それは、先ほど山崎議員から言われましたけ

れども、体育協会、協議団体との情報共有をしな

がら、課題も明らかにして、どういった相互連携、

支援体制ができるかということもかかわってくる

かと思いますので、そういった全体的な中での指

導者育成も図ってまいりたいと思いますので、御

理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） ぜひ具体的な対応策

を考えていただいて、市民にわかるように示して

いただきたいと思っております。望湖台のことも

そうですけれども、少しスポーツのかかわりも出

てきましたので、大項目２のほうに再質問を移ら

せていただきます。

市民皆スポーツということでお話をさせていた

だきましたのは、やはり年代によってスポーツへ

の取り組み方というのは大きく異なってくると思

います。さまざまな施設が名寄市内にあると思っ

ていますけれども、今回設置されましたスポーツ

・合宿推進課、合宿を推進するときの目的の主た

る目的というものが決して交流人口の拡大だけで

はないというふうに思っているのですけれども、

最近新聞を見るにつけてもどこどこのまちにどう

いう合宿が誘致されて、取り組みが進んでいる。

例えば士別市に雪印が来ています。ジャンプの団

体が士別市で合宿をされている。それはもちろん

どこでどういうつながりを持ってやっていただけ

るかということについて望ましいことだと思いま

すけれども、では名寄市はと思ったときにやはり

３カ月過ぎましたところでもう少し具体的な姿を

見せていただきたいなというふうに思っています。

合宿推進に向けての今行われている内容について

お伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。
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〇教育部長（小川勇人君） 合宿誘致についてと

いうような御質問ですけれども、昨年の総合戦略

の中でも交流人口の拡大を主とした合宿誘致とい

うふうに考えておりますけれども、先ほどから山

崎議員からありますように、市民皆スポーツとい

う視点に立ちまして答弁をさせていただきました

けれども、ただスポーツをやることだけではなく

て、スポーツを見る方、また支える方、そういっ

た方々が総称して市民皆スポーツということで、

そういった視点に立って取り組みを進める必要が

あるというふうに私も認識をしているところであ

ります。

合宿誘致にかかわる具体的な取り組みは、早々

にそういった組織も立ち上げたいというふうに考

えてはいましたけれども、これはこれまで長年に

わたって関係団体との連携がとれていない状況と

いうのは事実ありますので、個々の団体との調整

といいますか、どこまで何をできるかという話を

やっているところであります。形だけつくっても

それが機能しなければだめですので、それぞれの

旅館業組合であったり、体育協会であったり、ま

ちづくり観光協会あったり、そういったところは

どういった形で機能を高めて、お互い連携できる

かということをしっかり具体的に詰めながら、そ

れに立って全体的な組織を立ち上げたいというふ

うに思っているところであります。少し時間かか

っていますけれども、できれば秋ぐらいには立ち

上げ、来年冬にかけてまた大きな全国、全道大会

とかありますので、そこには市民が応援していっ

てくれるような、また市民がおもてなしができる

ような、そういったような体制づくりも含めて今

検討しながらいきますので、具体的にどこまでど

ういうふうに進んでいるかということはこの場で

はちょっとまだ答弁する段階には至っていません

けれども、何とか形つくりながら体制を整えたい

というふうに考えていますので、御理解をお願い

いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） ただ組織を立ち上げ

るのではなく、実際に機能できる組織を立ち上げ

るという今のお言葉を重要に受けとめて、しばら

く待ちたいと思います。また改めて議論させてい

ただきたいと思っております。

そこで、合宿誘致、それからスポーツイベント

にかかわりましても、皆さんが競技をする側にな

るわけではないところから、例えばボランティア

を募集するというようなお言葉もありましたけれ

ども、今札幌で開催される冬季アジア大会に向け

て札幌市を中心に道内各地からボランティアスタ

ッフを募集しています。５００人ということで募

集されています。そして、士別のハーフマラソン

でもボランティアとしてかかわるところでアスリ

ートの方と実際言葉を交わすことができるという

ような取り組みの中でスポーツを身近に感じる、

そんなスポーツへのかかわり方もあろうかと思い

ますので、その点に関して考えをお聞きしたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 合宿やスポーツ大会

等におけるボランティアということだというふう

に思いますけれども、当然大会を行うに当たって

は大会会場では役員も不足している状況でありま

すので、そうしたボランティア、冬ですからそこ

でのいろんな温かいものを提供するようなボラン

ティア、前回の全国中学スキー大会においては開

会式にＰＴＡ連合会がお餅のおもてなしをしたと

いう、いろんな形でのそういったおもてなしなり

運営に対するお手伝い、そういったものは多くの

ボランティアの人の手をかりなければ大会の運営

盛り上げることもできないというふうに考えてい

ます。そういった点につきましては、協議の運営

についてはこの程度必要だというのはわかるので

すけれども、どういったおもてなし、歓迎をする

かという部分はこれからちょっと先ほど言いまし

た合宿誘致の受け入れの組織の立ち上げの中でも

協議をしながら、どこの担当がどういった形でボ



－47－

平成２８年６月１５日（水曜日）第２回６月定例会・第２号

ランティアを募集をしたり、やったらいいのか、

それとも全体でのボランティアというふうに募集

をして、それぞれ割り振ってやったらいいのか、

その点も含めて検討してまいりたいというふうに

思っていますけれども、いずれにいたしましても

そういった多くの方のお手伝いがなければ運営は

できませんし、名寄市としての盛り上がりもつく

れないというふうに思っていますので、今後積極

的に取り組んでいきたいと思いますので、御理解

をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） ぜひお願いしたいと

思います。

その一番大きな、簡単なと言うと語弊があるか

もしれませんけれども、誰にでもでき得る可能性

のあることとしては、やはり応援する気持ちを表

現するということではないかなというふうに思っ

ております。先ごろ憲法ハーフマラソンが行われ

ました。ホームページを立ち上げましたら、たく

さん感動的な写真が載せられておりましたけれど

も、どうも背景が緑ですばらしい競技場、自然の

中での皆さんの走りというふうには見てとれるの

ですが、沿道の応援が少ないのではないかという

ふうに思いました。地域の方にお話を伺いました

ら、昔は名寄と風連の間を走る憲法記念ロードレ

ースという形で行っておりましたので、警察のい

ろんな道路事情も、管理事情もあるのではないか

と思いますが、一般道を走ることで自然と出くわ

す市民の方が頑張ってねという声をかけてくださ

る、そういうような取り組みが今ちょっと施設が

立派になってなよろ健康の森のほうに行っている

がゆえに一般の道路を走ることが少なくなってい

るのかと思っているのですが、この点に関して具

体的にはコースは変更するとか、もっと市民に身

近なところでイベントを持つというようなことに

ついては難しいのでしょうか。求めたいと思いま

すが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 各種大会とかイベン

トを町中でやればということだと思いますけれど

も、まさにそのとおりだというふうに私も思って

いるところであります。まちの中でやればそこに

行かなくても何かのお買い物のついでだったり、

いろんな面で立ち寄って応援をしてくれる方もい

るかと思いますし、そういうイベント、大会の盛

り上がりもできるかと思います。ハーフマラソン

につきましては、健康の森からサンピラー温泉に

向かってということなので、多分応援しているの

は家族の方か関係者だけかなというふうに思って

います。ことしうれしいことに９００人を超える

エントリー者があったということで、逆にちょっ

と駐車場の課題等もあったというもこともありま

すので、コースの選定なり、そういった場所の部

分については今実行委員会の中でもどうしたらい

いのかというのを検討しているところであります。

言われている部分、できれば本当に町中を走って

多くの方に見てもらうというのがいいかというふ

うに思いますけれども、言われたように警察の関

係であったり、警備上の関係、安全対策の関係と

か、いろいろな問題がありますので、１つそこは

慎重に対応していかなければなりませんけれども、

マラソン大会以外にもそういった気軽に見られる、

そういったようなイベントができないかというこ

とも模索をしているところでありますので、そう

いうこともしなければやっぱり市民の関心も高ま

ってこないというふうに考えていますし、ボラン

ティアも含めてふえてくる状況でないかと思いま

すので、そういったことも検討していきたいと思

いますので、そういう体制の御意見等も何かあれ

は今後ちょっといただければというふうに考えて

いますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 本日市役所に来るま

でに５人の方が奥さんと一緒にだったり、お一人

だったり、いろいろな形で歩いておられました。

本当に健康を守るために御自身でいろんな活動を
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されているのだなというお姿を見ながら市役所に

参りましたので、やはりスポーツを手段として病

院に行かれる方が減るように、ぜひ取り組みを進

めていただきたいと思いますし、微力ながらいろ

んな形でお話をさせていただきたいと思っており

ますが、次の大項目３のほうに再質問移らせてい

ただきます。

まず、大項目３のほうですけれども、今お示し

いただきました遠距離通学の状況、スクールバス

の利用状況についてですが、昨年の６月、２定の

ときに遠距離通学については小学校が４キロ、中

学校が６キロ、冬期間についてはその半分の距離

がその対象になるということでしたが、そのとき

にもやはり小学生、１年生と６年生が同じ小学生

としてくくられることについて、体力差、経験値

の違いについていかがなものでしょうかと申し上

げたことがございます。それについては調査研究

をしてというふうに御答弁いただきましたので、

１年たちましたところでその調査研究についての

市の対応についてお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 昨年第２回定例会の

中で御質問いただきまして、その後調査研究をす

るという話をさせていただいているところであり

ます。議員がおっしゃられるとおり、小学校１年

生、６年生においては体格や体力の差というのは

大きくあるというのは認識をしているところであ

ります。その後各種の遠距離通学に対する助成制

度等も調査をしてきておりますけれども、本市に

おきましても前回も申し上げましたけれども、何

かの基準なり根拠等が必要になってくることで、

それについては国が学校施設を整備するに当たっ

ての要件が小学生が４キロ、中学生が６キロとい

うことでありますので、その要件を基準として、

それを超える方々に通学、保護者の軽減を含めて

助成をしているということであります。上川管内

の各地に状況は聞きましたけれども、名寄市と同

様の基準でやっている。冬期も半分の距離で対応

しているという状況がありますので、本市におき

ましても今後も同様の形で継続していきたいとい

うふうに考えてございますので、御理解をお願い

いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 上川管内の他市町村

ということでは了解いたしましたが、名寄市内の

それぞれ対象になっているお子さんを持っていら

っしゃる保護者の方、それから学校関係者につい

ての聞き取りはしていただけましたでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 保護者とかというの

は、調査をするに当たってはやっぱりそういった

改善、そういったことが必要と認めたときにそう

いうような調査等を詳細の立証しなければならな

いというふうに考えておりますので、そういった

先ほど申し上げたな方針の中で進めていこうとい

うことでいますので、学校からの若干の状況等も

把握をさせてもらいながら、今のところ今回の先

ほど話しました判断にしているということで御理

解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 制度としては、今の

国の状況、それから北海道の状況、名寄市の状況

ということでしょうが、実態についてしっかり見

きわめるということの必要性は十分あろうかと思

います。学校教育の範疇だけではなく、これは名

寄市の子供、子育ての考え方についても大きくか

かわりのあるところではないかと思いますので、

ぜひこの点に関しては自分たちの住んでいるまち

の子供たちがどのような状況にあるのか、ただ距

離が遠いということではなく、本州と名寄と同じ

であっていいはずがないというふうに思うのは、

やはり隣のうちが遠かったり、それから冬期間、

天候の悪い日もあれば極寒のしばれのある日もあ

る。そのような状況の中で自分のまちの子供たち

をどのように安全を担保してやるかということに

ついては十分御配慮いただきたいというふうに思
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っています。その点に関して名寄市としての独自

の取り組みについてのお考えはいかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 先ほどの小川部長の答

弁では、上川管内の各地の状況を確認したところ、

本市と同様の状況であるということから、これま

での同様な基準で対応していきたいという答弁を

したところでございます。ただ、私もいろいろ聞

くところによりますと、小学校の低学年において

は通学距離などの通学条件というのでしょうか、

これにもよりますけれども、子供への負担であり

ますとか、または安全性の確保の問題などから、

保護者が自家用車による送迎をしているという状

況も見られるというような、そんな話もお聞きし

たことがございますので、今議員から御指摘あり

ましたけれども、小学校低学年の児童生徒の通学

状況などを再度把握させていただきながら、遠距

離児童生徒補助要綱の補助対象の範囲というのが

ありまして、それについて若干検討していきたい

と思いますので、御理解いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） ぜひよろしくお願い

したいと思います。

次に、放課後等デイサービスの件についてです

が、民間組織２カ所について市のぽっけとの連携

もあるということでお示しいただきましたけれど

も、実はこの民間の組織が本年度春先に一度閉鎖

をされて、そして新たにまた立ち上がったという

経緯がございます。そのときに閉鎖されたときに

そのことを知らない保護者はとても不安に思った

のです。２カ月程度で新しいところがまた立ち上

がりましたけれども、そのような情報収集と急な

対応について名寄市の福祉と教育との連携の中で、

例えばその間の情報収集というのはどこでどんな

ふうになされていくのかお知らせいただきたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 放課後デイサー

ビスにつきましては福祉の所管ということで、私

のほうから答弁させていただきたいと思います

今議員からお話がございました昨年１事業所が

閉鎖になったということでございますけれども、

放課後デイサービス等につきましては道、上川振

興局の所管ということでありますので、廃止に当

たりましては所管の道からかなり厳しく今利用さ

れている方の今後の受け入れ先等についての指導

が入りまして、それを受けまして当市におきまし

てもぽっけと、そして当事者と、そして道との３

者で連携を組みまして、受け入れ先の確保の対応

に当たらさせていただいております。また、先ほ

ど教育部長からお話しさせていただきましたが、

ぽっけにつきましては教育委員会と特別支援の部

分かなり深く連携させていただいておりますので、

今後ともさまざまな情報を教育委員会とは連携し

て対応してまいりたいというふうに考えておりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） ぜひその連携の仕方

が保護者に可能な範囲で伝わるようにしていただ

きたいなというふうに思います。といいますのは、

やはり保護者につきましては我が子がこの先どう

なるのか全く五里霧中の中で困り果てた姿になら

れているところがございますので、個人情報等も

あろうかと思いますけれども、可能な範囲で市が

きちっと対応をされているという情報を流してい

ただく中で安心して子育てができるような、そう

いう名寄市をつくり上げていただきたいというふ

うに思っております。いろいろ求めましたけれど

も、名寄市の子供、子育てにつきましては本当に

十分というところに至るような施策を取り組んで

いただいておりますので、この先もさらにその取

り組みが実になるようにお願いしたいと思います。

私の質問、これで終わらせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

名寄市立大学の充実強化ついて外２件を、東川



－50－

平成２８年６月１５日（水曜日）第２回６月定例会・第２号

孝義議員。

〇４番（東川孝義議員） おはようございます。

議長より指名をいただきましたので、通告順に従

い順次質問してまいります。

最初に、名寄市立大学の充実強化についてお伺

いいたします。名寄市立大学は、前身である昭和

３５年に開学した名寄市立短期大学に始まり、以

降半世紀を超える歴史を刻み、２００６年には４

年制の保健福祉学部が設立され、今日までおよそ

０００名を超える卒業生を全国に送り出し、そ

れぞれの場所で活躍されております。２００６年、

平成１８年には、日本最北の公立で４年制の大学

として新たなスタートを切った１期生は栄養学科

に４１名、看護学科に５２名、社会福祉学科５１

名とそれぞれの学科ともに定員を上回る学生が入

学され、短期大学児童学科への入学生５８名を加

えると２０２名の学生が大きな夢と希望を抱いて

入学されたと記されております。そして、２０１

０年には大学１期生の初めての卒業式が行われ、

そのときの卒業生の言葉に、多くの人に支えられ、

進むべき道を見つけることができました。雪質日

本一の名寄で育った私たちは、学生の質日本一と

自負し、それぞれの場所で頑張りますと名寄市立

大学で過ごした４年間の思い出に力強いメッセー

ジを残しております。その後着実な歩みを続ける

中で、一方では少子化による学生確保のための整

備、また情報公開の義務化に伴う質の高い大学づ

くりに向けていろいろな施策が実施をされてきて

おります。

また、医療、保健、福祉を擁立する大学と地域

の核となる市立病院が連携し、新たな福祉政策を

展開し、活路を見出し、大学設立に尽力された先

人の思いに自信と誇りを持ち、地域との連携をい

かに進めていくかについて、その時々の課題につ

いて英断が行われてきました。そして、大学設置

後１０年を迎えたことし４月からは、今まで２年

制であった短期大学の児童学科を北海道内の国公

立大学としては初めての４年制の社会保育学科と

してスタートし、看護学科、栄養学科、社会福祉

学科と合わせて１９７名の学生が入学されました。

このことは、保健福祉学部としての名寄市立大学

の基本理念でありますケアの未来を開く教育条件

が整えられたとも思います。

この間４大化大学設立に御尽力されました短大

の松岡学長、初代の久保田学長、２代目の青木学

長、そしてことし４月には第３代目の学長として

佐古学長が就任されました。佐古学長におかれま

しては、医療経験を含めて今後の大学運営に大き

な期待をしております。しかし、将来を見据えた

ときに決して楽観視をできる状況にはなく、名寄

市の大きな財産の一つであります名寄市立大学を

今後どのように運営されていこうとされているの

かお伺いをいたします。

また、４月より社会保育学科を開設をいたしま

したが、改めて開設趣旨と目指す目的についても

お伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、入学金改定に伴う今後

の大学運営でありますが、ことし４月の入学生よ

り入学金が改定されました。その目的と本年は１

９７名の学生が入学され、改定に伴う今年度と今

後の影響額はどのように推移をしていくのかお伺

いをいたします。

また、２年次以降の授業料とその他納付金を合

わせた学費の内訳、さらには道内国公立大学と名

寄市立大学との授業料と他の納付金との比較はど

のようになっているのかお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、コミュニティケア教育

研究センターの運営についてでありますが、開学

１０周年を迎えた本年４月に今までの道北地域研

究所と地域交流センターをさらに発展させるべく、

コミュニティケア教育研究センターが設置されま

した。設置趣旨と今後の具体的な運営の考え方に

ついてお伺いをいたします。

また、コミュニティケア教育研究センターは地

域とのつながり、連携も重要であると考えますが、

北北海道における関係機関との具体的な連携につ
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いてもお伺いをいたします。

次に、大項目の２番目、新設組織の目的と役割

についてお伺いいたします。本年４月より組織機

構の一部変更が行われ、その中で小項目の１番目、

交流事業を中心とした業務を新設の交流推進課に

移されますが、目的と主な業務内容についてお伺

いいたします。

次に、小項目の２番目、スポーツ・合宿推進課

の機能と役割についてお伺いをいたします。今ま

での教育部生涯学習課スポーツ振興係を新設され

たスポーツ・合宿推進課へ機能を移し、冬季スポ

ーツ充実を進めるとのことですが、主な業務内容

と具体的な施策についてお伺いをいたします。

また、冬季スポーツ大会を開催するには、当市

は施設も充実しており、合宿誘致は交流人口の拡

大にも重要な施策であると考えます。しかし、一

方では、名寄市内でのジュニア世代を育み、育て

ていくという観点では学校教育との連携、いわゆ

る学校内でのスポーツ、部活等での連携について

も重要と考えますが、その取り組みの考え方につ

いてお伺いをいたします。

さらに、冬季スポーツの拠点や各種大会、合宿

の誘致推進に向けて、民間、旅館業組合との連携

も重要であると考えますが、具体的な取り組みに

ついてお伺いをいたします。

さらに、２０２０年に開催される東京オリンピ

ック、パラリンピックの開催におけるホストタウ

ン構想において名寄市は台湾を相手国として第１

次登録の決定を受けていると聞いております。こ

れまでの台湾との交流実績の中で、具体的にどの

ように進められているのかお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、営業戦略室のほか部署

との連携についてお伺いをいたします。営業戦略

室は、農産物を初めとした名寄市特産品の販路拡

大や交流人口の拡大など、名寄市を売り込む先鋒

的な役割を担ってきたと認識をしております。今

回の組織改定により交流部門が独立しましたが、

交流推進課はもちろんのこと、合宿の誘致に取り

組むスポーツ・合宿推進課との連携、いわゆる縦

の組織と横断的な組織との連携についてどのよう

に進めていくのかお伺いをいたします。

次に、大項目の３番目、市内公園の維持管理に

ついてお伺いをいたします。小項目の１番目、公

園遊具管理についてでありますが、名寄市内には

広域公園から街区公園まで大小合わせて３１カ所

の公園が設置されております。公園は、それぞれ

の目的に合わせて遊具が設置されており、子供た

ちの遊び場、また地域にあってはコミュニティー

の交流の場として活用されていると考えます。公

園の遊具については、１９９７年に藤沢市で発生

した箱形ブランコの事故以降、遊具の老朽化によ

る事故が多発し、２００２年に遊具の安全に関す

る基準、いわゆる安全基準ガイドラインが策定さ

れております。楽しさと安全の両立をさせる公園

遊具の管理はどのように行われているのかお伺い

をいたします。

また、それぞれの公園に当初設置された遊具は、

安全性、老朽化などを含めて現在どのような実態

になっているのか、あわせてお伺いいたします。

次に、小項目の２番目、公園内の草刈りなどに

ついてお伺いいたします。名寄市内の公園は、広

域公園、総合公園、近隣公園、街区公園に区別さ

れておりますが、それぞれの公園の草刈り、後片

づけ、清掃などはどのような実態になっているの

かお伺いをいたします。とりわけ街区公園につい

ては、原則として町内会での対応と認識しており

ますが、行政としての支援体制を含めて実態につ

いてお伺いをいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 東川議員

から大項目で３点の御質問をいただきました。大

項目の１点目は私から、大項目の２点目の小項目

の１が経済部長から、２が教育部長から、３が営

業戦略室長から、大項目の３点目は建設水道部長

からそれぞれ答弁をいたしますので、よろしくお
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願いをしたいと思います。

初めに、大学運営に関する基本的な考え方につ

いて申し上げます。名寄市立大学は、平成１８年

の開学から１０周年を迎え、去る５月２８日には

多くの御来賓、関係者の皆様の御出席を賜り記念

式典を挙行することができました。改めて本学を

物心両面から支えていただきました市民の皆様に

お礼申し上げるとともに、学長以下教職員一同決

意を新たにしたところであります。

将来を見据えた大学運営についてでありますが、

本年４月に第３代学長として佐古学長が就任をい

たしました。学長は、今後４年間の大学運営の方

針について名寄市立大学が抱える３つの課題とし

て、１つは１８歳人口の減少に伴う質の高い学生

の確保、２つ目は地域貢献、３つ目は大学の教育

環境の整備に伴う財政問題を示しまして、その課

題を解決するため５つの目標と目標達成のための

大学運営に対する基本的姿勢を就任後最初の教授

会で述べられました。大学の将来構想と将来を見

据えた今後の大学運営などについては、学長が認

識をしている基本的な課題を踏まえ、現在作業を

進めております大学の将来構想策定会議の中で協

議をし、本学の目指すべき姿を将来構想として示

してまいりますので、御理解をお願いしたいと思

います。

次に、社会保育学科の開設の趣旨と目指す目的

などについて申し上げます。全国的な短期大学志

願者数の減少は本学においても同様で、短期大学

部児童学科の志願者数は年々減少をしておりまし

た。このような状況のもと、ケアの未来を開き、

小さくてもきらりと光る大学を目指すを理念とす

る本学において、子供の保育や教育の分野をリー

ドしていける人材の養成は使命であり、社会的な

ニーズにも応えるものと考え、保育の専門家とし

て高度な力量を身につけ、保育にかかわる分野で

リーダーシップを発揮できる人材を育成すること

などを目的に社会保育学科を開設したところであ

ります。新学科の開設によりまして、子供から高

齢者までケアのあり方を幅広く研究できる学科構

成となり、これまで以上に地域の持続的な発展に

寄与することができるものと考えております。新

学科には、４月に第１期生５２名が元気に入学を

いたしました。児童学科の時代から続いている宿

泊研修を入学早々に実施をして、教員あるいは学

生同士のきずながより一層深まったものと思われ

ます。今後も学内の教職員と地域が一体となって

新学科生を含む学生全体を育ててまいりたいと考

えておりますので、御理解と御協力をお願いいた

します。

次に、入学金改定に伴う今後の運営について申

し上げます。平成１８年度の名寄市立大学の開設

時から授業料については多くの公立大学と同様に

国立大学と同額としておりますが、本学は授業料

に加え施設整備費、教育研究振興費、実験実習活

動費の各納付金を求めており、他の公立大学と比

べ割高になっております。社会保育学科設置に伴

う学部再編を機に昨年市議会の議決をいただきま

して入学料の減額改定を行いました。初年次に負

担する額を軽減することで競争力を向上させ、入

学者の安定確保を目的とするものであります。

次に、今年度、平成２８年度入学者１９７名の

内訳は、上川、留萌、宗谷管内の地域内の入学者

が３８名、道北以外の地域外入学者が１５９名で、

改定前と比較しますと ５５１万 ０００円の減

少になりました。次に、２年次以降の学費につき

ましては授業料年額５３万 ８００円にその他納

付金として栄養学科は１６万 ０００円、看護学

科は２５万 ０００円、社会福祉学科と社会保育

学科がそれぞれ１６万円となっており、１年間の

学費は社会福祉と社会保育の６９万 ８００円か

ら看護の７９万８００円まで学科ごとに異なって

おります。入学金を加えた４年間の学費の総額は、

社会福祉と社会保育の地域内入学者が２９７万

２００円、栄養学科が２９９万 ２００円、看護

学科が３３５万 ２００円、地域外入学者は社会

福祉と社会保育が３０６万 ２００円、栄養学科
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が３０８万 ２００円、看護学科が３４４万 ２

００円となっております。

次に、他の道内の国公立大学との比較ですが、

授業料は全て年額５３万 ８００円の増額となっ

ており、他の納付金については納入すべき金額と

して公表されている資料によりますと本学と学部、

学科の構成は異なりますが、釧路公立大学、公立

はこだて未来大学が４年間で ０００円弱と本学

の納付金とは相当の開きがあります。

次に、小項目の３点目のコミュニティケア教育

研究センターの運営について、初めにセンターの

設置の趣旨から申し上げます。本学では、地域社

会の教育的活用と地域貢献の推進を目的に道北地

域研究所と地域交流センターを設置し、さまざま

な活動を行ってまいりました。御案内のとおり、

今年度両組織の機能を発展的に統合し、新たな教

育、研究及び地域貢献の拠点としてコミュニティ

ケア教育研究センターを設置したところでありま

す。本センターは、名寄市を中心とした道北地方

における保健、医療、福祉、教育等の充実、発展

及び地域並びに産業の振興に住民と連携して取り

組み、教育研究の発展に資する地域貢献を図るこ

とを目的としており、センターが地域の課題解決

に資する研究の拠点、ケア専門職の継続教育や市

民の皆さんの生涯教育の拠点、地域交流や地域活

性化に資する活動の拠点となるべく、さまざまな

課題に積極的に取り組んでまいります。

次に、北北海道における関係機関との具体的連

携についてでありますが、これまでも道北地域研

究所や地域交流センターを中心に関係機関との連

携のもとさまざまな研究や事業に取り組んでまい

りました。特に北海道教育委員会との連携のもと

で本学で開催をしている特別支援学校教諭免許状

認定講習につきましては、夏季休業中に札幌、函

館、釧路及び名寄の４会場で開催をされておりま

すが、道教委が設定する定員のほか名寄枠として

定員以外の受講を認めておりまして、これは名寄

会場のみとなっております。このことにより、受

講が決定しなかった教員や受講対象となっていな

い幼稚園教諭、保育士等が専門性向上のため受講

することが可能となるほか、既に免許状を保有し

ている教員が改めて受講することにより研修の場

となるなど大変喜ばれております。センターとい

たしましては、これらの従来の研究事業を継続実

施をするほか、新たな取り組みについてもセンタ

ー長を中心に本学の教職員で構成している企画運

営会議、地域の保健、医療、福祉産業等の関係者

を含めた連携推進協議会などで協議、検討してま

いりたいと考えておりますので、御理解をお願い

したいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私からは、大項目２、

新設組織の目的と役割について、小項目１、交流

推進課の機能と役割について申し上げます。

本年度新設された交流推進課の主な業務は、鶴

岡市や杉並区との国内交流、リンゼイ、ドーリン

スクや台湾との国際交流及びふるさと会交流で、

これまでは平成２３年度に新設された営業戦略室

の所管でありました。当時と比較しますと、台湾

との交流がふえるなど幅広い分野での交流が推進

されることで、さまざまな団体、庁内部局などと

の連携が行われており、交流担当部局の名称も含

めて対外的な窓口として明確に位置づけを行った

ところです。また、杉並区及び台湾との交流につ

いては、農務課、生涯学習課、北国博物館など庁

内において幅広く事業が行われておりますが、庁

内における交流に係る情報の一元化をより一層進

めるとともに、これまで築き上げてきたパイプを

最大限に活用し、関係部局との連携のもとふるさ

と会も含めた交流事業の一層の推進はもちろんの

こと、地域資源を活用した交流人口の拡大など、

地域の活性化を図るため交流推進課を新設し、庁

内における交流担当窓口としても明確に位置づけ

を行ったところでございます。

以上、私からの答弁とします。



－54－

平成２８年６月１５日（水曜日）第２回６月定例会・第２号

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目２、

小項目２のスポーツ・合宿推進課の機能と役割に

ついてお答えいたします。

近年生活環境、価値観の変化、情報化社会の進

展のもと、ライフスタイルが多様化し、スポーツ

の役割は多岐にわたり、幅広い分野に及んでおり

ます。一方で、少子化などによりスポーツ少年団、

中学校や高校の運動部に所属する児童生徒が減少

しているスポーツ競技があることから、競技団体

などの関係団体との連携強化を図り、子供たちの

スポーツ環境の整備と運動、競技力の向上などを

図る取り組みが求められているところであります。

現在各競技団体においては、外部指導者の派遣や

中体連の支援など学校に対する連携を行いながら

取り組みを進めているところであります。さらに、

今後においても学校からの要望などを受けながら

連携を図り、ジュニア育成、スポーツ振興にもつ

なげてまいりたいと考えております。

本年４月にスポーツ・合宿推進課を立ち上げま

したが、今後の体育施設の管理運営、スポーツイ

ベントの開催、ジュニア育成等の業務に加え、ス

ポーツを基軸とした交流人口の拡大、市民の健康

づくり、地元の農商工業との連携等多岐にわたる

分野に係る取り組みが加わりました。具体的な取

り組みの一つとしては、名寄市まち・ひと・しご

と創生総合戦略事業にかかわり冬季スポーツの拠

点化事業があります。その事業の推進では、本市

のあらゆる環境を生かし、冬季スポーツに特化し

た事業を展開しながら、ジュニアのアスリート育

成、冬季ナショナルトレーニングセンターの誘致

を目指すとともに、地域間連携を図りながら地域

経済への好循環化を図ってまいります。また、地

域が一体となった合宿受け入れ組織の設立を目指

しており、現在旅館業組合を初めとする関係団体

との個別協議を進めているところであります。名

寄らしいおもてなしや地域一体で選手を応援する

雰囲気づくり、受け入れ態勢を整え、本市の特徴

を生かした合宿地を目指して取り組みを進めてい

くとともに、東京オリンピック、パラリンピック

に向けて海外からの合宿誘致としてホストタウン

構想事業に取り組み、本市と交流実績がある台湾

からの選手団を受けることができるよう誘致活動

を推進してまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私からは、大項

目２、小項目３、営業戦略室の他部署との連携に

ついてお答えいたします。

これまで営業戦略室では、主に商工、労働、観

光、交流、広域行政の一部を担い、さまざまな相

談、情報の窓口を一元化し、各分野でそれらを共

有しながら事業が効率的、効果的に推進できるよ

う業務を進めてまいりました。この間地方創生の

取り組みの中で総合戦略を策定し、産業振興、雇

用創出、交流人口の拡大や冬季スポーツ拠点化な

ど、その施策を推進するに当たり各分野において

これまで以上に情報収集、専門的知識、近隣自治

体、民間団体との連携が必要となってきておりま

す。そうした背景もあり、施策関連部署を新設し

た経過がありますが、物産交流や販路拡大につい

てはこれまでどおり経済部内で交流推進課を初め

横断的に連携を図るとともに、合宿ＰＲや各種大

会等市内外への情報発信を効果的に行うため、営

業戦略室職員を教育委員会と併任発令を行ってお

り、スポーツ・合宿推進課との連携をさらに深め

てまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 大項目３、市内

公園の維持管理について、小項目１、公園遊具の

管理について申し上げます。

本市では、都市計画公園として広域公園が１園、

総合公園が３園、近隣公園が３園、街区公園が２

４園の計３１園を管理しております。広域公園な

どの面積の大きな公園を含めた各公園につきまし
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ては、委託により維持管理を行っているとともに、

平成２３年２月に策定いたしました名寄市公園長

寿命化計画に基づき、安全性の確保や施設の機能

維持を図っております。議員御指摘の街区公園の

遊具につきましては、毎年５月上旬からの公園利

用を見込み、雪解けとともに担当職員による遊具

点検を実施し、安全に配慮するとともに、随時消

耗部材の定期的な交換や補修により安全で安心し

た憩いのある公園づくりに努めております。当初

から設置されている遊具につきましては、できる

だけ遊具数を減らさないように維持補修を実施し

ています。遊具を撤去する判断につきましては、

補修のきかない遊具はやむを得ず撤去することと

なりますが、更新計画のない老朽化した遊具の撤

去については国の交付金が活用できず、市単費と

なりますことから、公園の利用状況などを鑑みて

検討することとしています。また、名寄市公園長

寿命化計画により更新計画に登載している遊具の

更新につきましては、国の交付金を活用しながら

順次更新しているところです。今後におきまして

も週１度の安全点検パトロールを引き続き行いま

すとともに、遊具の安全確保や機能維持に努めて

まいります。

次に、小項目２、公園内の草刈りなどについて

申し上げます。広域公園、総合公園、近隣公園に

つきましては、外部委託を実施し、公園内の草刈

りやごみ拾い、それらの収集を実施していただい

ているところです。街区公園につきましては、公

園がある地先の町内会へ公園愛護事業として草刈

りやごみ拾いをお願いしております。これら愛護

活動により出された草やごみの後片づけについて

は、本市で提供したごみ袋により回収をしており

ます。各町内会においては、清掃週間や地域イベ

ントなどに合わせておのおのの判断により公園愛

護を実施いただいているところであり、地域のつ

ながりの醸成や憩いの場として利用されているも

のと判断しており、おおむね良好に実施していた

だいていると考えているところです。

一部の町内会からは、参加者不足や高齢化など

により愛護活動の取り組みに苦慮されているとの

お話もございましたので、本年度の愛護事業をお

願いをする際に公園維持管理に関する御意見、御

要望を地先町内会からお伺いをしました。今後各

町内会から出された愛護活動に対しての課題につ

いて、町内会の皆さんと十分に御相談させていた

だきながら、誰もが憩える安らぎの公園づくりが

図れるよう公園愛護への対応について研究してま

いります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） それぞれ御答弁をいた

だきましてありがとうございます。各項目別に再

度質問をさせていただきたいと思います。

最初に、１点目の名寄市立大学の充実強化とい

うところで、大学運営に関する基本的な考え方、

佐古学長が就任をされた教授会の中で３点の柱が

提示をされたと。それを将来構想策定会議の中で

今後煮詰めていくというふうにお話を伺いました。

その３点の柱の中にもありました少子化が進展を

していくという中で、１８歳人口の減少というの

は非常に大きな課題であるというふうに思います。

今後１０年を見据えたときに将来的な学生の安定

確保に向けてどのような施策を考えているのか、

最初にお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 今議員か

ら御指摘いただきましたように、１８歳人口の減

少というのは全国的な課題でございます。そのほ

かに本学が抱える課題といたしまして、旭川市の

市立大学の構想あるいは公立はこだて未来大学の

看護学科設置構想など幾つか道内で本学に直接影

響する動きなどがあります。また、安定した大学

運営には、御指摘のように学生数の安定した確保

というのが最も重要であります。魅力ある大学づ

くりといたしまして、国家試験の合格率アップあ

るいは就職率の向上、それから本学の特色であり
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ます少人数教育、地域全体を教育資源として活用

している共学など、これらの面を従来以上にしっ

かり取り組んでいって、学生の安定確保が必要な

のかなと。あと、その他の新たな課題といたしま

しては、国の高校、大学改革を踏まえました入試

制度改革がこれから行われると。あるいは、教職

課程の再課程の認定の見直しなどが今国のほうで

進んでおります。これらの本学の課題あるいは全

国的な課題などを踏まえまして、魅力ある大学と

なりますように今現在の策定会議の中でしっかり

と議論して将来の大学の将来構想をつくってまい

りたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 今後非常に人口減が予

測される中でのいろんな対応、特に先ほど来お話

をされている将来構想策定会議の中で十分また協

議をしていただいて、今答弁にもありました旭川

市の話あるいは函館の話というのも情報としては

聞いてはおります。やはり名寄市立大学が持って

いる今お話のあった少人数教育あるいは地域全体

で取り組むという姿勢を生かしていただいて、さ

らに充実した教育環境を整えていただきたいなと

いうふうに思います。

その中で、先ほど２点目に授業料とその他納付

金に関しての御答弁をいただきました。基本的な

入学金につきましてはそれぞれの各国公立と同水

準に合わせると。あと、その他納付金については

違いについてちょっと全部メモはできなかったの

ですけれども、やはりほかから見ると一部名寄市

立大学が高い部分のお話も中で伺うことができま

した。それで、今の２０１６年時点での地域内、

地域外にあっては、道内、道外の学生の割合なの

ですけれども、先ほどもそれもお話を伺いました

けれども、その中で奨学金をどれくらい利用され

ているのか、実態についてお伺いをしたいという

ふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 地域内、

地域外の数は先ほど申しませんでしたので、参考

までに今年度、平成２８年度は学部、保健福祉学

部のほうで６５１名、短期大学で５２名の合計７

０３名が今名寄の地で学んでおります。このうち

上川、宗谷、留萌の地域内の出身学生は１７３名、

２ ６％で、地域外の学生が５３０名、そのうち

道内出身者は３０１名で４ ８％、道外の出身者

が２２９名で３ ６％となっておりまして、参考

までに名寄市内の高校を卒業した学生は３６名と

なっております。

次に、奨学金の利用状況なのですけれども、今

年度は現在新入学生については貸与の手続中であ

りますので、それらを含めて見込みでありますけ

れども、保健福祉学部のほうでは５ ５％、短期

大学のほうでは５ ９％の利用になる見込みであ

ります。そのほかに主に看護学科の学生を対象に

しております北海道の看護職員の養成修学資金あ

るいは名寄市立総合病院の学資金のほか、出身自

治体の奨学金の貸与を受けている学生が若干名お

ります。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 奨学金の利用状況につ

いても今答弁をいただきました。実は、先般名寄

市立大学で発行されております紀要、２０１５年

版ですか、実際の発行は２０１６年ですけれども、

その中で吉中先生になるのか、ちょっとわからな

いのですけれども、「奨学金制度の利用からみる

大学生活の実態と課題」ということで、当然これ

は名寄市立大学ですけれども、その学生からのア

ンケートをもとにした報告論文、これがかなり詳

細に掲載をされておりました。その中で個々の具

体的な内容については時間的な関係で省略をさせ

ていただきますけれども、その内容によりますと

市立大学の学生は学生寮暮らしを含めて約９割の

学生がひとり暮らし、今御説明にもあったとおり

だというふうに思います。その中でほかの国公立

の大学が大体ひとり暮らしが５割程度ということ
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からすると、やはり名寄市立大学の生徒はかなり

ひとり暮らしを、当然今言った市内の方がごくわ

ずかという点ではその実態もうかがえるのかなと

いうふうに思います。

まず、奨学金の関係ですけれども、その資料の

中には約７割の学生が奨学金を利用されていると。

当然借りるという背景には、就学の目的あるいは

家族や家計の中でというふうな理由づけが明示を

されてその中にあったのですけれども、また一方

では名寄市立大学というのは専門職養成の学校だ

という観点の中で、将来の就職と生活の安定を含

めて利用をされている部分もあるのかなというふ

うな記述もありました。しかし、やっぱり最終的

なまとめの中では卒業後就職と同時に借りた奨学

金を返済をするという現実に大きな不安を抱いて

いるというふうなことで締めくくられておりまし

た。そこで、先ほど入学金についてはほかの国公

立大学と同一にされたというふうなお話を伺いま

したけれども、少しでも学生が入りやすい環境づ

くりという形の中では、その他納付金、今後どの

ように変更をされていくのか、あるいはどのよう

に運営をされていこうとされているのか、見通し

についてお伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 今御指摘

のありましたように施設整備費などの３つの納付

金につきましては、平成１８年、本学を大学に設

置する際に大学の収支を安定させるということで

必要だったというふうに理解をしております。た

だ、昨年の入学料の減額改定の際の審議に総務文

教常任委員会中でもお話をさせていただいたので

すけれども、社会保育学科が新たに設置をされま

して、その１年後、具体的には来年度以降に３つ

の納付金の検証、決算、何ぼいただいていて、決

算がどれくらいかかっているという検証を行いま

して、今後の納付金のあり方についてはその中で

検討をさせていただきたいと思っておりますので、

御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） ありがとうございます。

大学運営と、それから入りやすい環境をつくる、

入学金、他の納付金を下げていくというのは非常

に相反する取り組みではありますけれども、優秀

な学生を確保していくためにはさらなる取り組み

の努力をお願いをさせていただきたいというふう

に思います。

続いて、大学関係で３点目のコミュニティケア

教育研究センターの運営についてお伺いをさせて

いただきます。先ほど道北地域研究所、地域交流

センター、これ両機能を発展的にコミュニティ教

育研究センターの運営を進めていくと。従来の事

業の継続をさらに進めていかれるのだというふう

な御説明をいただきました。それで、コミュニテ

ィケア教育研究センター、地域との連携、当然そ

うなのですけれども、市内における連携、これに

ついても非常に重要でないのかなというふうに考

えております。今までもそれぞれの中で実施をさ

れてきたというふうには認識をしております。新

たな組織となった段階で、市内の産学官金、ここ

との連携、今後どのように進めていこうと考えて

いるのかお伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 大学がで

きまして間もなく、平成２０年３月に久保田学長

のときに北星信用金庫さんのほうと産学連携協定

に関する協定書ということで締結をしております。

その内容は、地域の文化、地域の農業の発展と地

域の課題などに関する情報交換及び支援、あるい

は地域の中小企業等の人材の育成、交流の支援な

ど７項目の分野の相互協力などをうたっておりま

す。しかしながら、８年たったわけですけれども、

これまで重立った成果というのはなかなか出てい

ない状況でございます。今回新たにセンターを設

置をいたしましたので、外部の方も入っておりま

す連携推進協議会などで産学のこのような連携の

あり方をどうしていくかということを改めて協議
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会の中で協議をしまして、今御指摘のあった件な

んかについても課題として積極的に取り組んでま

いりたいと考えておりますので、御理解をお願い

したいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） ぜひ統合されてさらに

その成果を導き出すために、今御説明のあった取

り組みの強化をお願いをしたいというふうに思い

ます。

ちょっと続いて大学関係の質問という形になる

のですけれども、若干新聞の記事に載っていた大

学関係のことでお話をさせていただきたいなとい

うふうに思います。多くの方読まれた方もいると

思うのですけれども、北海道新聞に女性だけが投

稿できる「いずみ」という欄に３月末に旭川にお

住まいの女性の方の記事が載っておりました。実

は、その方の娘さんは４年前に名寄市立大学に入

学をされて、親元を離れて初めてひとり暮らしを

して非常に不安もあったと思いますが、実家に帰

ってくるたびに向かいのうちの方がアパートの玄

関の前まで除雪をしてくださるとか、スーパーに

行くと年配の方に学生さんかいと話しかけられる

とか、楽しかった農業実習やアットホームな先生

たちのアドバイスのことなど大学生活のことをよ

く聞かされたとのことです。そして、卒業式には

市長より力強いメッセージもいただいたと。母親

も何度か名寄に行かせてもらったが、名寄は市民

みんなで学生を育てているという温かさを感じ、

娘の第二のふるさとになったと感謝の言葉で結ば

れていました。このことは、加藤市長が市制施行

１０周年記念式典において名寄市立大学を生かし

た人材育成と研究機能強化などオール名寄市民で

取り組んでいきたいということが述べられており

ました。先ほどの「いずみ」に投稿された記事は、

まさにそのあらわれの一つではないかなというふ

うに思います。そこで、設置者であります加藤市

長にお伺いをいたします。名寄市立大学は、開学

１０周年を迎え、名寄市の大きな財産の一つであ

ります。名寄市立大学を今後さらに魅力ある大学

にしていくために、どのような将来展望を描いて

いるのかお伺いをいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） １０周年の式典でもお話

をさせていただきましたが、昭和３５年に本当に

小さなまちに高等教育機関、大学を設置をしたい

という当時の先人の皆さんの思いだとか、それを

引き継いでいただいた皆さんのおかげで今の大学

があり、まさにこの大学は地域の財産であり、ま

た学生さんたちは宝であるというふうに思います。

東川議員からお話あったとおり、決して楽観視で

きる将来の見通しではないと思いますけれども、

しかし特色を生かしてこの大学はさらに魅力ある

ものにしていくことができるというふうに確信を

しています。専門的な教育の機能をさらに高めて

いくということは、先ほど松島さんからもお話あ

りましたが、何といってもやはりこの小さな自治

体で、あるいは公立大学としてしていかなければ

ならないことは、地域との連携をさらに密接に深

めていくということに尽きるのではないかという

ふうに思います。大学が地域を育てて、地域が大

学を育てると。この関係をさらに強くしていくこ

とが求められていくというふうに思います。その

ことがより実践的な学生さんたちを育てていくこ

とになるし、また地域もよくなり、そして地域に

大学生もまた定着をしていくことも期待をできる

というふうに思います。

７月、来月１６日、１７日と大学祭が開催をさ

れます。ぜひともたくさんの市民の皆さんに学生

が何をしているかということを見ていただきたい。

大学生を地域でまた育てていくと、そういう機運

をぜひとも高めていただきたい、そんなふうに思

うところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） ありがとうございます。

今市長のほうから御答弁あったように、やっぱり

名寄市立大学に来てよかったと。強くてたくまし
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い学生が育つ環境、いわゆる学生の生きる力と市

民総意で魅力ある大学づくりを進めていくことを

要望して、次の質問に移らせていただきます。

再質問、ちょっと順番前後しますけれども、公

園の維持管理についてお伺いをいたします。先ほ

ど公園遊具の維持管理につきましては、公園長寿

命化計画というふうな形の中で進められて、遊具

の管理については週１度の安全パトロール、定期

的な交換、補修をしていらっしゃるというふうな

説明を受けました。その中で各遊具のメンテナン

ス、耐久性を含めた安全性のチェック体制につい

て伺いたいと思います。いろんな遊具が設置をさ

れていると思うのですけれども、見る人によって

見方が変わったりだとか、チェックの方法が変わ

ったりというふうな形があろうかと思うのですけ

れども、実際遊具のチェック、管理を具体的に、

例えばこの遊具に関してはこういうチェック箇所

がありますよと。それぞれの遊具に関してのチェ

ックシートだとか、そういうふうなものに基づい

て実施をされているのか、具体的なチェック方法

についてお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 議員のほうから

遊具のメンテナンスということで御質問いただき

ました。一年を通じたメンテナンスといいますか、

遊具の状況等については、済みません。先ほどの

答弁と少し重複するかもしれませんけれども、雪

が解けまして大体５月の連休明けぐらいに担当の

職員がそれぞれ全部の公園を回りまして、今後使

用するに当たっての不良箇所ですとか修繕箇所等

について点検をしております。それ以外、委託の

部分についても随時委託先で点検をいただいて、

ふぐあいがあればこちらのほうに報告をいただく

ということになってございますが、具体的にチェ

ックシートということについては、現状そこまで

はできておりませんけれども、毎年安全性などに

ついて一定程度一般社団法人の日本公園施設業協

会が発行しています遊具の安全に関する基準、こ

の基準が学校の遊具ですとか、他の遊具の一つの

基準になっているわけですけれども、この基準に

基づきまして遊具については担当のほうでチェッ

クをしているということになってございますし、

あわせて必ず年１回は担当者会議等ございますの

で、私どもの担当が参加をして、逐次遊具に関す

るいろんな情報について持ち帰りまして、次年度

に有効に活用しているという状況になっています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） ありがとうございます。

私も今回この質問をするに当たって、特に街区公

園、ここを中心に、数が数なので、全部見られた

わけではないのですけれども、一部遊具がロープ

を張られて使用できないような状況になっている

のも何カ所か見受けられました。それで、ぜひこ

の辺遊具の管理についてはそれぞれの地域の子供

たち、あるいはいろんな地域のコミュニティーの

ほうで先ほどお話をさせていただいたように利用

される場所ですので、使えない状態でそのままロ

ープを張っている、使用禁止というのはある面で

はそこに遊び場としてせっかくある設備の中で使

えないというのも非常に子供たちにも寂しい思い

をさせるのかなと思いますので、個々の内容につ

いてはちょっと時間もなくなったので、省略をさ

せていただきますけれども、また再度チェック体

制の強化を要望させていただきたいというふうに

思います。

公園の管理、まだちょっとお願いをしようと思

ったのですけれども、２番目の新組織の役割につ

いて質問を移らせていただきたいと思います。先

ほど交流推進課の目的ということで、国内交流、

国際交流、ふるさと交流ということで、新たに営

業戦略室のほうから量もふえたというふうなこと

で進めていくというお話をいただきました。民間

との情報共有を含めた連携、実際に今後どのよう

に進めていかれるのか、またその交流事業にあっ

ては内容にもよりますけれども、行政主導による



－60－

平成２８年６月１５日（水曜日）第２回６月定例会・第２号

人的交流から民間主導に移行する事業もあるので

はないかというふうに思いますが、考え方につい

てあればお伺いをしたいと思います。

加えて物の売り込み、例えばＪＡ道北なよろと

の情報共有を含めた連携をどのように進めていか

れるのか、お話を伺いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私のほうから今後の

交流の進め方ということでお問い合わせをいただ

きました。国内交流では現在名寄・藤島交流友の

会がありますし、国際交流では名寄・リンゼイ姉

妹都市友好委員会、さらには名寄・ドーリンスク

友好委員会が市民を中心として組織をされて、主

体的に活動を展開されております。

なお、台湾との交流では、昨年７月に民間レベ

ルでの交流促進をするため、名寄日台親善協会を

設立し、本年１月にまるごと台湾フェアなどを開

催し、また２月に起きた台湾南部での地震の際に

は市民からの義援金なども受け付けするなど台湾

との交流に力を注いできたところでございます。

親善協会の今年度の活動については、今月総会が

開催されますので、その中での事業計画の承認後、

スタートするということになりますが、議員御指

摘の民間主導による人的交流については、現在親

善協会とも協議中でございますので、いましばら

く推移を見守っていただきたいというふうに思っ

てございます。

交流自治体地域を中心にした物産交流について

は、これまでもさまざまな形で取り組んできてお

りますが、部内においては営業戦略課、農務課、

またＪＡを初めとする生産団体、製造販売業者と

の連携をとりながら進めてきております。今後と

も担当課の枠組みを超えた部内連携、さらには庁

内連携を深め、さまざまな情報共有を図りながら

人的交流とあわせて市場、販路の拡大につなげて

いきたいと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 時間もなくなりました。

最後要望だけさせていただきたいというふうに思

います。

これは、スポーツ・合宿推進課の中でお話をさ

せていただこうと思ったのですけれども、今市内

に歓迎ののぼり、２種類ののぼりが市内各商店に

掲出をされております。非常にいいことだなとは

思うのですけれども、今野ざらしになっていると、

風雨にさらされて結構日焼けをしたような状態に

なっているのもあります。それこそお盆のちょう

ちんではないですけれども、やっぱりめり張りを

つけた運用の仕方というのも１つ方法かなと思う

ので、その辺の今後の進め方についてお願いをし

ておきたいと思います。

それと、最後にもう一点、営業戦略の関係です

けれども、実は今北海道新聞空知版なのですけれ

ども、名寄がひまわりでいろんな事業をやってお

りますけれども、北竜町もひまわりで非常に有名

だと。特に地方創生版の中で北竜町はことしから

食用のひまわりをやっていくというようなことで、

実は名寄でひまわりを搾油をしているところと協

定を結んでひまわりの搾油を行うという記事が掲

載をされておりました。まさに地方創生版の一つ

の地方版としての大きな取り組みではないかなと

いうふうに思いますので、詳しい内容は自分で選

択をしてからまた次の機会にさせていただきたい

と思いますけれども、いずれにしても先ほどお話

あったように、今後の産業振興、民間団体との連

携という点ではこういうところにも目を向けた形

の中で強化をしていただくように要望して、私の

質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東川孝義議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０３分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議
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を開きます。

平和行政の推進について外２件を、佐久間誠議

員。

〇８番（佐久間 誠議員） ただいま議長より御

指名がございましたので、通告に従いまして、大

項目３点について順次質問したいと思います。

まず、大項目１、平和行政の推進についてです

が、昨年は戦後７０年という大きな節目の年であ

り、さきの大戦で多くの犠牲者を出した反省の上

に立って平和行政を推進し、二度とこうした悲惨

な戦争を繰り返さない世界の恒久平和を求めてい

くことを改めて決意し、名寄市においても戦没者

追悼式を初め平和を求める行事が取り組まれまし

た。全ての暮らしの原点は平和を基盤に成り立っ

ていることを肝に銘じ、私たちの子や孫に伝え、

節目を越えた戦後７１年目の本年は平和を継続し、

築く元年として平和行政の推進に地方から、また

地道に一歩ずつ取り組みを進めていかなければな

らないと考えております。

そこで、小項目（１）の安全保障関連法施行後

の自衛隊員の安全確保に関してであります。名寄

市議会においても昨年６月１５日、安全保障法制

の慎重審議を求める意見書を採択し、慎重審議を

求めてきたところですが、安全保障関連法は昨年

９月に参議院本会議で全体合意を得られない中で

採択され、可決成立し、本年３月２９日に同法は

施行されました。そこで、現在アフリカの南スー

ダンに安全保障関連法施行後初となる派遣隊とし

て道内から千歳、恵庭、静内、丘珠等に駐屯地を

置く陸上自衛隊第７師団３５０人が５月下旬から

第１０次要員として順次派遣されております。南

スーダンは、外務省海外安全ホームページによれ

ば首都ジュバ市を除く全土が最も危険度の高いレ

ベル４の退避勧告が出ている地域です。ＰＫＯに

よる派遣先である首都ジュバ市においても渡航中

止勧告が出されているレベル３の地域となってい

ます。このレベル３という注意書きを見てみると、

渡航はやめてください。その国、地域への渡航は

どのような目的であれ、やめてくださいとの記述

がされている危険地域です。先般施行された安全

保障関連法により、危険地域への派遣はもとより

武器使用を伴う後方支援活動がなされれば、これ

までとは比較にならないほど派遣される自衛隊員

のリスクは拡大されることになることから、自衛

隊員家族の不安はこれまで以上に大きくなってい

ると聞いております。およそ半年間のローテーシ

ョンで任務につくことから、いずれ第２師団に属

する名寄駐屯地にも要員交代による派遣指令がお

ろされることになってくると考えられます。隊員

本人にとっては、リスクの高い危険地にあっても

行けと言われたときには業務である以上断るわけ

にはいかないとの悲壮な決意で赴くわけで、家族

も不安を抱えながらも送り出さざるを得ないとい

う実情にあります。私の周りにも自衛隊員の知人

や親類がいるように、恐らくここにおられる皆さ

んにとっても同じ状況ではないか、関係者がいら

れるのではないかと思います。自衛隊の皆さん方

本人や家族にとっては、内心は嫌だと思っていて

も表立って声を上げられない現状にある中では、

周りにいる私たちが隊員の身の安全の確保を求め

ていくことが重要だと考えます。自衛隊駐屯地を

抱える名寄市としても、政府に対し危険地域に派

遣すべきではない、危険な任務につかすことはで

きないという声を今こそ地方自治体から上げてい

くべきだと思います。それらが抑止力として働け

ば、自衛隊員、家族の不安払拭に幾ばくかでも応

える道と考えますが、行政としての見解について

お伺いいたします。

次に、小項目（２）、平和と命を守る取り組み

の充実についてであります。平和と命を守る取り

組みで重要なことは、日常から身近に起こるいじ

めや差別、虐待、暴力犯罪も含めた全ての暴力的

事象を含めてこれを否定し、人を思いやり、理解、

協力することで平和を実現する。そのために一人

一人が担える役割があることを繰り返し広く啓蒙

する必要があると思います。その結果、暴力文化、
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人権侵害の頂点である戦争や核兵器をなくしてい

く広がりにつながっていくものと考えます。そこ

で、本年度の平和行政で当市として考えている取

り組み、計画されていることがあればお知らせい

ただきたいと思います。

また、小項目（３）、平和教育の取り組みにつ

いてでありますが、小学校や中学校での平和教育

はどのような取り組みがなされているかについて、

これまでの取り組みについてお知らせください。

次に、大項目２、学校施設環境改善交付金の不

採択に伴う対応についてですが、ここ数年来全国

的に見てみますと、国からの学校施設環境改善交

付金が減額あるいは不採択という状況になってい

ます。平成２３年度は小中学校の耐震化に特化さ

れ、老朽によるものは耐震化と一体的に行う事業

を除き大半が不採択、平成２６年度も全国の都道

府県市区町村教育委員会が計画していた学校施設

の各種環境改善事業の相当数について採択が見送

られ、平成２７年度においても耐震改修以外のも

のが相次いで不採択という経過をたどってきてい

る状況にあります。

そうした中で、小項目（１）、東小学校の大規

模改修と風連中央小学校の建てかえ計画の考え方

についてですが、国からの予算づけがなされない

中で本年度予定していた東小学校の大規模改修や

風連中央小学校の建てかえ計画についての対応を

どうしていくかお尋ねいたします。特に東小学校

は、屋根が雨漏りするなど対策に急を要する状況

にありますので、他の交付金などを充ててでも大

規模改修を行う必要があると思いますが、対策に

ついて考え方をお伺いいたします。

小項目（２）、今後の予算づけのあり方につい

てですが、学校施設環境改善交付金だけでなく、

社会資本整備総合交付金も減額されていますが、

流動的な国庫補助金の現状の中にあって、これか

らの各種事業計画は難しくなってくるのは明らか

です。今後の予算づけに当たっての対応策につい

てお伺いいたします。

小項目（３）、老朽化施設の今後の維持、改善

について。今ほどの質問と関連いたしますが、国

からの補助金が来なくとも学校関連施設の老朽化

は年次ごとに進んでくるわけですが、各学校を初

めとする名寄市の老朽化施設の今後の維持、改修

計画について、これからどのように進められよう

と考えておられるかお聞かせください。

次に、大項目３、名寄市総合計画（第２次）と

個別事業のあり方に関して、小項目（１）、市街

地の再整備にかかわるグランドデザインについて

ですが、現在第２次名寄市総合計画が庁内検討委

員会、策定審議会、さまざまな民間団体や幅広い

市民との意見交換会、ワークショップなどで鋭意

議論され、策定に向けて努力されていると承知し

ているところですが、市として総合計画の中の一

つの柱として市街地再整備について据え、市街地

再整備にかかわるグランドデザインをわかりやす

く市民に示すべきではないかと考えます。新名寄

市総合計画（第１次）の後期計画の後ろのほうに

資料編として市民満足度調査のアンケート集計結

果が掲載されております。市の取り組みに対して

満足あるいは不満というように市民の評価がわか

りやすく図表で示されているのでありますが、こ

の中の不満とされるマイナス評価項目として、道

路の整備、除排雪、商業、工業の振興、観光振興

などが不満となっております。これらの改善策を

検討し、具体的な事業として第２次名寄市総合計

画に盛り込むこととあわせて、柱となる施策のグ

ランドデザインたたき台を市民がイメージしやす

い形で示し、市民の意見を聞き、補完、具体化す

る形をとっていくべきではないでしょうか。この

点について市の考え方をお聞かせいただきたいと

思います。

次に、小項目（２）の市街地中心部の位置づけ

と活性化に関してでありますが、これまでもさま

ざまな議論がされておりますが、名寄市において

郊外部で商業施設の開発が進む一方で、市街地中

心部でにぎわいの創出空洞化が進んでいます。こ
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れは、何も名寄市に限ったことではなく、全国的

な傾向として散見する事象でもあります。国の総

合交通体系のあり方等幾つかの要因が重なった結

果だと思っているわけですが、それにしても市街

地中心部対策が見えないという市民からの御意見

を多くいただきます。私も市街地中心部の顔とし

ての５丁目、６丁目通の商店街に再びにぎわいを

呼び戻すべく、昨年９月の一般質問で商店街の活

性化対策について既存の小売店にない集客力を持

つ業種を呼び込むなどの対策が必要ではないかと

の趣旨で質問をし、市側回答として町中への外食

チェーン誘導の考え方が示され、関係機関との研

究を進めたいとされていたところですが、その後

進捗状況はどうなっているかお聞かせいただきた

いと存じます。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま佐久間議員

からは、大項目で３点にわたり御質問をいただき

ました。大項目の１及び大項目３のうち小項目の

１につきましては私のほうから、大項目の２につ

きましては教育部長から、大項目３のうち小項目

２につきましては営業戦略室長からそれぞれ答弁

させていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。

初めに、大項目の１、平和行政の推進について、

小項目の１、安全保障関連法施行後の自衛隊員の

安全確保に関して申し上げます。安全保障関連法

につきましては、国会におけるさまざまな議論を

経まして昨年９月３０日に公布をされ、本年３月

２９日に施行されたところでございます。法施行

後における現在においても今なお多様な声が伝え

られている状況にありますが、地方自治法では国

においては国際社会における国家としての存立に

かかわる事務などについて重点に担い、住民に身

近な行政は地方自治体に委ねることを基本とする

と規定されてございます。いわゆる外交や安全保

障にかかわる事務について国の専権事項とするも

のであり、今後関連法令のもとに国民の命と財産

が守られることを強く望むところでございます。

そのような中で、住民に身近な行政を担う本市

といたしましては、市民の暮らしを守るために昨

年７月２６日に陸上自衛隊名寄駐屯地と派遣隊員

の留守家族支援に関する協定を締結いたしました。

具体的には、隊員とその家族の安全、安心を確保

する視点から、駐屯地内に開設をします託児施設

に対しまして設置や保育に対する助言、指導のほ

か、子弟のための一時預かりや学童保育所の利用

に関する支援、高齢者、障害児家族が福祉サービ

スを受けるための相談窓口の情報提供や各種相談

受け付けなどの支援を行うものでありまして、大

規模災害時などを含めまして必要に応じて駐屯地

と調整を図りながら迅速に対応してまいりたいと

考えております。

次に、小項目２、平和と命を守る取り組みの充

実について、小項目の３、平和教育の取り組みに

つきましては関連がございますので、一括して申

し上げたいというふうに思います。本市では、非

核３原則を堅持していくことが世界唯一の被爆国

であります我が国の責務であり、人類共通の願い

であります戦争のない世界の実現と核兵器廃絶、

さらには市民の命と生活を守り、美しい郷土、恵

まれた自然、豊かで平和な未来を子供たちに手渡

すことを市民の責務とする非核平和都市宣言を平

成１９年３月に制定をし、この宣言の趣旨にのっ

とり憲法記念ハーフマラソンや戦没者追悼式、平

和音楽大行進の実施、広島、長崎両市が主催をし

ます平和首長会議への加盟、名寄市戦没者追悼式

や全国戦没者追悼式の黙祷に合わせたサイレンの

吹鳴などを行ってまいりました。これらに加え、

昨年度は戦後７０年の節目の年を迎え、非核宣言

をした自治体が互いに手を結び合うことを設立の

趣旨としております日本非核宣言自治体協議会、

ここにも新たに加入するとともに、同協議会から

原爆に係るパネルやポスターの貸し出しを受け、

名寄原爆の絵を見る会実行委員会主催の名寄原爆



－64－

平成２８年６月１５日（水曜日）第２回６月定例会・第２号

の絵展にあわせて展示をいただいたほか、名寄地

区連合会などとの共催でなよろ平和講演会の開催

や三浦綾子記念文学館の松本専務理事の講演、市

所蔵の平和図書の紹介、戦争体験ＤＶＤの上映な

ども行ってきたところでございます。

また、小中学校における平和に関する教育の取

り組みといたしましては、我が国の憲法では再び

戦争の惨禍が起こることのないように、また恒久

の平和を念願しとしており、社会科において憲法

の基本原則の一つに平和主義の原則が明示される

こととなった歴史的、国際的な背景を過去の戦争

の経緯などを通じて平和に関する学習として指導

してきており、命のとうとさ、戦争の悲惨さ、平

和のとうとさなどについて学んできているところ

であります。さらに、本市が非核平和都市宣言を

行っていますことから、名寄市戦没者追悼式、平

和音楽大行進などの意義につきまして社会科の授

業の中で学んでいるほか、平成２３年には緊急雇

用創出事業を活用して、戦争体験を語り継ぎ平和

教育を推進する事業を実施しまして、市内の戦争

体験者からの聞き取りを収録しましたＤＶＤと小

冊子を作成し、学習に役立てていただくため、市

内小中高校に配付をさせていただいたところであ

ります。

本年の取り組みとして、現段階で新たに計画し

ている行事等についてはございませんけれども、

本市といたしましては今後におきましてもこれま

で同様民間団体が行う事業と協調を図る中で、核

兵器の廃絶や恒久平和の実現を全市民共通の願い

といたしまして、さまざまな平和推進事業に取り

組んでまいりたいと考えております。また、これ

らの取り組みなどが広く子供たちの平和に関する

意識の醸成にも結びつくものと考えておりますの

で、御理解いただきますようお願いを申し上げま

す。

次に、大項目の３、名寄市総合計画と個別事業

のあり方に関して、小項目の１、市街地再整備に

かかわるグランドデザインについて申し上げます。

初めに、総合計画の位置づけについてであります

が、総合計画は自治体の目指すべき姿を示す計画

であります。第２次総合計画では基本構想１０年、

基本計画及び実施計画を２年、４年、４年とし、

行政全般にわたる計画として策定作業を進めてい

るところでございます。

御質問のありました市街地再整備についてであ

りますが、現行の第１次総合計画におきましては

主要施策としまして商業の振興を掲げ、その施策

を推進する基本事業を商業の活性化とし、魅力あ

る商店街づくりを進めるため、中心市街地活性化

に向けて都市再生整備計画などの制度を活用し、

事業を推進するとしていた施策及び基本事業の考

え方に基づきまして、この間都市再生整備計画を

策定し、関係者の意見を伺いながら、駅前交流プ

ラザよろーなや市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホ

ールの整備などを実施してきたところでございま

す。

御指摘のありました市街地再整備に係るグラン

ドデザインについてでありますが、今申し上げま

したように事業者や地権者などを初めさまざまな

受益者、あるいは事業者を含めてのさまざまな関

係者があり、さらには歴史とともに築かれてきた

市街地の新たな姿にかかわるものでございますか

ら、これら関係者とも事業実施に当たり策定され

ます個別計画において示されるものと考えており

ますので、御理解いただきますようお願いを申し

上げます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目２、

学校施設環境改善交付金の不採択に伴う対応につ

いて、小項目１の名寄東小学校の大規模改修と風

連中央小学校の建てかえ計画の考え方について、

小項目２、今後の予算づけのあり方について、関

連しますので、一括して答弁をさせていただきま

す。

名寄東小学校の大規模改修については、屋根や
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木製窓の改修、トイレの洋式化などを計画し、平

成２８年度の当初予算において事業費２億 ００

００万円、国庫補助金約 ５００万円を見込み、

予算計上しているところであります。昨年６月に

建築計画を国に提出し、本年１月には施設整備計

画を提出し、平成２８年度の補助事業の採択を待

つところでしたが、４月１９日付の国からの出さ

れた補助金の内示においては名寄東小学校の大規

模改修事業は採択見送りとなったところです。具

体的には、平成２７年度まで主な財源としていた

東日本大震災復興特別会計からの繰り入れができ

なくなったことが大きな要因となっています。こ

のことから、本年度の当初予算においては名寄南

小学校のような継続事業しか採択されなかったも

のであります。名寄東小学校の大規模改修につい

ては、このような国の状況から当初予算での補助

金の確保はできませんでしたが、改修については

今後何年も待てる状況にはありませんので、何ら

かの財源的な手だてを講じて改修を行わなければ

ならないものと考えております。

また、風連中央小学校についてですが、本年度

は名寄東小学校のように新規事業が全て不採択と

なっていることから、風連中央小学校についても

来年度は新規事業としてエントリーされるものと

考えられ、今年度と同様な採択の考え方になると

厳しい状況にあると想定されます。しかしながら、

熊本県で起きた大震災などを見るように、学校施

設の耐震化は急務な対策という考え方に立てば、

風連中央小学校の建てかえなどは採択の優先度が

高い事業と考えられることから、引き続き建築に

向けた諸手続を進めてまいりたいと考えておりま

す。国の各種交付金、補助金につきましては、今

後も国の動向を注視しながら対応してまいりたい

というふうに考えておりますし、また関係機関等

を通じて不採択にならないよう国への要望もして

いきます。今後も不採択等によって事業ができな

いような状況が起きた場合については、他の財源

確保も含め関係部署と連携しながら対応を検討し

てまいりたいというふうに考えております。

名寄東小学校について補助金の採択が見送られ

たことから、今後の対応について関係部署と現在

検討を重ねているところであります。財源的な手

だてとしては、当初国の補助金とその残りの事業

費に過疎債を充当する計画でしたが、採択が見送

られたことから新たな対応が必要となります。ま

ず、１つとして今年度の整備は見送り、来年度も

う一度補助申請を行う、２つ目として補正予算で

採択される可能性を期待する、３つ目として全額

起債対応として今年度事業を実施することが考え

られますが、それぞれ課題があるのも事実であり

ます。１つ目の来年度もう一度補助申請をするこ

とにしても、来年度も新規事業とみなされ、採択

優先度が低いことが考えられること、２つ目の補

正予算に期待することについても補正予算が示さ

れる時期が不確定であることや補正予算で対応し

た場合、残りの財源については通常補正予算債の

対応となりますが、補正予算債は過疎債と比較し

て交付税算入率が低いため一般財源の負担が増加

すること、３つ目の全額起債対応することとして

も特に過疎債は全国的に要望が高く、満度に充当

できるか現段階で不明な状況にあることなどそれ

ぞれに課題があることから、今後さらに国の状況

などを把握しながら財源対策などを検討してまい

りたいと考えております。

次に、小項目３の老朽化施設の今後の維持、改

修についてですが、本市の小中学校施設について

は現在建てかえが現実的となった風連中央小学校

を除いても旧耐震基準の校舎、屋内運動場を有す

る学校が４校あります。名寄中学校と名寄東中学

校は校舎、屋内運動場ともに、智恵文小学校は校

舎、風連下多寄小学校は屋内運動場がそれぞれ旧

耐震基準の建物になっております。また、平成に

なってから建築された比較的新しいとされている

名寄小学校や名寄西小学校についても既に改築後

１８年から２３年を経過し、施設延命のための改

修などの必要性も出てきております。学校施設に

平成２８年６月１５日（水曜日）第２回６月定例会・第２号
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ついては、以前から適正配置と連動しながら整備

を進めており、今後もその考えに変わりありませ

んが、これからは建てかえや施設の長寿命化など

学校施設の経過年数や建物の形状などを加味しな

がら整備方針を決定していくことが必要と考えて

おります。また、施設の維持、改修をするにして

も相当な財源が必要となることから、関係部局と

連携しながら進めていくことが必要と考えており

ますので、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私からは、大項

目３、小項目２、市街地中心部の位置づけと活性

化についてお答えいたします。

本市では、ＪＲ駅を起点として商業等の活性化

を図り、事業活動を推進するため、名寄市都市計

画用途地域として商業地域を定め、中心市街地と

して位置づけています。この中心市街地への商業

集積を図るため、市独自の支援措置として商業地

域内で取り組む店舗改修や設備投資などに対して

中心市街地近代化事業を実施し、近隣の道北市で

は取り組んでいないインセンティブが大きい支援

措置を行ってきております。

本市における中小企業の振興については、中小

企業振興条例の目的でも定めているとおり、中小

企業者等の自主的な努力を基調としており、行政

はそのきっかけづくりや事業活動の後押しに努め

ることが行政として取り組むべき役割であると考

えています。そのため、商工会及び商工会議所を

初めとする関係機関からの要望、中小企業振興審

議会等での意見を真摯に受けとめ、必要な措置を

講ずることとしております。

昨年９月の定例会の際にも佐久間議員から御質

問がありました名寄商工会議所が実施しました商

店街での買い物客等へのアンケート調査の中で要

望が多かった外食チェーンなどを中心街へ誘導で

きないかとの内容については、空き店舗対策、中

心街のにぎわいの一翼を担うことにつながってい

くと考えていることから、中小企業支援制度の中

でも飲食店にかかわる適用基準のハードルを下げ、

対応していくこととしております。さらには、出

店に関する相談等があった場合は他の相談案件と

同様に積極的にサポート支援を行っていくことと

しております。しかし、既存飲食店との兼ね合い

もあることから、行政等が積極的に誘致するまで

には至っていないのが現状であります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） ただいまそれぞれ御

答弁いただきましたので、可能な限り順を追って

再質問させていただきます。

まず、大項目１の平和行政の推進についてお答

えいただきました。それで、留守家族へのフォロ

ーといいますか、それを進めておられるというこ

とでお話がありました。その御回答は、大規模災

害については私もそれらでいいのではないかとい

うふうに思うのですが、ただ集団的自衛権に基づ

いた海外派遣を容認した上での対策につながって

いかないかと。このたびのＰＫＯ、結局武器使用

も認めてしまうということになろうかというふう

に考えております。私は、海外の危険地域に派遣

すべきではないという視点から、抑止力として地

方からの御意見を中央に発信すべきではないかと、

そういう観点から申し上げたわけでありますが、

先ほどの御答弁の中にありますように、これは国

の専権事項ということでありますから、それで集

団的自衛権は憲法解釈上特に違憲であるとする憲

法学者のほうが圧倒的に多いわけです。国内の災

害救助での対応と先ほど繰り返しになりますが、

武器を持ってＰＫＯで行くことに対することにつ

いての取り扱い上はやっぱり違うと思いますから、

海外の危険地域には派遣させないということが本

人にとっても、あるいは家族にとっても一番いい

ことだと、このことだけは申し上げたいというふ

うに思います。

それで、質問ですけれども、名寄市でも加盟し
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ております平和首長会議国内加盟都市会議、これ

は２０１１年に加盟しておられるというふうに聞

いておりますが、この会議に名寄から出席したこ

とはあるのでしょうか。この点についてお伺いい

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 先ほどの答弁の中で

も平和首長会議については既に加盟をしたという

お話をさせていただきましたし、また昨年度は戦

後７０年の節目の年であるということもありまし

たし、この間議員の皆様からも非核平和都市宣言

をしているまちとして日本非核宣言自治体の協議

会にも加盟すべきだろうという御提案を強くいた

だいておりましたので、行政としてもこの協議会

の内容について確認させていただいた上で昨年加

盟をさせていただいたところであります。

御質問のありました平和首長会議につきまして

は、なかなか日程の都合がつかずにこの間出席が

かなっていないところでありますが、昨年初めて

加盟をしました日本非核宣言自治体協議会のほう

につきまして、これは昨年６月に総会が開催され

たところでありますが、日程の都合がつきました

ので、ここには出席をさせていただいたというこ

とであります。

また、出席するだけではなかなか足りないとい

うことで考えておりましたので、出席した内容や

何かにつきましては民間の団体や何かにも情報提

供させていただきながら、その活動につなげるよ

うに努力をさせていただいたところでありますの

で、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 日本非核宣言自治体

協議会の総会には参加されているということで、

わかりました。

それで、平和首長会議国内加盟都市会議という

のは、昨年は広島で開催されておりまして、５回

目の開催だそうです。ぜひ平和行政を推進して、

平和をテーマにした都市間交流を促進するという、

そういう立場からも機会あるときに積極的に参加

していただきたいというふうに思います。

なお、平和首長会議の規約には事業という項目

がありまして、そして各都市において平和等に関

して取り組まれた研究会あるいは集会、結果等を

取りまとめた資料だとか図書などを各連携都市に

紹介することなどが盛り込まれているのです。こ

れらが平和首長会議のホームページなどで加盟都

市の活動としてＤＶＤだとか、そういうもので紹

介されておりますので、大変参考になるのではな

いかというふうに思っています。ぜひ名寄で取り

組んできたすぐれたものもありますから、逆にこ

ちら側から報告を上げるという、そういうような

ことも要望したいというふうに思っています。

それで、平和と命を守る取り組みの充実につい

て、先ほど教育の関係もまとめて御答弁いただき

ましたけれども、平和を守る取り組みについては

特に息長く繰り返して啓蒙することが重要だと思

っております。去年の取り組みなどについてもそ

れぞれ支援をしていただいたということで、種々

御報告がありました。ことしもまだ内容等につい

て確定していないということでありますが、ぜひ

昨年やられた原爆の絵展だとか、あるいは写真展

示、あるいは各種講演会などの支援を財政も含め

て積極的に行っていくべきではないかというふう

に私は考えておりますが、この辺について考え方

をお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 議員が言われますよ

うに、平和の取り組みというのは人の意識の問題

だというふうに思っておりますので、そういう意

味では継続的な取り組みを時間をかけて進めてい

くことが必要だろうなと思っておりますので、市

としても継続した事業の実施にまずは努めていき

たいというふうに思っております。

それと、今言われましたもう一つ、行政が取り

組むだけではなくて、やはり民間の皆さんがみず

から取り組む、あるいは広く市民をその中に取り
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込んでいくということもこれまた非常に重要な取

り組みだというふうに思っております。それに対

する活動に対する市の支援ということであります。

先ほど申し上げましたように、各協議会なんかの

取り組んでいる事業、いわゆる情報の提供につい

てはこの間もやらせていただいたということであ

りますし、引き続き実施をさせていただきたいと

思います。

財政的な支援ということでありますが、現段階

では平和に特化をした支援措置はございませんけ

れども、いわゆる市民の意識あるいはそういった

人材を育成するといった意味では、支援をする事

業スキーム、補助スキームなんかもありますので、

これは個別に御相談をいただかないと採択はでき

るかどうかについてはわかりませんけれども、ぜ

ひ御相談いただきまして、私たちの中でもできる

限りの支援をさせていただきたいと思いますので、

私どものほうにも情報をいただければ幸いだと思

います。よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 平和の、わかりまし

た。今言われた関係は私はわかりましたので、次

に、平和教育の取り組みについてなのですが、先

進自治体の例として１つ御紹介をしたいというふ

うに思うのですが、東京の三鷹市であります。昭

和６３年から毎年市内在住の小学生を対象に平和

から連想するものを描いた平和の絵というもの、

それから平成６年からは、これは市民も対象にし

て平和へのメッセージを募集していると。応募さ

れた絵については、１１月に平和の絵展というの

を開催して展示するとともに、入選、佳作の絵と

メッセージを掲載した平和カレンダーを作成して

希望者に配付する、こういうすぐれた取り組みを

しております。小学生の作品やメッセージは、少

しメッセージだけを紹介することになるのですが、

紹介しますと、例えばこんなのがあります。表紙

には「ごはんを食べる 本を読める あたりまえ

って すてきだね」、１月、「せん後７０年平和

であるからこそぼくたちは安心してゆめを見る」、

５月、「きょうもわらった。あしたもわらいたい。

ずっとわらっていたい」、６月、「みんなのえが

おがたのしいせかいをつくるよ」、９月、「「お

ばあちゃんがながいきしますように」これがぼく

にとってのへいわです」、こんな感じで絵が描か

れていてメッセージがそこに添えられている。こ

れ全部メッセージは今回今御紹介したのは小学生

のものなのですが、できれば小学生を対象にして

こうした事業や、それから平成２５年度からこう

した取り組みがされておりまして、それとあと平

成２５年からは三鷹市では戦争を体験された方の

話を聞いて記録、保存する戦争体験談のアーカイ

ブ化事業を進めていると、こういうことでありま

す。こうした取り組みを名寄でもやってみてはど

うかと。アーカイブ化ですから、コンピューター

でのファイルだとか、それからウエブを収集した

もの、あるいはデジタル化して保存するというよ

うな事業です。名寄も「戦争体験を語り継ぎ新し

い世代へのメッセージ」と題したＤＶＤと冊子作

成がこれ２０１１年ですか、やられておりまして、

これあたりはすごくすばらしいことではないかと。

これもぜひ積極的に活用を図っていくべきではな

いかというふうに私は考えております。今紹介し

たようなこうした取り組みについて名寄でもやっ

てみてはどうか、このことについて考え方をお聞

きしたい。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今事例も含めて御紹

介いただきました。特に子供たちのメッセージに

ついては、改めて平和であること、当たり前であ

ることのとうとさみたいなところを学ばせていた

だいたかなというふうに思っています。

さて、そういった取り組みを名寄市でもという

ことでありますが、学校における取り組みとする

となかなか授業数の制約などもありまして難しい

のかなというふうに思っておりますが、それ以外

のところでの取り組みがどうなのかということだ
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というふうに思います。具体的に子供たちもなか

なかいろんな場面で活躍されておりますので、時

間の制約なんかもあるかと思いますが、今御紹介

いただいた三鷹市の事例、あるいは私ども幾つか

事例を知っているところがありますので、その取

り組み方法などを調査をさせていただいて、名寄

市での取り組みが可能かどうかについて少し研究

を進めてまいりたいと思います。御理解をいただ

ければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） わかりました。何げ

ない日常の中に平和を希求する心が芽生えるもの、

そういうふうに私思っておりますから、ぜひ名寄

市としても今御答弁あったようなことで前向きに

取り組まれることを切望いたします。

それで次に、大項目２の学校施設環境改善交付

金の不採択の対応で、先ほど答弁いただきました。

東小学校の関係含めて何らかの財源を模索してい

きたいということだったのですが、そこで質問な

のですが、東小学校は建てかえてから２５年ほど

経過した建物だというふうに私理解しているので

すが、それで屋根の雨漏りというのは構造的なも

のなのかどうなのかということなのです。一般住

宅でも２５年たちました、雨漏りし始めましたと

いうのは余り聞かないというふうに思うのですが、

この点いかがかなと。答弁いただきたい。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 東小学校の雨漏りに

ついて構造的なものなのかという御質問でござい

ますけれども、各学校、公共施設含めて雨漏りす

る施設ほかにもあるわけですけれども、前図書館

でもそうでしたけれども、雨漏りはするのですけ

れども、その原因がどこなのか、場所も含めて特

定かなり難しい状況であります。東小学校につい

ても大分以前から雨漏りとか出てきて、その対策、

対応について調査をしながらやっていますけれど

も、なかなか特定できない。それが構造的なもの

なのか、経年劣化のものなのかというのは非常に

これは難しい判断というふうに思っているところ

であります。ただ、現在は昨年の強風も含めてか

なり屋根も飛散している状況もありますので、昨

年は６月に補正をしながら応急措置をさせていた

だきましたけれども、構造的な部分、そういった

議論というよりもやっぱり早期の対応が必要な状

況になっているというふうに認識はしていますの

で、先ほども申し上げましたけれども、東小学校

においては何らかの財源を充てながら、何年も放

置する状況にないというふうにも判断しますので、

そういった対応で進めてまいりたいと考えており

ますので、御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 東小学校は、外から

見たら大変すばらしいデザインになっているとい

うふうに思うのですが、しかし私は公的な建物と

いうのは、豪雪地帯の名寄市にあってデザイン重

視か、それか機能性重視かというと、今後機能性

重視、こちらのほうをとるべきだと思っているの

ですが、ここら辺についてもしお考えあったらお

聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私建築技師ではない

ので、構造的なものはっきりわかりませんけれど

も、図書館とか施設管理していた部分でいきます

と、議員の言われるように見た目のデザイン的に

凝った建物というのはやっぱり将来的に年数がた

つと維持管理含めて大変になっていく。本当に四

角のオーソドックスな建物というのは、管理も含

めてしやすい状況にあります。場合によっては、

雪が落ちる方向があちらこちらに落ちて、車に落

雪したり、そういった状況もありますので、そう

いったものでは素人考えでは持っていますけれど

も、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） わかりました。

次に、東風連小学校を閉校して風連中央小学校

に統合したところでありますが、ここで先ほどの
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御答弁の中で風連中央小学校も来年エントリーさ

れるだろうと。しかしながら、状況は果たしてこ

ちら側で予定することだとか、難しい、厳しい状

況だというお話がありました。これは予算の関係

ですから、余り強くも言えぬのですけれども、東

風連小学校の子供たちにしてみれば廃校やむなし

ということで、今度は新しい学校に行けるかなと

思っていたら、どうもここにきて黄色信号、やや

もすると赤点滅ぐらいなっているのではないかと

いうことでありますから、多分築４４年か４５年

ぐらいになろうかと思うのですけれども、建てか

えに対する子供たちだとか地域の期待が高まって

いるだけに、鋭意働きかけを強めていただきたい

というふうに希望します。

それと、今後の予算づけのあり方、それから小

項目３、老朽化施設の今後の維持、改善について

それぞれ御回答いただきました。それで、この予

算づけと学校関係の老朽化施設の今後の維持、改

修について国の動向を注意深く見守るという御答

弁ありましたから、これしかないのですが、ただ

国の借金も ０００兆円を超えると。東日本大震

災と、それから原発事故の後始末もある。熊本地

震も予想もできない大規模震災として発生して、

ここに対する国の手だてもやっていかなければな

らないという状態でありますが、危険な校舎に子

供たちを置くわけにもいかないということであり

ますから、基本的な生活インフラと、あと学校な

ど優先的に計画すべきハード事業、まちの活力を

推進するための事業、こういうものについてはし

っかり将来の動向を見据えながら今後も計画を進

めていただきたいというふうに思っています。

時間も余りないので、名寄市の総合計画第２次

と個別事業のあり方に関して御答弁いただきまし

た。それで、市長を初めとして部長、課長、ここ

に座っておられる方は、市で取り組む各種意見交

換だとか、それから市民要望のアンケートなど、

こういうものをいち早く知り得る立場にあるわけ

ですよね。それで、名寄市で何が待ち望まれ、何

が必要なのか、それぞれがイメージを多分固めて

いられるのではないかというふうに思っているわ

けです。そして、それをどういう形にするのかと

いうことで庁内検討会議などを開かれていると思

うのですが、そうした中でやっぱりこういう形に

していきましょうというようなグランドデザイン

が先にあって、いろんな諸制度というのはそれは

そういうイメージを形づけたときに、その後に後

押しをするのが個別事業ではないかというふうに、

そのための個別事業ではないかというふうに私は

イメージしているのですが、しかし行政としての

事業の継続性があるということでありますから、

現状では仕方のないことなのかもしれませんが、

個別事業が先にあって、それを１年間やって事業

評価して終わってはいないかと。私が言っている

のは、やっぱりこういうまちにするのだというグ

ランドデザインがあって、そのためにこういうこ

とをやって、これは個別事業になるわけですが、

起爆剤として推進力をつけていくのだという、ど

うしてもそういうイメージが現在の中で持ちづら

いということなので、ここら辺についてこれは私

の意見として聞いていただきたいというふうに思

います。

次に、質問なのですが、名寄市の総合計画ロー

リングにおいて各種事業が検討されているわけで

すが、それぞれ事業化されているのですが、その

年の予算で難しかったもの、事業化されなかった

ものは次年度で実現を目指すべきだというふうに

私思っているので、そこら辺の考え方についてち

ょっとお答えいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ローリングと予算の

関係ということだと思います。その前にあったと

ころも、グランドデザインの関係もありましたけ

れども、決して私どもも個別事業を単体で進めて

いるという考えではなくて、大きなところでいく

と総合計画に基づいて、あるいは総合計画にぶら

下がる個別計画を実現するために必要な個別の事



－71－

平成２８年６月１５日（水曜日）第２回６月定例会・第２号

業を実施しているということでありますので、そ

ういった意味では体系的に進めさせていただいて

いると思っておりますので、まず御理解をいただ

ければと思います。

次に、ローリングと予算編成の関係についてと

いうことであります。ここについては、ローリン

グに登載する事業については中期財政計画の裏づ

けとしまして総合計画推進に必要な事業を登載さ

せていただいております。ただ、実際の作業につ

いては、予算編成でもローリングにのったものに

ついては最大限実施できるようにということで努

力はしていますが、ローリングを作成する時期と

予算を編成する時期に、ここにタイム差がありま

す。この期間で国の情報が随分変わったり、ある

いは地域においての状況が変わるというのもあり

ますので、そこで当該年度の予算化を見送りをさ

せていただくようなことがあります。ただ、これ

は予算を見送ったということでありまして、ロー

リングの登載からこの時点で外れるということで

はありませんので、基本的には次年度またローリ

ングの中に登載をして、次年度の予算編成に向け

てとなるのが通常のパターンとなります。ただ、

ローリング自身も毎年度ＰＤＣＡサイクルの中で

見直しをさせていただくということになっており

ますので、このＰＤＣＡ作業の中で当初のってい

た事業の内容の見直しをさせていただく場合、あ

るいは事業費の見直しをさせていただく場合、あ

るいはもっとより効果的な事業に振りかえをさせ

てもらう部分もあると思いますし、当初よりも早

い時期にその事業が完了する場合もあると思いま

すので、そういった意味ではその後の事業につい

ては外れると。こういった場合もあると思います

ので、それらの中で見直しをされることはありま

すが、基本的に予算から落ちたからといってその

時点でローリングから外れるものではないという

ことであります。御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） わかりました。ぜひ

市民要望等が盛り込まれたものについては、やっ

ぱりしっかり年数はかかっても、それは１つずつ

解決するほうが、実現を図るということで頑張っ

ていただきたいというふうに思っておりますが、

ここら辺は要望ということであります。

最後に、小項目（２）の市街地中心部の位置づ

けと活性化に関して御答弁もいただきました。そ

れで、市街地中心部の位置づけでいうと、かつて

３条６丁目地区整備計画、３・６地区整備計画が

議論された経緯がありますけれども、民間団体の

準備が整わないということで見送られた経緯があ

ります。町中に活力を求めるときに５丁目、６丁

目を中心部として位置づけるとＪＲが、先ほど御

答弁の中でＪＲを中心にしてそういうふうになっ

ているのだよということなのですが、どうも地権

者との合意などの問題もあって難しいという話を

聞きます。そこで、私は南広場、ここを活用して

複合施設をつくってはどうかと。例えば老朽化し

ております市立図書館などもどこに建てるのかわ

からないですが、建設もやっぱりこれから予算化

しなければならぬだろうと。それから、子供たち

が楽しめるキッズスペース、これサンピラー公園

が非常に人気あるのですけれども、キッズスペー

スもやっぱり町中にもう一個あってもいいのでは

ないかというふうに思っています。それと、やっ

ぱり第１次産業を中心にした農畜産物、それから

近隣町などとタイアップした海産物、こういうも

のが、そして物産館みたいなものが名寄の町中に

あってもいいのではないかなと。そして、そうい

うものを複合施設化して町中に誘導するという、

町中誘導への推進力にするという、そしてにぎわ

いをつくる、呼び込むという、こういうことなど

も考えてはいかがかというふうに考えております。

答弁は要りません。時間がないので、ぜひ総合計

画第２次に向けてまた皆さん方の英知を傾けてい

いものをつくっていきたい。私も頑張りたいと思

います。ありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐久間誠議員の
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質問を終わります。

加藤市長の市政執行に関して外２件を、大石健

二議員。

〇１２番（大石健二議員） 議長より御指名を賜

りましたので、これより通告に従い３件、７項目

について質問を行います。

最初に、名寄市の市政運営から、加藤市長の市

政執行についてお聞きをいたします。加藤市長は、

平成２６年４月に施行された名寄市長選挙で当選

され、本年４月に２期目の中間点を迎えました。

無投票当選後、加藤市長は所信表明の中で無投票

再選は市民の皆様の温かい御支援のたまものであ

る。私の１期４年間の取り組みに対する評価と今

後の市政運営に対する期待感のあらわれと、そう

述べておられます。この２期目の中間点を迎えて、

所信で表明された３つの政治姿勢と６つの施策を

顧みて、その進捗と評価を、そして今後の市政運

営の取り組みと課題についてお聞かせ願います。

次に、広域行政から、２０１８年、平成３０年

に生誕２００年を迎える幕末の探険家、松浦武四

郎と名寄市、そして天塩川流域の自治体との連携

にかかわる記念事業についてお聞きをいたします。

２年後の２０１８年は、武四郎の生誕２００年、

没後１３０年、６回目の北海道調査から１６０年、

北海道と命名されて１５０年を迎える大きな節目

の年に当たります。北海道の名づけ親でもある武

四郎ですが、名寄市が中心の北・北海道中央圏域

定住自立圏の天塩川流域には、市内日進地区の武

四郎宿営推定地など、これらを示す説明看板を初

め１４カ所の木製の標柱や案内板、説明板、歌碑

など数多くの足跡が残されています。このメモリ

アルイヤーに向けて武四郎にちなんだ新しい文化

と観光の創造、記念事業について名寄市及び北海

道とのタイアップや流域周辺自治体と連携した事

業等の取り組みについて御答弁をお願いいたしま

す。

これに関連して、北国博物館についてもお聞き

をいたします。昨年開設から２０年を数え、２１

年目の夏を迎えた北国博物館は、前述の松浦武四

郎にかかわる展示物が少ない上、一部視聴覚機器

の故障も含めて改善の余地を大きく残した施設と

なっています。今後武四郎関連の展示物を初め、

生涯教育の場や児童生徒らへの歴史、民俗、産業、

自然科学などの博物に対する学習環境の場として

の役割を担っていくためには、施設環境の改善と

整備が求められています。北国博物館のこれから

の役割と機能について御答弁をお願いいたします。

次に、市有財産遊休地についてお聞きをいたし

ます。市は、平成２６年１２月に清算結了した名

寄市土地開発公社より旧名寄営林署跡地 ２０

４０平米、 ５７３坪を初め約１１件の保留地を

購入していますが、これら普通財産の処分及び活

用について御答弁をお願いをいたします。

次に、町内会組織についてお聞きをいたします。

市は、このほど町内会組織の意識調査、アンケー

トの集計結果を公表しました。今回の意識調査は、

現在策定中の第２次総合計画に反映させていくと

して実施をされたものです。それによりますと、

これまでにも幾度となく指摘もされている町内会

の抱えている現状と課題、求められる組織のあり

方などについて、個々の町内会が抱える深刻な悩

みが改めて浮き彫りになっています。この集計結

果を踏まえて今後地域コミュニティー活動のあり

方、町内会活動の自主性、自立性、組織形態の再

構築などの考え方について御答弁をお願いをいた

します。

次に、戸籍の届け出、かかわる命名書や結婚証

明書の発行についてお聞きをいたします。戸籍に

かかわる証明書は、住民票や戸籍謄本、戸籍抄本

などさまざまありますが、ここでは出生届け出と

婚姻届け出についてお聞きをいたします。この２

つの届け出とも人生のページを飾る大きな喜び事

と言っても過言ではございません。いずれも人生

の一大転機ともなる届け出に、出生届であれば子

供の誕生をともに喜び合う子の名前を記した命名

書、また婚姻届であればフレームスタンドなどに
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おさまる華やかな結婚証明書の発行で、家族の誕

生や新しい門出を祝う新たな市民サービスの提供

で、少子化対策の一助とする考え方についてお聞

かせください。

次に、浅江島公園の環境整備についてお聞きを

いたします。浅江島公園の豊栄通に面し、公園管

理棟に隣接されていた通称ひょうたん池と呼ばれ

る約４００平米の観賞池が昨年秋に補修工事が行

われ、その大半が埋め戻され、芝生が張られてい

ます。補修後の池は大幅に面積が縮小され、池の

縁は漏水防止の黒いビニールがむき出しの上、ゴ

ムホースから注水されるなどの造作で、市民の皆

さんからは補修後の観賞地としての造作に疑問視

する声が上がっています。この補修後の観賞池に

対する市の考え方について改めて御答弁をお願い

いたします。

最後に、検定中の教科書閲覧に伴う謝礼受領問

題についてお聞きをいたします。道教委は、本年

１月末に教科書会社が検定中の教科書を教員らに

見せて意見を聞き、謝礼を渡していたとして教科

書会社各社の自己点検結果の道内分を公表いたし

ました。これに関連して市教委では、本年の第１

回定例会の代表質問で、教科書閲覧に伴う受領質

疑に現在調査中と答弁されています。既に調査も

結了しています。調査結果について御答弁をお願

いいたします。

以上でこの場からの質問を終了いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 大石議員から大項目３点

にわたっての御質問をいただきました。大項目１

の小項目１について私のほうから、小項目２のう

ち①が営業戦略室長、同じく小項目２のうち②及

び大項目３のうち小項目３について教育部長、大

項目２については総務部長、大項目３のうち小項

目１については市民部長、小項目２について建設

水道部長とそれぞれ答弁をさせていただきます。

平成２６年第２回名寄市議会臨時会において、

市政運営に係る所信の一端を申し述べる機会をい

ただいて２年が経過をいたしました。この間名寄

市の１０年先、２０年先を見据え、本市をさらに

明るく元気にするために、民間会社的発想での行

財政運営、さらなる市民参加とよりわかりやすい

行政運営、情報公開、地域の宝、財産、特色に徹

底的にこだわったスケールの大きなまちづくり、

この３つの政治姿勢を基本とし、６つの施策を進

めることをお約束をし、全力で取り組んでまいり

ました。まず、１点目は、オール名寄で協働のま

ちづくりでございます。市民と行政との協働を進

めるためには、情報共有、情報発信が重要と考え

ています。この間市民参加の機会として新たにタ

ウンミーティングを開催をし、市民との対話を深

めるとともに、ホームページのリニューアル等に

よる情報発信の強化を図ってまいりました。また、

現在は協働のまちづくりの行動指針となります第

２次総合計画の策定に向けて市民の皆様とともに

作業を進めているところでございます。

２点目は、高齢者、障害者が安心して住み続け

ることができるまちづくりでございます。暮らし

の安全、安心を確保するため、圏域の基幹病院で

ある名寄市立総合病院を核とした医療環境の充実

に努めてまいりました。昨年８月には、救命救急

センターの開設による機能充実を図り、現在は経

営強化に向けて新名寄市病院事業改革プランの策

定を進めているところであります。また、障害者

の支援では、グループホームの設置を促進すると

ともに、本年４月からは基幹相談支援センター事

業、ぽっけをスタートをさせ、障害に関する総合

的な相談窓口を開設をしたほか、高齢者の支援で

は市民の皆様の御協力により多くの認知症サポー

ターを育成をすることができました。

３点目は、子育てに優しいまちづくりでござい

ます。子育て支援は、要望の多かった名寄市地域

子育て支援センターひまわりらんどを昨年１０月

にオープンをするとともに、乳幼児等医療費助成

事業の市独自拡大や乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給

事業に取り組み、子育て世帯の支援拡充を図って
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まいりました。

４点目は、足腰の強い、活力にあふれたまちづ

くりでございます。地域の活力としては、基幹産

業である農業の活性化が重要と考え、ＪＡの共同

施設への支援、またもっともち米プロジェクト、

原産地呼称管理制度などを推進をし、農産物のブ

ランド化に努めるとともに、国立研究開発法人医

薬基盤・健康・栄養研究所との共同研究により進

めてまいりました薬用作物において生産者、関係

団体などによる努力が実り、栽培戸数、栽培面積

とも増加傾向にございます。また、市内中小企業

の振興については、議会の議決をいただき、名寄

市中小企業振興条例の改正を行いましたので、今

後具体の施策を展開をしてまいります。

５点目は、人が生き生きと活性化するまちづく

りであります。市立大学において地域に必要な人

材育成と地域貢献を目指し、社会保育学科の新設

による児童学科の４大化とコミュニティケア教育

研究センターの設置を行うとともに、図書館建設

など必要な施設整備もあわせて進めているところ

であります。また、義務教育関係では、名寄南小

学校の改築を終え、新たに風連中央小学校の改築

に着手をするとともに、社会教育においては市民

の長年の願いであったＥＮ―ＲＡＹホールをオー

プンをさせ、文化の拠点として市内外から多くの

来場者でにぎわいを見せております。

６点目は、自衛隊の体制維持強化と支援体制の

堅持でございます。陸上自衛隊名寄駐屯地の存在

は、本市を初め隊区管内自治体においても大きな

意義があり、この間関係機関、団体とともに国な

どにその維持増強を強く求めてきたものでござい

ます。

さらには、昨年１０月に名寄市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略を策定をし、ただいま申し上げ

た施策間の連携、そして新たな取り組み、人口減

少に対応すべく取り組みを始めているところであ

りまして、これらの取り組みが市民の満足度、本

市はもとより圏域の活性化にも結びつくものと認

識をしております。残された任期は約２年となり

ました。さきの名寄市市制施行１０周年式典にお

いて多くの市民の皆様とともにまちづくりへの決

意を新たにしたところでございますが、今後とも

より明るく元気なまちづくりに向けて取り組みを

進めてまいりますので、市議会を初め市民の皆様、

関係機関、団体の御協力をお願い申し上げて、私

からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私からは、小項

目２、広域行政の推進から、①、松浦武四郎生誕

２００年と天塩川流域の周辺自治体との連携と取

り組みについてお答えいたします。

天塩川周辺地域の連携については、周辺１１自

治体の関係団体が広域で連携し、地域の魅力を認

識、その魅力を発信することを目的に平成２４年

度から名寄市長を会長にテッシ・オ・ペッ賑わい

創出協議会を組織して地域の情報発信、フォーラ

ムや研修会、また地域イベントへの協力等の事業

を行ってきています。

御質問のありました幕末の探険家で北海道の名

づけ親でもある松浦武四郎氏は、６度にわたる北

海道踏査の中で天塩川の流域も踏査し、その足跡

を記した案内板などが天塩川流域に現在も残され

ております。その功績を地域でも認識し、受け継

ぐことを目的に、同協議会では昨年度武四郎の生

誕の地である三重県松阪市の松浦武四郎記念館の

元名誉館長を講師に迎え、「天塩川から学ぶも

の」と題した基調講演を行い、またパネルディス

カッションでは同協議会の会長の立場で加藤市長

もパネリストに加わり、武四郎の足跡について議

論を行った天塩川フォーラムを実施しております。

また、松阪市で開催された第２１回武四郎まつり

にも協議会加盟自治体の特産品やパンフレットを

持参し、天塩川周辺地域のＰＲ事業を行ってまい

りました。行政報告でもありましたが、今年度に

おいても引き続き同様の事業を実施するとともに、

生誕２００年の平成３０年に向け松浦武四郎の生
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涯を題材としたテレビドラマ化への要請活動も含

めて、今後協議会として記念事業について検討し

ていきたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目１、

小項目２の２つ目、北国博物館の役割と機能につ

いてお答えいたします。

先ほどの質問とも関連しますが、北国博物館は

平成８年２月の開館以来２０周年の節目を昨年度

迎えました。北海道の名づけ親である松浦武四郎

の展示は、映像展示として北国名寄の歴史の中で、

一部ではございますが、取り上げております。ま

た、これまでも松浦武四郎にまつわる節目の年に

は企画展や関係機関との連携により武四郎ゆかり

の地の巡見などを実施し、天塩川流域市の講座で

も功績の周知に努めております。今後も天塩川流

域の博物館や関係機関との連携を図り、後世に松

浦武四郎と北海道のかかわりを伝えてまいりたい

と考えております。

常設展示は、館名にもあらわしているとおり、

北国をテーマの柱とし、冬ならではの厳しい自然

環境や先史時代、アイヌ文化、開拓期以降の冬の

生活や歴史を伝えるため、市民から寄贈された多

くの実物資料を中心に展示し、組み立てておりま

す。また、映像展示として平成１８年の新名寄市

誕生後、歴史編と自然編の２番組をリニューアル

し、３面大型スクリーンで上映しております。同

時に名寄市の指定文化財や市の花、鳥、木などを

検索できる情報検索コーナーを整備しております

が、御指摘のとおり情報機器には経年劣化による

一部故障もあり、早急な修繕等の対応を図ってま

いります。

開館以来２０周年が経過する中で、展示や事業

展開を再構築する必要性は感じているところで、

現在策定作業中の第２次総合計画の中でも常設展

示室リピーター確保事業を検討中であり、一部コ

ーナーのリニューアルや事業展開の充実を協議し

ております。さらに、魅力ある各種展示会、講演

会や体験型事業などを実施するため、地域の人材

や道内の博物館と連携してまいります。生涯学習

や児童生徒の学びの場としては、ピヤシリ大学の

講義や公民館講座の名寄入門などは生涯学習課と

連携し、転入者向けの市民見学会や史跡めぐりな

どは企画と連携して実施しており、生涯学習の推

進の一助となっております。また、小学校の社会

科などにおいては、昔の暮らし、道具の移り変わ

りを学ぶ単元で教員との事前打ち合わせを行い、

展示解説と収蔵庫見学の中でさまざまな道具にさ

わってもらうことで子供の学習ニーズに対応し、

地域博物館としての機能と役割を果たしておりま

す。今後も地域資料の収集、調査、研究を基本と

し、各種事業の展開、出版物による情報発信など

に努め、博物館の役割と機能を充実してまいりま

す。

次に、大項目３、市民の声から、小項目３の検

定中の教科書閲覧に伴う謝礼受領問題から、調査

結果についてお答えいたします。本件につきまし

ては、さきの第１回定例会において大石議員より

教科書選定過程等についてという御質問をいただ

き、再質問の中で出版会社から便宜を図るような

働きかけがあり、文部科学省が各都道府県に調査

を指示した結果、本市にも該当者がいるのかとい

う趣旨のものでした。この時点では道教委で道内

関係分を調査中で、答弁は差し控えたいとの答弁

をさせていただいたところであります。このたび

の道教委の調査では、１つ目に検定中の教科書を

閲覧したか、２つ目として謝礼を受け取ったか、

３つ目として閲覧後に調査員になったか、４つ目、

当時管理職だったかなどを判断基準として調査を

行っております。全道の最終的な調査の結果は報

告は来ておりませんが、本市においては該当する

教員等がいなかったとの連絡が入っているところ

であります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。
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〇総務部長（臼田 進君） 私からは、大項目２、

名寄市の行財政運営に関しまして、初めに小項目

の１、市有財産遊休地等の処分と有効活用などか

ら、現状の課題とその対応について申し上げたい

と思います。

名寄市土地開発公社は、名寄市の公共施設の計

画的な整備などを図るために必要な土地の取得、

管理、処分などを実施し、その役割を果たしてき

ましたが、全国的な地価の下落傾向がとまらない

状況となり、加えて用地先行取得の必要性がなく

なったことから、平成２６年９月１日開催の市議

会におきまして公社解散の議決をいただき、同月

１６日に北海道知事の解散認可を受けまして解散

に至っているところでございます。名寄市土地開

発公社が所有をしていました土地１１件、約１１

万 ５００平方メートルにつきましては、平成２

４年度から２６年度の間に順次市が買い取り、現

在は宅地や有効活用が可能な用地について売却や

貸し付けなどを行っているところで、昨年度は２

件に貸し付けをし、その貸付料として約１３１万

円の収入となってございます。

また、旧名寄営林署跡地につきましては、現在

の名寄警察署から約３００メートルの近さにあり、

現在とほぼ同様の環境を維持できることや敷地面

積が約 ２００平方メートルと十分な広さを有し

ていますことなどから、名寄警察署の立地として

適切であると考えられるため、平成２４年度より

北海道警察本部及び名寄警察署に対し名寄警察署

の移転改築について要望書を提出しており、今後

も引き続き移転改築に向けて積極的に取り組みを

進めてまいります。

土地開発公社から買い戻しをした土地を含む市

が保有している遊休地の処分につきましては、広

報やホームページで周知をしながら公募、公売を

実施しており、この間の実績を申し上げますと合

併後の平成１８年度から今日までに２８件、５２

筆を売却してきております。また、これらの土地

については、貸し付けや市の事業、各イベントで

の使用などを含めまして有効利用に努めており、

今後とも積極的な情報公開を通じまして、適切か

つ有効な活用に努めてまいります。

次に、小項目の２、町内会組織に関しまして、

課題分析と再構築について申し上げます。町内会

組織の意識調査アンケートは、まちづくり活動の

基盤となる町内組織の現状と課題、今後求められ

る組織のあり方などにつきまして第２次総合計画

策定における議論に反映させることを目的に各町

内会の御協力をいただき、実施をさせていただい

たものでございます。調査結果からは、以前から

の継続的な課題とはなりますが、加入戸数の減少

や未加入者の問題、役員や担い手不足と高齢化な

ど、町内会の組織運営の根本と言える課題として

組織の将来的な運営の不安が挙げられていたほか、

近年取りやめた活動としては子供向けまたは多世

代交流活動が多く挙げられており、若者や子育て

世代の減少と町内会離れが進んでいる実態が明ら

かとなり、少子高齢化や価値観の多様化などの社

会的な現象が町内会活動にも影響している状況と

なっております。また、運営状況が順調との回答

をいただいた町内会の多くでは子供向けの取り組

みが継続されている傾向にあり、多世代交流や子

供が参加しやすい活動の継続が町内会活動の活性

化に結びついていると推察できる結果となりまし

た。

これらの課題を解消するため、これまでも財政

支援を含め側面から支援を行っており、特に未加

入者の問題では加入促進チラシの全戸配布、また

転入者に対する市役所窓口での加入案内などを行

ってきております。しかし、未加入者は年々増加

傾向となっており、特に集合住宅の対応に苦慮し

ている声も多いことから、町内会連合会との協議

を進めており、連携した具体的な対応を検討して

まいります。また、単位町内会では取り組むこと

が難しい活動や課題がふえてきている現状に対し

ましては、現在小学校区を基本に組織されている

地域連絡協議会において、活動に差はありますが、
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多世代交流や防災に関する取り組みが複数町内会

の連携事業として実施をされておりますので、協

議会の活動に対する財政支援を行うとともに、地

域独自の課題に対応することのできる組織となる

よう地域と連携し、活動を推進してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目の

３、市民の声から、小項目１の戸籍の届け出から、

届け出への命名書や結婚証明書の発行について申

し上げます。

家族の誕生や新しい門出を祝う新たな試みにつ

いて質問をいただきました。自治体の中には、そ

れぞれが持っている特色や特性、観光資源を題材

にするなど工夫を凝らしたデザイン、装飾を施し

たオリジナルの出生届あるいは婚姻届の受理証明

書などが見受けられるようになり、話題となって

ございます。議員がおっしゃるように、出生や婚

姻は人生の大きな喜び事でありまして、その際オ

リジナルの出生届あるいは婚姻届の受理証明書な

どを発行することができれば記念にもなりますし、

市の独自性を発揮できる機会でもあり、名寄市に

愛着を持っていただける機会につながるものと考

えています。

本市が窓口で受ける戸籍届け出件数は、年間で

約 １００件、そのうち婚姻届と出生届が約３７

０件を占めてございますが、名寄市独自の受理証

明書などの導入に当たりましては、繁忙期や混雑

時に他の市民の方をお待たせしないよう配慮が必

要となります。さらには、求められる価値観が多

様化をしていることもありまして、パソコンやス

マートフォンなどを使いこなす世代が求めている

ものは果たしてどういうものなのか、限られた予

算の中でどのような形にすれば市民の皆様に喜ん

でいただけるのか、これらの課題を整理をさせて

いただいた上で、既に導入している自治体の事例

なども調査をしながら、導入の可能性を研究して

まいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、大項

目３、市民の声から、小項目２、浅江島公園の環

境整備から、現状と課題についてお答えします。

浅江島公園の整備は、公園長寿命化計画により

平成２４年度は石垣更新、平成２５年度は遊具の

更新、平成２７年度が石垣改修と外灯のＬＥＤ更

新４基及び単独費による池補修とトイレ改修を実

施しており、今年度は外灯ＬＥＤ更新を１５基予

定しております。

御質問の池は、浅江島公園の管理棟の南側に創

設時より設置されていたひょうたん形をした池で、

３年ほど前から防水シートの劣化によって池の水

が抜けて保水できない状態となりました。原状復

旧も検討しましたが、公園長寿命化計画全体の事

業進捗の状況から、この池を全面撤去とし、緑地

とすることとして計画しておりました。しかし、

小規模でも池の存続ができないかとの御意見をい

ただいたことから、既設の給排水設備の改造を最

小限とする位置として、木橋を境に下流部の原形

を再利用した改修により、以前と比較しますと小

規模ですが、池を確保し、これ以外の部分は埋め

戻しとし、張芝による仕上げを行いました。旧庭

石は芝生空間のアクセントに養生保存して、改修

工事を実施したところでございます。また、現在

公園内の中央にも修景施設としての池が設置され

ていることから、今後もそれぞれの池の特徴と機

能を生かした公園管理を行っていく方針でござい

ます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。ありがとうございます。

それでは最初に、２期目の中間点を迎えました

加藤市長にお聞きをしてまいりたいと思います。

話はちょっと前後するのですけれども、市長、こ

としの３月の第１回定例会で市政執行方針の中で
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市民との対話と連携に新たに市民力という言葉を

つけて、文字どおりオール名寄でまちづくりを推

進していくというお話をされました。さらに、時

間軸をもとに戻しまして２年前の所信表明演説の

中では、名寄市の仕事、市の仕事は住民の幸せを

つくること、職員全体に市民は顧客であり、市民

が主役であるという意識を共有し、親切で丁寧な

住民サービスを行うとともに、コスト意識と現場

重視の姿勢の徹底を図ってまいりますというよう

に述べて、言いかえれば職員力、こちらのほうに

言及されているというふうに私は受けとめており

ます。翻ってことしの３月の市政執行方針の市民

力、２年前の職員力の資質向上と。あわせて２期

目の中間点を迎えて、この市民力と職員力の調和

あるいは信頼関係、協働関係、これについてはど

のように受けとめておられるのかお教えいただけ

ますか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 市民力ということについ

てどこかでもお話ししたかと思うのですけれども、

１期４年、さらには２期目の２年と改めて私はい

ろんな場面で名寄市民、そして団体や、あるいは

名寄にゆかりのある方がいろんな場面ですばらし

い活躍をしている、さらにはさまざまな挑戦をし

ている、あるいはふるさと名寄のために本当に汗

をかいていただいている姿をいろんなところで拝

見をし、そのポテンシャルというか、その能力の

高さに本当に感動し、この市民力があれば名寄は

さらにまだ発展していけるという確信をしたとこ

ろであります。加えて職員力、当然市民協働のま

ちづくりということでありますから、市民と行政

が一体となったまちづくりが求められている中で、

その市民力をさらに引き出し、そしてつなげ、そ

して前に進めていくのが我々職員の大きな仕事で

あるというふうにも思っています。このことが市

民と協働のまちづくりにつながると。職員力と市

民力と、その融合が協働のまちづくり、そしてさ

らに明るく元気なまちづくりにつながっていると

いうふうに考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ありがとうございま

す。

それでは、市長もおっしゃっているように、残

すところ２年弱というふうになったというお話で

すけれども、もう２年弱、まだ２年弱、いろいろ

受けとめ方はあるかと思いますけれども、２年弱

後のゴールの先に見えているものは市長自身がど

のようにお考えになっているのか。２年弱後の名

寄市における加藤市政というのはどういう形であ

るのか、今望洋としてちょっとつかまえづらいの

でしょうけれども、私も言葉を選んで言っている

ものですから、おわかりになる範囲で結構ですか

ら、２年弱後の加藤市政についてもしお考えがあ

ればお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 残り２年、その中でも昨

年からことしにかけては本当に大きな節目の年だ

というふうに認識をしておりまして、昨年は総合

戦略を策定をし、そしてことしは総合計画、向こ

う１０年間の大きなビジョンを今市民の皆さんと

ともにつくり上げている最中であるというふうに

思います。さらに、市民の皆さんとの対話と連携

を通じて明るく元気なまちづくりが見通せるよう

に、残り任期もしっかりと邁進していくというこ

とをお誓いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 加藤市政の残された

２年間について期待を申し上げております。

それでは、松浦武四郎に関連してお聞きをして

まいりたいと思います。いろいろお話をいただい

たのですけれども、つまるところは武四郎の生涯

を描くドラマ化についてテレビ局なり映画会社な

り、わかりませんけれども、要請をしていくみた

いな答弁であったかなと思うのですが、これはも

うかねてから加藤市長がおっしゃっていたかなと

いうふうに記憶をしているのですけれども、加藤
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市長はつくりたいという御意向で、それでいいの

だろうと思うのですけれども、ではそれを受けて

営戦は具体的に実現するためにどのように運動な

り活動なりを展開していくのか、お考えがあれば

お聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 先ほど御答弁さ

せていただきましたテレビドラマ化の具体的な活

動ということなのですけれども、今現状としては

まだ具体的な活動までには至っておりません。た

だ、今後協議会の中で、名寄市だけが先頭に立っ

てやるということでなく、当然のことながらテッ

シ・オ・ペッ賑わい創出協議会の１１の周辺市町

村の共通した認識のもとと、また先ほども申し上

げましたように生誕２００年という、そういった

節目の部分も含めて今後具体的にどういった部分

でＰＲをしていくかという具体的な部分を検討さ

せていただきたいということで、具体的な戦略の

ところまではまだ固まっていないというのが現状

であります。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 先日、多分１０日だ

ったなと思うのですけれども、北海道のほうでも

武四郎は名づけ親だと。あるいは、北海道の顔と

してこれから記念事業をいろいろ展開していきた

いのだという新聞記事を私も拝読をしました。当

然北海道のほうとの協調、連絡あるいは連携をし

ていくのだろうと思うのですけれども、さらには

流域の自治体と手を携えて、もう２年間しかない

と。猶予は余りないですから、机上のプランでは

なくて、もう少し名寄市には武四郎の研究では屈

指のキュレーターもいるのですし、学芸員もいら

っしゃいますし、そういった方のアドバイスもい

ただきながら、地に足をつけた武四郎のイベント

を組みながら、それこそ営戦の大目的である観光

資源の再開発を含めてぜひ実のある実行計画を立

てていただきたいと思いますが、その計画の骨子

というのは大体いつをめどにまとめようとされて

いるのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 基本的には、先

ほども大石議員からもありましたように、もう２

年しかないということですので、当然のことなが

らすぐにまとめてということですので、今年度中

のうちにはそういった戦略の部分も含めてまとめ

ていきたいということで考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ぜひすばらしい内容、

関連の自治体等含めて、あるいは道も含めてこの

流域のＰＲに努めていただきたいと思います。

あと、これに関連して博物館についてちょっと

お聞きをしたいのですが、先ほど総計の中でも常

設展示のリニューアル化も含めて検討していきた

いのだという旨の御答弁があったかなと思うので

すけれども、私も久しぶりに最近北国博物館のほ

う足を運んでみましたが、小川部長は最近博物館

の常設展示のほうに足を運んだ経緯ありますか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 最近行ったのは、５

月の連休中イベントをやっていましたので、その

イベントにあわせて常設展示内、中を含めて見学

をしてきております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 実は、私も久しぶり

に足を運んだときに本当に２０年前に開館した当

時は、それはそれで所期の目的を達していたのだ

ろうと思いました。ただ、改めて再び常設展示の

ほうに足を運びますと、先ほども答弁の中で冬の

暮らしというのがありましたけれども、布基礎だ、

あるいはカヤぶきだというような時代の変遷でコ

ーナーを区切って展示をされているのですけれど

も、ストーブと卓袱台とテレビがあるとかないと

かなのですけれども、ラジオが変わっていたり、

きれいに整然と展示をされているのですけれども、

非常に生活感がないというか、リアル感がないと

いうか、何でそうなのだろうと思うと人の気配が
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全くないと。ただ、静物だけを置いてあると。道

具だけを置いてあるというような、いかにも２０

年ぐらい前の展示がそのまま今なお行われている

という気がしてなりませんでした。

また、博物館の常設の入ってすぐ左のところに

大きな壁面の壁画があるのです。そこにマンモス

ゾウがあるのですけれども、マンモスゾウが描い

てあるのです。ただ、それが実寸でもなければ非

常に小さなマンモスゾウなものですから、子供た

ちの感激に対しても刺激が極めて低いだろうなと

私思います。こういった子供たちの科学に対する、

あるいは歴史に対する、そういったものを刺激す

る上では、ぜひともリアル感のある展示物、常設

展示が必要になってきているのではないかと私思

います。改めて骨格標本の展示だとかも含めて、

マンモス、あるいはナウマンゾウでもいいのです。

何でもいいのですけれども、そういう骨格標本の

展示があってもいいかなと思うのですけれども、

こういったものも含めて第２次総合計画の中では

大幅な常設展示の改善、そういったものを検討さ

れる余地があるのかどうか、余地について確認さ

せていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今大石議員からもっ

とリアル感のある、子供たちも目を光らせるよう

な展示物ということで話がされておりました。御

存じのように、北国博物館の余り広くないスペー

スと言ったらいいでしょうか。そういった大きな

展示物をするには、やっぱりスペース的には狭い

状況もあるのかなというふうに思っています。た

だ、当初北の暮らしということで、そういった展

示をやるということなので、ああいうスペースの

中での空間で展示を続けます。これにつきまして

は、時代が移り変わると、今もっと照明を使った

り、含めたいろんな展示、博物館とかあると思い

ますけれども、これは名寄の本当の姿といいます

か、昔の生活を後世に伝えていく。子供たちにも

しっかりそのことを率直に伝えていくということ

では、今のコンセプトをそのまま継承しながらい

きたいと思いますし、ただ、今のままでいくとリ

ピーター含めて当然なかなか何回も見に行くとい

う常設展示ではないというふうにも理解していま

すので、そういった面ではあの常設展示内の一部

をリニューアルできるような、例えば１年間何か

の展示物、松浦武四郎でもよろしいですし、そう

いったちょっと長い期間での市民が興味を引くよ

うな、そういったものを展示できるスペースをつ

くることによってリピーターもふやすことができ

るかというふうに思っているところであります。

子供たちに触れるという部分では、先ほど道具

とか、そういったものも収蔵庫にもいろんなもの

をしていますので、その点につきましてはどうい

った学習内容でやるのか、子供たちがどういった

ものに興味があるのか、そういったことも含めて

事前にお話をしながら、博物館に興味をそそる、

そういったものに寄与もするような、そういった

ようなことも学校の先生と事前に打ち合わせをし

ながら進めてまいりたい。今後もそういったこと

で学校とも連携をしながら、学校なり子供たちの

ニーズも聞きながら博物館の機能の強化を図って

まいりたいと考えていますので、御理解をお願い

いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それでは、松浦武四

郎と北国博物館の２つをつなぐ一つの手だてとし

ては、松浦武四郎が丸木舟で天塩川を下ったとい

うのがありますけれども、この丸木舟をぜひ製造

して、同じ月日で松浦武四郎が下ったであろう、

あるいは往来をしたであろう、そういった丸木舟

で往来をする。こいでいくという、走行する、そ

ういったイベントも１つ営戦のほうでも、実現性

があるかどうかは別として、丸木舟を掘る、これ

だけでも大きなイベントになるだろうと私は思い

ます。でき上がったものを展示する。いいではな

いですか。ぜひ検討の中に加えていただきたいと

思います。
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それでは、行財政のほうにちょっと移ってまい

ります。市有財産についてちょっと臼田部長のほ

うからお話がありましたけれども、営林署跡地に

ついてお話がございました。市長のほうも道内の

警察署の建てかえには優先順位があって、名寄は

決して高いほうではなかったのだけれども、近年

順位が繰り上がってきて、当面今最近では帯広警

察署についてお話をされていたかなと思いますが、

帯広警察署もことしの３月にたしか入札が行われ

て、２０１８年の開署を目指すみたいな内容が建

設新聞に載ってございました。帯広警察署が繰り

上がったということで、名寄警察署の建てかえ計

画の順位というものは今どうなっているのでしょ

うか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ここはまだ私どもも

明確に順位ということでは捉えておりませんが、

知り得ている範囲で申し上げますと、当初は順番

でいくと１０番の中には入っていると。ただ、１

０番の後半のほうにあったというような状況は伺

っています。ただ、今大石議員が言われたように、

帯広のほうが始まったということでありますし、

さらには警察署そのものの再編なんていう話題も

ありますので、そういった条件を含めて推察をす

るところでいくと、当初の予定よりは少し繰り上

がっているのではないかという、そのような推察

をしているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ところで、改めて確

認をするのですが、名寄警察署というのは新築さ

れる実現の可能性というのはいかがなのでしょう

か、本当のところ。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 建物でありますので、

いずれの時期かには改築はされるというのはこれ

間違いのないことだというふうに思っております

が、ただ私どもが要望している中で、警察署ある

いは道のほうから言われている分には、かなり老

朽化しているということは言われているのは間違

いありませんし、先ほど言ったように１０本の指

の中に入る老朽度でありますので、さらには帯広

警察署が着手がされているという状況から見ると、

１０年とか２０年とかいうスパンではなく改築は

されるのではないかというふうに思っております。

漠然として申しわけございません。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ちょっと後ろのほう

でも失笑を買っていましたけれども、そんな漠然

とした答弁ではなかなか私の質問の意図が伝わっ

ていないのかなと思って大変残念ですけれども、

非常に見込みが薄いのだなと、今のところ。それ

はそれとして、ちょっと私のほうでお聞きしたい

ことがあります。名寄市に名寄市財産に関する規

則というのがありました。これちょっとひもとい

ていますと、５３条のほうで総務部長は公有財産

台帳を備えるというふうに明記されていました。

公有財産あるいは普通財産というのは、各部各課

に、部局のほうに多分散らばっているのだろうと

思うのですけれども、各部で財産台帳というのを

お持ちなのか、そしてその上で総務部長も統括し

た財産台帳をお持ちなのか、この点ちょっと確認

をさせてください。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ここは、各部局で施

設等整備しますので、そこの情報を得ながら、最

終的には総務の管財のほうで財産台帳の管理をさ

せていただいているところでありますので、御理

解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 総務部長も財産台帳

をお持ちで、あるいは各部のほうでも財産台帳、

普通財産の台帳をお持ちなのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 一括して私どものほ

うで管理をさせていただいているということであ

りますので、御理解いただければと思います。
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〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それでは、これまで

も普通財産の処分についてはホームページや、あ

るいは名寄市の広報を通してＰＲに努めてきたと

いうお話なのですけれども、ホームページのほう

も私もサーフィンしながら見ていくと、なかなか

見つけづらいと。極めて地味なところにあるもの

ですから、なかなか探しづらかったというのがあ

ります。ただ、これは何回も３回も同じ土地を見

るためには、詳細図だ、やれ地形図だ、地籍図だ

というふうに何回もクリックしなければいけない

と。これをワンクリックで見られるようにして、

しかも一番肝心な財産価格というのが全然明記さ

れていないのです。お幾らするのかなというのが

全然明記されていない。ただ、そういうデータは

ちゃんと手間暇かかるのですけれども、見られる

ようにはなっているのだけれども、ではこの土地

は幾らするのだという財産台帳価格は載っていな

いのですが、これはこれから載せる予定はござい

ますか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 価格については、基

本的には公売という形になりますので、ここでは

載せていないということであります。それで、見

方がどういう形が見やすいのかについては、私ど

もの工夫でさせていただきたいと思いますが、た

だワンクリックで全てのデータをもし載せるとす

ると、かなり上から下までスクロールをしないと

見られないという形になると思いますので、一つ

の考え方とするとワンクリックすることによって

自分の必要な情報が見られるというのも、これも

見方によっては便利な見やすい方法の一つかと思

います。いずれにしても、より見やすい方法につ

いてはちょっと研究をさせていただければと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 余り重い腰が上がり

そうもないのですけれども、一旦財産台帳のほう

に載った価格というのは、見直しというのはいつ

の時点で行われているのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 基本的には、固定資

産の評価額がありますけれども、これをベースに

やっておりますので、評価がえがされればそれに

伴って価格も見直すという形になります。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それでは、町内会組

織のほうにちょっと移ってまいりたいと思います。

未加入者対策について随分言及していただいた

のですが、確かに私も企画のほうから８１町内会

の会員の加入数の数字をいただきました。いずれ

も１００％であったり、２０％台というところも

ありましたけれども、それぞれ町内会における特

殊な事情もあるのだろうと思うのですけれども、

この古くて新しい町内会の加入率について今回の

アンケートの中でも取り上げられているのですけ

れども、加入率の促進を図るための手だてという

のはあるのでしょうか。どうですか。何か有効な

手だてがあるのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ここは、非常に難し

い問題なのだというふうに思っています。議員の

言われますように、即効性のある方法がもしある

のだとすれば、これはもう既に各町内会や、ある

いは私どものほうでもそこを御支援しながら加入

率向上に向けて取り組んでいるのだと思いますが、

なかなかそこに対する即効的な手段が今見つから

ないというのが現状かと思います。ただ、この間

もそこが即効的にはなっているかどうかわかりま

せんけれども、できる範囲でということで取り組

ませていただいているのが町内会においては町内

会の役員がみずから足を運んで加入の促進を呼び

かけていたり、あるいは私どもも新たに転入され

た方については町内会の加入の呼びかけをさせて

いただく。それと、今検討させていただいている

のは先ほど申し上げたように、これはたしか一昨
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年の町内会の総会の中で出た意見でありましたけ

れども、集合住宅に対する対応は何かできないの

かという御意見いただきまして、ここは私どもだ

けでもできませんし、町内さんだけでもできない

かもしれませんので、私ども両者で今その具体的

な方策が何かいい方法があるかないか検討させて

いただいているところでありますので、ここにつ

いてはもう少しお時間をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） アンケートの後半で

７問ぐらい地域自治区について書いてございまし

た。この地域自治区、地方自治法の２０２条の４

項に書いてある極めて法的拘束力のある組織であ

ります。今お話のあった地域連絡協議会は任意性

だと。非常に任意性の高い組織ですけれども、時

間が来てしまいましたが、この地域自治区を第２

次総合計画の中で実施していくのかどうか、その

点だけお考えを聞かせてください。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 町内会のアンケート

結果からも、単独町内会だけではなかなか活動の

維持が難しい。他町内会あるいは町内会にある他

のグループの協力もいただきながら活動を展開し

たいというのが１つありました。それと、もう一

つ、第２次総合計画の中で地域連絡協議会でいく

かどうかについては、今まさに第２次総合計画の

策定審議会を含めて議論をさせていただいている

ところでありますので、それを待っていただきた

いというふうに思っています。ただ、いずれにし

ても私どもの認識とすると、単一町内会の活動だ

けでは地域自治がうまく回らないだろうというふ

うに思っておりますので、何らかの方策が必要で

はないかというふうに考えているところでありま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で大石健二議員の

質問を終わります。

１５時１５分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ３時０２分

再開 午後 ３時１５分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

高校野球を名寄市で開催するための対応につい

て外２件を、塩田昌彦議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、通告順に従い順次質問してまい

ります。

大項目１、高校野球を名寄市で開催するための

対応について、本市で開催ができなくなった高校

野球大会の復活についてのお考えをお聞きをいた

します。高校野球の歴史は長く、名寄市は古くか

ら名寄支部をリードする立場にあり、甲子園につ

ながる北北海道大会の開催など数々の大会が開か

れてまいりました。しかしながら、平成２１年春

季大会を最後に名寄市での高校野球大会は開催さ

れておりません。名寄市民の中には、現在も熱狂

的な高校野球ファンも多く、高校野球大会が名寄

市で開催されていないことへの疑問の声が寄せら

れております。名寄市での高校野球大会の復活に

ついてお考えをお知らせください。

次に、大項目２、名寄市の農業施策について、

３点お聞きをいたします。１点目は、名寄市の農

業支援員の現状と対応についてお知らせください。

名寄市は、農業担い手の確保に向けた対策として、

平成２５年度から総務省の支援制度である地域お

こし協力隊員となる農業支援員を採用し、将来的

な新規就農を視野に平成２５年度と平成２６年度

に各２名を採用し、市内の農村部で農業研修や住

民の生活支援、地域おこし支援に関する活動を行

っています。しかし、平成２７年度の採用はなく、

本年度も現在のところ応募者がいない状況を踏ま

え、現状分析や公募等のあり方など今後に向けて

の対応についてお考えをお知らせください。

なお、平成２５年度に採用された支援員は任期

の３年を経過します。農業支援員の新規就農への

見通し、新規就農希望者に対する行政や農協、地
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域のかかわりについてお知らせください。

２点目は、経営所得安定対策と将来についてお

聞きをいたします。平成２７年度における交付実

績は、前年度に比べると２億 ０００万円の伸び

となっていますが、項目別交付内容を見ると年度

ごとの交付に大きな変化が見られます。この制度

は、農家経営に大きな影響を与えるものであり、

今後の制度的な見直しについてお知らせをくださ

い。

３点目は、米政策の対応についてお聞きをいた

します。平成３０年産をめどに主食用米の生産目

標数量において政府の関与がなくなるなど米政策

の見直しが行われます。生産農家は、水張りなど

将来の米づくりの影響を危惧しています。政府の

対策に対し行政としての対応についてお考えをお

知らせください。

次に、名寄市日進地区再整備基本構想について

お聞きをいたします。名寄市ピヤシリスキー場地

区に係る温浴施設等整備について、株式会社マッ

クアースから調査検討報告書が提出されています。

平成２５年度には、コンサルに委託をし、名寄市

日進地区再整備基本構想が整備されておりますが、

新たな調査を依頼した経過と目的についてお知ら

せください。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま塩田議員か

らは、大項目で３点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１につきましては私のほうから、大

項目２につきましては経済部長から、大項目３に

つきましては営業戦略室長からの答弁となります

ので、よろしくお願いいたします。

大項目１、高校野球を名寄市で開催するための

対応について、小項目１の本市で開催できなくな

った高校野球大会の復活についてお答えをいたし

ます。近年人口減少や少子化に伴い野球人口が減

少している中で、市内の少年野球チームも統合が

進み、かつては６チームが活動していましたが、

現在は３チームまで減少しており、また中学校に

おいても風連中学校と下川中学校が合同チームで

活動している状況にあります。

市内の高校野球の状況は、現在名寄高校と産業

高校がそれぞれ硬式野球部を有しており、日々甲

子園出場を目指して練習に励んでいますが、高野

連名寄支部のチーム数も年々減少している状況に

あります。高野連名寄支部予選大会の開催状況で

すが、現在は士別市と稚内市での開催となってお

り、名寄市での開催は平成２１年春季大会の開催

が最後となっております。関係者並びに多くの高

校野球ファンからは、名寄市営球場での公式戦開

催を望む声が多くなっておりますが、球場と住宅

街が隣接していること、フェンスラバー化による

安全対策、駐車スペースの確保等の課題があり、

これら解決するに至らず、市民の期待に応えられ

ていない状況が続いております。本市といたしま

しては、スポーツ活動を通じた競技力向上、青少

年の健全育成等の観点からもスポーツ施設整備は

重要であると認識しておりますが、ほかのスポー

ツ施設の改修計画とのバランス、整合性、利用頻

度等さまざまな判断基準と照らし合わせながら、

適正なスポーツ施設改修を進めてまいりたいと考

えておりますので、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私からは、大項目２、

名寄市の農業施策について、小項目１、名寄市農

業支援員の現状と対策について申し上げます。

これまでの経過としては、地域おこし協力隊制

度を活用し、農業支援員として平成２５年度より

採用を開始し、現在４名の方が地域において活動

をされております。現在の活動状況としましては、

風連日進地区において３名、東風連地区において

１名が地域の農業者の方々の協力により栽培技術

や農業経営に関する研修に取り組んでいるところ

です。また、地域活動や市内のボランティアなど
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にも積極的に参加され、地域住民との交流も進ん

でおり、将来の就農に向け取り組んでいるところ

です。また、本年度協力隊としての期限を終えら

れる方については、就農に向けた準備が必要なこ

とから、市、農業委員会、ＪＡ道北なよろなど関

係機関による今後の営農計画や農地や資金などに

ついて相談、支援に取り組むとともに、地域とも

連携し、受け入れに向けて協議を進めているとこ

ろです。

現在の採用状況については、御指摘のとおり平

成２７年度については３件の応募があったものの、

いずれも辞退をされており、採用はありませんで

した。募集活動としては、これまで東京や大阪に

おいて開催されております就農希望者と面談形式

により募集するイベントに参加するとともに、市

や協力隊募集のホームページに掲載し、募集に取

り組んできましたが、今年度についてはこれらの

取り組みに加え杉並区の御協力をいただき、区役

所内にて募集チラシの設置に取り組むとともに、

道内向けの広報などに取り組みを検討していると

ころです。また、新規就農者の就農状況につきま

しては、平成２６年度５名、平成２７年度９名、

ことしは１１名となっており、毎年度一定の新規

就農者が確保されている状況となっております。

次に、小項目２、経営所得安定対策と将来につ

いて、小項目３、米政策の対応については関連が

ございますので、一括して申し上げます。経営所

得安定対策については、担い手農家の経営の安定

に資するよう諸外国との生産条件の格差から生ず

る不利を補正する交付金と農業者の拠出を前提と

した農業経営のセーフティーネット対策により構

成されています。また、食料自給率、食料自給力

の維持向上を図るため、麦、大豆、飼料用米など

戦略作物の方策化を進め、水田のフル活用を図る

水田活用の直接支払交付金があります。

平成２７年度の交付実績の内訳としましては、

米の生産調整目標に従って生産する農家を対象に

水稲作付１０アール当たり ５００円が交付され

る米の直接支払交付金として１億 ４４４万円、

水田の転作において特定の作物の作付に対する水

田活用の直接支払交付金として１３億 ９５８万

円、畑地を対象として特定の作物の作付に対する

畑作物の直接支払交付金として６億 ３１３万円、

関連事業として環境保全型農業の取り組みに対す

る支援などとして６４７万円の合計で２２億 ３

６３万円となっており、平成２６年度対比で２億

４２８万円の増額となっております。増額の主

な要因としましては、加工用米の作付面積の増加

及び畑地における対象作物の作付面積と収穫量の

増加によるものです。今後の見通しとして、これ

まで経過措置として交付されていた米の直接支払

交付金については平成３０年度より廃止されます

が、昨年度策定された食料・農業・農村基本計画

において経営所得安定対策の推進と水田活用直接

支払交付金による支援について示されているとこ

ろです。具体的な交付単価等がどのようになるか

は現時点では見通すことはできませんが、各制度

を有効に活用し、収益性の高い農業生産の確立に

より変化にも対応できる経営基盤をつくることが

重要だと考えております。

水稲における主食用米の生産数量の配分につい

ては、国から前年度の生産数量目標を基本に全国

の需給動向を考慮して決められた数量が生産目標

数量として各都道府県に配分されるとともに、翌

年６月末の民間在庫量を推計し、一定水準に抑え

ることを想定、算出された数量を自主的取り組み

参考値として示されております。本年度の生産目

標数量をもとに名寄市に示された数量は、ウルチ

４５６トン、モチ１万 ４４２トンで、合計１

万 ８９８トン、自主的取り組み参考値ではウル

チ ４４０トン、モチ１万 ３１９トンで、合計

１万 ７５９トンでした。最終的には、生産者団

体の判断により北海道より示された参考値をもと

に数量が配分され、ウルチ ４５３トン、モチ１

万 ４２２トンで、合計１万 ８７５トンとなっ

たところです。
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今後の米政策においては、国からは平成３０年

産から行政による生産数量目標の配分に頼らず、

国が策定する需給見通し等を踏まえつつ、生産者

や出荷業者、団体が中心となって需要に応じた生

産が行えるようにする見直し方針が示されており

ます。現段階においてこのことによる影響につい

ては未知数ではありますが、需要獲得に向けた取

り組みがより重要となるとともに、需要量に合わ

せた適切な生産に取り組むことが必要と思われま

す。市としましては、道や農業関係機関、生産者

団体、集荷業者の方などと連携をとりながら情報

収集に努め、制度改正に適切に対応できるよう取

り組んでいきたいと考えております。

以上、私から答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私からは、大項

目３、名寄市日進地区再整備基本構想の方向性に

ついて、小項目１、名寄市ピヤシリスキー場地区

にかかわる温浴施設等整備についてお答えいたし

ます。

名寄市日進地区は、平成４年にピヤシリヘルシ

ーゾーン構想基本計画が策定され、それに基づき

各種事業が進められてきたところでありますが、

その後道立サンピラーパークが整備され、同計画

内のなよろ健康の森地区に対する利用及びニーズ

が大きく変化しました。また、近年のスキー需要

の低迷への対応や温泉施設のリニューアル後の経

年劣化による老朽化に対する修繕にかかわる費用

の増加、さらには道から当市に移管されたトムテ

文化の森を含むなよろ健康の森の一体的な維持管

理になるなど、日進地区を取り巻く環境が大きく

さま変わりし、これらの課題に対応するため、日

進地区全体の総合的な整備の方向性について検討

が必要となりました。このことから、平成２５年

度に名寄振興公社も含めた名寄市日進地区再整備

基本構想庁内等検討委員会を設置して、本地区全

体の今後の整備すべき方向性等について検討を進

め、基本構想を取りまとめました。

本構想は、これまでの市民や利用者からの要望

等を踏まえ、庁内等検討委員会で幅広く議論し、

同地区に求められている３つの基本的役割である

市民の憩いの場、人づくりの場、交流人口拡大の

場のそれぞれの役割ごとに優先事業の考え方を示

しており、ハードとソフトに分けて短期、中期、

長期の３段階のスケジュールに分類した中で、そ

れぞれの区分の中で集中的に議論、検討していく

ことといたしました。このスケジュールの中で短

期に分類したスキー場施設の整備については、安

全、安心な利用環境の確保、集客に資する整備と

して速やかに行うことが必要と判断し、毎年スキ

ー場の施設担当及び市関係職員が現地を確認し、

随時整備に取り組んでおります。

一方、市民及び利用者からの要望が多かった温

浴施設の施設改修に対しては、これらの声を重く

受けとめ、厳しい財政状況を含め総合的に勘案し、

優先的に検討することが適当と判断し、その後庁

内等検討委員会で集中的に議論を行いました。庁

内等検討委員会の議題としては、既存温浴施設に

加え、宿泊施設の改修、さらにはそれぞれの施設

の新設の可能性が主な議題となり、どのターゲッ

トに絞るべきか、一定期間で投資分を回収するた

めの計画とすべき、市民サービスの向上の視点を

重要視すべきなどさまざまな意見が出されました。

これらの議論の中で、机上ではなく実際にスキー

場、ホテル経営をしている経営のプロの視点から

見ると、現在のなよろ温泉サンピラーはどのよう

なターゲットに特化し、どこまでの投資が現実的

であるかについての考え方を参考意見として確認

することも今後議論を進める上で必要不可欠であ

ると検討委員会でまとまったことから、昨年度名

寄市ピヤシリスキー場地区にかかわる温浴施設等

整備の検討支援業務として委託事業に取り組むこ

とといたしました。この委託業者の選定につきま

しては、道内でスキー場及び宿泊施設の経営を行

っている民間事業者に対し、本市で求めている調

査内容について調査検討が可能かについて問い合
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わせをし、その中で調査検討が可能な業者が３社

いたことから、これら３社に対しプロポーザルに

より選考審査をした結果、全国的にさまざまなス

キー場施設等にかかわる経営の立て直しなどを行

っており、経営実績も豊富である株式会社マック

アースさんに委託することといたしました。

まず、委託業務の中での最初の取り組みについ

ては、無作為に抽出した２０歳以上の市民の方を

対象にしたなよろ温泉サンピラー等に関するアン

ケートを実施しました。このアンケート結果では、

８５％の市民がなよろ温泉サンピラーを利用され

ており、利用していない市民の半数以上が立地場

所、交通手段を理由として利用していないという

ことの結果が出ました。

次に、主な施設の評価につきましては、施設全

体の満足度は比較的高いものの、温浴施設につい

ては改善を求める声が多く、特に露天風呂の設置

ニーズが高く、また食事を含むレストランについ

ては評価が高い結果となり、施設全体に対する温

浴施設の改善を期待する市民が多いアンケート結

果となりました。

これらの市民ニーズの結果を踏まえ、庁内等検

討委員と委託業者であるマックアースと４回にわ

たり議論をし、本年３月に地域特性や収益性など

経営のプロの視点から捉えた施設整備の方向性に

ついて報告をいただきました。まず、温浴施設に

ついては、エネルギー効率のアップ、市内唯一の

温泉、アンケートニーズから露天風呂を軸とした

施設改修、一方宿泊施設については各部屋にユニ

ットバスが設置されていないなどの宿泊利用者、

旅行エージェントからの要望に対応するためのユ

ニットバス設置を軸とした最低限の整備が現実的

であると提案されました。しかし、サンピラー温

泉の増客、増収及び長期的な安定経営を目指すた

めには、日帰りスキー客に対する施設及び合宿を

ターゲットとした団体客の受け入れが可能な宿泊

施設の整備を軸とした一部新築建てかえプランも

あわせて報告書の中で述べられております。いず

れにしましても、施設改修等には多額の財政負担

が伴いますので、これらの意見を踏まえ、引き続

き振興公社を加えた中で第２次総合計画の個別事

業にかかわるローリング等の議論の中で検討し、

具体的な方向づけをしていきたいと考えておりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） それぞれ御答弁ありが

とうございました。順次再質問させていただきま

す。

まず、高校野球の関係でありますけれども、平

成２０年に高野連名寄支部からこの施設の改修等

々についての要望といいましょうか、改修要望が

あったというふうに思っているのですけれども、

それらについての回答を含めて、今現在まだ高校

野球が名寄で開催されていないということであり

ますけれども、このことについてどんな協議検討

がなされたのかお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今議員からありまし

たように、北海道高等学校野球連盟名寄支部から

要望という形で平成２０年８月１９日に受けてお

ります。これは、名寄支部の加盟する理事のアン

ケート調査の結果に基づいて名寄市営球場をこの

ように改修してほしいという要望の内容でありま

した。外野の芝であったり、放送施設、スコアボ

ード等の整備にかかわる部分であったり、あと全

面のラバーフェンス化、３塁側のフェンスの設置、

球場全体の拡張ということで、大規模な改修に伴

うものというふうに、大きく２つに分かれて要望

があったところです。前段の整備につきましては、

指定管理者とも相談しながら、対応できるものは

随時対応をしていくということで、あと大規模改

修にかかわるものについては財源も含めて大きく

かかるということでありますので、市営球場が大

規模改修等々を行うことになった場合にはそれに

あわせて要望に応えていく、そういったものを要
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望のときにお話をさせていただいているところで

あります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） ということは、今の改

修の部分については指定管理者と協議をしながら、

財政事情も踏まえた中で要望に応える時期が来た

らというようなことなのかなというふうに受けと

めたのですけれども、まず名寄市営球場の実情か

らすると、やはり当時は住宅がなかったのですけ

れども、現在は普通の住宅街の中に存在をします

ので、駐車場の関係も含めてなかなか拡張も難し

いし、現状要望どおりの改修というふうなのは難

しいのかなというのは現状を見て感ずるところで

はあるのですけれども、ただ大規模改修というふ

うなことでちょっと御答弁あったと思うのですけ

れども、名寄の球場については平成７年１１月に

改修がされています。それから、今２８年ですか

ら１７年ほどたっているということでありますし、

将来の大改修というふうなことをお話をされたと

いうことで、大改修に向けてはどんな考え方があ

るのか、ちょっとお知らせいただきたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 大改修の考え方の前

に、今議員が最初に述べた先ほどの要望に対する

整備の関係ですが、芝生などの簡易な整備につい

ては指定管理者との協議のもと管理をしているも

ので、改修については指定管理者ではなくて、こ

れは市側の協議でありますので、そこだけちょっ

と確認させてもらいます。

大規模改修、どのような形ということでありま

すけれども、当然過去にはプロ野球の２軍ですか、

呼んだりしていますし、高校野球でいけば今入場

料を取ったり、あるときからしていたりしますの

で、そういった面ではあそこがそういったように

対応できていないところもありますので、本当に

周辺のスタンドであったり、そういった入場料取

る場合のフェンスだったり、いろんな改修はやっ

ぱり想定をしていかなければ、それならば将来に

わたって使うという、そういったことも想定され

るのかなというふうに思っています。ただ、そう

なると膨大なお金がかかるということもあります

けれども、実際にやるようになった場合にはどこ

までやれるかという話になってきますけれども、

やるという中ではやっぱりそういったことも想定

しながら考えの中に考慮する必要があるのかなと

いうふうに思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） わかりました。わかっ

たというか、いずれにしても名寄市営球場の改修

は私の目から見ても無理だなというふうには認識

はしているのです。ただ、先ほども御答弁もいた

だいたし、私の質問の中にもあったのですけれど

も、名寄支部、旭川以北の部分名寄支部が管轄を

しているのですけれども、３市があるのです。士

別市、名寄市、稚内市ということで、これまでず

っと長い歴史、名寄を中心として高校野球を進め

てきたのです。それが各自治体もいろんな財政事

情の問題、施設の老朽化等々、人口減少もあって、

それからやはり生徒が、選手がいなくなるという

ふうなことも、減少もあって難しいというふうな

ことで、これを３市にまとめて、３市で隔年で開

催をすると。春季大会、それから甲子園につなが

る大会としては夏の大会、そして秋の新人大会、

これは春の甲子園につながる大会ということで、

３つの大会、これを３市で隔年開催をしたという

ふうなことです。それが２１年の年を最後にとい

うことなのですけれども、これは事情があって、

ファウルボールがとめていた車に当たったりとか、

住宅街の屋根に当たるとか、いろんなそういう問

題があって、それらについてなかなか回避できな

い部分、訴訟に至ることはなかったのですけれど

も、そんなこともあって、あそこではもうこれか

らは無理でしょうというふうなことであったかな

というふうに記憶をしているのですけれども、た
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だ先ほどもお話ししましたとおり、名寄市での歴

史というのは、これはもう本当に悲しい結果では

ありますけれども、名寄支部だけがまだ全国で唯

一甲子園に行っていない支部なのです。ただ、野

球少年は甲子園を目指して日夜練習をし、頑張っ

ているということです。そんなこともあって、何

とかやはり周りで盛り上げていかなければならな

いのではないかと。その中にやはり市民の方たち

が見に来て応援をしてくれる。これは、勇気にも

つながるわけですし、今後の教育の上での情操教

育に欠かせないものというふうに認識をしている

ところでありますし、何とか名寄で開催ができな

いかなという部分では、合併をいたしまして名寄

市立風連球場があります。風連球場の部分につい

て言えば周り全然、本当に環境がある意味整って

いるということも含めて、最低限のラバーフェン

スの改修を行えば何とかなるのかなと。ただ、両

翼９０メートルということで、小さい。名寄市営

球場もそうですけれども、両翼９０なのです。で

すから、それは９５くらいに、土手のほうを削っ

てやらなければならないのかなというふうには思

いますけれども、そういう改修が行われることに

よって名寄市で大会することが可能になるという

部分かなというふうに思いますけれども、それら

についてのお考えをお知らせ願いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 議員からありました

ように、私も名寄支部から甲子園に出場すること

はやっぱり昔からの願いだというふうに思います

し、多くの市民の方がそう思っているというふう

に思っております。

先ほどの答弁でも述べましたけれども、市営球

場については住宅街にあるということで、ファウ

ルボールとかを受けるフェンスをつけるといった

ら何メーター必要なのかちょっとわかりませんけ

れども、かなり高いフェンス、フェンスではなく

てネットですね、が必要だというふうに思います

し、駐車場も本当にあそこ少ない状況の中で、多

分高校野球とかやるなら観覧者も含めて相当の人

が来られるというふうに思いますので、そういっ

た面では施設整備なり、そういった駐車場の整備

等余り現実的な部分ではないのかな、スペースも

含めて。そういう面では、今議員が言われたよう

に風連球場においては周りの環境を含めて、そう

いった広さも含めて当然あるというふうに考えて

います。まだこれまで風連球場のラバー化であっ

たり、そういったものの協議検討はしたことはな

いので、新たな発想ということで今後研究、調査

していきたいと思いますけれども、いずれにして

も先ほどの高野連からの要望の中でも両翼を広げ

てほしいという、議員からあったように９０メー

トルでは狭いということだと思うのですけれども、

そういった要望も入っていますので、いずれにし

ても施設改修も伴うところでありますし、あそこ

の観客席も含めて大分老朽化しているという、そ

ういった面ではやるときにはやっぱり総体的な改

修もあわせてする必要があるのかなと思いますの

で、そうなると大幅な財源も必要というふうに思

っています。先ほども申し上げましたけれども、

各種スポーツ施設が老朽化している。それはスポ

ーツセンターを初めいろんな施設が老朽化してい

て、各スポーツ団体からも要望が出されている状

況でありますので、総合計画の中では体育施設の

施設整備というふうになって、個別の整備につい

ては毎年のローリングの中での調整というふうに

なってくると思いますけれども、その中でも市営

球場の部分もどうしていくか等も含めて協議をし

ながら、今後ほかの施設もあわせて対応について

検討してまいりたいと考えておりますので、御理

解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） なかなか答えづらい部

分もあるのかなというふうに思いますので、理事

者のほうにお聞きをします。

今名寄高校と、それから産業高校野球部員の生

徒たちは、シーズンオフに小学校から中学校、高
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校へと野球を続けてほしいという願いを込めて野

球教室を開催をしています。そんな実態がある。

それから、杉並さんの御厚意もあって台湾との交

流ということで、中学生の交流親善野球も進めて

いらっしゃるというふうなこと、これら含めて競

技力の向上でありますし、青少年の健全育成とい

う観点に立って、やはり市民からの要望も強い名

寄市での開催というふうなことになれば、当然施

設の改修ということが大きな問題になってくると

いうことではありますけれども、現実今８校しか

名寄支部には高校野球のチームがないのです。今

後減少も含めて、チーム数の減少にもつながるの

かなというふうに危惧される部分もありますし、

いち早くといいましょうか、早い対応をしなけれ

ば、半永久的に名寄市での大会は無理なのです。

ですから、少しでも早い改修を含めて、その辺ど

んな改修方法を含めてお考えをお聞きをしたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 名寄支部という名前がつ

いている地区が甲子園に出場していないと。それ

は、多くの地域住民の願いでもあり、そうした野

球ファンの声もたくさんお聞きしているのは私も

承知をしております。一方で、全体の施設整備あ

るいはどこにお金を配分するかというのは、名寄

市全体で見ていかなければならない問題であると

いうこともぜひとも御理解をいただきたいという

ふうに思います。

今風連のお話もありましたけれども、風連から

走って車で１５分すると士別のふどう球場に到着

するのです。そうしたことを考えたときに名寄支

部だから名寄で絶対開催をしてほしいということ

が、そのことも含めてそのことが本当に甲子園球

児を育てていくことにつながっていくのかという

ことも、そこは議論が分かれるというか、しっか

りと議論していかなければならないところなのか

なというふうに思います。いずれにしても、台湾

との交流をしっかりとやっているのも、高校から、

何とか名寄から甲子園球児を出したいという思い

があるし、我々もそれを願っているということで

ありますので、それこそ本当にもっと違った角度

からいろんな施設整備のやり方もあるのかもしれ

ませんし、そこは塩田議員の専門的な見地も教え

ていただきながら、どういう方策がとれるのか、

ぜひともここは研究をさせていただきたいという

ふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） ちょっと意外な答えが

返ってきたのですけれども、そう言われれば時間

的な問題は確かにそうかもしれません。しかしな

がら、名寄市民の中でこの２つの高校があってし

っかり頑張っているというふうなことで、地元の

子供たちを地元で応援するというのはごくごく当

たり前のことだと私は認識していますので、そう

いう改修に向けて知恵を出して何とか結びつけて

いただきたいと要望して終わります。

それでは次、続いて農業のことに関してお聞き

をいたします。２５年、２６年と２人ずつ、今採

用されて農業支援員として研修に入っているとい

うことで、当初の計画では６人、３年間の研修と

いうふうなことになりますから、二三が六という

ことで６人で回していって、やはり農業の担い手

不足というのでしょうか、それらの解消も含めて

計画をされてきたのかなというふうに思っている

のですけれども、現実お答えをいただいた中で２

７年は３名いらっしゃって取り下げになってしま

った。２８年についても今のところはというふう

なことですから、そうするとこれで制度的なもの

については終わるということではないと思うので

すけれども、何とかしっかり名寄市をＰＲをして、

名寄市で農業してみませんかというふうな形で進

めていくものなのかなというふうに思っているの

です。それで、先ほどたしか札幌、それから大阪、

東京、名古屋、こちらでそういう説明会等々開催

をしていると思うのですけれども、このときに、

名寄市には新規就農者で今既に農業をされている
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方おります。やはり実際に自分たちが思いを持っ

て名寄に来て、研修を積み重ねて新規就農者とし

て農業をしている。この人たちがやはりＰＲをす

るその会に参加をして、求めにいろいろ伝えられ

ることというのはあると思うのです。そのような

ことは考えることはありませんか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 地域おこし協力隊の

ＰＲも含めてということだと思いますけれども、

過去にそういった方は今現実に地域おこし協力隊

で活動されている方も御一緒に行っていただいた

ケースはございます。当然実際に就農された方が

一緒に行くというのは、やっぱりそれだけ面談を

する中でも当然よいことだなというふうには思い

ます。そんなことで、どういった方法ができるの

かは少し検討させていただいて、そんな方向もや

っぱり十分検討させていただきたいなと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） せっかくこういう国が

つくっていただいたいい制度ですので、しっかり

やはりそれを使い切っていくというのも大事なの

かなというふうに思っていますので、ぜひそうい

う努力よろしくお願いをしたいと思います。

それから、米政策に関してなのですけれども、

３０年産米から国が関与しなくなるということで、

生産者や、それから系統等、これは需要と供給の

ミスマッチをなくすのだ、米余りをなくすという

対策のもとというのもこの改革の中にあるのかな

というふうに思うのですけれども、実際農家経営

って水田農家を経営されている方についてはやは

り心配な部分というのはあると思うのです。です

から、その辺についてやはり国の先ほども３０年

から ５００円というのはなくなるというふうな

ことですから、それに見合うものがどんなふうに

して出てくるのかわかりませんけれども、現状農

家経営にとっては痛手な部分があるのかなという

ふうに思っていますので、そこら辺も情報をしっ

かりとって、やはりスピードを持って農家さんに

伝えていくというふうなことは大事なのかなとい

うふうに思っています。そういうことで、やはり

農家さんの所得を守るという立場に立って、国の

政策ではありますけれども、道とも連携をとって

しっかりとした対応をしていただきたいというふ

うに思います。

それから、モチ米に関してなのですけれども、

昔はモチ米の部分についてはランクづけというの

があって、名寄市はたしかＡランクに登録されて

いて、今ランクづけというのはないのですか。ラ

ンクづけというのはなくなったのですか。ランク

づけによって水張り面積というのは決まってくる

のです。下位のほうというか、基準の低いほうか

ら高いほうに売れる米をつくる、いい米をつくる

というところには水張りをふやすという、そうい

う対策がたしかあったと思うのですが、今どのよ

うになっているのかお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） モチ米の配分につき

ましては、出荷量だとか、いろんな成分だとか四

つ五つの項目がございまして、それらを総じて配

分される仕組みになってございます。それで、先

ほど申し上げましたけれども、その配分の中で、

国は一定のそういった部分で配分は来ますけれど

も、今でも生産団体が一定関与して、自主的なり、

そういった部分で需給を見通して調整をして、北

海道段階ではことしはこのくらいでいこうという

数値を現実に作付をしているという状況です。特

にモチ米も含めてなのですけれども、水張りとい

う意識はやっぱり地域ごとに相当強い部分がござ

います。そういった意味では、加工用米というの

が希望すればつくれるということになっているも

のですから、総じて今水張りは変わらない状況の

中ではきております。そういった状況にございま

すので、あとは配分が名寄に来る量がどうなのか

ということでございますので、いずれにしても加

工米になると少しお安くなるということがありま
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すけれども、それは道なりの関与の中で一定の支

援をして水張りを確保しているという状況もござ

いますので、当面はそういった取り組みになるの

かなというふうに思ってございます。ただ、３０

年から ５００円の支援がなくなるということは

非常に大きいというふうに思っています。いわゆ

る肥料１回分がなくなるという感じになると思う

ので、そういった意味ではＪＡも含めた生産団体

も３０年度に向けて今ちょっと課題だということ

を認識しておりますので、今後そういった部分で

検討を協議してまいりたいというふうに思ってい

ます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） やはり農家さんを守っ

ていく行政としてしっかりした対応をお願いをし

たいと思います。要望としてお願いします。

それでは最後に、日進地区の再整備基本構想に

ついてお聞きをいたします。当該施設については、

日進地区全体といいましょうか、平成４年にピヤ

シリヘルシーゾーン構想というか、基本構想がで

きて、そして健康増進、それからレクリエーショ

ンにかかわる部分として施設ができてきた。そこ

に道立のサンピラーパークもあそこにできて、一

体として日進の今後のというふうな方向性を一応

出してきているのではないかなと。その中で２５

年に再整備構想を打ち立てたと。庁内検討委員会

の中で議論をされて、そしてきたというふうに思

いますけれども、これまで指定管理者である名寄

振興公社のほうからの例えば要望とかいうような

のはなかったのかどうなのかお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今塩田議員のほ

うから御質問ありました指定管理者であります振

興公社のほうからの要望ということに関してなの

ですけれども、なよろ温泉サンピラー施設自体が

平成９年にリニューアルされたということで、約

１０年過ぎると大体ボイラーとか各種器具等が経

年劣化により修繕をする機会がふえてきたという

ことで、また利用者の方も当然施設等が古くなる

と要望としてこういった温浴施設の改善等を望む

声も聞こえてきたということから、実はリニュー

アルしてから約１０年以上、１１年経過した段階

で、平成２１年１１月に本市から振興公社のほう

に温浴施設を初めとするサンピラー施設全体のリ

ニューアルに向けた検討をしていただきたいとい

うことで依頼をさせていただきました。その中で

振興公社の中でその市の依頼を受けまして、振興

公社内で改修プロジェクトチームを設置し、４８

項目の改修案をまとめ、平成２２年３月に市に報

告をしていただいたというような経過があります。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） というのは、実際に９

年にホテルサンピラーができ上がって、２１年の

年に行政のほうから指定管理者である名寄振興公

社のほうに逆に提案といいましょうか、されたと

いうふうに理解をしていいのですね。それに対し

て２３年に回答が来たということですか。

（何事か呼ぶ者あり）

〇９番（塩田昌彦議員） ２２年、わかりました。

実際に振興公社も９年からずっと経営は安定をし

ていたというふうに認識をしているのですけれど

も、やはり１０年を経過したころから、いろんな

要素があったと思うのですけれども、経営が少し

ずつ、少しずつ好転していったというふうな状況

なのかなと。その中で２２年にそういう回答が出

てきた。その回答をもとに、要するに行政として

どういう判断をされたのかお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今の御質問のあ

りました振興公社のほうから市のほうに報告をい

ただいた内容につきましては、大きく分けて３つ

の分類された要望がされました。１つ目が先ほど

も言いましたように温浴施設のボイラー等も古く

なってきたということも含めて、温浴施設の改修
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及び露天風呂の新設に関することが１つでありま

す。２つ目が冬のスキーヤーが食事をとるスキー

レストラン等の改修についての内容が２つ目であ

ります。３つ目につきましては、サンピラー温泉

施設の全体の短期間のうちに修繕をしないといけ

ない箇所を指摘した部分と、こういった大きく分

けて３つの要望事項がまとめられて報告いただい

たといったところになります。このうち３番目の

短期間のうちに修繕が必要な事項につきましては、

報告いただきまして毎年市と振興公社が協議をさ

せていただきまして、計画的に修繕を実施させて

いただいたというところであります。残り２つの

要望事項であります温浴施設の改修や露天風呂の

新設、またスキーレストラン等の改修等につきま

しては、多額の財政負担を伴うこと、またそれら

につきましては将来ビジョンや利用客にかかわる

ターゲットにより改修、新設させる構造物も当然

変わってくるということを含めて、振興公社のほ

うから報告をいただいた中には先ほどの１点目と

２点目についてのビジョンやターゲットまでの部

分については項目の中に触れられていなかったと

いうことで、次の段階として振興公社と当市、市

の担当職員が交えてそのことについて協議してい

くというようなことになりました。その協議をし

ていく中で、当然のことながらサンピラー温泉に

かかわる修繕等にかかわる部分も出てきたのです

けれども、日進地区全体として、ほかの地区、健

康の森の部分も含めて設置はしてある施設につい

ても経年劣化による修繕する箇所がふえてきたと

いうことで、温泉施設だけではなく、日進地区全

体に設置してあるさまざまな施設の整備をどのよ

うに方向づけしていくかについても検討するべき

だということから、振興公社も含めた中で日進地

区にかかわる横断的な庁内検討組織を設置し、日

進地区の再整備基本構想の議論をするに至ったと

いう流れになっております。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 今のお話を聞くと、振

興公社のほうから３点にわたって大きくこのよう

にしてほしいと言ってきているものと今回株式会

社マックアースから指摘されていることと比較的

似ている部分かなというふうに感じたのです。も

っと早くに対応できていたとすればもっともっと

状況は変わってきたのかなというふうに認識をす

るのですけれども、これを今どうのこうのと言っ

ても仕方がないといえば仕方がないことなのかも

しれませんけれども、やはりそういう受けとめと

いう部分でいうと、しっかりしたまともな受けと

め方と言ったらおかしいですけれども、そういう

ふうにしてきたとすれば、再整備計画についても

そうですけれども、もっと早くにできたのではな

いかと思うのです。おかしいですよね。９年から

２５年って１６年たつのです。先ほどお話しした

ら、リニューアルから１０年とか言っていました

よね。ですから、そういうことも含めてしっかり

してほしいなということがまず１つ。

それから、もうこの前の議員協議会でないし、

何だかのときにも説明を営戦のほうからいただき

ましたけれども、今いろんな取り組みをしている

のだという中で、それこそ外国人のお客さんが雪

質がいいということで実際に来ています。という

ことは、それだけここに来ようとするお客さんが

いるということですから、一日でも早い計画を立

てて、そして整備をして、迎える体制を整えなけ

ればならないと思うのですが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 日進地区の整備につい

ては市長から説明したとおりなのですが、この間

の議論の中でも日進地区のありようについてはス

キー場も含めて経年劣化が著しいということもあ

って、実際平成２２年の年に振興公社から上がり

ました改修計画については、財源にかかわる部分

がかなり厳しいだろうということで、国の動向を

踏まえて有利な補助金だとか、あるいは有利な起

債等々を参酌する時期に入ったなという、そうい
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うことも含めて全体的な考え方をしっかり示して

いかなければいけないなということで、それから

２２年から数年かけて最終的にマックアースによ

る整備にかかわる考え方等々もいただいたところ

であります。それをもとに今後のなよろ温泉サン

ピラーのあり方については総計の個別事業の中で

しっかり対応していこうというふうに思っていま

すので、塩田議員のお話のあったことについては、

これまでの対応等々のおくれについては率直に私

も認めたいと思いますので、そこは今後の対応を

しっかりやっていきたいというふうに思っていま

すので、その点については御理解をいただきたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） よろしくお願いします、

一日でも早い解決を。

それでは、もう時間もないので、要望というこ

とで、このことに関する議論としては、市民の中

の要望は露天風呂をつくってほしいという要望が

多いというふうに御答弁いただきました。ただ、

あそこ虫がすごいのです。半端ではないぐらい虫

いるのです。ですから、そのことも含めて、露天

風呂がいいのか、何か別な方法があるのかも検討

してほしいし、それから阿部雅司さんというアド

バイザーが名寄市に来てくださいましたので、や

はりその人のいろんなところでの経験ということ

も含めて、これから合宿に対する対応もしなけれ

ばなりませんから、そのこともしっかり受けとめ

て協議をし、早い建設といいましょうか、改修を

して、お客様を迎えるというような形に進めてい

ただきたいと思います。

以上です。終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で塩田昌彦議員の

質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時１５分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 川 口 京 二

署名議員 熊 谷 吉 正

平成２８年６月１５日（水曜日）第２回６月定例会・第２号
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平成２８年第２回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２８年６月１６日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

２番 山 崎 真由美 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

ＥＮ―ＲＡＹホールの有効活用について外２件

を、高野美枝子議員。

〇７番（高野美枝子議員） 皆様、おはようござ

います。ただいま議長より指名をいただきました

ので、通告順に従い質問いたします。

芸術文化の新殿堂として名寄文化センターＥＮ

―ＲＡＹが昨年５月に開館、１年が経過しました。

文化センターに大ホールは市民長年の願いであり、

芸術文化の振興、生涯学習の新たな拠点として期

待されてスタートし、さまざまな取り組みが進め

られているところでございます。大項目の１、Ｅ

Ｎ―ＲＡＹホールの有効活用について、小項目１、

これまでの利用実績をどのように総括されておら

れるのか、今後の課題と考えていることについて、

小項目２、高齢者、障害を持つ方などホールに出

向くことが難しい方に向けた文化のアウトリーチ

も行っているところでございますが、今後どのよ

うな対応を考えられておられるのか質問いたしま

す。

また、この地域には士別市朝日町、サンライズ

ホール、美深町、ＣＯＭ、士別市、下川町と類似

規模の施設もございます。北の星座音楽祭など近

隣市町村との連携も進みつつあると考えます。交

通手段を持たない方もひとしく広域的に文化に取

り組む機会づくりとして、送迎に乗り物を用意す

るなど、小項目３、近隣施設の連携について、名

寄市における、小項目４、文化芸術の向上を目指

した取り組みについて質問いたします。

名寄市立大学は、５月２８日に開学１０周年を

迎え、記念式典が盛大にとり行われたところでご

ざいます。大項目の２、名寄大学の将来展望につ

いて質問いたします。今回今まで設置されていま

した道北地域研究所と地域交流センターを統合し

たコミュニティケア教育研究センターも開設され

たところでございます。小項目１、その目指す姿

について質問いたします。

私が議員になった２６年第２定例会での初めて

の一般質問は、市内の雇用状況について、就職状

況についての質問でございました。大学の看護師

の市立病院への就職が１名と回答をいただき、思

わずえっという驚きの声を上げてしまいました。

市民の方からは、大学があるから市内の看護師、

介護士、保育士確保は大丈夫と聞かされていたも

のですから、本当に意外でした。その後大学関係

者、学生、市民の方からいろいろな考え、また教

えや声をいただきました。改めて小項目２、平成

２７年度の就職状況と奨学金貸与制度について質

問いたします。

現在建設中でございます、小項目３、大学図書

館を有効に活用する取り組みについて、またその

ことを受けまして、小項目４、地域に開かれた大

学とするためについて質問いたします。

次に、大項目の３、高齢化社会に適応したまち

づくりについて質問いたします。議員になりまし

て日中の市内を歩いていますと、高齢の方の姿ば

かりです。今まで仕事をしていましたので、改め

て名寄にもこんなにもたくさんの高齢の方がいら

っしゃるのだということを再確認しています。健

康に不安がある、今までできていたことができな
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くなってしまった、年を重ねるごとに除雪や庭の

手入れがつらくなってきた、来年これ以上悪くな

ったらどうなるのか心配だ、ことしでこの家に住

むのが最後かもしれないなど、困り感を持つ高齢

者が不安を抱えて毎日を送っていらっしゃいます。

厳しい戦後を生き抜いてきた人生の先輩たちはな

かなか愚痴や不満は言いませんが、何回かお伺い

したり、お話をお聞きすると、本音でしょうか、

不安を口にされます。そんな名寄市における小項

目１、高齢者の現状と具体的な対応について、小

項目２、高齢生活困窮者の支援、対応について、

小項目３、高齢者の見守りについて質問いたしま

す。

以上、この場からの発言といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） おはようございます。

ただいま高野議員からは、大項目で３点にわたり

御質問をいただきました。大項目１につきまして

は私のほうから、大項目２につきましては大学事

務局長から、大項目３につきましてはこども・高

齢者支援室長からの答弁となりますので、よろし

くお願いいたします。

初めに、大項目１、ＥＮ―ＲＡＹホールの有効

活用について、小項目１のこれまでの利用実績と

課題についてお答えをいたします。ＥＮ―ＲＡＹ

ホールを中心とする名寄市民文化センター西館は、

昨年５月９日のオープン以来、昨年度末時点で４

万 ０００人を超える来場をいただき、うちＥＮ

―ＲＡＹホールでは３万 ０００人を超える方々

に御来場いただいてきました。また、休館日を除

いた稼働率は７ １％となっており、平成２２年

度に財団法人地域創造が行った調査による全国の

ホールの平均稼働率６０％を大幅に上回ることが

できました。さらに、ホールの自主事業や提携事

業として開催いたしました２５事業には約 ９０

０人の御来場をいただくとともに、市民劇を初め

とする市民手づくりの事業や学校、福祉施設への

アウトリーチも積極的に取り組んできており、多

くの市民の皆様にホールに足を運んでいただける

機会や舞台に上がっていただく取り組みを一定程

度進めることができたと考えております。

２年度目となる本年につきましては、市民みず

から実行委員会を結成し、実施する事業が多く企

画されており、市といたしましても各実行委員会

との連携事業や自主事業として昨年度と同じ程度

の事業数を予定しているところであります。また、

ことし１月に開催した北海道農民管弦楽団名寄公

演会の開催を機にＮＰＯ法人日本少年少女オーケ

ストラ協会北海道・東北支部長の助乗慎一氏から

事業などへの支援をしていただけることとなりま

した。このことにより、本市に日本最北のオーケ

ストラとしてジュニアオーケストラの立ち上げを

目指した市民講座、バイオリン体験教室を開催す

る運びとなりました。本年度は、１年目の取り組

みからさらに発展した文化芸術事業を進めてまい

ります。

一方、課題といたしましては、初年度と比べ本

年度予定をしている事業に市民参加型の事業が少

ないことであると考えております。今後におきま

しても市民に質の高い文化芸術の鑑賞機会を創出

するとともに、一人でも多くの市民が舞台に上が

ること、みずから文化活動に参加していただける

機会の創出に努めてまいりたいと考えております。

次に、小項目２の高齢者、障がい者等への対応

につきましては、昨年度においては６月のＥＮ―

ＲＡＹホール開館記念事業にあわせて札幌交響楽

団員による障害者施設への慰問を行ったほか、２

月にはピアノのデュオ、トロイメライのコンサー

トにあわせて社会福祉協議会との連携により総合

福祉センターにおいて高齢者介護施設や障害者支

援施設を利用されている方などに向けてアウトリ

ーチコンサートを開催してきているところであり

ます。また、どなたでもお気軽にＥＮ―ＲＡＹホ

ールへ足を運んでいただける機会づくりとして、

ＥＮ―ＫＡＮと名づけたホールでの無料コンサー

トを２回開催したほか、ホワイエを活用した自由
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来館型のコンサートを開催してまいりました。今

後におきましても多くの市民の皆様がひとしく文

化芸術に触れ、心豊かな生活を送っていただける

取り組みを継続して進めてまいります。

次に、小項目３の近隣施設との連携についてで

すが、本年１月に名寄市、下川町、美深町、音威

子府村で構成する北の星座音楽祭組織委員会が立

ち上がりました。本市においては、これまでも広

域連携の取り組みとして北の星座音楽祭を通じて

質の高いクラシック音楽の鑑賞機会を設けている

ところであり、今後においても近隣市町村等と連

携しながら、地域としての文化芸術の振興を図っ

てまいりたいと考えております。広域連携による

取り組みの一環として、５月に美深で行われまし

た世界的バイオリニストの庄司紗矢香さんのコン

サート前日に本市のバイオリン教室参加者等が庄

司さんのリハーサル見学と対話の機会を持ってい

ただくことができました。

市外から文化芸術事業来場者への交通手段の確

保としては、昨年度北の星座音楽祭のコンサート

に近隣町村から運行するバスを用意したことがあ

りますが、利用者はありませんでした。今後は、

各町村で開催される北の星座音楽祭コンサートへ

の交通手段の一つとして、送迎バスの利用のあり

方などについて各町村と相談してまいりたいと考

えております。

次に、小項目４の文化芸術の向上を目指した取

り組みについてですが、ＥＮ―ＲＡＹホールを拠

点として地域に根づいた文化芸術を育てるために、

現在ＮＰＯと連携し、ジュニアオーケストラの立

ち上げを目指しております。この取り組みを単発

的なものとするのではなく、青少年の健全育成も

含めて長期的な視点に立ち、活動の支援を行って

まいりたいと考えております。さらには、幅広い

世代の方々が文化芸術を鑑賞するだけでなく、ワ

ークショップやアーティスト交流を織りまぜなが

ら、自主企画事業の展開に努めるとともに、多く

の市民が舞台に上がることのできる機会の創出に

も努めてまいります。

また、ＥＮ―ＲＡＹホールは市民のコミュニテ

ィーの醸成の場としても位置づけられていること

から、交流スペースに絵本や知育玩具を整備する

とともに、ロビーコンサートなどにぎわいの創出

にも取り組んでおり、ホワイエ空間においても日

常的に児童生徒が勉強したり、市民の交流の場と

して活用していただいているところであります。

今後におきましても文化芸術の拠点、市民のコミ

ュニティーの醸成の場として、さらに市民の皆様

方に身近な施設と感じていただけるよう努めてま

いります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 私からは、

大項目２点目の名寄市立大学の将来展望について

申し上げます。

初めに、コミュニティケア教育研究センターの

目指す姿について申し上げます。本学では、地域

社会の教育的活用と地域資源の推進などを目的に

道北地域研究所と地域交流センターを設置し、さ

まざまな活動を行ってまいりました。御案内のと

おり、本年度両組織の機能を発展的に統合し、新

たな教育、研究及び地域貢献の拠点としてコミュ

ニティケア教育研究センターを設置いたしました。

本センターは、地域との連携、協働により保健、

医療、福祉、保育、教育、産業振興、加えて地域

活性化等に関する課題解決に取り組み、地域貢献

に資する教育研究活動を行うことを目的としてい

ます。センター開設後２カ月半が経過いたしまし

たが、既に教育研究、地域交流に関する多くの問

い合わせや御相談を多くの皆様からいただいてお

り、改めてセンターの果たす役割と責任の大きさ

を感じているところであります。今後もセンター

が地域の課題解決に資する研究の拠点、ケア専門

職の継続教育や市民の皆さんの生涯教育の拠点、

地域交流や地域活性化に資する活動の拠点となる

べく積極的に取り組んでまいりますので、御理解
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と御協力をお願いいたします。

次に、平成２７年度の就職状況と奨学金貸付制

度について申し上げます。平成２７年度は、大学、

短期大学合わせて１８５名の卒業生を輩出いたし

ました。そのうち就職を希望した学生は１７６名

で、３月末で１７５名が就職を決定し、９ ４％

の就職率になりました。就職地域を見ますと、市

内に就職した学生が１６名、そのほかに道内に１

１７名、道外に４２名、比率で申しますと就職決

定者の７６％が道内に就職をしております。

次に、奨学金の利用状況についてでありますが、

平成２７年度の卒業生の６３％が日本学生支援機

構の奨学金の貸与を受けておりました。日本学生

支援機構が公表している平成２５年度の貸与実績

では、全国の大学生２５６万 ０００人に対しま

して３ ５％の貸与率であることから、本学学生

の利用状況の高さがうかがえますが、その要因は

家庭の経済状況のほか、親元を離れてのひとり暮

らしによる負担に起因しているものと思われます。

また、学生支援機構以外の奨学金には北海道によ

る看護職員養成のための修学資金、名寄市立総合

病院を初めとした医療機関による学資金のほか、

自治体による奨学資金があります。いずれも就職

を前提に貸し付け、就職後一定期間勤務すること

で免除する制度で、卒業後の進路目標を明確に持

っている学生が利用しているものと思われ、主に

看護学科の学生が利用しています。

次に、図書館を有効に活用するための取り組み

について申し上げます。御案内のとおり、図書館

は平成２７年度から２カ年の工期で建設工事に着

手し、平成２９年４月のオープンに向けて現在工

事を進めております。新図書館を有効に活用する

ための取り組みについて、まず学生の利用に関す

る取り組みから申し上げます。大学図書館は、大

学における学生の学習や大学が行う高等教育及び

学術研究活動全般を支える重要な学術情報基盤の

役割を担っており、ハード面のみならずソフト面

の充実も求められております。文部科学省からは、

大学図書館に求められる機能、役割として学習支

援及び教育活動への直接の関与が提言されており、

特に学生の主体的な学びを実現するため、図書館

の学術情報基盤をもとにして共同学習、ＩＴを活

用した学習が行える総合的な学習環境の場を提供

するラーニングコモンズの導入が重要とされてお

ります。新図書館の１階にはパソコン室やプレゼ

ンテーションスペース、オープングループワーク

スペースなどラーニングコモンズ導入の環境が整

備されておりますので、今後先進地の状況等を踏

まえて導入方法や図書館スタッフの専門性の確保

等について協議検討してまいります。

次に、市民の皆さんなど学外の方の利用につい

て申し上げます。従来から大学図書館は学外の方

の利用に制限を設けておりませんが、利用者は少

ない現状です。今回新図書館のオープンに伴い、

これまで２カ所に分離されていた図書室が統合さ

れること、コミュニティケア教育研究センターが

新図書館１階に設置されること、平成３０年には

図書館北側に新棟が完成することなど、従来以上

に学外の方が利用しやすい環境が整うものと思わ

れます。今後オープンまでのおよそ９カ月間整備

しなければならない課題は多岐にわたりますが、

市立図書館との連携などを含めて、新図書館が学

内外を問わず利用しやすい施設となるよう環境の

整備に努めてまいります。

次に、地域に開かれた大学とするためにについ

て申し上げます。大学は、地域社会の知の拠点と

して地域住民の生涯学習や多様な活動を支えると

同時に課題をともに解決し、その活性化や新たな

価値の創造への積極的な貢献が求められておりま

す。また、こうした取り組みを継続して実施する

ことで、大学が地域などに支えられる機関として

確固たる地位を築くことにつながっていくと考え

ております。本学は、社会保育学科の設置により

まして栄養、看護、社会福祉、社会保育とまさに

子供から高齢者までケアのあり方を幅広く研究で

きる学科構成となり、地域が抱えている少子高齢
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化などの問題に教育研究などを通して幅広く取り

組める環境が整いました。本学のこれらの特徴を

生かしながら、新たに設置したコミュニティケア

教育研究センターを核として、これまで道北地域

研究所で行ってきた市民公開講座などの事業を継

続実施するほか、地域のさまざまな課題解決に向

けて関係機関や地域住民の皆さんと連携しながら

取り組んでまいります。また、現在大学のホーム

ページのほか、地元紙や名寄市の広報における大

学情報欄の中で本学の教員や学生の情報を発信し

ておりますので、今後も引き続き教員や学生の地

域での取り組みや活動、大学の現状等を発信し、

地域に親しまれ、応援される大学づくりに努めた

いと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 私か

らは、大項目３、高齢化社会に適応したまちづく

りについて、初めに小項目１、高齢者の現状と具

体的な対応について申し上げます。

本市における平成２８年５月末の高齢化率は３

０１％で、新市発足直後の平成１８年５月末と

比較いたしますと総人口が １８３人減少した中、

高齢化率は６％の増加、６５歳以上人口だけを見

ますと９４２人増加している状況にあります。こ

のような中、本年４月末の数字となりますが、高

齢者の単身世帯は ５１８世帯、要介護、要支援

認定を受けている方は ６３３人、要介護、要支

援認定を受けている中で認知症高齢者の日常生活

自立度がⅡａ以上と判定されている方が９５９人

と高齢化に伴う疾病や生活上の不安を抱える方が

増加しております。高齢者の総合相談を受け付け

ております地域包括支援センターにおいても相談

件数が毎年増加しており、昨年度には ４６２件

の相談を受け付けているところでございます。

平成２９年４月から事業を開始いたします介護

予防・日常生活支援総合事業では、いわゆる団塊

の世代が７５歳を迎える平成３７年に向け、生活

支援、介護予防サービスを地域の実情、ニーズに

合わせ多様な主体から提供できるようにすること

が求められております。本市におきましても現在

生活支援等サービスネットワーク会議において新

たな通いの場の仕組みづくりについて検討を重ね

ております。高齢者への生活支援のみならず、社

会参加を促すことにより、年齢や心身の状況など

が変化しても生きがいを持って生活ができ、介護

予防につながるという考えのもと、よりよい制度

となるよう準備を進めてまいります。

次に、小項目２、高齢生活困窮者の支援につい

て申し上げます。本市では、地域包括支援センタ

ーにおいて高齢者の総合相談を受け付けており、

認知症に関する相談を初め、高齢者の生活全般に

わたる相談に対応しております。また、高齢者御

本人からの相談だけではなく、御家族や地域の民

生委員児童委員からの相談も数多く寄せられてい

るところですが、議員の御指摘の家族や地域との

かかわりが希薄なことにより相談につながること

に時間のかかるケースもございます。本市におい

ても昨年度から「もの忘れ“めやす”チェックリ

スト」を６５歳以上介護保険第１号被保険者の方

々に配布することにより、認知症の初期段階を個

人並びに家族の方と気づきが得られる取り組みや

町内会や職場などの地域の方々に対して認知症サ

ポーター養成講座や介護予防教室などを開催する

ことにより、地域による見守りの輪を拡大してい

くとともに、その輪をもっと大きくしていくこと

と若いうちから気づきを得ていただくきっかけと

するために大学生や小学生などの学生の皆さんに

も講座に参加をしていただいているところです。

また、電気、ガス、灯油、水道事業などのライ

フライン事業者や郵便、新聞、宅配事業者などの

皆様が自宅に訪問した際に気になる点があった場

合に地域包括支援センターに連絡をいただく名寄

市地域見守りネットワーク事業を平成２４年度か

ら運用しているところです。家族での支え合いや
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地域での助け合いの希薄化が進んでいる中、家に

閉じこもりがちで外部との関係を好まず、自宅か

ら外出したがらないひとり暮らしの高齢者の方も

おり、それぞれ複合的な課題を抱えていることか

ら、経済的だけでなく、生活面の支援も必要と考

えているところです。また、今月には民生委員児

童委員の皆様の御協力をいただき、ひきこもりの

実態アンケートを実施する予定となっており、そ

の結果を十分検証していくとともに、行政や民生

委員児童委員、福祉関係機関、町内会やボランテ

ィアなどによる支援の対象となる高齢者の早期発

見や見守り、相談支援につながる体制の構築を地

域支援事業の重要な課題として、体制整備につい

て生活支援等ネットワーク会議において検討して

まいりたいと考えております。

次に、小項目３、高齢者の見守りについて申し

上げます。高齢者の見守りにつきましては、公共、

民間によりさまざまな形で実施をされており、民

間では警備会社等における見守りサービスなども

提供されているとお聞きしているところです。本

市におきましては、公共的な見守りについては町

内会を初めとする地域の皆様のお力をおかりしな

がら、主に行政や社会福祉協議会において実施を

しております。１つには、町内会ネットワーク事

業でございまして、名寄市社会福祉協議会におい

て本市の協調事業として実施をされている事業で、

町内会において地域での生活に不安を抱えている

世帯に対し、訪問、声かけ活動を行うことを必須

として展開をされている事業で、昨年度実績では

５８町内会で実施をされているところです。

２つ目には、救急医療情報キット命のカプセル

交付事業でございまして、自宅で高齢者が救急車

を呼んだとき、救急隊員に治療中の病名や服薬中

の薬、緊急連絡先などの必要情報を伝えるため、

平成２２年度から各町内会や民生委員児童委員の

御理解と御協力のもと、必要な高齢者に利用を進

めていただいている事業で、登録者は昨年度末

１４０人となっております。

３つ目には、平成２０年より交通機関や町内会、

警察署等と連携を図り、徘回による事故を未然に

防ぐことを目的に実施しております名寄市徘徊高

齢者ＳＯＳネットワーク事業で、本年６月現在５

４名の登録となっております。昨年度におきまし

て高齢者が未帰宅であると家族が名寄警察署に通

報し、同署より捜査協力を求められ、ＳＯＳネッ

トワークとして対応した件数は５件でございまし

て、健康福祉部を中心に捜索班を編成し、市内を

巡回、商店や交通機関の協力事業者に行方不明者

の特徴などを直接周知、協力依頼したほか、市職

員には庁内掲示板による周知、協力事業者や町内

会による協力をいただくなどのＳＯＳネットワー

クを発動させ、幸いにも全員同日に発見、保護さ

れているところです。

４つ目には、小項目２においてもお答えしまし

た名寄市地域見守りネットワーク事業でございま

して、昨年度の実施状況では生活関連事業者や地

域の方から５件の御連絡をいただき、うち１件は

残念ながら御遺体で発見されましたが、死後早期

の発見であったとのことでした。現在事業の協定

を締結している生活関連事業者は１６事業者とな

っており、地域や通常業務中の見守り強化に御協

力をいただいているところです。ひとり暮らしの

高齢者や高齢者のみの世帯、認知症の人がますま

す増加していく中、市の体制だけではなく、地域

の方や関連事業者の見守りと御協力を今後もいた

だきながら、異変に早期に気づく仕組みや体制の

強化を図ってまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） それぞれ答弁をいた

だきました。順番に沿って再質問させていただき

ます。

ＥＮ―ＲＡＹホールの有効活用にということで

再質問させていただきます。先ほど北海道農民管

弦楽団、名寄公演を通じてジュニアオーケストラ、

バイオリンですね。体験教室を開催するというこ
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とになったということですが、応募者もかなり多

くて、名寄でバイオリンを習えるということで、

すごく子供たち、また御両親も喜んで参加されて

いるというふうにお聞きしております。そのこと

についてなのですけれども、一度いらしたそうい

う方たちと今後もどういう交流を進めていくのか

ということです。また来てみたい、このホールが

すばらしい、そういうふうにおっしゃられる出演

者の方も数多く拝見しているところでございます

けれども、１回ではなくて次につなげる、このよ

うな取り組みについてどのように考えているか質

問いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま昨年も各種

事業を行った中で出演者といいますか、アーティ

ストの方、多くの方に来ていただいて、その方と

の関係をつくりながら、今後も継続して名寄市の

ためにまた来てもらうような、そういった体制づ

くりということでお話でありました。当然私ども

もそういった方を受け入れするに当たっては、当

初は素人というか、なかなかどういうふうにやっ

ていいかわからない部分もありましたけれども、

いろいろほかのホールの情報を聞きながらそうい

う人たちにどういうおもてなしをして、心地よく

演奏なりしてもらえるか、そういった体制づくり

も日々努力をしているところであります。そして

一方で、今言いましたようにそうした方々からも

ホールについては高い評価を得て、皆さん帰られ

ているところであります。今回バイオリンの関係

で助乗氏の話もされましたけれども、これは名寄

市にとっては大きな成果というか、今までバイオ

リンに触れるというか、身近にできる環境がなか

ったということで、本当に多くの方に来ていただ

いて、このこともＥＮ―ＲＡＹができての大きな

成果だというふうに思っていますし、今言いまし

たこれまで来てくれた方の中にもアウトリーチと

いう形で、これはステージでやるだけではなくて

学校や福祉施設とかに行って多くの方に聞かせて

もらう、そういったこともそういう人たちとの良

好な関係を築き上げる結果だというふうに思って

いますので、そういったことも常に今後も考えな

がら、そして幅広い方に聞かせてもらうような、

そういったことも出演者やアーティストの方とも

連携をとらせていただきながら、さらに充実して

進めていきたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） バイオリン教室につ

きましては、もう一回募集していただきたいとい

う声もいただいているところでございますので、

子供たちに早くからそういう名寄ではなかなか触

れられないものに触れられるチャンスをＥＮ―Ｒ

ＡＹでつくっていただきたいというふうに思って

おります。

昨年視察で何カ所か文化センターとか会館にお

邪魔したところでございます。その経緯について

は実にさまざまでございまして、その土地柄や人

間性もあらわれているような感じもいたしました。

ボランティアが大活躍しているところもございま

したし、生え抜きの職員が名十年もそこにいて、

本当に地域で有名になっている、そういう方もい

らっしゃいました。名寄市文化センターＥＮ―Ｒ

ＡＹについて、プロデュースの方向、プロデュー

スされる方について、今始まったばかりでござい

ますけれども、今後どのように考えていらっしゃ

るのかを質問いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ＥＮ―ＲＡＹホール

を開館するに当たって、その事前の協議の中でも

事業を展開していくためにどのようなプロデュー

ス、そういった役割を担う人をどうしていくかと

いう議論がありました。１つは、外部人材を登用

してやっていくかという話もありましたけれども、

最終的にはやっぱりこの地域に根差した文化芸術

を進めていくためには、この地域で長く生活して

いて、さらには運営については運営委託事業者と

の連携も良好にしていかねばという状況もありま
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すので、そういった意味では庁内の職員を登用し

てやっていくのがいいだろうということで、職員

がそのプロデュース的な役割を担ってきていると

ころです。ただ、経験がないこともありますから、

佐藤信アドバイザーにも引き続き指導、助言をい

ただきながら体制を整えて進めているところであ

ります。

実際運営するに当たっては、先ほど言いました

運営委託事業者のほうにホールの技術的な面だっ

たり、いろいろサポートをしてもらっているわけ

ですけれども、スタッフについてはどういったこ

とが演出効果できるのか、また来場者に快く来て

いただいて、帰っていただけるおもてなしをどう

していくかというものも日々検討しながら進めて

いく中で、本当に去年からことしに比べて大きく

スタッフの動きや対応も変わってきているのかな

というふうに思っています。そういった意味では、

これは委託業者ではありますけれども、私の立場

からもそういったスタッフの皆さんに本当に感謝

を申し上げて、これまでの努力に敬意を表してい

るところであります。そういったスタッフと私ど

もがしっかり連携をしながら進めてまいりたいと

思っていますけれども、ホールについてはよく最

初の３年が、そのホールの格付をされるのが３年

で決まるというふうに言われていますので、しっ

かり今の体制の中で３年間事業展開をしながら、

将来的にどういったふうな体制をしていくかとい

うのもあわせて検討していきながら、どうしても

うちら異動で人がかわりますので、そういった対

応も含めてどうなのかという検討をしながら、外

部人材の登用も視野に入れながら引き続き体制づ

くりについては検討をしながら進めてまいりたい

というふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） すばらしいホールで

ございますし、職員の方も何か夜もいらっしゃい

ますし、土日も働いておられますし、本当に一生

懸命に努力している姿を見るにつけ、何とかＥＮ

―ＲＡＹホールが末永く盛大にこの地域で頑張っ

てほしいなというふうに思っております。今のと

ころは順調ですけれども、今後においては最初の

ころは行きましたけれども、だんだん来なくなる

という例も多いところでございますので、スタッ

フも大変でしょうけれども、専任を置くという道

もあるかと思います。ぜひいろんな道を考えなが

ら、よりよいものを選んでいっていただきたいと

いうふうに思います。

次、名寄市は今教育都市宣言をして教育に力を

入れているところでございます。教育のまち名寄

として文化芸術に今後どのように取り組んでいこ

うと考えていられるのか、また市民が芸術に触れ

る機会がふえることによって、どのようなメリッ

ト、影響があるのか考えておられるのか質問いた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今言われたように名

寄市は教育都市宣言を制定しているところであり

ます。その条文では、豊かな心と知性を育み、生

涯にわたって生き生きと学ぶことを掲げていると

ころであります。これは、子供たちが質の高い文

化芸術を鑑賞し、親しむことで情操を高め、豊か

な教養が育まれ、また専用のホールで発表するこ

となどによって音の響きや雰囲気、迫力など体育

館では味わえない体験ができること、そのことが

感性や創造性を高めることにつながっていくのか

なというふうに思っています。そのことは、本当

に将来にわたって名寄市が文化芸術といいますか、

そういった意識を高めていく素地ができるという

か、子供たちがそういった感性を身につけるのは

大変重要だというふうに考えていますので、そう

いったことを重視しながら取り組みを進めてきて

いるところであります。特に教育改善プロジェク

ト委員会の中では、開館に当たり研究グループの

中でどのように活用して学校教育に生かしたらい

いかというお話も研究されて、引き続き今もやっ

ていますけれども、そういった中で昨年も各小学
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校で機会あれば発表会をあそこで行ったりしてい

ます。本年度におきましても劇団四季の御厚意に

よって８月にはそこで公演を小学校５、６年生に

見せていただくというようになりましたし、学校

での発表会だったり、小中学校の音楽発表会も実

施することとなっているところであります。これ

は、そういったことによってやっぱり雰囲気も体

育館と全く違いますから、子供たちが聞く姿勢で

あったり、本当にいい音、良質な音を聞く、そう

いったことが子供たちの将来にとって心豊かな成

長にもつながっていくかというふうに思っていま

す。あわせて、子供からお年寄りまでそういった

いろんな鑑賞する機会をまた先ほども言いました

けれども、与えることによって、名寄市全体が文

化芸術に親しむ、それが心豊かな生活にも暮らし

にもつながっていく、そういったことができれば

というふうに考えていますので、そういったこと

を思いつつ、今後もＥＮ―ＲＡＹホールを中心と

した文化芸術の推進に取り組んでまいりたいと考

えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 本当に子供っていい

音楽を聞くとぴたっととまるというか、聞くので

す。本当に音楽というのは、芸術というのはすば

らしい。そして、この道北のまち名寄にあってす

ばらしいホールを有効に活用してみんなで盛り上

げていく、そのことが大事だというふうに改めて

小川部長の思いを聞いた思いがいたします。ぜひ

ぜひ頑張っていただきたい。そして、私たちも応

援していきたいというふうに考えております。

次に、大学のほうに移らせていただきます。コ

ミュニティケア教育研究センターの目指す姿とい

うことでございますが、インターネットで結城セ

ンター長の４つの夢が書かれていて、これが公表

されているわけでございますけれども、大学とし

て時間はかかるというふうに、長い目でというふ

うに書いているところでございますが、やはり非

常に期待している市民が多い。もちろん私も期待

しておりますので、その辺についてどのように考

えているのか質問いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） センター

が開設されて２カ月半ということで、ことしから

専任の事務局職員も配置をしておりまして、もと

いる嘱託の職員等含めて、本当に問い合わせ等は

多くなっているという報告を受けているところで

ございます。ただ、今までの部分を統合して新た

な事業を実施していくのはそのとおりなのですけ

れども、何でもかんでも最初からたくさんもやれ

ないものですから、企画運営会議なり学内の連携

推進協議会としっかり事業をやれるものから１つ

ずつ実施していこうということでセンターの会議

なんかで確認をしております。

また、あわせまして特に来年度から新図書館の

ほうに事務所が移りますと、より一層市民の方が

来やすくなるのではないかなというふうに考えて

おりまして、そこから交流ですとか、そういうボ

ランティアの活動を通して幾つかその地域に貢献

できるといいますか、そういう事業等も生まれて

いくのではないかなと思っておりまして、特に来

年度に向けまして、新たに移った後の活用も今か

ら準備をしていきたいなと思っているところでご

ざいます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 市民の期待も大きい

わけでございますので、なるべく早く形になるよ

うに思っておりますので。

あとは、２７年の就職状況をお聞きいたしまし

た。私がお聞きした１名ということよりは非常に

ふえたわけでありますけれども、このことは努力

のたまものだというふうに考えているのか、それ

ともたまたまこういうことになっているのか、ど

のようにお考えなのか質問いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 地元への

就職といいますか、ことしは臨時の方も含めて１
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６名ということで、ここ数年で一番多い人数にな

っております。特に就職に当たりましては、いわ

ゆる実習先、実習というのが学生に与える影響は

大事ですので、就職あるいは実習の担当の先生、

各学科ごとに学生と連絡をしながら、実習先との

協力、あるいは学生のその後の就職につながるよ

うな意識含めて充実しているところでございます。

引き続きそういうのは充実させて取り組んでいく

のですけれども、毎年１６名を確保できるかとい

うと、ちょっとそこは厳しいかなという部分もあ

りまして、いずれにいたしましても地元に残って

もらえるように学内でしっかり取り組んでいきた

いと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） どうもお話を伺って

いると、学生が考えている就職、大学側が考えて

いる就職、市民が考えている就職、受け入れ側が

考えている就職は、これはマッチングしているの

かいないのかというふうに思うのですけれども、

そのことについてどのように思われますか。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 私も１件

１件就職先全部回っているということではありま

せんので、できるだけ大学側の思い、学生側の思

い、その学科の先生方は実習先の担当の先生と協

議を行っているところでございまして、その部分

については引き続きこれからも誠実に実施してい

きたいなということと今年度から総合戦略で大学

を含めた学生の地元定着ということで今取り組ん

でおりますので、そこの部分で今年度からはハロ

ーワークさん、うちのキャリア支援センターの職

員なども入れまして、人材定着化の推進会議とい

うのをつくる予定でして、これからつくる予定な

のですけれども、特にマッチングの機会がふえる

ようにその会議の中では取り組んでいきたいなと

思っているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 市内では、看護師も

介護士も保育士も大幅に不足しております。その

ことについて大学側、また受け入れ側はどのよう

に考えているのか質問いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 大学とい

たしましては、やはりできるだけ地元に残ってほ

しいというのはありますので、そこの部分はこれ

から引き続きやっていくのですけれども、そこの

受け入れ側との細かな調整については、一番学生

がこの職場に残ってみたいなと思っていただける

ような実習になるように教員側、学生側、それか

ら施設側との連携といいますか、そういうのが大

切になってくるのかなと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 大学の学生が地

元のさまざまな福祉団体等に就職、残っていただ

くということは大変私たちも切望しているところ

でありますので、その部分では各実習の受け入れ

等を積極的に行わさせていただいておりまして、

例えば包括などでは授業の非常勤講師として大学

とかかわらさせていただいたり、また看護学科の

総合実習公衆衛生看護学領域の実習施設としての

受け入れを行っております。

また、保育所におきましては、児童学科の１年

生の観察実習、また２年生の保育実習の受け入れ

を実施をしておりまして、保育士の補助的な役割

としての保育に携わっていただきながら、保育の

仕事や声かけの仕方などを学びながら、保育の大

切さを実感していただく取り組みを行っておりま

して、このことにより地元に定着していただきた

いというようなお話もさせていただいているとこ

ろであります。

また、保健センターにおきましては、地元の大

学生へのアプローチといたしまして、毎年６月、

７月に開催されております名寄市立大学就職合同

説明会において地域包括センターの職員とともに

参加をいたしまして、名寄市のＰＲや職場説明を

行ってきておりますし、名寄市立大学が主催をし
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ております名寄市立大学保健師研修会には市立大

学の卒業生であります当市の保健師を派遣をいた

しまして、保健師を目指す学生を中心に交流、ま

た職場の魅力や募集状況などもお伝えしておりま

す。そのような取り組みを通しながら、一人でも

多くの学生の方が地元に定着していただきたいと

いうような取り組みをさせていただいております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 市立総

合病院といたしましては、近年市立大学からの看

護師の受け入れ数もふえてきているということで、

大変助かっているという状況にございますけれど

も、ことしも看護学科の実習については受け入れ

が始まっておりまして、院内に多くの学生が訪れ

ているという状況が出てきております。病院側と

しましては、実習の受け入れとしまして病棟の実

習につきましては看護師を増員配置して実習に対

応するということもしておりますし、多くの医師、

それから技術者が大学に出向いて講義を担当する

というようなことも行ってきているところでござ

います。また、採用に向けては大学の合同説明会

などにも行かさせておりますし、これまでどおり

学資金のほうも対応性をふやしなから今後も受け

入れ数をふやしていきたいというふうに考えてい

るところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 次の質問もございま

すので、まだまだ質問したいところでございます

が、学生がやはり実習に行ってやめたという、そ

ういうお話もお聞きしているところです。忙しい

がために学生にきちっと対応できていなかった事

例もあり得るのではないかというふうに考えてお

りますし、先ほど奨学金のことをお聞きしたとこ

ろでございますけれども、やはり多額の奨学金を

抱えている学生も多くいらっしゃいます。それで、

少しでも給料のいいところ、少しでも待遇のいい

ところというふうに選びますと、やはりそこに名

寄市が残っていけない事情もあるのかというふう

にも考えております。また、母子家庭とか、親の

ところに帰るという約束でこの大学を選んだとか、

そこにはさまざまな学生の事情がございまして、

それを１つずつ丁寧に、就職、このまちに市長が

きのうからおっしゃるように、名寄の市民力を発

揮して、何とかこの地域に残っていただく、そう

いう取り組みをしていくことが大切だと思います

し、この地域は本当にすばらしい人と、自分たち

のことを言っているわけではないですけれども、

すばらしい人間力があるというふうに私も思って

いますし、大学生の方も新聞とか、いろんなとこ

ろで書いていただいておりますし、市長がきのう

大学の、「いずみ」という欄に書いてありまして、

きのう東川議員がおっしゃいましたので、多くは

語りませんけれども、そのコピーを持って私回っ

ていましたら、市長もコピー持って歩いていたと

いうような状況で、やはり本当に我がまちがそう

いうふうに高く評価されている。特に親御さんに

名寄に行ってよかったと、そういうふうに思って

いただける大学になりつつあるということですの

で、そのすばらしい名寄市で就職しようと親子と

もども思っていただけるような、そんな取り組み

をしていただきたいと思います。

吉中准教授の「奨学金制度の利用からみる大学

生活の実態と課題」、紀要の第１０巻でございま

すけれども、奨学金の問題、今国でもいろいろ政

策、返納型でない給付型の奨学金ということも詰

められているところでございますけれども、名寄

市だけで考えるのも限界があるのかと思いますけ

れども、やはり将来を担う大切な学生をこの地域

で大切に育てていくという、そういう姿勢で今後

も取り組んでいただきたいと思います。

次に、高齢化社会のほうで質問させていただき

ます。３の１です。現状と具体的な対応について

のところで、現在生活支援ネットワーク会議に新

たな通いの場、仕組みづくりについて検討を重ね

ているということでございますが、どのような内
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容になっているのか質問いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 生活

支援等サービスネットワーク会議につきましては、

この間開催しましてから５回開催させていただい

ておりまして、特に通いの場の検討につきまして

は６月の初めに第５回のサービスネットワーク会

議の中でも検討させていただいているところでご

ざいます。意見の中では、厚生労働省のほうで全

国的にいろんな身近な場の通いの場の内容を紹介

しているものがございますので、その内容を御紹

介させていただいた中に委員さんが１１名いらっ

しゃいますので、グループワークの中で名寄市に

おいてはどのような通いの場があったらいいのか

というようなことの検討というか、意見交換をさ

せていただいているところでございます。意見と

して出ていたところは、多世代交流ができたらい

いのではないかだとか、食事ができる場所があっ

たらいいのではないかとかというような御意見だ

とか、また身近な場所で交流することで、それが

見守り体制にもなっていくのではないかというよ

うな御意見をいただいていたところでございます。

いずれにいたしましても、本件につきましては来

年の４月から新しい総合事業が開始していくわけ

なのですけれども、この間申し上げさせていただ

いたとおり、平成３７年の団塊の世代の方々がピ

ークになるというところに向けて、この１０年間

かけて一歩一歩身近な通いの場というのをつくっ

ていければというふうに考えておりますので、御

理解いただけますようお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） たくさん質問は用意

してきたのですけれども、やはり自分が気づかな

いうちにひとりぼっちになってしまって、どうし

ていいかわからないという高齢者の方もいらっし

ゃいます。年々できることができなくなってしま

って、聞こえていたものが聞こえなくなって、見

ていたものが見えなくなってしまった。それでも

仕方ないなとうちの中にいる方が誰にも相談しな

いで、こんなものかなみたいな、そういう方にど

うやって寄り添っていけるかということがこれか

らの超高齢化社会をこの地域で、人生の先輩とし

てこの地域を築いていただいた、本当に戦後貧し

い中を生き抜いてきた我が母親、父親、また地域

の方々、その方をいかに大切に思って接するかと

いうことがやはり高齢化事業の一番のかなめとい

うか、大事なところであるというふうに思います

ので、今後ますますふえ続ける高齢者のためにぜ

ひ頑張っていただきたいというふうに思っており

ます。

最後に、加藤市長に質問いたします。本日は、

文化センターＥＮ―ＲＡＹについて、市立大学に

ついて、高齢化社会に適応したまちづくりについ

て質問してまいりました。これから超高齢化社会

を迎えるわけですが、我がまち名寄市にはケアの

未来を開く大学があり、そしてアーティストがす

ばらしいホールですと絶賛する文化の殿堂である

文化センターＥＮ―ＲＡＹがあります。豊かな超

高齢化社会を送るための基盤はあります。あとは、

この地域に住む私たちの市民力、人間力がまさに

試されるときです。その市民の力をどう引き出し、

安心が実感できる地域をつくるのか質問いたしま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 高野議員のおっしゃると

おりだというふうに私も思います。今まさに総合

計画を策定をしている最中でありますけれども、

加えて総合戦略の中でも議論にありましたけれど

も、持続可能なまちづくりのために最後はやはり

人だよねと、人づくりだよねと、それに尽きるか

なというお話をいろんなところでお聞きをしたと

ころであります。今お話しのとおり、名寄には本

当にかけがえのない財産である大学でありますと

か、あと昨年できた市民ホール、さらには病院と

いったこの地域で最後までというか、生涯元気で



－108－

平成２８年６月１６日（木曜日）第２回６月定例会・第３号

安心して過ごせる基盤が整っているというふうに

思います。それをさらに推し進めていくために、

市民の皆さんとしっかり対話と連携をしていくこ

とを肝に銘じてまちづくりを進めていきたいとい

うふうに思います。必ずや先ほどからお話のある

とおり、名寄市にはすばらしい市民力があって、

それをなし遂げていけるというふうに確信をして

いるところでありまして、今後とも我々行政職員

も一丸となって汗をかいてすばらしいまちづくり

のために邁進していくと、このことをお誓いを申

し上げたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 本当に厳しい状況の

中に入ってきました。経済的にもやはり厳しいで

すし、高齢化社会も厳しいといえば厳しい。子供

を産むこともできない。少子化でございます。だ

けれども、やはり私たちは夢を持って前に進んで

いきたい、そのことを申し上げて質問を終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高野美枝子議員

の質問を終わります。

社会福祉事業について外２件を、佐々木寿議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） ただいま議長より

御指名をいただきましたので、大項目３点にわた

り質問してまいります。

第１点目は、社会福祉事業について質問してま

いります。その１項めは、生活困窮者自立支援事

業１年経過の状況について伺います。これは、貧

困や格差に苦しむ人々がふえ続けているにもかか

わらず、生活保護などの社会保障制度が脆弱であ

るため、それを補う形で導入された生活困窮者自

立支援法が２０１５年４月から開始されました。

これまでは、生活が著しく困窮したときに頼るこ

とができる制度は生活保護しかなかったわけであ

りますが、そこに至る手前のセーフティーネット

で人々が元気を取り戻すことを支え、地域社会と

雇用へのつなぎを促す仕組みで、生活に困ってい

る人々を中心に誰もが相談できる窓口であります。

そこで、当市の支援事業の実施状況、生活困窮者、

いわゆる現に生活保護受給に至っていないが、今

後そのおそれがある層というのの取り組みについ

て伺います。

２項めは、民生委員児童委員協議会活動の充実

確保について伺います。近年住民の抱える課題が

多様化、複雑化する中で、相談支援に当たる民生

委員児童委員の力量を高める研修等が不可欠と思

われますし、身近な相談役である民生委員児童委

員の存在と役割や活動をより一層地域住民にＰＲ

し、理解されることが重要だと考えております。

どのように取り組んでいるのかお知らせをいただ

きたいと思います。

次に、第２点目にまち・ひと・しごと創生総合

戦略について伺います。国においては、人口減少

の抑止や東京一極集中の是正に取り組むため、５

カ年の施策の方向性を示すまち・ひと・しごと創

生総合戦略が策定され、当市においても名寄市ま

ち・ひと・しごと創生本部を設置して人口の将来

展望を示す人口ビジョンを策定するとともに、地

方創生の基本的な計画や取り組むべき具体的な施

策を提示するまち・ひと・しごと創生総合戦略を

策定したところであります。施策を具現化し、い

よいよ実行の段階に入ってくるわけでありますけ

れども、現状の進捗状況はどのようになっている

のかお知らせをいただきたいと思います。

３点目に、教育行政について伺います。１項め

は、２０２０年に向けての英語教育について伺い

ます。東京オリンピック、パラリンピックを迎え

る２０２０年、平成３２年度には、小学３年生か

らの必修化、小学５年生からの教科化が完全実施

される見通しであります。そこで、英語学習を小

学校、中学校、保護者を含めてどのように取り組

まれているのか、今後どのように進めていかれる

のか伺います。

２項めに、そろばん学習について伺います。文

部科学省が平成２０年３月に改訂した新学習指導

要領でこれまでのゆとり教育からの方針の転換を
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打ち出し、教育内容では理数教育、伝統や文化に

関する教育などの充実をうたい、そろばんについ

ては小学３年生、４年生の複数学年で学習するこ

とが盛り込まれ、平成２１年度から先行実施され

ましたが、当市はそろばん学習をどのように取り

組んでいるのか伺います。

３項めに、運動部活動の推進について伺います。

中学校における運動部活動は、学校教育の一環と

してスポーツに興味と関心を持つ同好の生徒の自

主的、自発的な参加により顧問の教員を初めとし

た関係者の取り組みや指導のもとに運動やスポー

ツを行うものであり、当市の各学校では多様な活

動が行われていると思いますが、そこで保護者を

含む学校組織全体で運営や指導の方針の共有をす

るため、どのように取り組んでいるのか、また全

国的に部活動の顧問を務める教員の負担が問題と

なっているようでありますが、当市の指導教員の

課題、あるいは外部指導者の現状と導入の考え方

について伺います。

さらに、勝利にこだわる過重練習、あるいは体

罰防止のための取り組みについて伺います。

以上でこの場からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） ただいま佐々木

議員からは、大項目３点にわたり御質問をいただ

きました。大項目１は私から、大項目２は総務部

長から、大項目３は教育部長から答弁させていた

だきますので、よろしくお願いします。

大項目１の社会福祉事業について、初めに小項

目１の生活困窮者自立支援事業１年経過の状況に

ついて申し上げます。生活困窮者自立支援制度が

平成２７年４月から実施され、名寄市においても

必須事業であります自立相談支援事業と住居確保

給付金の給付事業を開始いたしました。平成２７

年度の実施状況は、新規相談件数の実数は７７件、

再相談を含む延べ支援件数は１９８件であり、支

援について検討する支援調整会議の対象となった

件数が５件、調整会議を経て具体的な支援を示す

プランの作成については３件となっております。

新規相談の内容としては、収入やローンなど金銭

にかかわることが多く、半分を占め、就労に関し

ては１割程度でありました。また、病院や家族、

住まいなどの多種多様な相談を受けております。

相談結果の対応では、一番多かったのが生活資金

へのつながりとなり、全体の約３割となっており

ます。また、生活保護へのつながりも約１割を占

めております。相談者の年齢は、男性では４０代

以降、女性では３０代以降の方が多く、当事者や

家族からの相談、民生委員児童委員を通した相談、

関係機関からの紹介、匿名の相談など多様となっ

ております。

生活困窮者の実態として、現在支援事業を利用

されている方々は５名ですが、ひとり親の方、障

害を疑われる方、債務問題を抱える方など少数な

がらも困窮されている方は多様であることが改め

て確認されております。また、平時の見守りにつ

いては、民生委員児童委員を中心に町内会ネット

ワーク事業や生活関連事業者等に協力を依頼して

いる地域見守りネットワークなども活用しながら、

より多くの見守りの目で対象者の早期発見や情報

収集、把握に努めております。

また、市役所での連携として、住宅、水道や納

税など各窓口において生活苦の相談があった場合

は相談事業の紹介と指導を行うようにしておりま

す。先ほども申し上げましたが、相談結果におい

ても生活支援へのつながりが多いことから、市立

大学との連携により実態の分析を行い、平成２８

年度からは任意事業として家計相談支援事業を実

施して、家計収支の改善、再建に向けた滞納、債

務整理、貸し付けあっせんなどの支援に取り組ん

でおります。また、関係機関などに対して昨年度

の実績を報告しながら、制度の説明を引き続き行

いますとともに、今月民生委員児童委員に協力を

していただき、ひきこもりの実態についてのアン

ケート調査を実施することにしております。

次に、小項目２の民生委員児童委員連絡協議会
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活動の充実確保について申し上げます。名寄市の

民生委員児童委員の定数は９８人であり、東地区、

西地区、南地区、北地区、風連地区の５つの協議

会に分かれて活動をしております。その５つの地

区の連合組織として連絡調整の役割を担っている

のが名寄市民生委員児童委員連絡協議会、通称民

児連です。民児連は、北海道民生委員児童委員連

盟に加入しており、連盟等が主催する初任者研修、

中堅研修、会長・副会長研究協議会、児童委員研

究集会、全国民生委員児童委員大会、全国主任児

童委員研修会など各種研修会に参加し、民生委員

児童委員としての研さんに励んでおります。去る

６月８日に行われた専門研修では、民生委員児童

委員の３分の１が出席するもので、研修内容につ

いては民生委員児童委員活動とメンタルヘルス、

高齢者等に対する犯罪被害の実態と対応など、講

師も北海道、北海道警察などと連携した内容とな

っております。また、民児連としても独自に年１

回の全体会議における研修の実施や市や社会福祉

協議会が主催する各種研修会等への参加促進を行

ってきております。さらに、各地区協議会におい

てもテーマを設定し、年数回の研修会を開催して

おり、名寄警察署、消費生活センター、名寄保健

所から講師を招いて講義を受けたり、市内公共機

関や障害事業所等を訪問するなど地区ごとに工夫

しながらスキルアップに努めているところです。

民生委員児童委員の周知につきましては、例年

広報なよろ５月号に民生委員児童委員強化月間の

一環として、民生委員児童委員の氏名を掲載させ

ていただいております。また、地域へのＰＲとし

て民生委員児童委員は地域の実情に詳しい方を町

内会より推薦していただいておりますので、地域

には認知されている方が多いと思われますが、民

生委員児童委員は身分を証明するバッジや手帳を

所持し、啓発パンフレットなどの配布、見守りな

どみずからその活動を通じ広報しております。ま

た、社会福祉協議会で実施しております町内会ネ

ットワーク事業などでは、地域での支え合いが必

要とされる方と町内会、民生委員児童委員などが

連携し、食事会、茶話会など地域活動を行ってお

り、このような場においても直接見守りが必要な

方へ民生委員児童委員のＰＲを行っております。

民生委員児童委員の活動は、地域の複雑多様化す

る相談、さまざまな福祉サービスへのつなぎ、見

守りなど福祉の増進と健全な地域社会づくりのた

めの大変重要な活動として認識されているところ

です。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私からは、大項目の

２、まち・ひと・しごと創生総合戦略について、

小項目の１、まち・ひと・しごと創生総合戦略事

業の具体的な施策の進捗状況について申し上げま

す。

国においては、人口減少、少子高齢化などに対

応するため、各自治体が実施する地方創生の取り

組みの支援として平成２６年度補正予算により地

域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金地方創

生先行型を創設し、本市におきましても平成２７

年度に予算を繰り越して交流人口拡大事業、農産

物ブランド確立事業や青空子育て事業など９本の

地方創生先行型交付金事業を実施してきたところ

でございます。これらの交付金事業につきまして

は、ＰＤＣＡサイクルを通じて効果検証を行う自

治体の自主的、主体的な取り組みが求められます

ことから、具体的な成果目標である重要業績評価

指標（ＫＰＩ）を設定し、事業完了後に庁内で達

成状況を取りまとめ、産業界や金融機関などで構

成される外部組織、名寄市まち・ひと・しごと創

生総合戦略推進委員会で検証作業を行いましたの

で、今後市議会においても報告の機会をいただき

たいと考えてございます。

また、国では地方版総合戦略の取り組みの先駆

性を高め、レベルアップの加速化を図ることによ

り、地方における安定した雇用創出、地方へ新し

い人の流れ、まちの活性化など目に見える地方創
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生を実現するため、平成２７年度の補正予算にお

きまして地方創生加速化交付金が創設をされ、本

市におきましては官民が連携して冬季スポーツ大

会合宿の開催誘致を推進するとともに、リレハン

メルオリンピック金メダリストであります阿部雅

司氏を招聘し、冬季スポーツの拠点化を図り、交

流人口の拡大を目指す冬季スポーツ拠点化推進事

業を初めとし、地域間連携事業として東京都杉並

区と連携し、地方への新たな人の流れをつくる都

市と地方の連携による移住交流促進事業のほか、

下川町、美深町と連携をし、台湾をターゲットに

教育旅行の受け入れなどを行い、インバウンドの

促進を図る北・北海道インバウンド促進事業の合

わせて３事業が採択を受け、平成２８年度当初か

ら取り組みを進めているところでございます。

さらに、平成２８年度からの地方版総合戦略の

本格的な推進に向けて新たに地方創生推進交付金

が創設をされ、本市におきましては冬季スポーツ

の拠点化に向け地方創生加速化交付金での取り組

みを進化させる事業及び名寄市立大学を活用した

地域のケア力の底上げを図るため、保健、医療、

福祉の専門職と共同で研究を実施するとともに、

卒業生の地元定着を促進するための事業、合わせ

まして２事業について交付金申請に向けて現在内

閣府に事前相談を行っているところでございます。

今後におきましても名寄市まち・ひと・しごと創

生総合戦略の着実な推進を図るため、国の財政支

援策を有効に活用するとともに、あわせて内閣府

による地方創生人材支援制度により財務省から向

こう２年間の人材派遣をいただきながら事業を推

進してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目３

の教育行政についてお答えいたします。

初めに、小項目１の２０２０年に向けての英語

教育についてですが、平成２０年に改訂された現

行の学習指導要領では小学校において外国語活動

を新設したり、中学校の外国語の授業時数や指導

する語数をふやすなどして外国語を通じて言語や

文化に対する理解を深め、積極的にコミュニケー

ションをとろうとする態度の育成に努めてきたと

ころであります。一方、中央教育審議会による学

習指導要領改訂に向けた教育課程企画特別部会に

おいて、現在小学校５、６年生外国語活動におい

ては児童が身につけている外国語を使って伝え合

う楽しさを体験する音声中心の活動が行われてい

ますが、小学校５、６年生でのそのような学習が

中学校進学後の外国語の学習に生かされていない

状況があること、また中学校においては国語と英

語の音声の違いや英語の発音とつづりの関係を理

解することが不十分であることなどの課題が指摘

されるところであります。このようなことから、

今後の学習指導要領の改訂においては、小学校３

年生から「聞く」「話す」を中心とした外国語に

触れ親しむ学習を行い、５、６年生はこれまで取

り組んできました「聞く」「話す」に「書く」

「読む」を加え、４技能を総合的、系統的に扱う

教科として学習を行うこと、中学校においてはよ

り具体的で身近な話題についての表現や簡単な情

報交換ができるコミュニケーション能力を養うた

めの学習活動を重視することなどの改善が図られ

る予定であります。

さらに、平成２８年度には生徒の英語力に係る

都道府県ごとの目標を設定したり、平成３１年度

には中学校の英語４技能を測定する全国的な学力

調査を導入するなどの具体的なスケジュールも示

されているところであります。教育委員会といた

しましては、各学校が学習指導要領改訂に関する

答申や資料などを効果的に活用し、英語教育につ

いての保護者の理解を深めることができるよう情

報提供に努めてまいります。

次に、小中学校での取り組みについて、児童生

徒の英語力向上を図る取り組みについてですが、

本市におきましては子供たちの言語や文化につい

ての体験的理解を深め、コミュニケーションの素
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地を養うよう外国人英語指導助手、ＡＬＴ２名を

効率的に派遣し、教員の指導を支援しております。

平成２７年度の派遣実績は、小学校１０校へ延べ

２３９回、中学校４校へ延べ１４４回となってお

ります。具体的な活動といたしましては、英語を

使った会話の進め方を説明したり、発音のお手本

を示したり、外国の言語や文化についての情報を

提供するなどして児童生徒が外国語を使って伝え

合う楽しさを実感できるよう努めております。

また、名寄市教育研究所の外国語活動英語班で

は、公開授業を行うなどして授業の導入の工夫や

効果的なＴＴのあり方などについて研修を深め、

子供たちの英語力の向上に努めております。

次に、中学生の英語検定の取得状況についてで

ありますが、平成２７年度英語教育実施状況調査

においては、中学校３年生のうち英検３級以上が

それに相当すると判断された生徒の割合は全国平

均が３ ６％、北海道が２ １％、本市が２ ４

％でした。英語検定につきましては、各中学校が

英語検定の案内資料等を配付し、１年生で５級、

２年生で４級、３年で３級を取ろうなどと呼びか

け、受検を促しております。また、放課後子ども

教室においてはテーマ学習、英検にチャレンジの

取り組みを通して中学生が受検し、３級から５級

に合格しております。教育委員会といたしまして

は、現在道教委が中学生を対象とする北海道独自

の英語検定を開発しようとしていることなどの動

向を踏まえ、生徒から英語を通して聞くこと、話

すこと、読むこと、書くことなどのコミュニケー

ション能力の基礎を身につけることができるよう

英語教育の充実に努めてまいります。

次に、小項目２のそろばんの学習についてです

が、議員が御指摘のようにそろばんは古くから我

が国で用いられている計算のための道具で、数を

あらわすための位を定め、玉を操作することによ

って計算するための便利なものであります。学校

教育においては、以前は読み書きそろばんと言わ

れていたなど、そろばんは盤面を視覚的に捉える

ことから、十進法の概念理解を促す教材として活

用されてきました。学校では、小学校３年生と小

学校４年生の算数の授業においてそろばんによる

数のあらわし方について知り、そろばんを用いて

簡単な加法及び減法の計算ができるようにするこ

とを目的として、教員が大型そろばんを使用し、

数のあらわし方や計算の仕方などを説明したり、

児童が教材、備品等のそろばんを使用して小学校

３年生では３時間程度、小学校４年生では２時間

程度のそろばんの学習に取り組んでおります。

具体的には、小学校３年生ではそろばんを用い

て万の単位までの整数と１０分の１の位までの小

数をあらわす指導をしております。計算に関して

は、８足す９や１５引く７、３万足す５万などの

１位数、２位数や ６プラス ３などの１０分の

１の位までの単位、簡単な加法及び減法の計算が

できるよう指導することになっております。小学

校４年生では、億や兆の単位までの整数と１００

分の１までの小数をあらわす指導をしております。

計算に関しては、２億足す６億や１０兆足す２０

兆などの２位数や ０２足す ８５など１００分

の１の位までの簡単な加法及び減法の計算ができ

るよう指導することになっております。教育委員

会といたしましては、電子計算機が手動の計算道

具であるそろばんに成りかわっている現実はあり

ますが、教具としてのそろばんの価値に変わりは

ないことから、学校では全ての児童が確実にそろ

ばんを用いた計算ができるよう児童が互いに教え

合う活動を指導計画に位置づけたり、少人数指導

を実施するなど指導方法等の一層の工夫改善を図

るようお願いしてまいりたいと考えております。

次に、小項目３の本市における部活動の現状と

課題についてですが、中学校における部活動とは

スポーツや文化及び科学等に親しませ、学習意欲

の向上や責任感、連帯感の涵養、好ましい人間関

係の形成等に資するものであります。教育課程外

の活動であるものの、学校教育活動の一環として

中学校教育において大きな役割を果たすものであ
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ります。部活動は、教育課程において学習したこ

となどを踏まえ、みずからの適正や興味、関心等

をより深く追求していく機会であることから、中

学校教育の一環として教育課程と関連を図ること

や地域の人々、各種団体と連携しながら、学校全

体で推進することが大切であります。本市の各中

学校における部活動の現状といたしましては、設

置部活動数は学校規模に応じて１から１３の部活

があり、部活の種類は全体で１６種類の部活が設

置されております。生徒の部活動加入率について

は、全体で６ ３％の生徒が部活動に加入してお

ります。とりわけ運動部活動については、全部活

動加入者における加入率は７３％となっておりま

す。

各中学校における運動部活動の組織的な取り組

みにつきましては、部活動、委員会等を校内組織

に位置づけ、指導方針や活動上の決まり等につい

て共通理解を図ったり、定期的な顧問会議を開催

して活動状況等を確認するなど、学校全体で組織

的に運動部活動指導の充実に努めております。ま

た、運動部活動を推進するには、家庭、地域との

連携、協力が不可欠であることから、各学校では

保護者会等を設置し、顧問が保護者に部活の指導

方針等を説明したり、部活動通信等を通して活動

状況等について発信し、理解と協力を求めるなど

学校と家庭が一体となって部活動の充実を図って

おります。

本市における指導教員の課題といたしましては、

運動部活動指導における教員の負担が大きいこと

であります。このため各中学校では定期的に部活

動休止日を設定したり、できる限り複数の教員が

指導する体制を整えているところであります。外

部指導者につきましては、学校が校内の指導体制

等の実情に応じて活用の有無を判断するものであ

り、現在４つの中学校全体で１名の外部指導者が

運動部活動指導に携わっております。今後も教員

の負担を軽減するためにも本市の生涯学習リーダ

ーバンク等の活用を促してまいります。

また、本市の運動部活動では、スポーツ等に親

しませることや好ましい人間関係の形成等を目的

としていることから、生徒の意欲向上を図り、一

人一人の体力や技能の程度に応じたきめ細やかな

指導を行っており、過剰な練習になっていないと

考えております。体罰等防止のための取り組みに

つきましては、学校には北海道教育委員会が作成

した運動部活動顧問、外部指導者向け研修資料

「一人一人の生徒が輝く運動部活動を目指して」

を有効に活用するなど、体罰によることのない生

徒理解に基づく指導が適切に行われるようお願い

しております。今後も教育委員会といたしまして

は、学校には北海道教育委員会の「効率的な部活

動指導の推進～部活動休止日の実践事例集～」を

活用するなど学校が一体となり、保護者や外部指

導者等と連携した効果的な部活動運営を推進する

ようお願いしてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） それぞれ答弁をい

ただきました。何点か再質問をさせていただきま

す。

まず、社会福祉事業についてでございますけれ

ども、やはりこの事業はどの制度に限らず、相談

者の対応が物すごく影響するわけであります。そ

の対応のよしあしによって、やはり来られた方の

人生を左右すると言ってもいいぐらい影響するわ

けでありますけれども、一人一人の人生を左右し

かねない事業であることをしっかり肝に銘じなけ

ればならないということで、先ほど児童民生委員

の執務については伺いました。これは、今現状か

ら考えるのと先ほどの御答弁に反するようでござ

いますけれども、例えば町内会の、本当に形骸化

していないかと。例えばあなた、民生委員やって

くれ、あなた、児童委員やってくれやという簡単

なことで形骸化されていないかなというふうに私

は考えているのですが、その辺を考えるとしっか

りとした児童委員あるいは民生委員の方、しっか
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りと協議をしなければならない、あるいは研修し

なければならないというふうに考えております。

そこで、この児童委員民生委員はそういうことを

しっかりやろうとすると、やはり先ほども御答弁

をいただきましたけれども、ニーズの発見とかつ

ながり、あるいはそれぞれの生活支援に対する相

談というのは本当に真剣になってやるというふう

になると大変な仕事なのです。したがって、これ

はやはり何かの形で、あるいは交通費とか、ある

いは通信費、そういうような処遇が図れないのか、

その辺を考えがあれば伺いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 民生委員さんの

処遇というところでよろしいでしょうか。民生委

員さんの処遇につきましては、今言われていまし

た交通費、通信費などに充てます実費弁償の部分

につきましては北海道から活動費として１人当た

り５万 ０００円、それと市独自の補助といたし

まして北海道の支部とほとんど同額、平均値とほ

ぼ同額となっておりますが、１人当たり１万 １

００円、これを支出いたしておりまして、全体で

８０２万８００円を市から民児連に補助金として

支出をしている状況でございます。民児連は、そ

れを受けまして１人当たりの単価を５万 １００

円として合計５１０万 ８００円を５つの地区に

活動費として支出をし、それにより運営されてい

るというところでございます。民生児童委員は、

同時に名寄市の福祉委員、介護相談協力員として

の委嘱を受けておりますので、報酬は年に４万円

となっておりまして、この部分は市より直接民生

委員さん、児童委員さんに支出をさせていただい

ております。民生委員児童委員の皆様におかれま

しては、このように決して十分な活動費とは言え

ませんけれども、名寄市の財政状況など御理解を

いただいているところであります。今後とも道内

の各市の状況を注視しながら、適正な処遇につい

ては考慮してまいりたいと考えております。

また、地域福祉のかなめとして活動していただ

いております。活動を市としても御支援したいと

いう意味もありまして、地区定例会などへの職員

の出席ですとか、名寄市としても微力ながら協力

支援をさせていただく取り組みをさせていただい

ているところでありますけれども、ここで改めま

して民生児童委員の活動に関しましては心より感

謝を申し上げる次第であります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 北海道から５万

０００円、合わせて８万何がしの、それは適当な

額かどうかちょっと判断しかねますが、やはりこ

の仕事を本当にやろうとすると手当だけでいいの

か、民生委員の方に伺うとどうしても忙しいから、

１人では足りないよねというふうな話もあったの

ですが、そういうような部分というのは、ほかの

ところの民生委員と、あるいは各町内会以外の民

生委員とのつながり、あるいはそういう連携とい

うのはどういうふうな形になっているのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 名寄市の民生委

員児童委員連絡協議会につきましては、平成２４

年度までは協議会主体の活動を行っておりました

けれども、平成２４年度に５つの地区のそれぞれ

の地区を主体として活動するという取り組みに変

更させていただいたところでありますので、各地

区それぞれ例会を月１回開いておりまして、その

中で先ほども申し上げましたが、さまざまな研修、

また市内の施設等を訪問などを通じながら、互い

に連携しながら活動をしていただいているという

ような状況だと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） １人ではなくて、

やはりそういうような連携をしながら取り組まな

ければいけないなというふうに思っています。

それで、生活困窮者自立支援法からすれば、い

わゆる困っている人、これを早期発見するという

ことについても先ほど若干御答弁をいただいたわ
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けでありますけれども、これはどの辺の連絡協議

会で情報が集まっているのかという部分では、私

も例えば一番困っている公的料金が詰まっている、

あるいは滞っているというところがやはり情報に

なるのではないかというふうに思っております。

それは、個人情報でありまして、どういうふうな

形で取り扱うのかちょっと問題ですけれども、そ

ういう情報の共有というのはどういうふうに取り

組まれているのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 先ほども少し触

れさせていただいたのですが、市役所の庁内連携

会議というものを立ち上げさせていただいており

まして、そこで縦横の連携をとらさせていただい

ているということでありまして、具体的な事例と

いたしましては先ほど申し上げました住宅、水道、

また納税などの各窓口にお客さんがいらっしゃっ

たときに生活苦の相談をされた場合などは、こち

らの生活困窮者自立支援事業のほうにつないでい

ただくというような取り組みをさせていただいて

おりますし、またことし昨年度の実績等を事例等

を共有をして研修を一度開催したいというような

ことを考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） そういう一番先の

兆候というのが一番大事になると思いますので、

個人情報もあるとは思いますけれども、しっかり

と情報を共有していただきたいなというふうに思

います。

それで、先般新聞等で脱法ハウスとか、あるい

は貧困ビジネスについて報道というか、ありまし

た。脱法ハウス、いわゆる人が暮らす住居の最低

限備えるべきものが備わっていなくて不安全だと

いううち、あるいは生活困窮者らに生活保護費を

受給させて、そして金銭管理契約を結んで通帳を

預かる。その家主が操作するというような事案が

新聞に報道されておりました。これらは、名寄あ

たりはそういうふうに考えられないのですけれど

も、そういう事例を聞いたことがありませんが、

その辺の未然防止の段階の取り組みというものは

何かとられているようなことがありますか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 脱法ハウスにつ

きましては、防火関係規定などの建築基準法違反

の疑いのある建築物につきましては消防と、それ

から建築のサイドが連携をして情報共有、合同パ

トロール等を実施しておりまして、現状ではいわ

ゆる議員おっしゃった脱法ハウス、それから違法

貸しルーム等の把握はされていないような状況で

あります。また、今ございました生活保護者、ま

た生活困窮者につきましては、生活保護世帯につ

きましてはケースワーカーが御家庭を訪問し、さ

まざまな御相談に乗っておりますが、そのような

実態はないということでありますし、また生活困

窮者の自立支援事業の相談の中でもそのような訴

えといいますか、そのような相談はないというよ

うに承知しております。議員が御指摘されており

ます脱法ハウスを初め貧困ビジネスにつきまして

は、保護世帯や生活困窮世帯が被害に遭わないよ

うに注意しながら、訪問や生活指導、また御相談

に乗っていきたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 名寄ではそういう

ようなのはないということでございますけれども、

本当にそういうようなないための未然防止策は何

かの形で一応考えていただきたいなというふうに

思っております。

それでは、質問をかえまして、次の２項めのま

ち・ひと・しごと創生総合戦略について伺います

けれども、先ほど御答弁では地方創生加速化交付

金が２７年度で交付されたということでございま

すけれども、私の認識では２７年度分では通常事

業分として ９００万円ちょっとぐらい交付され

ておりますが、先般の補正では明許繰り越しで

１０００万円何がしの繰り越しになっています。

これは、先ほど３つの事業に分かれるというのは、
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どれほどの額になるのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 地方創生の推進に係

って、国が示している支援策を活用しながらこの

間進めさせていただいたというものであります。

この間は３回にわたって活用させていただいたと

いうことでありますが、特に佐々木議員からは２

７年度に国が補正で対応した加速化交付金の関係

について御質問がありましたので、ここのところ

について御説明させていただきたいと思います。

国ベースでは、ここは ０００億円の予算化を

したということでありまして、名寄市からは先ほ

ど申し上げました３つの事業を申請をさせていた

だきまして採択を受けたということであります。

１つは、これは名寄市独自の取り組みとなります

が、冬季スポーツ拠点化推進事業として ９０４

万 ０００円の交付を決定をいただいているとこ

ろでございますし、また地域間の連携の取り組み

として２事業採択を受けてございます。１つは、

下川、美深との連携となりますが、北・北海道イ

ンバウンド促進事業として２８７万 ０００円、

また東京都杉並区との連携事業となります都市と

地方の連携による移住交流促進事業として２５万

円、合わせまして ２１７万 ０００円の交付決

定をいただいているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） わかりました。合

わせて ２１７万円ということでございます。イ

ンバウンド促進事業、これは２８７万円ですか、

わかりました。この事業は、これから実際に行う

ときに施策を実現化していくのだと思いますけれ

ども、既に阿部雅司さんとか、冬季スポーツ拠点

化推進事業については推進していると思います。

私もいよいよ動き出したなというふうに実感して

おります。

その中で、市長の行政執行方針にもございまし

たけれども、金融機関との各地元の銀行とで包括

連携協力に関する協定を締結しておりますけれど

も、これはある程度目的あるいはそういうふうな

何を期待して具体的な取り組みをしていくのか、

趣旨だけでもお知らせをいただきたいなと。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今回のまち・ひと・

しごと創生総合戦略の関係については、国のほう

でも計画策定の段階から地域における金融機関と

の連携というのは１つキーワードとしてアドバイ

スをいただいてきたところであります。そういっ

たところも受けて、先ほど申し上げました名寄市

での外部組織として、名寄市まち・ひと・しごと

創生総合戦略の推進委員会というのを設けており

まして、この中にも金融機関を入れさせていただ

いております。私どもどうしてもこの間いろいろ

なプランつくるときに金融機関という視点が抜け

ておりましたけれども、今回国からの指導等もあ

りまして金融機関に入っていただいたということ

であります。これが１つこの推進委員会が契機に

なったということと、もう一つは国のほうでも総

合戦略進めるに当たっての金融機関の役割という

のも一つのキーワードとしておりましたので、金

融機関と市と総合戦略推進するに当たっての連携

協定を結ばさせていただいたということでありま

す。具体的には、ことしの３月末に北星信用金庫、

北海道銀行、さらには北洋銀行の３つの金融機関

と協定を結ばせていただいたということでありま

す。具体的には、連携の範囲につきましては総合

戦略の中で掲げている項目についてということで

ありますので、例えを挙げますと産業の振興であ

ったり、人材の育成であったり、あるいは移住の

促進、観光の振興、自治体の連携ですとか、ある

いは大学関係についても連携の範囲とさせていた

だいたところであります。

今回この協定を結んだ目的でありますけれども、

これは私どもが持ち得ない金融機関独自のやはり

知見があります。特にシンクタンクなんかも持っ

ているわけでありますので、ぜひそこのところの

知見からのアドバイスを引き続きいただきたいと
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いうのもありますし、あるいは金融機関が持つ本

来の機能もございますので、そういったものを発

揮する場も今後想定されるだろうというのもあり

ましたので、この連携協定を結ばさせていただい

たということでありますので、御理解いただけれ

ばと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 非常に金融機関と

いうのは情報をいっぱい持っておりますので、か

なり当市の総合戦略には影響すると、効果的だと

いうふうに理解しております。これからはやっぱ

り産学官金労、これがもう本当に連携して創生戦

略に取り組むのだと思いますが、ぜひしっかりと

した実現に向けて御努力をいただきたいなという

ふうに思います。

さて、最後に教育行政について伺いたいと思い

ます。先ほど英語教育等の御答弁をいただきまし

た。それで、先ほどＡＬＴのこともいただいたの

ですけれども、大体小学校で２４０回程度、中学

校で百四十数回ということでございましたけれど

も、これは今の現状でＡＬＴはこういうような英

語教育の現場においてその人員としては足りてい

るのでしょうか。今後そのほかにもＡＬＴをふや

す、あるいはＡＬＴ以外の人材をふやすとか、そ

ういうようなことは考えておられるのか、その取

り組みについて見解があれば。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今２名のＡＬＴを派

遣しながら、先ほど小学校、中学校それぞれの回

数等は御報告をさせていただきましたけれども、

足りているのかということでありますけれども、

恐らくは人数ももっと多くふやしていけばよろし

いかと思います。ただ、一方では、これまでも言

っていますように小中学校それぞれの学習指導要

領に基づいた中での単元時数がありますので、そ

の範囲の中でどうＡＬＴを有効に活用してやって

いくかということでありますので、基本的な英語

等の授業の中を教えながら、やっぱり実際に外国

語の生の方の発音であったり、そういったものも

含めて聞くという、交流も含めてやるということ

で、今の状況の中で有効に活用されているかとい

うふうに思いますし、今の中では学校から細かい

話は聞いていませんけれども、十分ＡＬＴの活用

として対応できている範囲かなというふうに考え

ているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） ４技能を高めると

いう部分になると、私も英語は余り得意でありま

せんけれども、高めるという段階においてはやは

りいっぱいそういうような現場のそういうＡＬＴ

が必要なのではないのかなというふうに思ってい

ます。今学んでいる子供たちが将来的に高校に入

る段階においては、もう試験もあるということで

ございますので、それを考えるとやっぱりもう一

歩踏み込まなければいけないのではないのかなと

いうふうに考えております。その辺については、

今後のレベルの、あるいは技能の向上ぐあいだと

思うのですけれども、しっかりとその辺踏まえて

やっていただきたいなというふうに思います。

それから、そろばん授業についてですけれども、

小学校３年生では３時間程度、４年生では２時間

程度という、もう本当に少ない基本的な取り組み

内容ですけれども、そろばんをやることという目

的は、やっぱり小学校の中学年も３年生ぐらいに

なるとどうしても数学のところにつまずくという

ところがあるみたいなのです。それから、書かれ

ているのが記憶力とか集中力とか、あるいは暗算

力とか計算力とか、そういうようなものがそろば

んやることによって発達するというふうに聞いて

いるのですけれども、それは今後そういう授業の

中で時間単位があるから制限されるとは思うので

すけれども、やはり子供たちにとってはそういう

ようなものを少し向上させる部分があってもいい

のかなというふうに考えているのですけれども、

その考えについて何か見解がありますか、ふやす

ということはできないとは思うのですけれども。
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〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） そろばんにつきまし

ては、私の年代でいけば必ず家にそろばんがあっ

て、家族や何かでもそろばんをよく家でもはじい

ていた時代なのですけれども、今は家庭にもなか

なかそろばんが多分見られないような状況になっ

ていて、教材として学校に備えついているという

状況であります。先ほど申し上げましたとおり、

それぞれ小学校３年生、４年生の時数については

限られていますけれども、その中でそろばんはど

ういうものかというのと基礎的な計算方法を教え

ているところであります。その時数をふやすとい

うことは、これは議員がおっしゃられたとおり大

変難しい状況になろうかというふうに思っていま

すので、違った形でそろばんを教えるのに、そろ

ばんに取り組むきっかけづくりができないかとい

うところもちょっと今後考えていきたいなという

ふうに思っているところであります。例えば放課

後子ども教室を今やっているわけですけれども、

その中での一つのテーマとしてできないのか、ま

た社会教育の何かの取り組みの中でそういったこ

ともできないかどうかも含めてちょっと考えてい

きながら、そういったことが取り組める状況があ

れば取り組んでまいりたいというふうに考えてい

るところでありますし、この前の新聞報道ありま

したけれども、東中学校の３年生が暗算１０段を

受けて初めて名寄で受かったということでありま

すので、そういったこともそろばんの普及にもつ

ながっていくというか、そろばんも改めて再認識

して、その予算も含めて皆さんが、保護者の方も

感じていただいていければいいかなというふうに

思っていますので、先ほど申し上げたとおりにそ

のきっかけづくり的なものはできるところがあれ

ば取り組んでまいりたいというふうに考えていま

すので、御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 今計算だけだった

ら電卓の時代なのですけれども、やっぱりそろば

んを使うことによって、先ほど言った記憶力だ、

集中力、忍耐力あるいは暗算力、こういうような

ものが鍛えられるということになれば、何かそう

いうものをきっかけをつくってやってほかのとこ

ろで学ばせるとか、そういうきっかけを捉えられ

るような授業になっていけばいいのかなというふ

うに考えていますので、今後検討いただきたいと

いうふうに思います。

それでは最後に、部活動について伺いますが、

先般報道でも部活動の顧問の先生の負担が大きい

ということで、文科省も中学校では週２日以上、

高校では週１日以上休養日を設けるというふうな

こともやっておりますし、また担任の先生が、や

っぱり顧問の先生がいろんな業務をやっているの

で、業務アシスタントの配置とか、あるいは保護

者らの要望に対応する際に弁護士等専門の支援を

受けられるような仕組みを進める、あるいは導入

するというようなことも文科省では打ち出してい

るみたいですけれども、今現状で顧問に当たって

いる人は中学校あたりでは７割の方が、大体全教

員がほとんど部活の顧問になっているというふう

に聞いております。先ほど負担が多いというのは、

指導に追われて教材研究とか、あるいは生徒と向

き合う余裕がないというふうになったら本末転倒

になっているわけですから、今の現状ではやはり

そういう事情がかなりあると思うのですけれども、

外部指導者をもうちょっと入れながら、あるいは

そういう今国でやっている以上、先取りしながら

やれるというふうなことは今の現状で進められる

かどうか、この見解を伺って終わりたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今議員からありまし

たように、教職員におきましてはさまざまな取り

組み、やることが増加している状況もありまして、

かなり負担がふえていることから、複数体制での

顧問が指導に当たったりしているところでありま

す。外部指導者の活用ということでは、私もそれ
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は大変必要なことだと思いますし、負担を軽減す

ることとあわせまして、教職員の方がそういった

スポーツ経験のない方も顧問に当たっているとい

う状況もありますので、そういった面では専門的

な指導に当たるという意味も含めて外部指導者の

活用というのは大変重要視できるかなというふう

に思っています。ただ、現段階ではその外部指導

に対する法令的な位置づけが明確になっていない

ということで、先ほど議員が言われましたように

文部科学省のほうでは指導だったり、顧問であっ

たり、引率、そういったものをきちんと法令で位

置づけていくこと、仮称でありますけれども、部

活動指導員として位置づけをしていくということ

で検討されていますので、その動向を見きわめな

がら、うちのほうも対応してまいりたいというふ

うに思っています。やっぱり学校現場に入ります

から、きちんとした位置づけがなければ子供たち

に何かけがとかあった場合は外部指導者に迷惑か

けることになりますので、そういった法的な部分

もきちんと注視しながら今後対応してまいりたい

と考えていますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐々木寿議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０３分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

平成２７年度決算概要にかかわって外２件を、

佐藤靖議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 議長の御指名いただ

きましたので、通告順に従い順次質問をしてまい

ります。

１点目は、平成２７年度決算概要についてであ

ります。名寄市の平成２５年度決算は、実質公債

費比率、将来負担比率とも改善となったが、大き

な要因の一つは一般会計繰り入れの約４割を占め

る地方交付税に臨時財政対策債発行可能額を加え

た標準財政規模が確保されたことによるものであ

る。このことは、自立的な財政運営とは言えない

状況であり、将来の重要な財政課題である普通交

付税における合併算定がえ終了を見据えると、楽

観視できるものではないことを示している。これ

は、平成２７年度予算編成作業に当たり２６年１

０月３１日に発せられた市長訓令の表現です。自

立的な財政運営とは言えない、楽観視できるもの

ではないと厳しい見通しを示し、その中にあって

も市民生活向上や課題解決のため、原課が精査し

ながら編成した予算案を財政課長、総務部長、副

市長、そして市長という４段階の査定の中でさら

に切り込みを行った結果、当該年度の当初予算は

一般会計で過去最高の２３２億 ６３３万 ００

０円となりました。その後必要に応じ補正増額も

行いましたが、行政報告によれば２７年度決算概

要は一般会計では繰り越しすべき財源を除いてお

おむね５億 ０００万円の黒字、基金残高も前年

度に比べ９億 ７５８万 ０００円増の８０億８

２２万 ０００円となりました。自立的な財政運

営とは言えない、楽観視できるものではないとい

いながら、終わってみればこの多額の黒字計上、

基金積み戻しは、財政健全化が守られた将来への

蓄えという言葉だけで理解できるのでしょうか。

改めて予算編成方針と決算概要の整合性について

お伺いします。

加えて市長は、平成２２年の市長就任時、この

市議会の場において民間会社名寄市的発想の行政

運営を第一義に訴えました。行政と民間の財務シ

ステムの差異は理解するものですが、民間では毎

月財務状況を明らかにし、効果的な財務運営や投

資、改善を図りますが、市長は財政運営にかかわ

りどう民間会社名寄市的発想を導入し、市民の期

待する効果的な財政運営を図っているのかについ

てもお伺いします。

また、今回の行政報告の中で歳出にかかわり、

各費目における歳出削減による不用額を黒字の主
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な原因に掲げておりますが、さまざまな市民ニー

ズを厳しい財政事情の名のもとに削減している中

にあって、この言葉の意味を改めて御説明いただ

きたいと思います。

小泉内閣による三位一体改革以降、名寄市にあ

っては財政上における厳しい見通しを強調しなが

ら、さまざまな小さな施策の見直しを行ってきま

した。しかし、一方では市民ニーズ、時代の趨勢

から大型事業も展開しています。その中にあって

も２７年度決算でいえば５億 ０００万円の黒字、

９億円を超える基金増が現実です。ことし４月末

の名寄市の高齢化率は３ ９１％とまさに高齢社

会自治体となっています。財政状況が黒字により

好転しているのであれば、もっと的確に市民ニー

ズを把握され、市民生活向上に直結する施策の展

開、改善に結びつける必要があると考えますが、

御見解をお伺いします。

２点目に、現在策定作業が進められている総合

計画にかかわり質問をいたします。ことし１月に

示された名寄市総合計画第１次の推進状況の中で、

関係者とのさらなる協議、財源の確保などを理由

に同計画で実現を見なかった地域自治区の創設、

図書館の改修、市役所庁舎、消防庁舎の整備につ

いて、第２次計画の中で方向性を示す決意につい

てお伺いします。

地域自治区についてはこの後同僚の奥村英俊議

員が厳しく姿勢をただしますので、私は特に市役

所庁舎のあり方と図書館改修に対し、総合計画策

定審議会の協議の成り行きを注目しながらも、理

事者の基本的姿勢についてお聞かせをいただきた

いと思います。庁舎のあり方についてはこれまで

も議論をさせていただいておりますが、危機管理

上、耐震度上、そして人口２万 ０００人程度の

自治体として、さらには名寄市公共施設等総合管

理計画推進上から改めて基本的考えをお伺いしま

す。

また、今後議会の場においても議決事項である

基本構想、基本計画について議論されることにな

りますが、基本的姿勢についてお伺いします。１

つは、市民ニーズの把握と計画への反映手法につ

いてであります。昨年１１月広報にあわせ別冊と

してアンケート用紙を全戸配布し、返信用封筒で

回収をされていますが、結果的には１万 ２６４

世帯への配布で回答は５８４人、率にしてわずか

に １％、人口では２％にとどまっています。そ

のほかワークショップで１０６人、タウンミーテ

ィングで１９０人、まちづくり懇談会で１７６人、

合計４７２人でありました。策定審議会において

も部会によっては開催が３回にとどまり、出席者

の日程調整が難しい状況にあるという声も聞きま

す。総合計画は、名寄市にとって１０年後を見詰

めた最重要計画であり、その意味でも市民のニー

ズをしっかりと把握し、市民の合意に基づく計画

策定が求められますが、数字上ではそういう姿が

見えないのが現実であります。改めて素案策定を

間近に控え、行政として状況をどう把握されてい

るのか、さらには新計画での１０年、市と市民が

ともに同じ方向を見詰め歩むためには、策定後の

計画を互いに共有することも重要と考えてもおり

ますが、その手法についての考え方をお伺いしま

す。

最後に、新名寄市病院事業改革プランについて

お伺いします。まず、経営指標にかかわる数値目

標の特に収入確保についてでありますが、平成２

５年度実績によりますと患者１人１日当たりの診

療収入は一般科入院５万 ６３９円、精神科入院

１万 ４２０円、一般科外来 ５５８円、精神科

外来 ２０１円となっていますが、黒字化となる

平成３１年度目標では一般科入院６万 ８４７円、

精神科入院１万 ８６５円、一般科外来１万６４

９円、精神科外来 ０９７円と伸びることが想定

されています。人口減少、少子化、さらに急性期、

回復期、慢性期の病院間の役割分担が目指されて

いる中にあって、この数値が可能とする根拠をお

伺いします。

また、行政報告の中で市長は、平成２７年度病
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院運営概要について入院で ０８７人、外来で

０４６人の増加となったものの、収支では病院事

業収益で８７億 ４８６万円、病院事業費用で９

０億７０７万円と差し引き２億 ２２１万円の単

年度純損失を計上したと明らかにしました。内容

においては、入院収益は３億 ３３１万円増収、

外来でも循環器内科、救急科の患者数が増加した

ことから ３５０万円の増加となったものの、医

療スタッフの充実の結果、給与費で前年度比１億

１０４万円の増、患者増に伴い診療材料費で１

億 ５３３万円の増となったことが約２億円の純

損失を計上する背景にあるということですが、今

回のプランではマンパワーの確保に努めるととも

に、患者の増によって診療材料費もふえることが

想定される中にあって、どう３１年度の黒字化を

見据えているのかお伺いします。

最後に、一般会計負担金の考え方についてお伺

いします。この中では、救急医療、小児医療、周

産期医療のいわゆる不採算部門の経費については、

引き続き総務省の繰り出し基準に基づいた繰り入

れを受ける必要にあるとしていますが、これはあ

くまでも同基準に基づいた繰り入れしか望まない

ということなのか、また上川北部のみならず、宗

谷、留萌、オホーツクの一部地域からも救急医療、

周産期医療の患者を受け入れる状況にあり、これ

らにかかわる経費負担について適切なあり方を検

討しているが、適切なあり方の基本的考え方と可

能性及び方向性についてお伺いし、この場からの

質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま佐藤議員か

らは、大項目で３点にわたり御質問いただきまし

た。大項目の１及び２につきましては私のほうか

ら、大項目の３につきましては病院事務部長のほ

うから答弁となりますので、よろしくお願いいた

します。

初めに、大項目の１、平成２７年度決算概要に

かかわって、小項目の１、当初予算編成方針と決

算概要との整合性について申し上げます。さきの

行政報告においては、平成２７年度の一般会計決

算につきましてはおおむね５億 ０００万円の黒

字と御報告を申し上げましたが、出納閉鎖を終え、

現在決算に係る計数整理中ではございますが、お

おむね６億 ０００万円の実質収支となる見込み

でございます。主な要因といたしましては、行政

報告のとおり、１つとして地方交付税が予算額を

上回ったこと、２つとして歳出削減などによる不

用額によるものと思われます。実質収支は、地方

公共団体の財政運営の良否を判断する重要なポイ

ントであることから、平成２７年度の一般会計決

算の実質収支を捉えますと、良好であったと考え

られます。しかしながら、本市の歳入構造には依

然として自主財源の比率が約３０％と低い状況に

あること、また約７０％の依存財源のうち、地方

交付税が約４０％を占めており、地方交付税に依

存している状況でございます。また、市債の残高

につきましても近年の大型事業の影響により残高

が増加傾向にあります。さらには、今年度からの

普通交付税の合併算定がえ縮減による地方交付税

の削減や公共施設やインフラ施設の老朽化対策な

ど、本市の財政的課題は山積しており、こうした

ことからも予算編成の訓令で述べているとおり、

決して自立的な財政運営とは言いがたく、楽観で

きるような状況ではないと考えているところでご

ざいます。

また、市長の民間的発想の導入といたしまして

は、トップセールスによる名寄の売り込みを初め

とし、ホームページのリニューアルやフェイスブ

ックによるわかりやすい情報の発信、総合窓口の

設置によるより親しみやすく、利用しやすい市役

所づくりなどにおいて発揮されておりますし、財

政運営におきましては平成２２年度決算より財務

書類を作成してきておりますが、今後においては

それら財務書類を行財政運営の有効な手段として

活用してまいりたいと考えております。

次に、小項目の２、各費目における歳出削減の
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意味と不用額についてでありますが、経常的経費

の予算の執行に当たりましては、各担当部局にお

いて改めて無駄がない、効率的な執行に努めてい

るもので、また人件費や扶助費といった義務的経

費の執行残などにより、毎年度の決算時には不用

額が生じ、このことが実質収支が黒字となる主な

要因と考えられます。特に平成２７年度決算にお

いては、燃料単価が予算編成時より低く推移した

ことから、燃料費の歳出削減が例年以上に生じた

ことも大きな要因と考えられます。このように予

算づけしている事業について市民サービスを確保

しながら、効率的あるいは適正な予算執行の結果

として不用額が生じたということでございますの

で、御理解いただけますようお願い申し上げます。

次に、小項目の３、市民ニーズと黒字決算につ

いてでありますが、毎年度決算剰余金につきまし

てはその２分の１以上を財政調整基金または減債

基金に積み立てし、その残りにつきましては次年

度へ繰り越しし、主に補正予算時の財源として活

用させていただいております。引き続き限られた

財源の中で、市民の多様なニーズをしっかりと把

握をし、その結果速やかに実行すべき事業につき

ましては年度途中であっても補正予算等で対応さ

せていただきたいと考えてございます。

続きまして、大項目の２、名寄市総合計画第２

次について、小項目の１、第１次総合計画の積み

残し事業への考え方と対応について申し上げます。

まず初めに、第２次総合計画策定の進捗状況につ

いてでありますが、さきの議員協議会におきまし

ても御報告をさせていただいたところでございま

すが、現在各専門部会での議論が行われておりま

して、今後総務部会及び全体会議となります策定

審議会を経ましてまとめを行い、７月下旬の市長

への答申が予定されております。本市といたしま

しては、この答申を受け、市としての案を取りま

とめ、パブリックコメントを経まして市議会へ提

案をさせていただきたいと考えてございます。

さて、お尋ねのありました第１次総合計画の積

み残し事業への考え方についてでありますが、御

質問にありましたように、地域自治区、市立図書

館、これらについては積み残し課題として、また

市役所については第２次総合計画の中で議論させ

ていただきたいとしておりました。本市の総合計

画は、第２次総合計画策定方針で示すように、市

民と行政とが協働してまちづくりを進める行動指

針として作成するため、市民参加を基本的な考え

方とし、市民意見の反映を策定手法としているた

め、策定審議会の答申を尊重しながら、市の考え

を加えて市民の皆様、議会にお示ししたいと考え

ており、現段階では明確に申し上げることはでき

ませんが、いずれも市政運営の重要な課題と認識

しておりますので、今後お示しをします第２次総

合計画案の中で方向性を示したいと考えておりま

すので、御理解いただきますようお願いいたしま

す。

次に、小項目の２、市民ニーズの把握と反映に

ついて申し上げます。この間総合計画の策定に当

たりましては、先行して作業を進めた総合戦略の

アンケート調査を初めとしまして、全戸配布によ

るアンケート調査、名寄市民ワークショップの開

催、町内会組織の意識調査アンケートの実施、ま

ちづくり懇談会などを行い、市民ニーズの把握に

努めてまいりました。それぞれの取り組みにつき

ましては、市民からの回答数や参加状況などから

見ますと十分な数には至っているとは言い切れな

い状況と認識しておりますが、数に限らず貴重な

御意見をいただいていることはもとより、このよ

うな状況を踏まえ、多様な手法を講じて広く意見

をいただく工夫を凝らしてきているところでござ

います。また、そのほかにも日々市民の皆様と接

しておりますが、これら業務を通じていただいた、

あるいは寄せられた意見なども計画への反映に努

めているところでございます。

次に、小項目の３、市民との計画共有手法につ

いて申し上げます。まず、策定段階においては今

後のパブリックコメントと並行しまして市民の皆
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様への説明と意見聴取の方向について現在検討し

ております。また、市民との計画を共有する手法

についてでございますが、名寄市総合計画を全て

記載をした冊子の作成のほか、計画内容を要約し、

見やすく編集したダイジェスト版の作成、当市ホ

ームページの公開による自由閲覧環境の提供、出

前トークによる説明会などを考えてございます。

特にダイジェスト版につきましては、全戸配布に

より市民周知に努めてまいりたいと考えておりま

すが、さらに読みやすい工夫をさせていただきた

いと考えておりますので、よろしくお願い申し上

げます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 私から

は、大項目３、新名寄市病院事業改革プランにつ

いてお答えいたします。

１点目の現状の実績に対して収支均衡を目指す

平成３１年度での診療収入の伸びについての捉え

方でありますが、前提としまして地域医療構想や

本改革プランにおいて市立総合病院は高度急性期

及び急性期を中心とした役割を担うことを基本と

しております。まず、過去５年の１日当たりの診

療収入単価については、年度によりばらつきもあ

りますが、平均して年 ８％程度の伸びで推移し

てきております。平成２８年度以降の試算に当た

っては、国の総医療費の抑制の方向性を視野に入

れると、平成３０年度と３２年度の診療報酬改定

を見据えた場合に従来のような高い伸びは期待で

きないものの、計画としては年 ９％程度の診療

収入単価の伸びを想定できると考えております。

その理由といたしまして、入院では７対１看護基

準を維持する中で、ＤＰＣの適正なコーディング

や入院期間をこれまで以上に見定めること、地域

包括ケア病床の活用や地域の慢性期病床を有する

病院と連携を密にし、患者の状態に合わせて転床、

転院を推し進めることなどで診療報酬を高目に維

持していくことを目指しております。

また、外来では初期診断をかかりつけ医で受け

た紹介患者や急性期の疾患について集中的に診療

が必要となる患者の比較的高度な検査や治療を担

うことが求められており、一定程度落ちついて継

続的な経過観察や投薬に移行した患者については、

かかりつけ医の受診に戻ることになります。その

ため、診療収入単価は相対的に上昇していくと見

ております。

御指摘のとおり、プランの中で医療圏域の人口

が減少すると予測を示しておりますことから、患

者数も増加しないのではないかと推測されている

と思いますが、道が示しました地域医療構想の基

礎資料の中では、上川北部２次医療圏内の７５歳

以上の人口は２０２５年には ６％増加すると推

計されております。患者数の面では、かかりつけ

医の受診に移行した慢性期の患者数は減少するこ

とになりますが、上川北部に加え、宗谷管内での

医療機関における医師不足は深刻なものがあり、

また高齢化の進展に伴い、脳血管疾患や心臓血管

疾患など高度な急性期医療を必要とする患者数は

むしろ増加することが予想されているため、地域

のかかりつけ医では治療が困難な疾患を有する患

者が当院を受診するケースは今後ふえると想定し

ております。これらの想定に対応するためには、

地域における医療機関との連携が重要であり、今

後は地域医療連携室の強化や逆紹介の増加に努め

るとともに、病院の機能、役割の分担について市

民の皆様に御理解をいただくよう各方面の御協力

もいただきながら周知を図ってまいりたいと考え

ております。

次に、２点目の平成３１年度の収支均衡をどの

ように図っていくかについてでありますが、プラ

ンでは職員数につきまして平成２８年度からの３

年間で看護師を中心とした医療スタッフで４５名

の増員を想定しており、職員給与費につきまして

は平成２７年度決算から平成３１年度までの４年

間で約３億 ０００万円の伸びを見込んでおりま

す。また、材料費についても高度な急性期医療を
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必要とする患者の増加を想定していることから、

同様に約１億 ０００万円の増加を見込んでおり

ます。これらの費用は、病院機能の役割分担が明

確化し、当院が急性期医療を中心とする中で病院

機能を維持するために必要なコストとしてプラン

に盛り込んでいるところであります。

一方で、先ほども申し上げましたが、収入につ

いては急性期医療を中心とすることで診療収入単

価の伸びが想定されること、高齢化の進展により

高度な急性期医療を必要とする患者については増

加が推定されることから、平成２７年度決算から

平成３１年度までの４年間に医業収益で約１０億

０００万円の増収を想定しております。基本的

な考え方として、必要な答申による増収分をもっ

て増加するコストを吸収しながら収支均衡を目指

しておりますが、実現には幾つかの課題があり、

御指摘のとおり決して簡単に実現できるものでは

ないと認識しております。今後の収支改善策とし

ては、プランに基づき医業収益の確保と適切な診

療報酬の請求強化、業務改善による効率的な人員

配置や費用分析の強化などに取り組んでまいりま

す。あわせて、地域の医療機関の役割分担と連携

強化、それに伴い受診する患者側で適切に医療機

関を選択していただくことが地域の医療を持続的

に維持発展させ、当院が急性期医療を提供し続け

ることができる病院であるためにとても重要とな

ります。

また、具体的な費用の抑制手法の一つとして、

診療部門別原価計算システムの導入を計画してお

ります。このシステムにより当院の現状を的確に

把握し、より詳細な経営分析を行い、将来的に限

りある医療資源を効果的に投資することで、でき

る限りコストを抑えた形でよりよい医療を実現し

てまいりたいと考えております。

次に、３点目の一般会計からの負担金と周辺市

町村からの費用負担のあり方についてであります

が、平成２７年度決算において一般会計からの繰

出金は救急医療や小児医療など総務省が定める繰

り出し基準に基づいたものが９億 ９４８万円、

市独自の繰り出しである看護師確保に要する経費

が ０００万円、合計で９億 ９４８万円となっ

ております。当院の考え方としては、決して基準

外繰り入れを受けることを否定するものではあり

ませんが、ガイドラインにおいては公立病院とし

て不採算部門の機能を維持しながらの改善が求め

られており、その点を根拠に国が一般会計から繰

り出すことを認めている趣旨を考慮した上で、現

時点では基準外繰り出しについて計画に組み込む

ことなくプランを作成したものであります。今後

診療報酬制度の大幅な改定や地方交付税制度の大

規模な改編など病院経営に多大な影響を受ける事

態が生じた場合には、地域における急性期医療の

重要性を考慮しながら、プランの変更及び一般会

計からの負担の可否について市と協議してまいり

たいと考えております。

また、周辺市町村における費用負担の考え方に

ついてですが、例えば救急外来の受診患者数は平

成２７年度の実績で上川北部医療圏にお住まいの

患者が約２６％、宗谷管内を中心とした道内在住

の患者が約１４％と合わせて４割の患者が名寄市

外からの受診となっております。また、医師の確

保が困難な各市町村の病院等に対して、医師や技

師などの医療スタッフの派遣を実施しているとこ

ろです。既に北・北海道中央圏域定住自立圏共生

ビジョンにおいて、それぞれの事業について構成

市町村の費用負担などが示されておりますが、医

師の地域的偏在により一部の病院では必要な医師

の確保がさらに困難となっているなど、地域医療

の環境は変化し続けていることから、今後地域医

療構想に基づいた各病院の機能の変化を見定めた

上で、宗谷管内を含めた北北海道を構成する市町

村との連携を構築しつつ、当院を含めたそれぞれ

の適正な負担のあり方について提案を検討してま

いりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。
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〇１４番（佐藤 靖議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、基本的な状況というのは理解

をするものでありますので、いただいた答弁をも

とに再質問へ移行していきたいと思いますが、ま

ず決算概要にかかわってでありますけれども、ち

ょっと視点を変えて見てみると、今の決算状況あ

るいは予算編成状況をつくるときに、やはり基本

になっているのは新名寄市行財政改革推進計画、

これが一定程度基本になっていると思いますが、

ここで同計画で掲げている改革の必要性、理念、

基本方針について、これまでの計画推進が堅持さ

れてきたという認識でいらっしゃるのか、まずお

伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私どもとすれば、前

向きなところについては総合計画をもとに進めさ

せていただきますし、ある意味ではその進捗状況

を含め、手法を含めて点検するところがまさに行

財政改革の推進計画だと思っていますので、全て

が取り組めているかというとまだ途上なものはあ

るかと思いますが、基本的にはその考えを踏まえ

ながら取り組みを進めさせていただいているとい

う認識であります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今決算というか、財

政の部分ですので、全体的には行財政改革でなく

財政の部分でいうと、この改革の必要性の一つに

盛り込まれた計画を実施すべき最大理由について

は、地域の財政がさらに縮小していくことが予想

されているというのがこのときの計画の推進の基

本であります。名寄市は、今そういう状況にある

のでありましょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 財政規模からいきま

すと、近年は増加傾向にあるということでありま

すが、ここは毎年度の点検をしながら、あるいは

必要なものについては取り組んでいくという方針

のもとに進めさせていただいたということであり

ます。縮小するものは縮小させていただいており

ますし、新たに取り組まなければいけないものに

ついては議会にも相談させていただきながら、こ

の間取り組みを進めさせていただいたという考え

ではあります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 特に健全財政の柱と

なっている表現に１つ、一般財源の増額の伸びは

期待できず、今後の財政状況は悪化と硬直化が予

想され、依然として厳しい状況にあるとする見通

し、これは正しいということになるのか。加えて

また、合併を選択しただけではふえ続ける収支不

足を簡単に解消できないという見通しについても

ここ数年の予算編成状況あるいは決算状況から見

て正しいという判断をされているのか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） この間財政規模が膨

らんできたというのは、喫緊の課題としていわゆ

るハードと呼ばれる分が必要だったということで

す。これは、合併以前から両市町が抱えていた懸

案事項、単独では実施ができなかったので、合併

に伴って実施ができた部分もありますし、新市に

なってから必要だということで整備したものもあ

りますが、そういった部分に基づいて財政規模が

膨らんできたというふうに認識をしております。

これらを実施するに当たっては、私どもも特定財

源の確保ですとか、あるいはこの間基金なんかを

使わせていただきながら、あるいは起債も含めて

財源の効率化というのでしょうか、適切な財政運

営を図りながら進めてきたということであります。

御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今実施本部の中の事

業等見直し検討部会、ここが進めている新たな使

用料設定基準の策定と使用料の見直しについて、

この作業を進めておりますけれども、平成２３年

第３回定例会で行財政改革推進実施本部内での協

議をもとに学校施設等施設使用料の見直しを求め
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る条例の改正案が提出されて、議会では特別委員

会を組織して１０回議論をしてきて、最終的には

理事者の提案を受け入れたわけですけれども、こ

のときの財政状況は２２年度決算、前年度決算か

らいえば一般会計で１億 ０００万円の黒字、基

金総額は４６億 ３５９万円、先ほど言ったよう

に今回の黒字は６億 ０００万円、それで基金は

８０億円、この状況の中でのこういう今例えば市

民の皆さんに、これから協議されて議会に提案さ

れるのかもしれませんけれども、国もそうであり

ます。今回の消費税増税もそうでありますけれど

も、やっぱり市民財政、市民の状況がどうあるべ

きかというのを考えてこういうものを出してくる

というのは、検討されるというのはいいのですけ

れども、そこに視点がなくて計画を推進すること

だけが主になってくると、私はちょっと本末転倒

だというふうに思うのですけれども、今現在総務

部長はこの件についてどういうふうにお考えにな

っていますか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 議員が言われますよ

うに、計画があるから進めるということではなく

て、やはり計画を立てたときの考えなり目指すも

のがあるわけでありますので、それに基づいて計

画を進めていくということになります。計画であ

りますので、必要なときには見直しを含めて必要

なのかもしれませんが、今回の使用料の見直しに

当たってはいわゆる財源確保を主たる目的として

やるということではないということです。２３年

度のときに議会にも慎重に審議をいただきまして、

使用料改正いただきました。このときは、旧名寄

市と旧風連町の中で取り扱いの異なるものがあっ

たということです。例えば象徴的に言われるのが

風連地区で言われていた施設の共通使用券があり

ました。ここについては、地区によっての差があ

る。取り扱いの違いがあります。こういったもの

についてはなくそう。あるいは、施設の中では有

料施設、無料施設がある。同じ用途なのに有料で

ある、無料であるという、ここの違いがありまし

たので、まずはそこを第１弾、見直しをして、統

一を図ろうというのが２３年度の見直しであった

というふうに認識してございます。

今回は、そのときの議論にもありましたけれど

も、もともとの使用料の算出の方法について、こ

れはそれぞれの歴史がある中で算出をされてきた

わけですから、いい、悪いということではありま

せんけれども、これについて新市としての統一し

た基準がないというのが今回の課題ということで

ありますので、そこがないとある意味では市民の

皆さんにとって公平感が保てないという部分もあ

ると思いますので、今回は財源対策を主たる目的

とするのではなくて、あくまでも新市としての基

準を設け、市民の皆さんの間にやはり公平感を持

っていただきたいというのが主たる目的として進

めさせていただきたいという考え方でありますの

で、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 財源確保が目的では

ないということですと、新しいルールをつくるの

は当然でありますけれども、そこに今回の一般会

計の６億 ０００万円の黒字、あるいは基金で残

っている８０億円、これに備荒資金の超過納付金

が入っているかどうかわかりませんけれども、入

っていないとすれば約１００億円を超える基金を

名寄市は持っている。こういう状況の中で、本当

に財源対策だけを考えるのではなくて、市民生活

を考えたルールをつくると。これはなぜそれを言

うかというと、２３年の特別委員会をつくったと

き、東委員長のもとでやりましたけれども、結局

最初はやっぱり意見が分かれたのです、議会側。

不均衡はあったにしろ、やはり低いほうに合わせ

るべきだと。やはり市民が利用するものというの

は、もっと利用しやすいようにすべきだという議

論もあります。でも、結果的にはやっぱりこのと

きの財政事情が、あるいは将来の不安を含めると

市民の皆さんにも一定担っていただくものは担っ
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ていただこうと。不均衡はあるのなら、やっぱり

担っていただくのはいただこうという論理はあり

ますけれども、今回６億 ０００万円という一般

会計の黒字を出して、基金も積み立てて、さらに

ここに本当に財源対策というものがないとすれば、

低いほうに合わせるものも含めての検討というふ

うに考えてよろしいでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 先ほど申し上げまし

たように、今回については主としては財源対策で

なくて、あくまでも新市としてのルールを決め、

市民に公平感を持ってお使いいただけるというの

を主眼とさせていただきたいと思います。ただ、

将来にわたって施設については維持をしていくと

いうのもありますので、主たる目的でありません

けれども、将来にわたって維持できる部分も当然

加味はしていかなければいけないかと思っていま

す。御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） そこに６億 ０００

万円の黒字は配慮するのですかということです。

この６億 ０００万円は、確かに交付税がふえた

り、いろんなものでやっていくと、結局不用額を

含めて、やっぱり市民の皆さんの御協力を得て６

億 ０００万円という一般会計の黒字を出して、

基金にも積んだものがあったというふうに考えた

ときに、そこを例えば消費税ではないですけれど

も、先送りしてでも今市民生活をどうやって守る

のか。ルールはいいですよ。そういう見地を持っ

て検討されるのですか、それとも今までのとおり

の見直し部会をそのまま引き継がれてくるのです

かという、そこが私大きな分かれ道になると思い

ますけれども、総務部長はどういうふうにお考え

になりますか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 当然単年度の決算を

踏まえてということにはなかなかならないと思い

ますけれども、今後の財政の状況の見通しも含め

た中で考えていかなければいけないことだという

ふうに思っておりますし、導入の時期についても

先ほどの議員協議会の中でもお話しさせていただ

いたように、国の消費税の動向についてもいまい

ちと言ったら言葉悪いですけれども、ちょっと不

透明な部分もありますので、消費税も含めて当然

そこの部分はオンになりますので、そこも含めた

中で導入時期等についても検討はさせていただか

なければ、考慮しなければいけないのかなという

ふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） この間市民の皆さん、

今部長おっしゃるように将来的に財政的に不安が

あるというものを含めて、やっぱりいろいろ我慢

してきた。例えば福祉バスの補助金なんかそうで

すよね。今まで利用できたものを有料化にしたと。

それによってどんな影響が出ているかと分析され

ていますか、田邊部長。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 分析とまではい

きませんけれども、各高齢者団体、利用されてい

る団体等の会合等でいろんな御意見はいただいて

おりますし、また今回の福祉バスの若干の要綱の

改定等についても丁寧に御説明させていただきた

いと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） そういうことではな

くて、有料化にしたこと、負担をふやしたことで、

今各団体、いろんな町内会もそう、老人クラブも

そうでありますが、高齢化なり会員が減少してい

る状況があって、会費や何かの納入を含めてなか

なかうまくいかないと。そのときにバスを利用し

て社会福祉あるいは生涯学習、いろんなことに活

用しようというときに、さらにお金を出すという

システムが利用度、あるいは社会教育上、生涯学

習上支障があったのかなかったのか。場合によっ

ては、そういうことであるならば市民の皆さんの

要望が強いなら、こういう６億 ０００万円の黒
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字を出した状況を考えると、やはり市民の皆さん

に還元する、それが私はある意味で民間会社名寄

の発想だと思うのです。市民の皆さんは顧客とい

う市長の認識でいらっしゃるなら、やはり還元す

ると。市民の皆さんにどうやってこの名寄に住ん

でよかったか、どうやって活動を活発化させるか

というふうに一方視点にあったほうがいいと思う

のですけれども、お答えは。橋本副市長。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 佐藤議員の壇上からの

質問も踏まえまして、どうしても市民ニーズとい

う部分が今回大きな質問のテーマとしてクローズ

アップされているというようなことであると思い

ます。まず、６億円を超える基金でありますけれ

ども、これ私どもも今考えなければならないのは、

佐藤議員の一番最初の質問で一般財源、それから

財政の縮小ということで、どうなのだということ

がありました。単年度決算で見れば確かに黒字な

のですが、この議会の中でもいろいろ出てきまし

た。公共施設の老朽化、あるいはいろんな要因、

それから公債費の部分も加えますと、総量を見ま

すと必ずしも楽観視できる状況ではない。その中

で単年度黒字ということであります。行財政改革

の中で市民の皆様に御理解をいただきながら削減

してきている部分もあるのは認識しております。

今後この１０年間が総合計画でございますので、

この中で今後の財政展望もこれはきっちり明らか

にしなければならないと思っております。いろん

なファクターあって非常に難しい問題ですが、改

めて市民ニーズの把握にはこれ努めなければなら

ないと、ここは思っております。それと同時に、

ちょっと言葉は悪いですけれども、どうしても危

機感というものが我々にもあります。将来財政に

向けた危機感、それから午前中の御質問でもあり

ました、今の病院の御質問でもありましたけれど

も、２０２５年に７５歳以上の方で団塊の世代が

ふえてくるという、こういう実態もございます。

そうなりますと、やはりこの１０年間を見据えた

中で危機感をどこまで市民の皆さんと共有し、そ

の中でどこまで市民ニーズを把握できるか、そし

てそれを実現できるか、これ名寄市一体となって

取り組まなければならないものであると改めて認

識させていただいたところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 市民ニーズのとりよ

うというか、それは副市長おっしゃるとおりなの

です。だけれども、結局小泉内閣、その前の合併

前からずっとそうでありますけれども、三位一体

改革、その前の財政状況からも財政が厳しい、苦

しい、厳しい、苦しいでずっときているのです、

名寄市。そのために市民の皆さんに負担はどんど

ん、どんどんお願いしているのです、公共料金の

値上げ、あるいは除雪、排雪、全てにおいて。き

のう、きょうもそうです。質問すると、財政が厳

しいから、財政状況がと言うけれども、結果的に

今年度これ見たら６億 ０００万円の黒字を出し

ているわけです。この第１次総合計画の推進状況

の健全な財政運営の中で、目標に対する実施状況

というのがあります。平成２８年度から開始され

る普通交付税の合併算定がえに備え基金を確保、

平成２７年度１２月現在での想定では２７年度末

における一般会計基金残高は約６８億円、実質８

０億円です。１２億円ふえているのです。ですか

ら、こういうことを市民ニーズを的確に捉えて、

今お返しできることはする。やっぱりそこを市民

の皆さんに一緒に名寄市として考えていけるよう

な施策を展開することが、私はそれが市長が言う

民間会社名寄市、要するに計画に左右されるので

なくてきちっとした顧客たる市民のニーズを的確

に把握して、それを施策に反映する。していない

とは言いませんけれども、どこを体系的に考えた

らいいかというのがあってもいいのではないか。

その背景が今回の財政を考えたときに、これから

またその財政が苦しいという状況が言い切れるの

か、市民の皆さんはそれは理解できるのかと思っ

ていたら、それこそ水間室長のきのうの答弁では
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ないですけれども、サンピラーだって ７００万

円市からお金を入れて、さらに ９００万円赤字

をつくって、今度はお風呂を直してという話。し

かも、そこに一回日進再整備計画というプランを

出すためにマックアースさんにきのうの市長の答

弁によれば実態を少し調査してみたいのだという

ことで委託をする。委託料というのは払うわけで

す。今振興公社、うち、市が半分以上の株を持っ

て大株主で、中でも振興公社ってもっと行政の営

戦と交流といろんなところの折衝で協議したもの

をたたき上げるというのならわかるのです。また

マックアースさんに外注して、出てきたら露天風

呂つくれといったって、あの虫どうするのだとい

ったら、ではいつ調査したのよという話になって

きたら、そういうところにはお金をもっと市民の

皆さんに使うようなことがあってもいいのではな

いと。要するに臨機応変に考えたほうがいいので

ないのという、その視点を変えたほうがいいよう

に私は考えていたので、これは一般質問は言うま

でもなくそれぞれの主張を言い合って、最後は見

解の不一致は見解の不一致でいいので、判断は市

民の皆さんにしていただければいいと思いますが、

そういう見地を持たないと、次の総合計画もそう

でありますけれども、なかなか市民の皆さんとの

和というのはつくっていけないのではないかなと

思いますけれども、改めてそのことは市長からも

御答弁をいただきたい。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） まず、財政的な見解、私

なりにも非常に先行き厳しいとやっぱり思ってお

ります。基金が９億円ぐらいの積み増しをしたと

いうことでありますけれども、一方で公債費はち

ょっと数字はっきりしませんけれども、２０億円

以上多分積み増ししているのです。そういうこと

だとすると、２７年度だけで見るとそれはよく見

えるかもしれない。全体的に見ると、決していい

方向には向かっていない。今期も、２７年度も過

去最高の一般会計の規模だったと、こういうこと

でありまして、これはここにきていろんな施設や

建物が経年劣化もしてきているところもあって大

型投資が続いていると、こういうことで、しかし

やらなければならないことが続いていくし、これ

からもそれが見えてきているという非常に厳しい

状況であるということであります。その中でやっ

ぱり予算額が大きくなってくると、それだけ事業

一つ一つにきちっとした精査をしていく中で、少

しでも無駄を削っていこうということで、余って

きて出てきたという観点もあるということであり

まして、職員それぞれ一人一人のみんなの努力も

あってこれだけの黒字が出せたということですけ

れども、決してこれは切り口で見て楽観的な数字

ではないというふうに判断をしています。

振興公社の話も出ましたが、これも大変大きな

金額の投資をしていくということでありますので、

時代、時代によって背景も変わってきているとい

うことで、今回慎重にそうした専門的な見地から

の見解も改めて御指導いただいたということであ

りまして、やはり決して楽観視できる状況ではな

いので、できるだけしっかりと市民の皆さんに御

納得のいただけるお金の使い方をしていかなけれ

ばならないと。説明責任という意味で、なかなか

わかりにくいということに関しては謙虚に受けと

めさせていただいて、できるだけこうした財政事

情に関してもわかりやすく明らかにお話をしてい

く中で、市民の合意をしっかりと進めていき、政

策を進めていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 市長の言うこともわ

かるのです。でも、市民の皆さんにとって、例え

ばずっと財政厳しい、財政厳しい、財政大変だと、

将来不安だと言っていて、目標が見えればいいで

す。これ８０億円なのです。貯金というか、基金

で８０億円積んでいれば、これで一定程度頑張れ

るのだ、いや、１００億円だ。その目標がどこな

のかが見えないで毎年予算編成すれば厳しい、厳
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しい。多分いろんな団体と調整するとき、また補

助金をカットする、いや、あれをする、これをす

るというときも財政状況が悪いですからと。目標

は、市長はどこに、どのぐらい名寄の財政力があ

ったときに、ここが限度というのは言い方大変お

かしいですけれども、その目安というのは市民は

どこを見ていればいいというふうに御判断。これ

は民間会社は必ずやりますよね。例えばうちの会

社の財政状況がどうなのだ、いや、このぐらい蓄

えないと将来的にはこれを償還していくときには

銀行側から金貸してくれぬから、いろんなことを

考えて、このぐらい蓄えないとやっぱりだめだよ

ねというのがあると思うのですけれども、民間会

社名寄市の市長としてどういうふうにそこはお考

えなのか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） どれくらいの財政的な指

数が目安になるかというのは、これはこの間もい

ろんな議員との議論でもしてきたと思うのです。

これは、やっぱり一定の線をどこかで引く必要は

あるねということで我々も認識していますけれど

も、今のところでここだという議論はなかなか決

めているわけではありません。先ほどもお話しの

とおり、やっぱり我々は国からの交付税も含めて

依存財源がたくさん、７割近くを占めている中で、

なかなか入りを我々がコントロールして把握でき

ないという、そうした宿命みたいなものもありま

して、このことは国がどういう政策に触れるかに

よっても大分変わってくるということでありまし

て、そう考えると基準を決めるというのは非常に

難しいことだというふうに思います。その中で１

つ大きな参考になる指標というのは、今実質公債

費の比率だとか将来負担の比率、これは自治体別

ごとに数字、順位も出るということでありまして、

ここが大体どれくらいの位置にいるかというのは

非常に参考にはなるのかなというふうに思います。

北海道内でも名寄市は、それぞれありますけれど

も、中ぐらい、あるいは指標によっては中の上ぐ

らいということだというふうに思いますけれども、

余りにもこれが悪過ぎると非常に厳しい状況だと

いうことだと思いますし、余りにもよ過ぎても、

これはきちんと市民の皆さんに還元をしていない

のではないかという議論もあるのかもしれません。

そうしたことも一つの参考にしながら、また改め

て名寄市としてどういった財政基準を設けなけれ

ばならないのかというのは、ここは我々の中でも

議論はさせていただいて、議会議論もさせていた

だく中で、一つの指標はぜひ近いうちに設けてい

きたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今市長おっしゃられ

るように、１つはやっぱり内部的には財政規律を

どうするのかが１つ。もう一つは、やっぱり財政

をちゃんと市民が理解するように説明できるかが

１つ。もう一つは、きちっと公にする必要はない

ですけれども、内部的にやはりみんながどこを目

標にして歩めるのかという目標設定をするという

のが、私この３題がうまくいけば財政状況という

のは市民の皆さんも、あるいは職員の皆さんも理

解できると思うので、これは総合計画が来年から

スタートしますので、ぜひ早急に確立をしていた

だきたいと思います。

ただ、総合計画で気になるのは、どうしても、

今回資料として議員協議会のほうで審議経過とい

うのを出していただきました。この中で後期計画

の素案についてというのが２月２６日以降各部会

にそれぞれ所管の皆さん、部長が出て説明されて

いると思いますけれども、これがその前は新名寄

市総合計画の取り組み状況と課題です。素案につ

いてというので、やっているのは市民生活環境部

会、保健医療福祉部会、教育文化スポーツ部会、

全部１回ですよ、会議。１回で、会議の資料をそ

の後インターネットから引き出して見ると、もう

これで終わりと。あとは総務部会に渡すと。これ

が本当に市民の皆さんとの一緒の計画になり得る

のかと。そこは非常に懸念するのです。専門部会
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のインターネットで引いても、やっぱり市民の皆

さん、１０人の委員の中に、出席率もありますけ

れども、それぞれこれはどうなっていますかとい

うキャッチボールをしているのだけれども、キャ

ッチボールになっていないのです。状況を説明し

て、終わって、後で計画は出しますからという話

になると、本当に総合計画が市民総合のこの１０

年の、市長が言う１０年、２０年後のまずは１０

年後の名寄市のともに描く形になり得るのか、そ

こをやっぱり一番心配するのです。だから、この

状況についてどういうふうに、本当はもっと時間

があれば各部長にそれここの附箋しているものを

聞こうと思ったのです。時間もないですので、そ

れは後ほど個別に議論をさせていただきたいと。

実は、これは岩手県滝沢市の「幸せの特等席滝

沢」というものなのですが、これ白黒で、別に白

黒でつくったのでなくて本物は、本物というか、

カラーなのです。これをつくっているのは、これ

は基本構想をわかりやすく説明しているのです、

市民の皆さんに。これ誰がつくったかという。市

の職員でなくて岩手県立大学の学生なのです。岩

手県立大学の学生が市と協力をしてつくっている

のです。だから、わかりやすい。漫画を使ったり、

いろいろ。立派な総合計画の本計画あるいはダイ

ジェスト版も必要かもしれませんけれども、市民

の皆さんが同じ目標を向けるのはやはりわかりや

すいものをどれだけつくり上げるか。それと、う

ちの場合はコミュニティケア教育研究センターで

も同じですけれども、大学生というまさに外から

見る目を持った若い世代の子供たちがいるのです

から、その子たちと連携をして、やっぱり一緒に

つくり上げて、本当にそれを市民の計画にしてい

く努力は私は必要だというふうに思いますけれど

も、これは市長、どういうふうに考えますか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） これまでの総合計画の議

論が双方的になっていないのではないかというこ

とは、そういう見方もあるという受けとめをさせ

ていただきますが、これまで今までの総合計画で

はなかなかなし得なかったワークショップをやっ

たり、いろんな市民参加型の議論を積み重ねてき

たつもりでもあります。その中でそうした議論を

できるだけまとめる段階でどういうふうに反映さ

せていくのかというのはなかなか難しい課題でも

あって、できるだけ議員がおっしゃるようにわか

りやすい総合計画、一つの完成版としてはそれは

それできちっとしたいろんな計画が網羅されてい

るということでしょうけれども、こういう方向に

向かっていくのだというわかりやすいダイジェス

ト版をぜひとも作成をしていきたいと、そういう

ふうに考えているところであります。そのことに

よってなるほど、いろんな方が見ても、子供たち

が見てもこういう方向に向かっていくのかという

ことが何となくわかるような、そんなダイジェス

ト版にできるようにぜひ努力をしていきたいとい

うふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 総合計画については、

いずれにしてもこれから議会のほう出てくると思

いますので、また詳細については議論をさせてい

ただく機会があるというふうに思います。

病院についてもあと五十何秒ですので、それは

９月議会、院長が出てきたときにはまたお話をし

たいと思いますけれども、橋本副市長、一般会計

から繰り入れのレッドライン、あるいはイエロー

ライン、今おととしの決算からいうと監査から出

ていたのは不良債務発生まで約８億円という数字

が出ました。今回２億円赤が出ました。そうする

と、レッドラインというのはどこ。過去副市長、

助役時代からずっと不良債務発生前に市は財政投

与をするよというレッドラインというのは、どこ

というふうに橋本副市長が考えているのかをお伺

いして終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） これは、まだ正直言っ

て改革プランが出てきたばかりということもござ
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いまして、具体的な数字は今現在持ち合わせてお

りません。いろんな外部要因があります。診療報

酬の改定ですとか、それから急性期医療というこ

とで地域医療構想の中で示されておりますので、

その中でどれくらい名寄市立総合病院がお金を稼

ぐというのがあるのですけれども、収入を得るこ

とができるか。また、東病院もございます。当然

うちの病院事業会計については東病院と名寄市立

総合病院の２つでできておりますので、この２つ

がバランスよく機能して初めて収益も上がってく

るし、地域の医療も支えていくことができると思

っています。具体的な数字については、今私まだ

持ち合わせておりませんけれども、実際改革プラ

ンが始まりましてどのような状況になってくるか、

それで一番重要なファクターが交付税の状態であ

ります。この２つを兼ね備えた段階でもって不良

債務比率、あるいは資金ショートの関係も踏まえ

て、一定の数字についてはまた病院のほうと相談

させていただきたいと思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐藤靖議員の質

問を終わります。

児童生徒の学力と豊かな心の育成を図る取り組

みについて外１件を、野田三樹也議員。

〇３番（野田三樹也議員） 議長より御指名いた

だきましたので、通告順に従い順次質問をさせて

いただきます。

初めに、大項目１の児童生徒の学力と豊かな心

の育成を図る取り組みについて２点質問いたしま

す。１点目に、児童生徒の家庭学習の現状と課題

についてです。今現代社会の中で児童生徒の家庭

学習の取り組みで、特に中学生を持つ家庭では学

習をしながら音楽を聞いたり、携帯電話で無料通

話のライン等をしながら学習に取り組んでいる姿

がふえてきており、本当に勉強が身についていく

のか心配だと親の方々からお話を聞きますが、本

市としてどの程度の現状を把握しているのか、そ

して今後の課題についてあればお聞かせください。

２点目に、いじめ防止及び不登校等の現状と課

題についてです。現在のいじめ防止及び不登校等

の現状と今後の課題についてお聞かせください。

次に、大項目２の特別支援教育の取り組みにつ

いて３点質問いたします。１点目に、特別支援学

級の児童生徒の現状と課題についてです。一人一

人に行き届いた指導や支援を実施するための現状

の取り組みと今後の課題についてお聞かせくださ

い。

２点目に、発達障害等のある児童生徒の現状と

課題についてです。現在通常学級に在籍している

困り感を抱えている児童生徒の現状と今後の課題

についてお聞かせください。

３点目に、特別支援教育専門家チームによる巡

回相談の実施状況についてです。現在の特別支援

教育専門家チームによる巡回相談の実施状況につ

いてお聞かせください。

以上をもちましてこの場での質問とさせていた

だきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま野田議員か

らは、大項目で２点の御質問をいただきましたの

で、私のほうから答弁をさせていただきます。

初めに、大項目１、児童生徒の学力と豊かな心

の育成を図る取り組みについて、小項目１の児童

生徒の家庭学習の現状と課題についてお答えいた

します。議員も御承知のように、文部科学省では

全国学力・学習状況調査の結果から、学習に対す

る関心、意欲、態度、読書、家庭学習、基本的生

活習慣等の項目で肯定的な回答をした小中学生ほ

ど学力が高いなど学力と生活習慣や学習習慣等と

の間に相関関係があると示しております。本市の

児童生徒の状況といたしましては、平成２７年度

全国学力・学習状況調査等の結果から、全国と比

べ家庭で学習をしているという回答の割合が低い

ことやふだん１日当たり２時間以上テレビゲーム

をするという回答の割合が高いことなどから、望

ましい学習習慣と生活習慣の定着を図ることなど
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が継続的な課題となっております。このため本市

では、名寄市教育改善プロジェクト委員会が作成

した家庭で取り組む７つのポイントが有効に活用

されるよう市のホームページや広報に掲載するな

どして携帯電話等のメディアに触れる時間が長く

ならないよう家庭でルールを決めることや読書に

親しむ習慣、家庭で学習する習慣の定着に係る啓

発に取り組んでまいりました。具体的には、本市

の各学校においては子供たちが家庭学習の習慣を

身につけるためには、与えられた宿題をきちんと

行うとともに、自分で計画的に学習に取り組む態

度を育てていくことが大切であることから、発達

段階に応じて家庭学習のやり方や時間を有効に使

って計画的に取り組むことなどについて児童生徒

に指導しているところであります。例えば児童生

徒が目標や見通しを持って家庭学習に取り組む態

度を育てるために、長期休業中等の生活や学習に

係る計画表を作成させ、その内容について担任が

アドバイスするなど、望ましい生活習慣と家庭学

習の習慣が定着するよう学校が一体となって取り

組んでいます。今後も学校には児童生徒の実態に

応じて授業の内容と関連づけた宿題等を与えるな

ど、予習、授業、復習といった学習サイクルを確

立することを通して、児童生徒が主体的に家庭学

習に取り組む態度を育てるようお願いしてまいり

ます。

次に、小項目２のいじめ防止及び不登校等の現

状と課題についてお答えいたします。初めに、本

市におけるいじめの現状と課題及び観察、分析等

に基づく対応についてでですが、昨年７月に岩手

県で中学２年生、１１月には愛知県で中学１年生

のいじめが原因と思われる自殺が相次ぐなど、依

然として児童生徒が命を絶つ痛ましい事案が生じ

ております。とりわけ７月の岩手県の事案を受け

て、文部科学省ではいじめとして認知されず、組

織的な対応がなされていない事案の有無について、

平成２６年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の

諸問題に関する調査の再調査を依頼してきたとこ

ろであります。その結果、本市では学校から新た

にいじめと思われる事案の報告はありませんでし

たが、教育委員会といたしましては改めていじめ

を許さない環境をつくることや学校が組織的にい

じめの問題に取り組むことの重要性を認識したと

ころであります。

いじめは、どの子供にもどの学校でも起き得る

ものであり、学校教育に携わる全ての関係者が常

にいじめの問題に係る危機意識を持って組織的に

迅速かつ適切に対応することが重要であります。

このため、本市では平成２６年度に名寄市いじめ

防止基本方針を策定し、いじめの未然防止、早期

発見、早期解消、そのほかのいじめの防止等のた

めの対策を推進しております。具体的な取り組み

の一つといたしましては、いじめの問題の早期発

見、早期解消を図るため、学校には北海道教育委

員会のいじめの問題の実態把握及びその対応状況

等調査におけるいじめの把握のためのアンケート

調査を適切に実施するようお願いしております。

昨年の１１月の同調査では、今もいじめられてい

るとの回答が２２件ありました。この２２件につ

いて当該学校の教員が内容を聞いて事実確認し、

校内で検討した結果、いずれもいじめとして認知

する内容ではないと判断されております。各学校

では、同アンケート調査においていじめはどんな

理由があっても許されないと思うと答える児童生

徒の割合を１００％にする取り組みを進めており

ます。昨年の１１月の同調査では、１年前の同時

期と比べ全小学校の平均が９６％から９ ９％、

全中学校の平均が８ １％から９３％になるなど、

いじめは許されないことであるという認識が児童

生徒に広がってきておりますが、まだ十分な状況

であるとは言えないことが課題であります。

また、いじめられたときに誰にも相談できない

という児童生徒がいることが指摘されていること

から、学校においてはいじめられたとき誰にも相

談しないと答える児童生徒の割合をゼロ％にする

取り組みも進めております。昨年の１１月の同調
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査では、１年前の同時期と比べ全小学校の平均が

６％から ４％、全中学校の平均が１ ６％から

１ ４％になるなど、いじめられたとき誰にも相

談しないという回答をした児童生徒の割合は減少

傾向にありますが、いじめられたときに一人で悩

みを抱え込む可能性がある児童生徒がいることも

大きな課題であります。

次に、いじめをなくすためにはよりよい人間関

係づくりを基盤とした集団づくりが大切なことか

ら、児童生徒のいじめを許さない意識や態度をよ

り一層高め、平成２６年度より名寄市小中学校い

じめ防止サミットを実施し、各学校の児童会、生

徒会活動による自発的、自主的な取り組みの活性

化を図っております。同サミットにおいては、全

児童生徒を対象に名寄市小中学校いじめ防止宣言

の定着状況に係るアンケート調査結果について意

見交換を行ったり、各学校のいじめ防止に係る取

り組みの交流を行いました。各学校では、児童会、

生徒会活動において学校のいじめ防止集会等で同

サミットの取り組み等を発表したり、自校のいじ

めのアンケート結果を校内に掲示するなどいじめ

を絶対に許さない学校、学級づくりの取り組みを

推進しております。

また、教育相談センターにおいては、学校や家

庭生活における児童生徒、保護者からのいじめ等

に係る相談に対して学校や関係機関と連携を図り

ながら適切な支援を行っております。さらに、ハ

ートダイヤルを通して教育専門相談員が児童生徒

や保護者等からの悩みについて個人情報の管理に

十分配慮しながら、電話や面談による相談やカウ

ンセリングを行っております。今後とも教育委員

会といたしましては、学校や関係機関等との一層

の推進を図りながら、いじめの根絶に向けて名寄

市いじめ防止基本方針に基づくさまざまな取り組

みを確実に実行するとともに、ふだんの点検、評

価により改善を加えながらいじめの未然防止、早

期発見、早期解消に努めてまいります。

次に、本市における不登校の現状と課題及び観

察分析に基づく対応策についてお答えいたします。

不登校児童とは、病気や経済的な理由を除く何ら

かの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因、

背景により、登校しないあるいはしたくてもでき

ない状況にあるため、年間３０日以上欠席した児

童生徒のことであります。現在本市の小中学校か

らは、いじめを原因とする不登校児童生徒の報告

はありませんが、文部科学省の児童生徒の問題行

動等生徒指導上の諸問題に関する調査では、本市

において平成２６年度に不登校の状況にあった児

童生徒は１０名でありました。学校では、児童生

徒が不登校となる要因について、本人、保護者、

学校等に係るさまざまな要因が複雑に絡み合って

いることから、その要因を明確に把握することが

難しく、教員による当該児童生徒への指導や支援

及び家庭への働きかけを行っていても、不登校状

態が改善されるまでに至らない事案があるという

課題があります。

文部科学省の平成２６年度児童生徒の問題行動

等生徒指導上の諸問題に係る調査の結果から、北

海道の公立小中学校における不登校児童生徒数が

平成２５年度と比べ小学校では４２人、中学校で

は１９２人ふえていることから、不登校に対する

取り組みの改善、充実を図ることが求められてき

ております。このため、本市の各学校では、不登

校児童生徒への適切な指導や必要な支援の充実を

図るために、担任が中心となって家庭訪問等を通

して当該児童生徒や保護者の個々の状態に応じた

働きかけを行っております。また、当該児童生徒

の様子や保護者との面談等の記録に基づき、生徒

指導部等が中心となって今後の必要な支援のあり

方等を改善したり、必要に応じて適応指導教室や

医療機関等との連携を図りながら、当該児童生徒

の不登校状態が改善するための取り組みを推進し

ております。

教育相談センターでは、同センター長や教育推

進アドバイザー等が本市の各学校を訪問し、不登

校児童生徒について情報を共有するとともに、当
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該児童生徒に対する適切な指導や必要な支援につ

いて指導、助言を行っております。また、適応指

導教室においては、入室している不登校児童生徒

が早期に学校復帰または不登校状態が改善される

よう学校や関係機関、保護者との連携のもと、当

該児童生徒の必要に応じた指導、支援を行ってお

ります。さらに、当該指導生徒の保護者に対して、

不登校の対応に応じた助言、援助を行っておりま

す。今後とも教育委員会といたしましては、不登

校はどの児童生徒にも起こり得ることであり、一

旦欠席状態が長期化すると、学習のおくれや生活

リズムの乱れ等によりその回復が困難となる傾向

が指摘されていることから、学校には不登校の予

兆への対応を含めた初期段階から組織的な取り組

みを一層強力に推進するようお願いをしてまいり

ます。また、不登校を未然に防止するため、児童

生徒が学ぶ意欲を持って学校に通うことができる

よう発達段階に応じたみずからの生きる力や将来

に対する夢や目標意識について考える指導の充実

を図ってまいります。

次に、大項目２、特別支援教育の取り組みにつ

いて、小項目１の本市における特別支援学級の現

状と課題についてですが、特別支援教育とは障害

のある児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的

な取り組みを支援するという視点に立ち、児童生

徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる

力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服

するため適切な指導及び必要な支援を行うもので

あります。また、特別支援教育は、これまでの特

殊教育の対象の障害だけではなく、知的なおくれ

のない発達障害も含め特別な支援を必要とする児

童生徒が在籍する全ての学校において実施される

とともに、充実を図ることが大切であります。

特別支援学級とは、障害があるために通常の学

級における指導では十分な指導の効果を上げるこ

とが困難な児童生徒に対し実態に応じたきめ細や

かな教育を行うために小学校及び中学校の中に特

別に設置された少人数の学級のことであります。

平成１９年に改正されました学校教育法の規定に

従い、小中学校には障害の種類ごとに知的障害、

肢体不自由、病弱、肢体虚弱、弱視、難聴、言語

障害、自閉症、情緒障害の特別支援学級を設置す

ることができるとされております。特別支援学級

では、基本的には小中学校の学習指導要領に沿っ

て学習が行われますが、児童生徒の障害の状況等

に応じて特別支援学校の学習指導要領を参考とし

て特別な教育課程を編成できることになっており

ます。例えば障害による学習上または生活上の困

難の改善や克服を目的とした指導領域である自立

活動を取り入れたり、各教科の目標、内容を下の

学年の教科の目標、内容にかえるなど、当該児童

生徒の障害の状況等に沿った教育課程を編成する

ことができます。

本市の特別支援学級の現状といたしましては、

昨年と比べ平成２８年度は全体では２学級減って

いますが、在籍する児童生徒数は２％程度ふえて

おります。したがいまして、ますます一人一人の

児童生徒の障害の状態等に応じた指導内容、指導

方法等を工夫することが重要であります。このた

め、学校では特別支援学級に在籍する児童生徒一

人一人に適切な支援を行うため個々の障害の状態

や特性を把握し、個別の指導計画や教育支援計画

を作成するとともに、当該児童生徒に対する指導

や支援が学級全体で行われるよう校内の支援体制

の充実を図っております。具体的には、特別支援

教育コーディネーターが中心となって通常学級の

児童生徒と交流及び共同学習を推進したり、ＩＣ

Ｔ等を活用し、わかりやすく説明するなど個々の

ニーズに応じた指導、支援の充実を図っておりま

す。また、各学校では名寄市教育委員会の特別支

援教育学習支援員や名寄市立大学との協定に基づ

くティーチングアシスタント派遣事業による学生

支援員を活用するなど、複数の指導者や指導員に

よる指導体制の充実を図っております。今後教育

委員会といたしましては、名寄市特別支援連携協

議会の専門委員会等において各学校の指導実践等
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を共有するなど、特別支援学級における効果的な

指導方法等の一層の改善、充実を図ってまいりま

す。

次に、小項目２の発達障害等のある児童生徒の

現状と課題についてお答えいたします。２００４

年１２月に制定された発達障害者支援法では、発

達障害とは知的発達におくれはないものの、聞く、

話す、読む、書く、計算するなどの能力の中で特

定の分野を極端に苦手とする傾向が見られるＬＤ

や注意力や衝動性、多動性の傾向が見られるＡＤ

ＨＤ、相手の気持ちを察することや周りの状況に

合わせたりする行動を苦手とする高機能自閉症、

アスペルガー症候群、そのほかの広汎性発達障害

などその症状が低い年齢において発現する脳機能

の障害と定義されております。本市においては、

通常の学級に在籍している発達障害を含め、特別

な支援を必要とする児童生徒、いわゆる困り感を

抱えている児童生徒の割合は平成２６年度は ２

％でありましたが、平成２７年度は ９％となる

など増加傾向にあることから、これら児童生徒へ

の指導や支援の充実を図ることが課題であります。

このことから、学校では発達障害等を抱える子供

たちが学習や生活における困難を主体的に改善、

克服することができるよう必要な知識、技能、態

度、習慣等が身につくよう指導や支援の工夫改善

を図ることが重要であります。具体的には、市内

の各学校では当該児童生徒が主体的に学習に取り

組んだり、行動することができるよう学習の進め

方や一日の日程等を紙に書いて掲示したり、短い

言葉でわかりやすく説明するなど指導や支援の工

夫改善に努めております。とりわけ授業において

は、聞いてもすぐ忘れるなど聴覚系の認知に困難

を抱えている児童生徒には大事なことは文字で書

いてあらわす、また書いた文字が重なるなど色覚

系の認知に困難を抱えている児童生徒には、升の

あるノートを使用させるなどの支援を取り入れる

ことにより、そのほかの児童生徒にもわかる、で

きる授業の、つまりユニバーサルデザインの視点

を取り入れた授業へと改善を図っております。教

育委員会といたしましては、今後とも発達障害や

困り感を抱えている児童生徒のニーズを的確に把

握し、適切な支援について学校全体で共有、共通

理解を図るとともに、個々の特性や適応の状況等

を勘案しながら指導や支援の方法等を定期的に見

直すなど、個に応じたきめ細やかな指導、支援体

制の充実を図るよう各学校にお願いしてまいりま

す。さらに、北海道教育委員会の児童生徒支援加

配教員や名寄市教育委員会の特別支援教育学習支

援員、名寄市立大学との協定に基づくティーチン

グアシスタント派遣事業による学生支援員を一層

有効に活用するようお願いしてまいります。

次に、小項目３の特別支援教育専門家チームに

よる巡回相談の実施状況についてお答えいたしま

す。本市においては、ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自

閉症等を含め障害等のある児童生徒への総合的な

支援体制の整備及び指導や支援の充実を図るため、

幼児、児童生徒の障害の有無を判断したり、望ま

しい教育的対応について専門的意見を示す本市特

有の特別支援教育専門家チームを設けております。

専門家チームの委員は、心理学の専門家である名

寄市立大学の教員や特別支援教育に精通している

小中学校の教員、高等養護学校の教員、教育委員

会の指導主事から構成され、各学校等からの要請

を受け、当該学校の教員等に対し学習環境や指導

方法等に関する指導、助言を行う巡回相談を実施

しております。平成２７年度は、各学校等から専

門家チームによる巡回相談の要請が９件あり、延

べ３９人の委員が当該学校を訪問し、巡回指導を

実施いたしました。

本市では、生活や学習上の困り感を抱える児童

生徒が多く見られることから、平成２８年１月に

名寄市特別支援教育専門家チーム設置要綱を改正

し、障害の有無にかかわらず、学校生活や家庭生

活において困り感を持っている全ての児童生徒等

を対象に巡回相談が実施できることといたしまし

た。平成２７年度の巡回相談においては、音声短
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期記憶が苦手な子供、多動性、衝動性の傾向があ

る子供、集中力が持続しない傾向のある子供など

への対応のあり方等について相談要請がありまし

た。この要請を受け専門家チームが巡回相談を行

い、音声短期記憶が苦手な子供に対しては教師が

単語カードに作業の手順を１枚ずつ書いて説明す

ることや多動性、衝動性の傾向がある子供につい

ては本人の判断により気持ちを落ちつかせるため

に一時的に別な場所にいてもよいと認めてあげる

こと、集中力が持続しない傾向のある子供につい

ては授業の中に見る、聞く、取り組む等の活動を

意図的に取り入れるなど、一人一人の困り感に応

じた具体的な教育的支援のあり方について指導、

助言を行う等の対応をしてまいりました。今後と

も学校等には特別支援教育コーディネーターを中

心に児童生徒等が必要としている教育的ニーズを

よりきめ細かく把握し、指導や支援の充実を図る

ことや対処的な巡回相談だけではなく、予防的な

巡回相談を積極的に要請するなど専門家チームを

一層有効に活用するようお願いしてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） 御答弁いただきまし

てありがとうございました。それでは、再質問さ

せていただきます。

まず初めに、児童生徒の家庭学習の現状と課題

についてですが、毎年学校では家庭学習の定着を

図るため、家庭と連携した取り組みを行っている

と思いますが、具体的にどのように取り組んでい

るのかをぜひお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま御質問があ

りました本市の家庭での学習習慣の定着を図る取

り組みについてですが、先ほどの答弁で御説明も

いたしましたとおり、本市においては家庭学習の

時間が短いことなどが継続的な課題であるという

ふうに考えております。このことから、本市の各

学校では全国学力・学習状況調査等の結果を分析

し、児童生徒の家庭学習に係る実態を把握すると

ともに、家庭と連携し、家庭学習の習慣の定着を

図る取り組みを推進しているところであります。

具体的には、本市の各学校では学習時間の目安や

各教科の勉強方法の概略をまとめた家庭学習の手

引等を作成して家庭に配付したり、児童生徒の家

庭学習における現状や改善策等について学校便り

や参観日の懇談会等において丁寧に説明するなど

保護者に理解と協力を求める取り組みを推進して

おります。

また、北海道教育委員会の「時間の目安を決め

て子どもの生活リズムを整える！」や生活リズム

チェックシート等を活用して保護者と子供が一緒

に家庭における学習の取り組み方等について話し

合うことなどの啓発に取り組んでいるところであ

ります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。今後も子供たちが将来を補う社会人として

成長していけるような取り組みをぜひ続けていた

だけるようお願いしたいと思います。

そして次に、いじめ防止及び不登校等の現状と

課題についてですが、現在いじめや不登校等で悩

んでいる子供や親に対しての相談に対応するため

に教育相談センターやハートダイヤルを設置して

おりますが、利用状況と今後の課題についてあれ

ばお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま教育相談セ

ンターやハートダイヤルの利用状況、課題といっ

たような御質問がありました。教育相談センター

では、教育専門相談員、適応指導教室指導員、教

育推進アドバイザーを配置し、児童生徒を初め保

護者などから不登校などの問題や学校生活、家庭

生活における悩みなどの相談を受け、学校及び関

係機関等と連携を図りながら解決に向けた支援や

指導を行っているところであります。
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平成２７年度の相談件数については、電話が３

９件、面談１０７件、学校訪問４８件、関係機関

訪問、その他４０件、夜間相談６０件となってい

るところであります。相談につきましては、電話

では保護者からの相談が多く、面談では中学生や

高校生が多い状況になっております。相談内容は、

不登校や登校渋り、学校復帰後の相談が最も多く、

それらの原因となる出来事や児童生徒の心情は学

校内だけではなく、家庭も含めさまざまな問題が

絡み合って多種多様化、複雑化している現状にあ

ります。中には時間がたってからの相談もあり、

いわば重症化してからの相談になれば解決が困難

になることから、不登校などの相談に対する早期

解決のためにはできるだけ早い段階で相談してい

ただける体制づくりと的確なアドバイスが必要と

なってきております。教育相談業務、適応指導教

室のいずれにいたしましても、学校や保護者との

共通認識や対応の統一、関係機関と情報共有や連

携に努め、相談体制の充実を今後も図ってまいり

たいと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） 今後は、子供や親が

関係団体や関係機関をぜひ利用しやすいような体

制づくりが必要だと思いますけれども、本市とし

てのお考えをお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今教育相談やハート

ダイヤル等々の利用しやすい体制づくりの考え方

ということでありますけれども、教育相談業務や

ハートダイヤルについては相談チラシやカードを

児童生徒や保護者に配布するとともに、公共施設

への設置やホームページに登載するなど広く市民

に周知をしているところであります。また、今年

度よりフリーダイヤルを導入し、料金を気にせず

に相談をできる体制も整えてきているところであ

ります。

また、不登校に悩む児童生徒や保護者のほか、

過去に不登校を経験した児童生徒を対象に日中相

談できない方のために毎月第２、第４木曜日に夜

間相談日を設け、ひきこもりの解消や家の外に出

るきっかけづくりと相談、支援を行っているとこ

ろであります。これからも不登校など悩む児童生

徒やそれを取り巻く保護者、学校関係機関が一体

となった対応を図り、教育相談センターが気軽に

利用できる場所となるよう相談しやすい体制づく

りに努めてまいりたいと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。

次に、発達障害等のある児童生徒の現状と課題

についてですが、子供たちの進学先である小中学

校、そして高校との連携も今後重要になってくる

と思いますが、この点についても考えがあればお

聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 子供たちが進学する

学校等とそれぞれの段階との連携ということだと

思いますけれども、本市の発達障害等のある子供

の各学校段階間の連携についてということで、発

達障害等のある子供に携わる全ての大人が障害の

状態や認知、学習、行動等の特性について情報を

共有し、各学校段階間におけるきめ細やかな途切

れのない支援体制の充実を図ることが重要である

というふうに考えているところであります。名寄

市の教育支援委員会では、心身に障害のある子供

が小学校や中学校に進学するに当たって本人の障

害の状態、教育的ニーズ、保護者や教育学、心理

学等の有識者の意見、学校や地域の実情等を踏ま

えながら総合的な観点から進学にかかわる支援に

努めているところであります。

また、本市では幼稚園、保育所、保育園、認定

こども園、小中学校、高等学校、名寄市立大学、

就労機関等の関係機関から構成される名寄市特別

支援連携協議会専門委員会を設置しているところ



－139－

平成２８年６月１６日（木曜日）第２回６月定例会・第３号

であります。この専門委員会では、保健センター、

幼稚園、保育所、保育園、認定こども園等の教職

員が所属する部会と小学校、中学校の特別支援教

育コーディネーター等が所属する部会、さらには

高等学校、就労機関等の教職員等が所属する部会

の３つの部会から構成をしているところでありま

す。各部会では、途切れることのない支援体制の

充実を図るため、各学校段階間の連携のあり方等

について情報共有を行っているところであります。

具体的には、専門委員会では名寄版個別の支援計

画「すくらむ」の有効活用や各学校段階間の引き

継ぎ等のあり方について情報交換を行ったり、日

常の授業や活動、行事等を相互に参観する取り組

みを推進するなど、子供の進学等に伴う円滑な接

続を図る取り組みを行っております。今後とも教

育委員会といたしましては、児童生徒が個々のニ

ーズに応じた適切な指導、支援を受けられるよう

名寄市教育支援委員会や名寄市特別支援連携協議

会等の関係機関がお互いに連携を深めなから、途

切れのない一貫した支援体制をより一層充実する

よう進めていきたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） 今後子供の成長に合

わせて指導方法や支援の方法が変わってくると思

いますが、そこで教職員の研修などもこれからも

より一層充実を図っていかなければいけないと思

いますが、特別支援教育にかかわる教員の研修に

ついて本市としてのお考えをぜひお聞かせくださ

い。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 御質問のありました

特別支援教育に係る教職員の研修についてお答え

をいたします。

特別な教育的支援を要する児童生徒に対する指

導や支援を適切に行うためには、教員の特別支援

教育に関する専門性の向上が不可欠であります。

このため本市の各学校では、全ての教職員が特別

支援教育に係る資質向上を図るため、特別支援教

育コーディネーターが中心となり、ＬＤ、ＡＤＨ

Ｄ、高機能自閉症等に係る理解を深めること、指

導方法等の工夫改善を図る校内研修を推進をして

おります。また、名寄市特別支援連携協議会では、

学校全体として特別支援教育に係る指導力の向上

を図るため、教職員の経験年数や役割等に応じた

研修会を実施しているところであります。平成２

７年度には、年度当初に初任者や転入者、初めて

特別支援教育に携わる教職員を対象に特別支援教

育の概要や具体的な指導方法等に係る研修会を実

施しているところであります。

次に、管理職や特別支援教育推進の中核を担う

教職員等を対象にインクルーシブ教育の概要等に

係る研修会を実施しました。さらに、小中学校の

特別支援教育コーディネーターを対象に保護者の

合意形成を図るための教育相談に係る研修会も実

施をしてきているところであります。今後も教育

委員会といたしましては、学校には全ての教員が

発達障害等のある児童生徒への理解や指導や支援

に係る専門性の向上を図るため、北海道教育委員

会の校内研修プログラム活用事例集等を活用する

などして特別支援教育に係る校内研修等の一層の

充実に努めるようお願いをしてまいります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。これからも本市と学校、そして親が連携を

とりやすい体制づくりを続けていただくことをお

願いしたいと思います。

そこで、今後学校と親との連携を進める上で、

特別支援コーディネーターの働きが特に重要にな

ってくるとは思いますが、この特別支援コーディ

ネーターの役割についてぜひお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 御質問のありました

特別支援教育コーディネーターの役割についてお

答えをいたします。

特別支援教育の充実を図るためには、学校が一
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体となって児童生徒一人一人の教育的ニーズの把

握に努め、適切に対応することが重要であります。

このため学校では、特別支援教育コーディネータ

ーを校務分掌に位置づけるなど校内支援体制の充

実に努めております。特別支援教育コーディネー

ターは、校内の教職員や外部の関係機関との連携

調整や保護者との相談の窓口、担任等への支援と

いった役割を担っているところであります。具体

的には、校内の教職員や関係機関と情報交換をす

ることや保護者からの相談に応じ、気持ちを受け

とめながら理解や協力を求めること、担任等の教

員に具体的な支援方法等について助言すること、

特別支援教育専門家チームからの受けた指導、助

言を踏まえ、校内の支援体制について工夫改善を

図るなどの役割を果たしているところであります。

今後も各学校において児童生徒の障害の状態や特

性に応じた適切な指導、支援を行うため、支援内

容等を見直したり、支援方法等の工夫改善に努め

るなど、特別支援教育コーディネーターを中核と

した校内の支援体制が一層充実するようお願いを

してまいるところであります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。

それでは、最後になりますが、ほかに学校にお

ける交流及び共同学習についても何かありました

らぜひお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 御質問ありました各

学校における交流及び共同学習の現状ということ

でお答えをさせていただきます。

障害のある子供が地域社会の中で積極的に活動

し、その一員として豊かに生きるため、障害のあ

る子供、障害のない子供が相互の触れ合いを通じ

て豊かな人間性を育むことを目的とした交流と教

科等の狙いの達成を目的とした共同学習を一体と

して捉えた交流及び共同学習を一層推進すること

が重要であるというふうに考えております。この

ためには、本市の各学校においては個別の教育支

援計画や個別の指導計画を作成し、障害の状態等

に応じた交流及び共同学習を推進しているところ

であります。具体的には、小学校では１週間の授

業の中で約９時間から１５時間、中学校では約４

時間から１４時間の交流及び共同学習を実施して

いるところであります。

交流及び共同学習は、特別支援学級の子供と担

任が通常学校の教室等に行って通常学級の子供と

一緒に授業を受ける形態であります。具体的には、

特別支援学級の担任等が特別支援学級の子供に通

常学級の子供と一緒に受けている授業の内容をわ

かりやすく説明したり、作業等を支援するなど、

一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細やかな支

援を行っております。教育委員会といたしまして

は、名寄市特別支援連携協議会の専門委員会等に

おいて各学校の交流及び共同学習の実践を共有す

るなど、交流及び共同学習における効果的な指導

方法等の一層の改善、充実を図ってまいりたいと

いうふうに考えているところであります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。これからも学校生活を送っている子供たち

が楽しく学校生活を送り、成長していけるような

体制を続けていただくことをぜひお願いしまして、

終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で野田三樹也議員

の質問を終わります。

１５時５分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ２時５０分

再開 午後 ３時０６分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

除雪、排雪について外２件を、東千春議員。

〇１８番（東 千春議員） 議長より御指名をい
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ただきましたので、通告に従い大項目３点につい

てお伺いをいたしたいと思います。

まずは、除雪、排雪についてお伺いをいたしま

す。快適な冬を過ごしたいという市民の望みは至

極当然でございますけれども、北海道内で同様の

積雪寒冷地における除排雪のあり方と比較して、

名寄市の取り組み状況をどのように評価をされる

のか、まずお伺いをしたいと思います。

２点目、毎年市民からの要望やクレームを受け

ることがあると思いますけれども、特徴的な事項

についてお知らせをいただきたいと思います。

３点目、民間事業者がタイヤショベルで玄関口

を除雪をするというサービスが行われております。

当初はさまざまなトラブルや苦情もありましたが、

近年はマナーもよくなり、市民にも定着し、冬の

生活に必要なものになってまいりました。高齢化

社会の中で快適な冬の暮らしを目指して、このよ

うなサービスを市としても積極的に市民に推奨し

てもよいのではないかと思いますが、考えをお伺

いいたします。

４点目、限られたダンプや重機で排雪をすると

いうことは、最初と最後の地域では大きな時間の

差が発生をいたします。また、排雪された後は夏

のようにきれいに雪が取り除かれておりますけれ

ども、まずは幅員を確保するという考え方をとれ

ないかお伺いをいたしたいと思います。

また、町中に効率よく雪を堆積して排雪効率を

高める方法についてお考えをお伺いをいたしたい

と思います。

大項目の２点目、町並み景観についてお伺いを

いたします。美しい町並み景観は、まちの特徴や

イメージと結びつくもので、一朝一夕にできるも

のではなく、市民の長い生活の中から育まれるも

のであります。美しい町並みは、そのまちの価値

につながり、生活をすることの喜びや愛着、誇り

につながるもので、それはまちの資産の一つと考

えてもよいのではないかと思います。計画性を持

ちつつ、手入れがされている街路、色彩やデザイ

ンが調和した空間形成を計画的に進めることが名

寄市の将来の価値につながると考え、次の何点か

についてお伺いをいたしたいなというふうに思い

ます。

まずは、町中の植樹桝は各町内会等の皆さんの

御協力によりおおむねきれいに管理されていると

思いますけれども、徳田８号道路等の大型の植樹

桝は余り手入れがされていないように思えます。

名寄市への玄関口と考えると、少し残念な状況で

はないかと思いますけれども、これら大型の植樹

桝の今後の管理の考え方についてお伺いをいたし

たいと思います。

２点目、公共施設や構築物の色彩を決定すると

きの決定までのプロセスはどのようになっている

のかお伺いをいたしたいと思います。

３点目、街路灯の支柱は何種類かの色が塗られ

ておりますけれども、どのような考えで設置をさ

れているのかお伺いをいたしたいと思います。

４点目、美しい町並みが形成されるためには長

い年月がかかりますが、まずは将来どのようにし

たいのかというビジョンを持つことが必要ではな

いかと思います。公共施設や住宅等に推薦する色

彩や色調、総合的な街路計画など住んでいて心が

なごみ、心地よさと親しみを感じるような生活空

間や都市空間を育てるために専門家を交えて市民

との話し合いの場を設けるのが望ましいのではな

いかと思いますけれども、考えをお伺いをいたし

たいと思います。

大項目の３点目、移住促進についてお伺いをい

たします。名寄市では、これまで移住、定住につ

いてさまざまな取り組みを行い、一定の成果を上

げております。特に農業の分野では、さまざまな

助成制度を設けて対応され、農業の担い手対策か

らも必ず就農に結びつくように官民挙げた支援を

期待するものですが、現状についてお知らせをい

ただきたいと思います。

名寄の魅力や環境を体験をしていただくために、

お試し住宅を提供しております。利用者は、主に
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どのような暮らしを目指しておられるのかお伺い

をしたいと思います。

また、これまで移住された方たちはどのような

生活を求めて移住を決定をされたのかについても

お伺いをしたいと思います。

２点目、移住を考える方々に名寄の自然や生活

環境を体験していただき、医療、福祉、スポーツ

施設や商業施設等を見ていただき、名寄市の住み

よさを知っていただくとともに、さらに名寄市の

具体的な暮らし方の提案があってもよいのではな

いかと思いますが、考えをお伺いしたいと思いま

す。

３点目、名寄市への移住は人口減少の時代にあ

っては大変ありがたいことでありますけれども、

あわせて何らかのインセンティブをつけながら名

寄市として必要な情報や知識を持った方の移住を

求めてみてはいかがかと思いますが、考えをお伺

いいたしたいと思います。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） ただいま東議員

から大きな項目で３点にわたり御質問をいただき

ました。大項目１、除雪、排雪について、大項目

２、町並み景観については私から、大項目３、移

住促進については営業戦略室長からの答弁とさせ

ていただきます。

初めに、小項目１、積雪寒冷地の中で名寄市の

除排雪の評価について申し上げます。名寄市の除

雪出動は、その日の朝までの降雪量がおおむね１

０センチに達するとの気象情報や降雪状況などを

見きわめて判断しており、この出動基準は近隣自

治体もほぼ同様となっております。早朝の除雪は

かき分け除雪で、道路に降り積もった雪を道路の

両側にかき分けて堆積をさせ、車両の通行の確保

を行っています。このために個人住宅の間口には

どうしてもかき分けた雪が入り込むこととなりま

すが、短時間で効率よく除雪ができることから、

道内の多くの自治体がこの除雪方法を採用してい

ます。この手法により、出動の早い地区では深夜

１時から作業を開始し、その日の降雪状況にもよ

りますが、車道約４５０キロメートルを通勤、通

学時間前のおおむね７時３０分までに作業を完了

することとしております。

また、排雪作業は積雪がおおむね５０センチと

なった段階で道路沿道の状況を勘案しながら重要

幹線道路はシーズン最大４回、生活道路はシーズ

ン１回の作業を行っております。排雪の効率化に

ついても毎年度検討を重ねているところであり、

近隣自治体と比較してもおおむね平均水準と判断

しており、雪堆積場においても９カ所を確保し、

限られたダンプ車両の運搬時間の短縮化による効

率化を図っております。除排雪の出動状況及び内

容については、近隣自治体と同程度の水準を確保

できていると考えております。引き続き本市にお

ける安全、安心で快適な除排雪事業の課題につい

て研究し、快適度向上に努めてまいります。

次に、市民からの特徴的なクレームについて申

し上げます。除排雪に関する要望や苦情につきま

しては、その年の降雪の状況によって内容も変わ

ってきますが、間口に雪を置かれ、その除雪が大

変だ、この雪は道路を除雪した雪なので、市で処

理をしてほしいという間口の対応要望については

例年一番多い要望となっています。また、車両に

踏み固められ、圧雪された車道の路面が気温の上

昇や大型車両の通行により壊れてしまい、ざくざ

くになり、走りにくいというような路面状況の変

化によるものや家の前の道路の排雪はいつ入りま

すかというような排雪地区の予定に関する御要望

や御意見をいただきます。平成２７年度では、１

１月から３月までのシーズン中に２４５件の御意

見をいただき、特に多かったのが家の間口に除雪

した雪や大きな雪の塊を置いていかれる、家の前

や道路の排雪実施が遅いなどが寄せられました。

また、高齢者の方からは、雪を置いていかれては

雪はねが大変だという内容も数件寄せられており

ます。これらの御要望や御意見につきましては、
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危険性や公共性に及ぶ支障には早急に対応してお

りますが、気象状況による降雪や積雪などの影響

によって作業に時間を要する場合もありますこと

を御理解いただいて、一つ一つではありますが、

市民の皆さんの満足度向上に向けて改善に努めて

まいりました。また、間口の雪の関係の要望につ

きましても道路の交通を確保することを優先して

いることから、市民の皆さんに御協力いただかざ

るを得ない状況にありますことに御理解をいただ

き、このことにつきましては引き続き市民周知を

図ってまいりたいと思います。

次に、民間事業者のショベルでの玄関口除雪に

ついて申し上げます。議員の御質問のとおり、早

朝の除雪後に民間事業者による間口除雪を利用さ

れている市民の皆さんがふえている状況となって

おります。民間業者による間口除雪を利用するこ

とで冬期間の除雪作業の軽減が図られるものと考

えますが、この間口除雪はあくまで利用される方

の費用負担になるもので、利用するかどうかは個

々の判断によるものでございます。また、間口除

雪を請け負っている業者の方は土木業者、建築業

者、上下水道業者など多数の業種と業者があり、

業者名を指定して市民の皆様への推奨については

行政からの除雪作業に関する一定のルールなどを

定めることなど課題も多く、現状では難しいもの

と考えております。個人対応の間口除雪が困難と

なりつつある現状の対応策については、今後除排

雪に関する検討の場を設けて議員から御提案いた

だいた内容を含めた方策と市民から寄せられてい

る御意見、御要望の課題について市民合意による

除排雪体制を確立していくことで解決を目指して

まいります。また、引き続き市道及び私道の除排

雪助成や排雪ダンプ助成制度の有効な活用につい

ても積極的に周知してまいります。

次に、効率的な排雪について申し上げます。冬

期間の道路幅員につきましては、路線別に幅員を

定め排雪作業に努めており、シーズン中の排雪を

通学路やバス路線などの重要幹線道路が４回、一

般幹線道路は３回を最大として実施しております。

生活道路はシーズン１回とし、排雪作業にはでき

るだけ多くの沿道の雪を排出して道路幅員を確保

する考えのもと実施しております。現在の名寄地

区における排雪の機械力や人員は、排雪ロータリ

ー車とタイヤショベルやグレーダー、そして運搬

用のダンプのパーティーが最大で３セット稼働し

ており、おおむね毎年１２月中旬から幹線道路の

排雪作業を開始し、年が明けて１月からは引き続

き幹線道路、そして生活道路の作業を着手し、こ

の３セットがフル稼働している状況で生活道路の

１回の排雪が完了するのがそのシーズンの降雪の

状況にもよりますが、おおむね２月の中旬となっ

ています。昨シーズンにおきましては、生活道路

の排雪の最終日が３月３日となりました。このよ

うな対応となることから、生活道路の幅員を常時

確保することは排雪全体スケジュールからは非常

に難しいものと考えているところであります。

また、御提案のございました排雪作業の効率を

上げるため雪堆積場の確保を行い、ダンプ運搬効

率を高める手法につきましては今後の効率的な除

排雪の課題とさせていただきたいと考えておりま

す。

続きまして、大項目の２、町並み景観について、

小項目１、大型植樹桝の整備についてお答えいた

します。大型の植樹桝については、植樹帯として

整備し、街路樹の植栽などを行い、主に市街地道

路の良好な道路交通環境の整備や都市部の良好な

公共空間を形成する役割として道路整備事業にあ

わせて整備を行ってきました。名寄市が管理して

いますこの植樹帯については、東８号線を初め中

央通、名寄市立大学や道立公園サンピラーパーク

周辺の道路など９路線の歩道上に設置しており、

総延長としては約７キロメートルを整備していま

す。これらの植樹帯の維持管理につきましては、

街路樹の剪定等の管理のほかに中央通のように植

樹帯の面積の大きな箇所の街路樹の幹周りの草刈

りなどを業者委託で行っております。また、それ
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以外の植樹帯については、地域の市民の皆さんの

御協力により草刈りや花などを植えていただいて

いる箇所と市の直営で草刈りを含めた維持管理を

行っている箇所となっています。

議員から御指摘のありました東８号線について

は、名寄中学校付近から南に向かって市道２０線

道路までに延長約 ７キロメートルの植樹帯を設

置しており、名寄市街地から風連地区に向かいま

すと、沿道には住宅の張りつきが少なく、車両の

出入り口以外は全ての区間にこの植樹帯を設置し

ている状況となっています。現在は、市の直営班

により年に１回から２回、さらに地域貢献として

市内事業者の皆さんの御協力をいただき、年間３

回程度の下草刈りを実施しているところです。こ

れらの植樹帯につきましては、市街中央部でも同

様の維持管理を行っている植樹帯や植樹桝も多く

あり、今後において今以上の管理水準にする場合

の直営班の作業量や予算措置が伴いますけれども、

業務委託のあり方、また道路愛護や町内会の取り

組みとしての草刈りなどを実施いただくことがで

きないのかなど地域の方とも御相談しながら、さ

らに美しい道路環境の維持管理に努めてまいりま

す。

続きまして、小項目の２及び３について関連が

ありますので、一括して答弁させていただきます。

初めに、公共施設や構築物の色彩の決定に至るプ

ロセスについてですが、公共施設の設計について

は設計会社に委託することが一般的となっており、

特に基本設計の際には設計会社や関係所管課など

がかかわって多くの項目を検討する中で色彩やデ

ザインについても建物の用途や目的、周辺環境等

を配慮しながら設計会社から提案された複数の色

彩計画をもとに議論しながら絞り込み、修正を加

えた上で決定し、実施設計に反映させております。

また、都市計画の決定がされている街路や幹線

市道に設置をしております街路灯には通称ハイウ

ェイ灯と呼ばれている銀色のメッキ加工がされて

いる規格既製品のものとデザイン照明灯と言われ

ている街路灯があります。このデザイン照明灯に

つきましては、照明柱の形状が無機質なハイウェ

イ灯とは全く異なり、まちの特徴などをオリジナ

ルデザインで表現している街路灯であり、名寄市

におきましても歩くスキーをイメージしたデザイ

ンの街路灯が多く設置されているところです。こ

の製作過程で着色が可能なデザイン照明につきま

しては、市内１２路線に１８３基の設置を行って

おり、街路灯のデザインはもとより周辺の景観か

ら逸脱をしないような着色を施していると判断し

ております。街路灯のほとんどが道路整備にあわ

せて設置を行ってきていますが、照明柱の着色に

ついては設置先の商店街の皆さんなどと相談をし

ながら、最終的には市担当部局で決定をしてきて

います。直近では、平成２３年にドーリンスク友

好都市提携２０周年に際して名寄とドーリンスク

のかけ橋、澄み切った空の色をイメージしたデザ

イン照明灯をデザイナーによる造形と配色により

整備してきました。

街路灯を含めた道路附属施設においては、車両

の逸脱防止や運転者への視線誘導や注意喚起など

本来求められる施設の機能に応じてより視認しや

すい色彩を採用することも考慮しなければなりま

せん。これらの建築物や道路など公共施設におけ

る色彩の景観への影響は大きく、不適切な色彩の

採用は周辺の景観へもダメージをもたらすことに

なると思っております。建築物や土木施設には、

その役割や期待される機能の観点から、望ましい

色彩が存在すると考えられますが、これらの色彩

設計に関しては一般に具体的な方法を示した技術

的な指針等はなく、さらには積雪寒冷地の条件等

は考慮されていないことから、担当部局では色彩

の選定に苦慮している実態にあります。今後の施

設整備においても安全、安心や市民が愛着を持っ

て大切に利用してもらえるような設計を心がけた

いと考えておりますので、御理解お願い申し上げ

ます。

次に、将来に向けた美しい町並み形成について
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御質問がございました。町並み形成の要素は、議

員がお話しのとおり公共施設や建造物の色合い、

街路灯の支柱を初め標示物などさまざまな景観要

素が含まれております。これらの要素の統一感が

保たれ、調和がとれた町並みを形成することは、

短期的な取り組みでは困難であり、総合的、計画

的な視点での取り組みが必要となると考えており

ます。また、この実現には町並み形成に対する市

民合意や個人住宅を含めた建物の高さを初めとす

る形状、色合いなどを定めるガイドラインも必要

となるものと考えております。道外の自治体にお

いては、古い町並みあるいは歴史的な建造物をま

ちづくりに生かしていこうという発想から、景観

に関する条例制定がされております。また、道内

においても札幌市、函館市、小樽市などにおいて

は景観形成に関する一定のルールがつくられてい

ると認識しております。先ほど答弁させていただ

きましたとおり、公共施設の建設においては周辺

の環境や町並みを考慮し、景観に配慮した設計を

行っていますが、民間住宅、商業ビルなどについ

てはおのおのの発注者の意向もあることから、一

定の規制をかけることはなかなか難しいものと考

えております。

名寄市の町並みの将来へのビジョンにつきまし

ては、都市計画とも連動しなければならないもの

で、景観に関して行政による規制、ルールづくり

を先行するのではなく、まず景観や色彩について

の知識や情報の普及に努め、市民への意識高揚を

図り、市民の皆さんの自主的な取り組みと連動し

ながら、広範な市民の皆さんとの協働により親し

まれる町並みづくりを進める取り組みに努めてま

いります。議員から御提案がございました御意見

を参考とさせていただき、今後どのような手法に

よる美しい町並み形成に向けた市民の皆さんとの

意見交換がよいのか、多くの市民の皆さんに参加

いただける手法など課題を検証してまいりたいと

考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私からは、大項

目３、移住促進について、小項目１、これまで移

住をされた方の決定理由についてお答えいたしま

す。

名寄市では、平成２４年に官民連携による名寄

市移住促進協議会を設立し、移住の促進に向けた

取り組みを行っております。具体的な事業につい

ては、風連地区におけるお試し移住住宅の整備、

首都圏での相談会やプロモーション、モニターツ

アー等を行い、名寄市の住環境の魅力を発信して

おります。お試し移住住宅の利用実績ですが、平

成２５年度は３件７名、２６年度は１０件１６名、

２７年度は９件２２名となっており、１週間から

約１カ月間の滞在期間の中で利用者の方々は住環

境の確認、地域イベントへの参加、地域住民との

交流など移住候補地としての検討材料として利用

をされております。また、公共交通機関の少ない

不便さや健康的に生活できる環境、都会では薄れ

ている近隣住民とのかかわりなどを求めてきてい

るとのお話もお聞きしております。これまで名寄

市へ移住と呼ばれる形式で転入された方の全ては

把握できておりませんが、さまざまな動機、経過

を経て名寄市への移住を決断されてきております。

協議会で移住者に独自にお話を伺ったところ、農

業を始められた方の意見では、農業をしたくて全

道の市町村を伺ったが、本市の農業担当者の対応

がよく、移住したとき、それ以降の受け入れ支援

体制がしっかりしていたとのお話をお聞きしてお

ります。また、趣味の釣りを目的に移住された方

の意見では、名寄市は地理的にいろいろなロケー

ションで釣りをするのに適しており、さらに生活

するにおいても医療機関、商業施設が充実してい

て不便が少ない。また、食品製造販売業を開業さ

れた方の意見では、もともと名寄出身で将来的に

は名寄に住みたいと思っていた。前の仕事のため

に本州で調査研究等の実績を積み、国の創業にか

かわる助成事業の申請について市職員のサポート
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を受けながら申請し、その結果、事業の採択を受

け、晴れて地元で開業することができたことが移

住につながったとのお話をお聞きしております。

それぞれ移住の動機は違いますが、自分の目的を

達成するために名寄市を移住先として選択されて

きております。このことを踏まえ、名寄市では移

住相談のワンストップ窓口を設置しておりますが、

今後もさまざまな移住相談に対応できるよう移住

促進協議会を初めとする関係機関と協力、連携を

しながら移住受け入れサポート体制の確立を図っ

てまいりたいと考えております。

次に、小項目２、名寄でのライフスタイルの提

案についてお答えいたします。本市では、移住を

含めた転入者に対して公共施設案内マップや公共

施設無料お試し券を配付し、公共施設を初め商業

施設や医療機関、教育機関等を紹介しております。

移住希望者には、プロモーションや相談会におい

て住みよさランキングが上位である強みを生かし、

生活の便利さをＰＲし、さらにはお試し住宅利用

者に対しては個別の相談に乗るなど利用者の不安

を取り除く対応をとってきており、地域のイベン

トへの参加やビールパーティーへの参加を希望し

た方には地域の方々と触れる機会も提供しており

ます。現在は、具体的な移住希望者に対する提供

メニューを確立しておりませんが、今後も移住希

望者のニーズを的確に把握しながら、この地域の

文化や自然環境などを含めた情報発信と個別の相

談に対応して取り組んでまいりたいと考えており

ます。

今年度からお試し住宅の利用に関しては、住み

よさランキングで高く評価されている生活のしや

すさをより体感していただくため、名寄地区の町

中に新たにお試し住宅を整備し、本格的な夏シー

ズンを迎える７月から運用を開始する予定でおり

ます。このお試し住宅は、移住相談者からの問い

合わせが多い冬の除雪などの生活不安を少しでも

解消し、冬期間の利用増を図るために民間の共同

住宅の部屋を賃貸することにより、除雪などの負

担が軽減されることを視野に設置するものであり

ます。このことから、移住候補地選択のニーズが

多様化する中、さまざまなライフスタイルに合わ

せたお試し移住住宅を整備することも本市での具

体的な暮らし方の提案の一つになると考えており、

新たに運用を開始するお試し住宅の利用される方

の意見等を参考としながら、異なるバリエーショ

ンのお試し住宅の設置について検討したいと考え

ております。

次に、小項目３、地域に必要な情報を持った方

の移住促進についてお答えいたします。本市にお

いては、市職員も含めさまざまな業種において必

要としている人材があり、現状としては市内だけ

では十分に賄うことができず、人材不足の状態が

続いており、市街から人材を求めないと改善する

ことは難しいと認識しております。現時点では、

これらの人材に限定した移住施策については考え

ておりませんが、今後の移住促進事業を行ってい

く中で、横断的な視野に立ってインセンティブを

与える施策を考えていく必要があると考えており

ます。各事業所における必要とする求人以外の人

材についても既に移住された方、今後移住する方

が本市のまちづくりにどのような役割を担ってい

ただけるか、また活躍していただけるかなど移住

者を対象にした交流会や情報交換会を開催しなが

ら見出していく必要があると考えております。今

後は、さまざまな情報発信をする中で名寄市の特

性、魅力を知っていただき、移住希望者の目的や

地域に貢献したい気持ちなどマッチングする部分

を発見していただける取り組み、さらには自分の

特質を生かして起業したい方への相談窓口や創業

支援などのサポートする仕組みなど、今後受け入

れ態勢を整備する中で充実させていきたいと考え

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、再質問に入っていきたいとい
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うふうに思います。順番に行きたいというふうに

思います。

除雪、排雪について御答弁をいただきました。

冒頭については、名寄市の除雪のあり方について

の評価についてお伺いをしましたけれども、標準

的ではないかというふうに御答弁をいただきまし

た。転勤族の知り合いなどから聞くと、名寄の除

雪はなめるように除雪をするねと。非常にいいの

ではないのかという話はしばしば聞くものですか

ら、若干そういったことを踏まえつつ、そうであ

ったとしてもやっぱり市民の望みというのはふえ

ていくということもありますので、決して私は名

寄の除雪が平均以下だとか、そういったことは思

っておりません。これは、住んでいると余りわか

らないかもしれないのですけれども、転勤族の方

々に聞くとそういう評価が比較的高いなというふ

うには思っております。それを踏まえて、さらに

これをどうしていくかという観点からお伺いをし

たいなというふうに思っております。

そういったことから、そういった中であったと

しても、やっぱり市民からのクレームだとかとい

うのもこのような状況であるというふうにお伺い

をしました。大体予想どおりのクレームが来てい

るのかなというふうに思っております。高齢化社

会の中で、同じ人口があっても住んでいる人たち

が高齢化をしていくと、やはり去年まで大丈夫だ

ったけれども、ことしはちょっと家の前の重い雪

はきついなだとか、そういう人もこれから多分ふ

えていくのではないのかなというふうに思うので

す。やはりそういった意見が多いというふうにも

伺いました。そういった観点から、民間業者の皆

さんによる窓口を、年間幾らで契約をしてよけて

もらうというサービスが今は比較的定着している

のかなというふうに思っております。それで、そ

ういった業者の皆さんと市とは話し合いの場を持

っていないというふうに伺ったのですけれども、

これは私ぜひ持っていただいたほうがいいのでは

ないのかなというふうに思っております。そして、

持っていただいて、ここはこういうふうに注意し

てほしいというふうにはっきり言っていただくと、

さらにマナーがよくなっていくのではないのかな

と。そして、そういった受講をした人は広報なよ

ろに載せるよだとか、あるいはお金のかかる話な

のですけれども、例えば３年間なら３年間区切っ

て、年間で頼む人の１割を負担してあげるよだと

か、そういうことをすれば業者さんは黙って名寄

市に私のところでやっていますというふうに来る

ので、これは永遠にやろうとするとちょっときつ

いかもしれないので、年限を区切ってやるとちゃ

んと市とそういう業者さんとの連携がとれてきて、

それがいい方向に進んでいって、それで苦情の数

も減るといううまい形はできないかなというふう

に思ったものですから、そこら辺について考えを

お伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 除雪に関して毎

年いろいろなクレームもいただいているところで

ありまして、先ほど２７年の状況を含めてお話を

させていただきました。東議員のほうからもあり

ましたけれども、特に今高齢者の方が自分の自宅

前の間口の除雪について大変苦労されているとい

うことでお話ありましたけれども、まさにこの間

私どもにいただいている御意見はそういう意見が

多いなと思っています。昔は、やはりもう少し家

族の方が一軒にもたくさんいて、ある意味では除

雪の担い手といいますか、がいたのかなと思いま

すけれども、今核家族化が進んで一家における家

族の人数が減ってきているということであります

から、またしかも高齢化をしてきているというこ

とで、従前からしますとどんどん家の前の除雪と

いうことで要望は高まってきているということで

す。それで、いろんな方策が確かにある中で、先

ほど議員からお話がありましたように、市内にも

民間の業者があるので、ぜひそういった手法も取

り入れながら苦情を減らしていったらということ

の御意見については理解をしているところです。
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ただ、中身的にはやはりそれぞれ利用される方の

負担も出てきますし、正直言いまして今そういっ

た民間の方の除排雪に対する助成というのもちょ

っと考えていない状況であるということで、ぜひ

そういう民間の業者の方を市民の皆さんが利用し

やすいといいますか、先ほどのお話のように一定

の除排雪に対するやり方ですとか、そういったこ

とも市のほうで説明会を開催をしながらというよ

うなことでお話もいただいたところであります。

ただ、率直に言いますとなかなか市内の皆さんが

集まってということについては今のところ難しい

のかなという判断をしておりまして、もう少し内

部的に協議もさせていただきながら、そういった

方法についても考えさせていただきたいなという

ふうに思っています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） そういうことは考え

ていないという答弁なのですけれども、きょう質

問してきょうやりますという答弁は、これはない

と思いますので、それはそれで結構でございます

けれども、案外そうやって玄関先の除雪をやって

いる業者さんというのはそれぞれつながっている

と思います。だから、まるっきりの一匹オオカミ

でやっている方というのは私は余りいないと思う

のです。だから、一定のそういったちゃんとした

情報を出すと、やっている人全部にはつながらな

くてもポイント、ポイントでつながっていって、

あとちょっと知っている人にという形でもいいか

らやったら、結構私はつながっていくような気が

しています。そういうふうに思いますので、難し

いのはわかると思います。行政でやろうとすると、

均等にやらなくてはいけないだとか、公平性を保

ってやらなくてはいけないだとかというのは、そ

れは当然配慮しなくてはいけないところなので、

この業者さんに声かけ、こっちに声かけていなか

ったからどうなのだと言われたら、これちょっと

つらいところもあるのですけれども、そこはそれ

勇気を持ってぜひやっていただければありがたい

なというふうに思いますので、これは後々考えて

おいていただければというふうに思います。

それと、排雪についてなのですけれども、本当

にきれいに排雪をしていただくのはとても気持ち

がいいのですけれども、時間がかかるのです。一

周するのに１月から３月までかかったなんていっ

たら、やはりさっきのクレームにもあるように、

いつ来るのですかというふうなクレームがある。

結構その期間というのは幅員が確保されていない

場合もあるのかなというふうに思うのです。です

から、全部きれいにとるというより半分ずつぐら

い行って、そうすると幅員は確保できると思いま

すので、そして余裕があったらもう一回後で来る

だとか、何かそういうふうないい方法はとれない

のかということで質問させていただきました。

それとまた、何回か質問しているのですけれど

も、南広場、雪祭りが終わった後に何とかお願い

して一時堆積をさせてもらえないかだとか、ある

いは豊西小学校がなくなりましたので、そういっ

たところの有効活用だとか、大きな街区公園だと

か、街区公園に入れさせてもらったら多分効率は

進むと思いますけれども、それはそのまま置いて

おくという話にはならないかもしれないのですけ

れども、そこら辺一定程度後でよけるからという

ような形でそういったところを利用していくだと

か、これから先ももうちょっといろいろ考えて効

率を図っていく余地もあるのではないのかなとい

うふうに思うのですけれども、そこら辺について

のお考えをお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） まず、排雪の関

係、これも生活道路の排雪だというふうに思うの

ですけれども、先ほど言いましたように幹線です

とか一般、重要幹線については一定の幅でやらさ

せていただいているということで、生活道路につ

きましては、先ほど言いました通常できるだけ行

ったときにたくさんとってきて、多少雪降っても
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両サイドにはねられるような状況にしたいという、

実はそういう手法でやっているということで、現

状今両サイドあけていますけれども、例えば片側

をあけようかとか、そういうことにも考えられる

のですけれども、そうすると本当に公平性がどう

なのかなという、お向かいさん同士でいろいろな

状況が出てくるのかなと思いますし、今道路家の

側まで２メートルとっているのを例えば両サイド

１メートルにしようかということで少しスピード

を上げようということもあるのかもしれません。

ただ、先ほども言いましたけれども、行ったとき

に一定程度たくさん雪をとって、排雪をして、そ

の後正直言いましていつ雪は大量に降るかという

の実はわからないわけで、行ったときにたくさん

排雪をしてということでやらさせていただいてい

ます。

効率よくということで、堆積場の関係とかにつ

いてもお話がございましたけれども、豊西小学校

グラウンドとか、たくさんございますけれども、

今のところは一定程度９カ所堆積場については確

保させていただいているということで、何とかな

っているのかなと思っています。ただ、街区公園

の関係については、これ他市町村のほうでも、士

別あたりもそうかなと思いますけれども、利用さ

せていただいて、街区公園に一部雪を搬入してい

るという状況もあるようでございます。ただ、名

寄市におきましては、現状街区公園については愛

護活動ということで公園の管理をお願いしている

ということがございまして、当然冬期間において

もそれぞれの町内会のほうで管理をお願いしたい

ということで、街区公園の大体７割ぐらいの公園

の中に、これはいろいろ手法がありますけれども、

ママさんダンプで入れていたり、使っているとい

うのが大体７割ぐらいかなと。使っていない公園

というのが３割ぐらいあるのかなという状況であ

ります。いずれにしても、雪の排雪については効

率よくしていきたいということで、この間いろい

ろと空き地を利用して堆積をしたらどうだという

ようなことも御意見としていただいておりますの

で、その辺は改めてまた今後除排雪についての検

討委員会なども設置をさせていただくということ

で考えておりますので、またその中で議員の提言

についても検討させていただきたいというふうに

考えております。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） これから総合的に除

排雪に関するそういった話し合いの場を設けると

いうこともお伺いをしておりますので、そういっ

たところでしっかりと議論をしていただいて、余

りお金をかけない中であってもよりよい除排雪が

できるように求めておきたいなというふうに思い

ます。

ちょっと一回休んで、移住、定住のほうに先に

行かさせていただきたいなというふうに思います。

それぞれ御答弁をいただきまして、農業の分野で

は対応がよかっただとか評価をされているようで

ありまして、それぞれ釣りに来ている方、あるい

は食品で自営業をされている方、さまざまいらっ

しゃるようで、こういった情報というのはやっぱ

り必要かなというふうに思っております。名寄市

のワンストップ窓口もあります。そして、ホーム

ページを見させていただくと、公共施設なんかの

サービスだとか、医療だとか、福祉だとか、商業

関係だとか、そういったところは載っていて、名

寄市の住みよさはきちっと表現できているのかな

というふうには思うのですけれども、やはりもう

一歩踏み込んでこういった生活のプランニングを

してみませんかというふうな提案をされてはどう

かなというふうに思って質問させていただきまし

た。

それで、そういった中の一つには、都会で暮ら

す皆さんというのはほとんど土に触れることがな

い生活をされてきたと思います。若者というのは、

自分もそうだったかなと思うのですけれども、若

いころは植物を育てようという発想は正直私はあ
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りませんでしたけれども、５０近くなってからや

っぱりそれが楽しくなってきました。そういう感

覚を持っていらっしゃる方もいらっしゃるので、

例えば少し大きな宅地面積１５０坪ぐらいを確保

して、そこに移り住んでいただいて１００坪ぐら

いの面積に畑をつくると、ある程度自給自足的な

生活もできるので、ではそこではどういうふうな

ことができるのかだとか、畑を起こすのはどうす

るのかだとか、肥料はどうする、堆肥どうするの、

何つくったらどういうふうに生活できるのと、そ

こら辺までワンパッケージにして提案をしてみる

だとか、家をもし建てていただくにしても、多分

ひとり暮らし、２人暮らしだと思うのです。小さ

い住宅だったらこの程度のお金でできますよだと

か、先ほどの話でもないですけれども、生活をす

るときに冬の雪大変なのでないですかといったら、

こういうサービスありますよ、家の前もちゃんと

除雪してくれますよだとか、そういった形で名寄

での生活がイメージできるような何かをワンパッ

ケージにしてお示しをするということをちょっと

考えてみていただけないかなと思うのですけれど

も、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） ただいま東議員

から御質問ありました移住の名寄での新たな生活

のパッケージということなのですけれども、実は

今週もお試し住宅のほうに１名茨城のほうから来

られた方いらっしゃいます。私どものほうのお試

し住宅にお申し込みされる方は、大体通常１カ月

以上前に私どものほうにお申し込みをされて、そ

れ以降せっかく名寄に来てお試し住宅をしていた

だけるということで、私どもと何回かやりとりし

た中でそれぞれの要望を聞かさせていただいてお

ります。今回の方については、自然をとりあえず

満喫したいということで、登山とか、そういった

ことをしたいということですので、お試し住宅し

ている間何か要望があればまた再度要望を聞くと

いうことで対応させていただいています。

先ほどの農業の関係なのですけれども、実はそ

ういった農業を希望される方もおります。ただ、

今まで農業を御希望される方の中で、播種から、

種植えから収穫までの間、その期間お試し住宅さ

れていればいいのですけれども、なかなかそれま

でされていないということで、どうしてもお試し

住宅の期間中に体験したいということで収穫体験

を対応させていただいているということで、本来

的には先ほど言ったような実際に畑を起こしたり

とか、そういった体験をさせていただければいい

のかなと思って、実際にはマッチングしない部分

があって対応できていないというのが現状なので

すけれども、ただ、今東議員からの御提言があり

ましたように、そういったこともイメージできる

ようなプランというものを今後提案させていただ

いて、できる限りお試しで来たときにもその一端

を体験させていただけるような形のメニュー等も

今後考えていきたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） ぜひよろしくお願い

したいと思います。

移住住宅の有効な情報を持った人材ということ

でもお伺いをしましたけれども、やはりこういう

地域に住んでいる人間にしてみると都会でさまざ

まな仕事をしている皆さんの情報というのはなか

なか得ることができません。これから例えば名寄

市をいろんなことで売り込んでいこうだとか、情

報発信をしていこうだとかといったときに、正直

言って私どもはそれほどのノウハウを持っている

わけではないかもしれません。そういった中で、

今までの受け入れの中で商社に勤務をしていた方、

例えばですよ。例えば名寄の農産物をどういうふ

うな形で売り込みの手法があるのかだとか、広告

代理店にお勤めがあった方、名寄どういうふうに

効率的に売り込んでＰＲをしていくのかだとか、

ひょっとしたらそういうノウハウを持ってきた方

とめぐり会うというのはごくまれかもしれません
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けれども、そういった方に対してはやはり何をし

ていいかわからないですけれども、ちょっとイン

センティブをつけていい情報交換をできるような

形で求めていくというのも必要かなというふうに

思いますので、そこら辺もぜひお願いしたいなと

思うのですけれども、簡単に答弁をいただいてよ

ろしいでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 先ほども答弁さ

せていただいたように、地方からそういった人材

を本市のほうに来ていただくということは大変貴

重な資源を輸入ではないですけれども、そういっ

たことにもなりますし、今までもどちらかという

とこちらのほうからこういった人材を希望すると

いう取り組みもありますけれども、一方でちょっ

と違う地域、ほかの県ではそういうような自分を

生かした、特技というか、そういった資質を私は

こういうことを持っているのですということで、

ドラフトというような形で、それはあくまでも県

単位でやっているのですけれども、そういったこ

とで移住を希望しながら私の得意の部分のスキル

はこういうことがありますということをやって、

ドラフトのようにしてその地域で取り組みをして

いるという県の事例も載っていました。こちらの

ほうからも求めるのもあるのですけれども、向こ

うのほうからもうちでこういったスキルを生かし

たいのだというような、そういったような取り組

みの部分を今後含めて考えていきたいなと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） さまざまな可能性を

求めながら、いい人材に名寄に来ていただくよう

にぜひお願いをしたいなというふうに思います。

最後に、町並み景観についてお伺いをしたいな

というふうに思います。植樹帯という名前です。

そういったところは本当にさまざまありまして、

正直言って草刈ったときはきれいなのだけれども、

そうでないときはちょっと残念な状況というのが

ほとんどかなというふうに思っております。草刈

ったときはいいのですけれども、私が思ったのは

ただ草を生やすだけのところではなくて、何か違

う目的があってああいうふうに広くとっていたの

かなというふうな発想があったのです。だから、

国もそういうふうな、こういうふうな広い土の空

間をつくっておきなさいと。ここで本当はただ草

生やすのではなくて、何かがあってああいう形か

なと思ったのですけれども、何となくそんな感じ

ではないので、あれはやっぱり草生えて、刈って、

生えて、刈ってしかないのかなと思ったのですけ

れども、今言ってもしようがないかもしれません

ので、何かいい方法があったらちょっと考えてお

いていただければなというふうに思います。

公共施設や構築物あるいは住宅も含めて総合的

などういう町並みにしていこうかということを考

えるのは、少し意義のあることではないかなとい

うふうに思っております。これは、特に思ったの

は先日大学が１０周年のときに、大学がもう何十

年もかけてこういう形になったという話を改めて

聞いてみて、では今から私どもは何を孫、ひ孫に

残せるのだといったときに、こういうことも１つ

なのかなというふうに少し思いました。うまくい

くと財産になっていくかもしれません。本当にさ

っきおっしゃいましたけれども、町並みがきれい

だというのも住みたくなる要件になってくるかも

しれません。市民の皆さんと話し合うということ

も前提にしつつ、こういったところを大学の研究

に絡めて何かができないのかなというふうに思っ

ておりまして、例えばこれを公共政策の一つとし

て捉えるのであれば、加藤市長と親しくされてお

ります北海道大学の石井先生などを通して、北海

道大学の大学院の中には都市地域デザイン学だと

かというところもございますので、そういった専

門に都市空間を研究をしているような専門知識を

いただきながら、そして市民に合ったデザインだ

とか、色だとか、そういうのはどういうことなの

か、将来どういう雰囲気のまちをつくっていくの
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かというのをちょっと協議をしていただけたらあ

りがたいなというふうに私は思っております。今

まで物の色を決めるときに、空の色だから青だね

というふうに青というふうに決めていたのですけ

れども、それはそれで結構だなと思うのです。だ

けれども、もう少し深く考えてみてもよいのでは

ないかというふうに思うのは、例えば名寄には自

然だとか、いろんなものがあって、同じ白という

のにしてもペンキの色の白というよりは、ではオ

オバナノエンレイソウの花の色の白の色というふ

うにしたら、本当の白に何かと何かをちょっとず

つ配合したらその色になるかもしれない。それを

例えば公共施設に使うとすると、少し愛着って違

ってくるような気がするのです。何かそういった

取り組みであるとか、これもそんなにお金をかけ

ないで気持ちだとか配慮だとか、そういったこと

でまちの雰囲気、それこそ市長、将来２０年後、

３０年後雰囲気のちょっといいまちになったねと

いうのもいいのではないのかなというふうに思う

のですけれども、ばふらっとした質問ですけれど

も、答弁をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 町並みについて

ということで、この間も東議員から何度か御意見

をいただいているのだというふうに思っています。

ただ、答弁書の中にもちょっと書かせていただい

たのですけれども、例えば色にしても景観にして

も、名寄の場合は特に夏、冬がありまして、これ

は夏、冬両方景観、色合いも含めて均等が保たれ

るというのは非常に難しいことだなというふうに

思っていまして、議員がおっしゃるとおり少し専

門家の皆さんの御意見も聞きなさいということに

ついては、そこに最初にたどり着けるかどうかと

いうことではなくて、もう少し市民の皆さんがど

ういうふうに、まちの例えばイメージですとか、

色ですとか、景観について考え方をお聞きをしな

がらがいいのかなというふうに思っております。

今のところは、私としてはそういう考え方です。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東千春議員の質

問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 本日の日程は全て終了

いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

大変御苦労さまでした。

散会 午後 ４時０７分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 山 崎 真由美

署名議員 山 田 典 幸

平成２８年６月１６日（木曜日）第２回６月定例会・第３号
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開議 平成２８年６月１７日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第１２号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第４ 議案第１３号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第５ 議案第１４号 財産の取得について

日程第６ 意見書案第１号 電力自由化のさらな

る改善を求める意見書

意見書案第２号 スクールカウンセラ

ー・スクールソーシャルワーカーの配

置拡充を求める意見書

意見書案第３号 食品ロス削減に向け

ての取り組みを進める意見書

意見書案第４号 待機児童解消に向け

て緊急的な対応を求める意見書

意見書案第５号 地方財政の充実・強

化を求める意見書

意見書案第６号 義務教育費国庫負担

制度堅持・負担率１／２への復元、

子どもの貧困解消など教育予算確保・

拡充と就学保障の充実、「３０人以下

学級」の実現をめざす教職員定数改善

に向けた意見書

意見書案第７号 道教委『新たな高校

教育に関する指針』の見直しとすべて

の子どもにゆたかな学びを保障する高

校教育を求める意見書

意見書案第８号 平成２８年度北海道

最低賃金改正等に関する意見書

日程第７ 報告第６号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第９ 委員の派遣について

日程第10 委員の派遣報告について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第１２号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第４ 議案第１３号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第５ 議案第１４号 財産の取得について

日程第６ 意見書案第１号 電力自由化のさらな

る改善を求める意見書

意見書案第２号 スクールカウンセラ

ー・スクールソーシャルワーカーの配

置拡充を求める意見書

意見書案第３号 食品ロス削減に向け

ての取り組みを進める意見書

意見書案第４号 待機児童解消に向け

て緊急的な対応を求める意見書

意見書案第５号 地方財政の充実・強

化を求める意見書

意見書案第６号 義務教育費国庫負担

制度堅持・負担率１／２への復元、

子どもの貧困解消など教育予算確保・

拡充と就学保障の充実、「３０人以下

学級」の実現をめざす教職員定数改善

に向けた意見書

意見書案第７号 道教委『新たな高校

教育に関する指針』の見直しとすべて

の子どもにゆたかな学びを保障する高

平成２８年６月１７日（金曜日）第２回６月定例会・第４号
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校教育を求める意見書

意見書案第８号 平成２８年度北海道

最低賃金改正等に関する意見書

日程第７ 報告第６号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第９ 委員の派遣について

日程第10 委員の派遣報告について

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

４番 東 川 孝 義 議員

８番 佐久間 誠 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

食品ロス削減に向けての取り組みについて外２

件を、高橋伸典議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告に従いまして、質問をして

まいりたいというふうに思います。

大きい項目の１番目、食品ロスの削減に向けて

の取り組みについての質問をしてまいります。食

は、世界の人々にとって重要な、大事な、限りあ

る資源であります。世界では、全人類が生きるの

に十分な量の食べ物が生産されております。食べ

られる状態なのに捨てられている食品ロスは、家

庭やスーパーやホテル、レストランなどさまざま

なところで食品廃棄物処分が発生しており、農林

水産省及び環境省の平成２７年度推計にこのうち

の４割近い６４２万トンが食品ロスとして推計さ

れており、捨てられております。この量は、日本

における年間の食用の魚介類６６２万トンとほぼ

同じ量が廃棄されている状況にあります。

既に先進的な自治体では、さまざまな食品ロス

対策が行われてきております。長野県松本市では、

宴会の食べ残しを減らすため、乾杯後の３０分と

終了後の１０分は自席で食事を楽しむ３０・１０

運動が進められております。また、ＮＰＯの活動

として、消費期限が迫った食品を引き取り、生活

困窮者への無償提供をするフードバンクが有名で

す。国連は、持続可能な開発のため２０３０アジ

ェンダでの重要課題として食品ロスのことを語っ

ておりました。２０３０年までに世界全体の１人

当たりの食品廃棄物を半減させる目標が採択され

ました。

そこで、本市においてまず学校や保育所や公共

施設における学校給食、食育、環境教育などを通

して食品のロス削減のための啓発を進め、目標を

設定すべきと思いますが、理事者の御見解をお願

いいたします。

また、家庭における食品在庫の適切な管理や食

材の有効活用の取り組みを初め、飲食店における

食品店で残さず食べる運動やお持ち帰り運動の展

開など市民、事業者が一体となって食品ロスに向

けて削減する取り組みを推進することが重要と考

えますが、理事者の御見解をお願いいたします。

また、本市は災害備蓄食品において賞味期限が

切れれば廃棄したと思われますが、今後未使用備

蓄食品の有効活用の観点から、例えば消費期限６

カ月前などフードバンクへの寄附など検討の考え

を理事者の御見解をお願いいたします。

大きい項目２番目、若者を初めとする有権者の

投票率向上の取り組みについてをお伺いをいたし

ます。近年若者を初めとする有権者の投票が低下

傾向にある中、有権者が投票しやすい環境を一層

整備し、投票率の向上を図っていくことは喫緊の

課題でございます。参議院選挙から選挙権が１８

歳に引き下げられることとなり、２４０万人の新

たな有権者が仲間入りし、一人一人に着目したさ

らなる投票機会の創出や利便性の向上が求められ

てきております。公職選挙法改正では、期日前の

時間延長、選挙当日の有権者が集まりやすい駅、

商店街などの共通投票所の設置、１８歳未満の付

き添いが可能になるなどさまざまな改正が行われ
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ております。本市も若者や有権者に対して投票率

向上への取り組みの理事者の御見解をお願いいた

します。

各市町村では、投票率向上に向けさまざまな取

り組みを行っております。松山市では、期日前投

票を松山大学に設置し、２０代前半の投票率を

７２％上昇させました。さらに、このことにより

全１２大学に期日前投票所を設置する予定になっ

ております。長野県松本市では、期日前投票所を

通勤者が多く利用する主要駅の構内に設置、広島

県福山市では利便性のすぐれたショッピングセン

ターに期日前投票を設置、熊本県大津町では新た

な数十人の県立高校生、２校に期日前投票所を設

置、京都府木津川市では府立高校両校、２校で５

０名の高校生に１日だけ放課後の数時間で期日前

投票の設置、岐阜県関市、関商業高校の剣道場で

は水曜日３時間だけ高校生だけでなく有権者も投

票できる期日前投票体制をつくっているそうであ

ります。

名寄も本庁で期日前投票を実施すると思います

が、最近高齢者のところにお伺いしたところ、ま

た体の不自由な方々に投票日大変だから不在投票

行きましょうと言うと、名寄市の市役所の期日前

投票の階段とスロープ、前回嫌な思いをしたとい

うことで、選挙に行かないというお話をお聞きし

ました。本市としても期日前投票の投票率向上の

考えについて理事者の御見解をお願いいたします。

大きい項目３点目、公的手当の隔月支給につい

てをお伺いをいたします。公的手当の支給頻度を

上げることは、低所得者の生活破綻を防ぐには有

効な方策であります。自制心がないから計画的に

お金を使えないという批判もありますが、このよ

うな方々は計画的にお金を使えないのは将来より

も今の生活を大事に優先してしまう人間共通の性

質のためと大学教授は言われております。

昨年離婚した４０歳女性は、最初の児童扶養手

当は受給しました。ひとまず２カ月先の家賃と子

供の通う保育所の保育料を確保できたと安心する

一方、４カ月に１度しか入ってこないことについ

て忘れてしまい、上手に使いこなせず、苦慮して

います。臨時収入のような感覚で財布のひもが緩

み、いつもより買い物をしてしまった。せめて隔

月に支給してもらえたら家計に把握しやすいし、

気持ちの面でもかなり楽になりますというふうに

言われておりました。児童手当、児童扶養手当の

支給状況について、また児童手当、児童扶養手当、

生活保護の支給の改善と隔月支給の可能性につい

て理事者の御見解をお伺いしまして、壇上での質

問を終わらせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） おはようございます。

ただいま高橋議員から大項目で３点にわたり御質

問をいただきました。大項目１の小項目１につき

ましては私のほうから、小項目２につきましては

経済部長から、小項目３及び大項目２につきまし

ては総務部長から、大項目３につきましては健康

福祉部長からの答弁となりますので、よろしくお

願いいたします。

大項目１、食品ロス削減に向けての取り組みに

ついて、小項目１の学校などの教育施設における

食品ロス削減の啓発を進める考え方についてであ

りますが、初めに学校給食においては仕入れ時点

で食材の鮮度を重視した発注、受け入れを行うこ

とにより野菜などの調理等食品ロスが最小限にな

るよう努めております。また、学校給食の残食に

つきましては毎年１１月に調査を実施しており、

若干の変動はございますが、平均すると１０％前

後で推移をしております。学校では、栄養教諭が

行う食に関する指導の中で、食品の栄養や生産過

程などを知ることにより生産者や食物への感謝の

気持ちを養うことや給食だより、いただきたいむ

においても規則正しいバランスのよい栄養を摂取

することの大切さなどの啓発を行っているところ

であります。このことにより、児童生徒が食べ物

を捨てない、残さないという食べ物を大切にする

意識を高め、食品ロスや残食の削減につなげてい
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きたいと考えております。

次に、保育所では毎日の給食日誌において残菜

の有無や人気のあるメニューなどを報告し、翌月

に開催される給食会議にて各保育所長、調理員、

管理栄養士のもと残食を減らしていくための対策

を協議しているところであります。また、保育士

が付き添い、食べることの大事さを伝えながら子

供たちのペースに合わせて給食を食べるようにし

ております。

なお、平成３２年度までの第３次食育推進基本

計画では、食品ロスの削減が掲げられていること

から、食に関する指導や学校給食などを通して今

後も食品ロスを削減していくために子供たちへの

指導や保護者への啓発活動などに取り組んでまい

ります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私からは、小項目２

の家庭や飲食店における食品ロス削減に向けての

取り組みについてお答えいたします。

国の取り組みとしては、関係省庁と連携して食

品リサイクル法に基づき食品製造業等で生じる加

工残渣や商品の流通、消費過程で生じる売れ残り

や食べ残し等の発生抑制を行い、発生した食品廃

棄物については家畜の飼料や肥料として再利用に

取り組むことで廃棄処分を減らし、環境負荷の少

ない環境型社会の構築を目指した取り組みを行っ

ております。この中で食品関連事業者に発生抑制

の目標値を設定して減量化に取り組んでおります。

また、消費者庁では事業者と家庭双方における食

品ロスの削減を目指し、国民運動として食べもの

のムダをなくそうプロジェクトを展開しています。

北海道では、道内の飲食店で食べ残し削減に取

り組んでいるお店を北のめぐみ愛食レストランと

してインターネットで紹介しております。食品ロ

ス削減については、食料問題、環境問題等と関連

し、世界、国レベルで取り組む重要なテーマであ

ります。名寄市としましては、飲食店や家庭、さ

らに市民一人一人が認識していただくために国、

道、民間の取り組みなどについて調査研究してま

いりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私のほうからは、引

き続き小項目の３及び大項目の２について申し上

げます。

初めに、小項目の３、災害備蓄食品の未使用備

蓄食品の有効活用についてでありますが、防災上

における災害備蓄食品の備蓄量につきましては３

日と示されているところであります。現在市では、

計画的に備蓄食品の備えを進めておりますが、全

ての量を備えることは消費期限の関係から課題が

あるため、主に民間事業者との支援協定により食

料及び飲料水の支援体制を備えているところでご

ざいます。

災害用備蓄食品の消費期限につきましては、お

おむね５年前後となってございまして、これまで

市では各家庭での備蓄などに関する周知啓蒙を図

るため、災害訓練などにおきまして消費期限の近

づいた備蓄食品を訓練参加者に配布するなど行っ

てきているところでございます。また、本年は来

る６月２５日に天塩川水系天塩川水防演習が本市

で開催をされますことから、市が保有する備蓄食

料品の一部につきまして防災意識の向上を図るた

めに同会場の市の展示コーナーにおきまして展示

をし、配布を行う予定でございます。

なお、フードバンク等への寄附についてでござ

いますが、市の備蓄食品が一定程度整い、防災訓

練以外にも余裕がある場合に想定されるものでは

ございますが、備蓄食品は防災啓発という観点も

備えていること、また一部の備蓄食品につきまし

ては高カロリーなものもありますことから、一般

的な食事に用いるものとは用途が異なるため、当

市といたしましては防災上の業務において活用す

ることを優先してまいりたいと、このように考え

てございます。
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続いて、大項目の２、若者を初めとする有権者

の投票率向上についてでございますが、本件につ

きましては名寄市選挙管理委員会の所管となりま

すので、同委員会の事務局として申し上げたいと

思います。また、小項目１、公職選挙法改正によ

る投票率向上の考え方について及び小項目の２、

期日前投票の投票率向上の考え方につきましては

関連がございますので、一括して答弁させていた

だきたいと思います。公職選挙法の改正によりま

して、選挙権年齢が１８歳以上に引き下げられた

ほか、期日前投票におきましては投票時間を最長

で午前６時半から午後１０時まで広げることが可

能となり、また投票日には指定された投票所以外

の場所でも投票できる共通投票所の設置が可能に

なるなど、投票率の向上を目的とする各種改正が

行われ、今月２２日に公示をされます参議院議員

通常選挙から適用されることとなります。若年層

の投票率の低さにつきましては全国的な課題とな

っているところでありますが、市選挙管理委員会

としましてはこれまで市立大学において投票啓発

ポスターや投票立会人募集ポスターの学内掲示な

どを通じまして、学生が選挙に関心を持ってもら

えるよう取り組みを進めてきたところであります。

４年制大学である市立大学では、法改正前から既

に半数程度の学生が選挙権を有しておりましたが、

今回の選挙から全ての学生が有権者となりますこ

とから、従来の取り組みに加えまして大学事務局

と連携をしながら大学ロビーへの選挙公報の配置

や期日前投票、不在者投票につきまして説明文を

作成し、設置するなど、選挙啓発コーナーを新た

に設けて学生が必要とする情報を提供できる体制

の強化、整備を進めているところでございます。

また、高等学校への啓発活動につきましては、

北海道選挙管理委員会が本市の２つの高等学校に

おきまして出前講座を３回実施しているほか、公

営ポスター掲示場を新たに名寄高校前に設置をし、

産業高校の光凌キャンパス、名農キャンパスと同

様常に学生の目に触れるように取り組んでまいり

ます。

次に、期日前投票についてでありますが、多く

の有権者の皆様に浸透しておりまして、近年執行

されました各種選挙におきましては投票総数の３

割以上の方が期日前に投票を済ませており、当日

投票に行けない方に対しまして期日前投票所の利

用を促すよう広く周知することが重要であると考

えております。しかしながら、投票時間の延長に

つきましては本市の現状としまして午後８時まで

投票できる名寄庁舎では午後７時以降投票者が極

端に減少していますことから、現在のところ時間

の延長については行う予定はございません。

期日前投票を実施している名寄庁舎につきまし

ては、車椅子の方に御利用いただける昇降機やス

ロープを設置しておりますが、先ほど議員から伺

いましたような御意見があることを踏まえまして、

一人でも多くの有権者の方に投票いただける期日

前投票所の設置などにつきまして今後さまざまな

面から検討してまいりたいと考えております。

また、駅や商業施設における共通投票所の設置

についてでありますが、二重投票の防止を考えま

すと全投票所とオンラインで結ぶことが必要とな

り、行政で使用しております回線を民間施設まで

延長しなければならず、相当の費用が発生するこ

とと人員、特に職員の配置が必要でありますこと

から、現段階では実施は困難であると考えている

ところであります。

投票率向上に向けましては、今回選挙におきま

しても広報車両や街頭での期日前投票の利用を含

めた選挙啓発を初め、地元新聞への広告掲載やＦ

Ｍ放送などを活用し、広く周知していく考えでご

ざいますので、御理解をいただきますようお願い

申し上げます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目３の公的手当の隔月支給について申し上げます。

初めに、小項目１の児童手当と児童扶養手当の
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支給状況と隔月支給の可能性について申し上げま

す。家庭等における生活の安定に寄与するととも

に、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資す

ることを目的とした児童手当及び家庭生活の安定

と自立の促進に寄与し、もって児童の福祉の増進

を図ることを目的とした児童扶養手当につきまし

ては、平成２７年度の支給実績として児童手当に

ついては受給者数 ３０６人、支給総額２億 ０

７３万 ０００円であり、２月、６月、１０月の

３期にそれぞれの前月までの分を支給しており、

児童扶養手当については受給者数２５３人、支給

総額１億 ７３７万円であり、４月、８月、１２

月の３期にそれぞれ前月までの分を支給しており

ます。

本制度は、児童手当法第８条第４項及び児童扶

養手当法第７条第３項に規定されている支給方法

に基づき支給されているため、隔月での支給につ

いては法改正が必要となります。ひとり親家庭は、

子育てと生計を１人で担わなければならず、子供

が２人以上のひとり親家庭においてはより経済的

に厳しい状況にあることから、児童扶養手当につ

いては２人目以降の子供への加算額を最大で倍額

にする改正児童扶養手当法が平成２８年５月２日

に第１９０回通常国会で可決成立し、８月１日に

施行されるところです。名寄市においても本年１

２月支給分から加算額の増額を図ってまいります。

また、議員御存じのとおり全国的に受給者から

の要望がある児童扶養手当の支給回数の見直しに

ついては、衆参両院の厚生労働委員会において本

改正法案の成立の際に支給回数について所要の改

善措置を検討するとの附帯決議がされております。

また、本年１月には厚生労働省から児童扶養手当

の支給事務に関する実態調査として、支給回数が

ふえた場合の事務等についての調査が行われてお

ります。名寄市においても国の動向を注視しなが

ら、法改正に伴う支給回数の改定が行われた際に

は同様の措置をとってまいりたいと考えておりま

すので、御理解願います。

次に、小項目２の生活保護費の支給回数の改善

について申し上げます。平成２７年度における保

護受給者数は２３０世帯、２８９人となっており、

生活扶助費、住宅扶助費、教育扶助費などその世

帯の最低生活費を満たすように毎月生活保護費が

扶助されており、月平均の扶助額は約 ８００万

円となっております。また、医療扶助費などは被

保護者を介さず、北海道社会保険診療報酬支払基

金を通じて一月平均約 １００万円を扶助してい

る状況です。生活保護費は、生活保護法第３１条

第２項において生活扶助のための保護金品は一月

分以内を限度として前渡しするものとする。ただ

し、これによりがたいときは一月分を超えて前渡

しすることができるとなっており、またその運用

については被保護世帯が保護基準によって保障さ

れる最低生活を規則正しく営むためには自己の収

入と支給される保護金品によって月を単位とする

一定の家計収支上の均衡が保たれていなければな

らない。もし支給される保護金品がこのような配

慮を無視して隔月、不定期日に支給されるならば、

家計の弾力性に乏しい被保護世帯にとって月々の

家計のやりくりに計画性がなくなり、ひいては最

低生活の維持を脅かす結果ともなりかねない。か

かる意味からも毎月定例の支給日を設けるべきで

あり、その経費の性格、前渡し払いの趣旨からし

て遅くとも各月５日以内に設定すべきであるとさ

れており、名寄市では１カ月分の扶助費を毎月２

日に定期支給しております。現在該当する世帯は

ありませんが、保護費について計画的な消費が極

めて困難な世帯などにおいてはケースワーカーが

この問題について生活指導を行い、改善に向けて

継続して指導、支援を実施しております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ありがとうございま

した。順番に再質問をさせていただきます。

先ほどの答弁で食品ロスの部分は、学校給食等

々は鮮度のよい野菜で新鮮なものをつくって残食
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の少ない調理を進めていくということで、学校給

食の部分でも食品ロスというか、残食が１０％ほ

どという部分、また保育所は給食会議で残食を減

らす工夫をしているというふうに言われていまし

た。それで、飲食店のほう、学校のほうはそのよ

うな形で進めている部分がありますので、いいと

思うのですけれども、飲食店の部分でちょっと何

点かお伺いさせていただきます。まず、先ほど川

田部長が言われたように国のリサイクル法で食品

は飲食店等々は再利用されているというふうに言

われました。食べ残しを減らすために北のめぐみ

愛食レストランを出しているというふうに言われ

ましたけれども、この北のめぐみ愛食レストラン、

名寄に何軒ありますか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 名寄には現在ないと

いうふうに認識しております。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 国連で２０３０アジ

ェンダまで食品のロスを今の私たち一人一人が半

減するというふうに目標を設定されているのです

けれども、なかなか国連ではそういう目標が出た

のですけれども、日本ではまだこれからの話にな

ると思いますし、名寄市もこれからの目標設定を

されるというふうに思うのですけれども、先ほど

言いました松本市では３０・１０運動ということ

で、食料品のロスを削減するために宴会が始まっ

て３０分は席を立たずに食を楽しみましょうと。

そして、終了の１０分前にはまた席に着いて残っ

た食を楽しんで、残食を減らしましょうという運

動をされてはいるのです。私はいろんな部分で宴

会や何か出ますけれども、始まって、皆さんもう

すぐ乾杯したら皆さんのところに回らなければい

けないですね、こうやっていつも本当にお世話に

なっておりますと。これをなくして３０分は楽し

む。そして、終わる１０分前には会場の司会から

あと１０分で終了しますと。皆様、きょう最高の

料理を提供しましたので、料理をお楽しみくださ

いという、やはりそういう方策をしていかない限

り、何日か前に市長も一緒に宴会に出ましたけれ

ども、たくさんありますねという、このせつない。

高橋議員、どういう意味ですかというように言わ

れたのですけれども、本当残るのです。机のほと

んど丸ごと残っているような状態が続いて、本当

にもったいないなという。この食を未開発区域に

持っていけば本当にすばらしいなと思うのですけ

れども、宴会で３０・１０運動の推進が名寄では

できないのか、ちょっとお聞きしたいなというふ

うに思うのですけれども、検討を進められないの

かという部分を。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 議員から貴重な御意

見をいただいてございますけれども、宴会、私も

いろんな宴会出させていただいていますけれども、

残渣が出ているというのは十分承知して、もった

いないなというふうには思ってございます。取り

組むに当たっても当然それを飲食店の方にも御理

解いただかなければならないし、参加していただ

いている方の皆さんからも御理解をいただかなけ

ればいけないのかなというふうに思ってございま

す。そういった意味では、市内的な議論を少しし

ていかないと、いきなりはちょっと難しいかなと

いうことでございますので、そこら辺を中心に考

えていかなければいけないのかなというふうに思

ってございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ぜひこの部分は進め

ていただきたいというのと先ほどの北のめぐみ愛

食レストラン、お持ち帰り運動、この部分で松本

市もお持ち帰り運動を進めております。食の余っ

たものを持って帰る。よく店屋では食中毒を起こ

すので、余り持ち帰らないでほしいだとか、いろ

んな部分あるのですけれども、あとはもう自己責

任になってしまうと思うのですけれども、本当に

そういうお持ち帰り運動の推進というのはどうな
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のか。この名寄に北のめぐみ愛食レストランをつ

くったほうがいいと私は思うのです。こういう取

り組みを旭川だとか札幌はやっているのだから、

名寄でもやっぱり進めなければいけないのかなと

思うのですけれども、その辺どうでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 先ほどお話もさせて

いただきましたけれども、認識としましては大変

重要なテーマだというふうに認識をしてございま

す。その中でも取り組むに当たっても国、道もあ

りますし、それぞれ学校教育や食育、さらには事

業者、家庭と幅広い内容になるのではないかとい

うふうに思ってございます。そういった意味では、

そういったどこに視点を当ててこれに取り組んで

いくのかというのは、やっぱり少し庁内議論を含

めて調査研究をさせていただければというふうに

思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。

あと、もう一点なのですけれども、もう一点と

いうか、この飲食店の関係からなのですけれども、

松本市では宴会なんかの量が多いというアンケー

トをとって、改善するためにプラチナメニューと

いう部分を始めたのです。これ今松本市のインタ

ーネット、市のものを見たらホームページに出る

のですけれども、その中でプラチナメニューの提

供店を募集しております。今現在９軒あるのです

けれども、松本ホテル花月では量についてアンケ

ートをとると量はとても多いと。食べ切れないの

で、通常の９品から８品に減らしたと。洋皿の提

供をやめて前菜など一口サイズの食べ物にして全

体の量を減らしたと。そのかわりウナギ、ハモ、

アワビ等々の高級食材をプラチナメニューに入れ

るようにして地場産の地産地消の観点を進めてい

ると。また、結婚式ではミシュラン１つ星のアル

マン・アルナルがつくられる、そのコンセプトに

乗って量を減らす取り組みを行っているというの

です。だから、私はこういうプラチナメニューも

含めた取り組み、先ほど言った北のめぐみ愛食レ

ストランも進めなければいけないだろうし、プラ

チナメニューの提供店も進めるべきだというふう

に思うのですけれども、どのようなものでしょう

か。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 松本市のプラチナメ

ニュー、大変すぐれた取り組みだというふうに考

えてございます。先ほども申し上げましたとおり、

まだ名寄の中で食品ロスという部分が十分に皆さ

んに浸透していないのかなというふうに思ってご

ざいます。これだけ重要な課題でございますので、

先ほど申し上げましたとおり少し議論をさせてい

ただいて、取り組みが進むように研究してまいり

たいというふうに思ってございますので、よろし

くお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 店の状況もあります

ので、この食品ロスの削減に向けて国連、日本、

名寄もそのような目標達成のために、ぜひ飲食店

等と進めていただきたいというふうに思います。

あと、家庭から出る生ごみのうち約３割がまだ

食べられるのに廃棄されているという部分があり

ます。ほとんど名寄の場合はそういう部分は炭化

ごみ等々に行ってしまうというふうに思うのです

けれども、災害のさっきの部分もあるのですけれ

ども、この賞味期限が切れる前にフードバンクに

提供するというような検討をされているのか、ま

た名寄にはフードバンクはないのですよね。きっ

と旭川にあると思うのですけれども、状況的には

どうなのかちょっと教えていただきたいなという

ふうに思うのですけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） フードバンクの部分

は詳細に承知してございません。その中でも家庭

用のごみも食べ残しも多いというふうにはお聞き
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しております。そういう実態もあるのかなという

ふうに思ってございます。そういった意味で、そ

こらも名寄の状況が一体どういう状況にあるのか

ということもまず現状をよく把握して、その中で

どの視点に絞ってＰＲなどを含めてやっていった

らいいのかということは、先ほどの繰り返しにな

りますけれども、少し研究してまいりたいという

ふうに思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。先ほど言った外食産業の食品ロス、また家庭

のロスをしっかりと研究していただいて、２０３

０年には平均半分の削減を目標にされております

ので、名寄もそれに近い削減をやっぱり進めてい

かなければならないと思いますので、ぜひ行政の

活躍をお祈りいたしたいというふうに思います。

次に、選挙の推進についてをお伺いをさせてい

ただきます。先ほど総務部長から言われました。

期日前投票は、３割今全国で行われているという

ふうに言われております。それで、今回１８歳か

らの選挙で名寄大学はほとんど全員が選挙権をお

持ちになっている状況にあります。その中で約六

百何十名の大学生が名寄に住民票を移して、有権

者として……不在者投票でとれば名寄でできるの

ですけれども、名寄に現状住民票を移している方

は何人なのかというのと高校生、今回１８歳以上

なのですけれども、どれくらい。ほかの高校は先

ほど言ったように２校で５０人程度ですから、名

寄も百何十人いますからそのうちの何人ぐらい、

わかれば教えていただきたいなというふうに思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 大学には、

現在５月で７０３名、短期大学も含めて在籍をし

ておりまして、そのうちどの程度が名寄市に住民

票を移しているのだということなのですけれども、

残念ながら正確に把握調査をしておりませんので、

これはおおむね半分程度が移しているのかなとい

うふうに思われるということで御了承いただけれ

ばと思います。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 高校はわからないと

いうことで、大学は大体７０３名の半分というこ

とで３５０名おられます。先ほど部長言われたの

ですけれども、期日前投票の部分、また当日の選

挙の部分でＰＲはしているという部分なのですけ

れども、松山大学みたいにそういう期日前投票を

設置する予定はないのかというのと私名寄の期日

前投票をやるのは住基ネットだとか何かも張って

ありますから、大丈夫だと思うのです。嫌な思い

したというのは、車椅子の方が昇降機で、普通は

逆に乗せるのに反対に乗せておっかない思いをし

たという部分があってだったのです。でも、結局

高齢者の方々というのはここの名寄の期日前投票

に来られるのにすごく大変なのです。２階に上が

らなければいけない。そして、車椅子でもスロー

プが急である。いろんな部分でやっぱり高齢者、

障害者の方は大変な思いをされているのです。結

局住基ネットを張っているところであれば、ある

程度期日前とれるのではないかなというふうに私

は思うのです。だから、ここでは無理だから、東

のほうにあるから、今の文化センターのＥＮ―Ｒ

ＡＹに住基ネットがきっと回っていると思います

ので、回線等々が。そういう可能性というのはな

いのかどうか、ちょっとお聞きをしたいというふ

うに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 先ほどの高校生のと

ころは、済みません。ちょっと数字を押さえてい

なかったものですから、また後でも議員のところ

へお知らせをさせていただければと思います。

それで、今期日前の関係の投票所の設置につい

てという御質問だったというふうに思っています。

今回の法改正、議員が言われますようにさまざま
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改正がされたということで、投票率アップに向け

てという国の姿勢がうかがわれてございますが、

今回当選管の中で一番重要だなと思っているのが

実は１８歳まで投票年齢が引き下げられたところ、

ここへの対応が一番必要だろうと思っています。

特に高校もありますけれども、市立大学を有して

いるということがありますので、ここへの対応を

まず優先して行うべきだろうというのが実は選管

の中でも話し合われたところであります。先ほど

言ったように、１つは啓発として既に昨日からだ

ったと思いますが、大学生に対する期日前等、あ

るいは選挙にかかわる啓発コーナーを設置させて

いただいたのが１つであります。それと、もう一

つは、やはり学生さん、期日前の投票所があるほ

うが当然投票率が上がるだろうという判断をして

おりますので、さまざまな制限はありますけれど

も、試験的に設置をしてみたいということで考え

ておりまして、今準備を進めさせていただいてい

るということでありますので、御理解をいただけ

ればと思います。

それと、名寄庁舎のところ、言われるように１

階までは行きませんが、半分上がらなければでき

ないと。昇降機等あるいはスロープも設けており

ますけれども、なかなか御本人だけでは難しいと

いう部分もあって、投票の動機が湧かないという

ことにつながっているのかなと思っております。

そういった意味で文化センターということで御提

言をいただいたのだというふうに思いますが、残

念ながら文化センターについては住基の回線が今

行っていないということであります。新たに回線

を設けるとすると、最終的には精査しないとわか

りません。メーター当たり１万円ぐらいかかると

いうことがあります。それプラス端末ということ

になりますので、それ相応の経費がかかるという

のが１つと、もう一つは投票に当たっては当然記

載に当たっての隔離されたスペースが必要だとい

うことがあったり、あるいは今言ったようにしっ

かりと本人の確認ができなければいけない部分、

あるいは投票の秘密等も守らなければいけない。

さまざまな条件が整わなければ期日前の投票所に

ついては開設ができないというのがありますので、

大学については今言ったようにそういった条件が

一定程度そろっていますので、先行試験的に進め

させていただきますが、ほかの施設については今

言ったような条件が整うかどうか、ここを改めて

チェックをさせていただきたいと思いますし、先

ほど言われた他の自治体の動向についても調査を

させていただきながら対応を検討させていただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ありがとうございま

す。

豊西小学校の投票所がなくなります。どこに投

票所を持っていかれるのか、文化センターでない

のですか。ただ、そういう形になればきっとあそ

こに住基を引かなければいけないことになります。

そういった部分で、今回からはきっと無理かもし

れませんけれども、次からは期日前可能ではない

のかなというふうに思うのですけれども、どうで

しょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 先ほど言いましたよ

うに、いろんな面から確認しなければ明確に申し

上げることはできないと思いますので、条件が整

うかどうかをまずは調査研究をさせていただきま

して、条件が整い、かつそこに対してのニーズが

あるということであれば設置に向けての検討もさ

せていただければと思いますので、御理解いただ

ければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ぜひやはり投票率向

上のために、大学の若者も投票率上げるのも重要

ですけれども、高齢者の方々の投票率は高いので

す。その投票率をやっぱり意識を下げるというの

もどんなものかなという部分もありますので、こ

の豊西小学校の投票所がなくなった。次はどこに
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行くのかと。文化センターかなと私は思うのです

けれども、そういう部分で次からはあそこに期日

前は可能になるのではないのかなという部分を考

えては、頭の中でですよ。余り頭いいものでない

ものですから、そういうふうに考えて、次もしで

きればやはりあそこ高齢者の方々が、また障害者

の方々が期日前やりやすいところだと私は思うの

です。スロープも入り方も車の乗り入れのところ

も楽ですし、そこら辺も検討していただきたいと

いうふうにお願い申し上げます。

最後に、公的手当の隔月のお願いです。きっと

国の法律では無理だというふうにわかっておりま

すので、お願いを含めて今回質問をさせていただ

きました。まず、先ほど児童扶養手当２５３人が

約１億 ７００万円を受け取っておられる。４月、

７月、１２月という部分で言われました。また、

児童手当も ３０６名が約２億 ０００万円いた

だいているというふうに去年の統計で言われてお

りましたけれども、扶養手当法３条の７項にはこ

ういう期日でやりなさいよというふうに言われて

いるのは重々わかっております。その中で大阪の

箕面市長さんがここは私立幼稚園の保護者に対し

て、保育所よりも高いものですから、その分の授

業料差額分を二、三万円お渡しするというのを最

初１１月と３月に２回ためてやっていたと。それ

だといただいた恩恵が少ないのではないかという

ことで、市長が毎月支給どうだいと言ったら、担

当部署の職員が毎月支給は無理ですというふうに

言った。今までは、家庭の方は後払いでもらうも

のですから、全額自分で、自腹で払っていたと。

その担当の方々は、無理というのは６月に課税額

の策定を行って、そして１カ月かけて前年度の課

税分だとか、その分を引いて支給なのですという

ふうに言われているのだけれども、その補助額の

確定まで最低の金額を渡せないかというふうに言

って、始めているそうなのです。名寄も就園補助

金だとかの部分がありますので、それも何カ月お

くれでなっているのですけれども、この部分とい

うのは毎月支給というのは可能なのか、可能では

ないのか、ちょっとお知らせをいただきたいとい

うふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） ただ

いま議員からは、幼稚園就園奨励費の御質問だっ

たかと思います。本市におきましては、既に子ど

も・子育て新制度に移行しております３園につき

ましては施設型給付を行っておりますので、これ

まで就園世帯の保育料に対しまして補助金の交付

を行っていたものを直接幼稚園のほうに給付をさ

せていただいております。保育料の軽減を図る形

をとらせていただいております。新制度に移行し

ていない私立幼稚園が現在２園ございますが、幼

稚園就園奨励費補助金として国の制度に準じまし

て、私立幼稚園就園世帯に補助金の交付をするこ

とで幼児教育の振興、充実を図ってきているとこ

ろです。制度といたしましては、保護者が支給月

までに全額保育料を納めていただきまして、後で

まとめて保護者の所得に応じて補助金が支給され

るという、そういった制度になっております。議

員がおっしゃっていましたとおり、６月の課税額

の確定をもちまして補助額の決定をするとともに、

それぞれ保護者が保育料を払っていただいたこと

を確認がとれなければ補助とならないことから、

本市におきましては年２回、１０月と３月になり

ますが、支給をさせていただいております。

御質問の大阪府箕面市につきましては、公立、

私立の幼稚園の保育料の格差是正のために市独自

の助成をされているというふうにお聞きしており

まして、そのため４月からの幼稚園就園奨励費補

助金の仮払いという形が可能になっているという

ふうに考えているところです。毎月の支給につき

ましては、補助額の確定いたします８月以降にお

いて同様の方法がとれるかどうかの検討が必要と

なりますが、幼稚園からの私立幼稚園就園奨励費

補助金に係る実績報告書を提出いただくことによ
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りまして保育料金の納入状況を把握しまして補助

金の支出とするために、毎月幼稚園に大きな事務

負担をおかけするというようなことから、実施に

ついては困難だと考えておりますので、御理解い

ただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。幼稚

園の事務負担がふえるという部分でなかなかでき

ないということはわかりました。

箕面の倉田市長が自分のこういう経験から、児

童手当または児童扶養手当も自治体の工夫で毎月

可能ではないかというふうに思っているそうなの

です。そして、先ほど言った６月の課税の部分、

現況届の部分のシステムの挿入、それはアルバイ

トを頼んで３カ月かかったものを１カ月に縮小し

たい。そして、自治体独自の支給頻度を上げる法

改正が必要である。それは、支給条例が２、６、

１０が児童手当、４、８、１２が児童扶養手当法

では決まっているから、そうなのだけれども、毎

月と変えるには合意形成の時間がかかるので、年

３回以上支給と表現を改めれば自治体の判断で何

とかなるかなというふうに箕面は、倉田市長は言

われています。

また、兵庫の明石の泉市長も、ここは児童扶養

手当だけです。毎月支給への準備中、１年ほど前

から市独自の毎月支給を模索したと。厚生労働省

は、毎月支給は自治体の負担を増すだけですよと

言われたというのです。でも、毎月しようとする。

児童扶養手当法で支給月が決められている自治体

の独自の毎月支給だと国の保障の最低限度の公平

性を行うナショナルミニマムが確保できなくなる

ので、だめだと厚生労働省から言われたというの

ですけれども、ひとり親世帯で育つ子供の生活安

定を支えるためには、この手当というのは本当に

やはり４カ月に１回というよりも毎月来て、安定

させた生活をさせたほうがいいというふうに各行

政の市町村も言われているのです。

そこで、先ほど厚生労働省が附帯決議に毎月上

げるような形で検討しようというふうになって、

厚生労働省からもアンケートが来ました。そのア

ンケートの内容というのはどういう内容なのでし

ょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 本年

１月１２日付で厚労省の雇用均等・児童家庭局と

いうところから調査のほうが都道府県を通して来

ているわけでございます。内容的には、児童扶養

手当の支給事務に関する実態調査ということでご

ざいました。内容といたしましては、児童扶養手

当の支給回数につきまして現状の年３回から毎月

または年６回にした場合の事務等の内容の調査で

ございます。新たな対応が必要となる事項として、

人件費、システム改修費、振り込み手数料、消耗

品等の問いがございまして、本市におきましては

管理システムの改修費及び消耗品については新た

に必要と考えられるというふうに報告をさせてい

ただいております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） きっとこの手当の部

分で毎月にする、また６カ月程度にするという部

分では、国会でもそんなだめだという党はないと

思うのです。まだそういう事務手続、またはシス

テム改修等々で大変な労、作業が必要だからそう

いう形をとらざるを得ないのかなという部分があ

ると思います。でも、こういうふうに公的資金、

生活保護はわかりました。１日に毎月投入されて

いるということで全然安心しておりますけれども、

厚生労働省から来たアンケート、また各都道府県

の市町村長がやはり児童扶養手当に関しては隔月

支給が無難ではないかというふうに言われており

ますし、国としてもその方向でこれから進んでい

くというふうに私は信じておりますので、そのと

きには名寄もスムーズに対応できる体制を整えて

いただくことをお願い申し上げまして、１分残り
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まして終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

名寄市農業の振興施策について外１件を、山田

典幸議員。

〇１１番（山田典幸議員） ただいま議長の御指

名をいただきましたので、さきの通告に従い大項

目２点について順次質問をしてまいります。

初めに、大項目１点目、名寄市農業の振興施策

についてお伺いいたします。本年も既に本格的な

農作業シーズンが始まり、地域の農家の方々は豊

穣の秋を願いつつ、日々作業にいそしんでいると

ころであります。この春の融雪期は、平年に比べ

５日早い４月１１日となり、その後も比較的安定

した天候が続き順調に春作業が開始されました。

水稲、畑作、野菜、各作物の播種、移植作業も５

月中旬からの天候続きでおおむね順調に推移し、

また当地域の特産品であるアスパラガスも５月１

９日から２２日にかけての真夏並みの高温でさい

先のよいスタートとなりました。本格作業が始ま

ってからは少雨傾向であったため、恵みの雨を待

ち望んでいたところ、５月３１日に１時間最大３

５ミリという大雨とひょうにより収穫中のアス

パラ１７ヘクタールのほか、大豆、タマネギ、カ

ボチャなどが被害を受けました。その後も６月に

入り、一転雨続きで、カボチャ、スイートコーン

などの野菜の移植作業も停滞が続き、各作物の管

理作業にも影響が出てきている状況です。今後い

ち早く天候が回復、安定し、全ての作物において

農家の皆さんの日ごろの努力が報われる年となる

よう期待をするところです。

このように毎年のように繰り返される不安定な

天候による農作物への被害、また高齢化に伴う農

家戸数の減少や遊休農地対策などさまざまな課題

が山積している現状の中、当市の基幹産業である

農業を守り、さらに発展させていくためには今後

どのような実効性の高い施策を打ち出していくの

か、またどのような長期的ビジョンが求められる

のか、いま一度真剣に検討していく必要性がある

と思います。以上のことを改めて認識していただ

き、農業振興施策について３点にわたってお伺い

をいたします。

１点目は、今年度の主要農業施策についてであ

ります。当市においては、地域農業の振興、発展

のためにさまざまな取り組みがされてきていると

認識をしているところですが、近年特に目まぐる

しく変わる国の農業政策においてその動向を注視

しながら、地域農業の施策を推進していくことは

必要不可欠でありますが、それと同時に国の農政

がどのように変わろうともその動向に左右されな

い名寄市独自の農業施策の展開が必要であると考

えます。平成２８年度も既にスタートしておりま

すが、改めて今年度の主要農業施策の具体的な内

容、取り組みについてお知らせを願います。

２点目、次期農業・農村振興計画についてお伺

いをいたします。名寄市と風連町合併後の本市農

業、農村の中長期的指針として、新名寄市農業・

農村振興計画が平成１９年３月に策定され、１０

年間の計画期間の中で当計画に基づきながら地域

の農業施策を展開してきたところですが、今年度

平成２８年度は当計画の最終年度であると同時に、

次期計画策定に向けての具体的な準備に取りかか

る重要な年であると認識をしています。次期計画

策定に当たっての基本的な考え方とあわせて、現

在の状況と今後のスケジュールについてお知らせ

をいただきたいと思います。

３点目、各種事業への対応についてお伺いいた

します。昨年のＴＰＰ大筋合意を受けて決定され

たＴＰＰ関連政策大綱に伴う国の平成２７年度補

正予算や平成２８年度予算において、意欲ある農

業者の経営発展を後押しする対策事業が数多く打

ち出されました。それぞれの事業において採択、

不採択の結果は当然さまざまであったかと思いま

すが、それらを含む各種事業に対して当市経済部

としてどのように対応してこられたのかお伺いを

いたします。
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続いて、大項目２点目、名寄市の教育行政につ

いて、３点にわたってお伺いをいたします。１点

目、名寄市教育改善プロジェクト委員会、最終年

度の取り組みについてですが、本市では知、徳、

体の調和のとれた児童生徒を育むため、平成２４

年度に名寄市教育改善プロジェクト委員会を組織

し、子供たちの確かな学力と生きる力の育成に向

けて取り組みを進めてきたところです。この市内

全小中学校一体となった取り組みの成果は、全国

学力・学習状況調査の結果などに着実にあらわれ

てきていると認識をしており、今後の取り組みの

一層の充実、推進に期待をするところです。そこ

で、今年度、平成２８年度は５年計画の最終年度

となりますが、具体的な取り組みについてお知ら

せを願います。

２点目、児童生徒の国語力の向上についてお伺

いいたします。近年子供たちの国語力の低下を指

摘する声、危惧する声が多く聞かれます。相手の

話の内容が理解できない、自分の感情を言葉で表

現できない、日常的に使える語彙が少ないなどの

日常生活にかかわるものを初め、教育現場におい

ても文章の内容や意図を読み取る能力、いわゆる

読解力や思考力を含めた総合的な言語能力に課題

があるとされています。昨年度の全国学力・学習

状況調査における当市の子供たちの結果からも同

様の傾向があらわれています。当市としてこのよ

うな現状をどう捉え、子供たちの国語力の向上に

向けて取り組んでいくのか、考え方をお伺いいた

します。

最後に、教員住宅の整備についてでありますが、

市内小中学校の教員住宅の現状と今後の整備の考

え方についてお知らせを願いたいと思います。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 山田議員からは、大

項目で２件の質問をいただいております。大項目

１は私から、大項目２は教育部長からの答弁とな

りますので、よろしくお願いいたします。

大項目１、名寄市農業の振興施策について、小

項目１の今年度の主要農業施策について申し上げ

ます。１点目に、名寄市農業・農村振興計画につ

きましては、昨年度より策定作業に取り組んでお

り、引き続き生産者、関係団体との協議を重ね、

今年度中の策定に向けて取り組んでまいります。

２点目、農作業繁忙期における労働力の確保が

困難になっていることから、市内の就職状況や農

家の雇用実態などの調査に取り組み、今後の改善

策の検討素材としていきたいと考えております。

３点目、農産物のブランド化やＰＲの取り組み

として、もっともち米プロジェクトの実施や原産

地呼称管理制度の取り組み及び実需者、企業の研

修受け入れなどに取り組み、名寄産農産物のよさ

を理解していただくため、市民の方はもとより市

外の方へも広くＰＲし、名寄産ブランドの確立に

向けて取り組んでまいります。

４点目につきましては、有害鳥獣対策として昨

年度から増加しておりますアライグマ対策につい

て、今年度より所定の講習を受講された農業者の

方を防除員として登録し、みずから箱わなを設置

できるようにするとともに、市においても所有す

るわなを増加し、駆除体制の強化を図ります。

５点目として、薬用作物の振興につきましては、

カノコソウの安定生産に向けて名寄市薬用植物研

究会や関係機関と連携し、取り組みを進めるとと

もに、カノコソウに続く薬用作物の試験栽培に取

り組んでまいります。

６点目として、東アジアへの農産物輸出につき

ましては、今年度もＪＡ道北なよろが香港での試

験販売に取り組んでいるところでもあり、市とい

たしましても農産物の本格的な輸出へ展開できる

よう協力して取り組んでまいります。

７点目としては、国の産地パワーアップ事業を

活用し、ＪＡ道北なよろが実施主体となり、麦、

大豆の乾燥調製施設を整備し、処理能力の増加を

図り、近年の作付面積増加に対応してまいりたい
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と思います。

以上、主な施策について説明させていただきま

したが、今後におきましてもできる取り組みは敏

速に対応するとともに、情報収集を図り、市内の

農業者の御意見をいただきながら関係機関、団体

とも十分連携し、取り組んでまいりますので、御

理解をお願いいたします。

次に、小項目２、次期農業・農村振興計画につ

いて申し上げます。名寄市農業・農村振興計画に

つきましては、現計画が平成２８年度に最終年次

を迎え、平成２９年度からの新たな計画の策定に

向け昨年度より策定作業に取り組んでいるところ

です。計画については、総合計画の実施計画とし

て位置づけ、本市における農業、農村の現状や役

割を踏まえるとともに、情勢の変化や課題に対応

し、将来に向けて持続的に発展していけるよう振

興施策を計画的に進めるためのものと考えており

ます。また、計画期間については総合計画との整

合を図るため、１０年間としています。

策定状況につきましては、昨年度において検討

委員会を設置するとともに、生産者、関係機関、

団体との懇談会の実施やアンケート調査の取り組

み、現状の課題や今後の農業振興に当たり要望等

について取りまとめてきたところです。参考まで

に特徴的な意見について紹介しますと、農繁期の

労働力確保が困難になってきている、ＧＰＳの利

用により作業効率の向上やコスト低減が期待され

ることから、基地局の設置を希望する、農地の受

け手も手いっぱいになってきており、条件不利地

が残っていくのではないか、新規参入による新規

就農については資金的にも水稲作付は難しく、施

設野菜などの経営がよいのではないか、６次化な

ど加工についてはＪＡなど大きい単位で取り組む

ことで付加価値が上がるのではないかなど、多岐

にわたり御意見をいただいたところです。

今後のスケジュールにつきましては、将来のあ

るべき農業の姿や課題解消に向けた方策について

まとめた計画素案をもとに生産者、関係機関、団

体との意見交換を実施し、取りまとめたものを検

討委員会において協議し、計画書案として年内に

はまとめていきたいと考えております。

次に、小項目３、各種事業への対応について申

し上げます。国、道の補助事業における農業者の

方々への周知については、上川総合振興局より事

業要望等の通知を受けてから農業者の方へ御案内

をしておりますが、現状では振興局の通知から締

め切りまでの期間が短い中での対応となり、農業

者の方々に十分な検討期間を確保できない場合も

あるところです。また、新規事業では、要綱、要

領等の情報が段階的に示されるため、採択要件の

確定までに時間がかかることから、当初の要望内

容が結果的に採択要件と合わなくなるなど、事務

作業負担の増加や対応に苦慮する場合もあるとこ

ろです。農業者においては、計画的な機械、施設

の整備に向けて国、道の補助事業を有効的に活用

することで負担軽減が図られることから、できる

だけ早い時期での的確な情報提供が必要と考えて

おります。今後の対応としましては、継続的に取

り組まれて採択要件などが確定している事業につ

いては例年のスケジュールを参考にあらかじめ情

報提供することは可能と考えておりますが、農業

者に混乱や二度手間とならないような的確な情報

提供に向けて関係機関との連携を強化し、補助制

度についての情報収集と内容を検討する体制整備

や情報提供の手法などについて検討してまいりた

い考えております。

以上、私からの答弁とします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目２、

名寄市の教育行政についてお答えをいたします。

初めに、小項目１の名寄市教育改善プロジェク

ト委員会最終年度の取り組みについてであります

が、名寄市教育改善プロジェクト委員会は知、徳、

体の調和のとれた児童生徒の育成を目指し、平成

２４年度名寄市教育研究所内に設置し、「児童生

徒に「生きる力」を育み、夢と希望を拓く名寄市
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教育の創造」を推進のテーマに取り組んできてお

ります。具体的には、名寄市の全小中学校の校長

と教頭及び教員約５０名の委員が学習指導の工夫

改善、校内研修の充実、教育資源等の活用の３つ

の研究グループに分かれ、全小中学校の教育活動

等の改善、充実を図る取り組みを推進してきまし

た。これまでの主な取り組みといたしましては、

学習指導の工夫改善に関するグループではチャレ

ンジテストの効果的な活用、学習規律の確立、徹

底の取り組み、読み物資料「名寄岩」を用いた道

徳の時間の授業研究の実施及び授業研究交流など、

校内研修の充実に関するグループにおいては確か

な学力を育む校内研修の基本的な進め方の紹介及

びＱアンドＡの作成、子供たちの体力、運動能力

を適切に把握するための研修会や体育の授業改善

を図るための研修会の実施など、教育資源等の活

用に関するグループにおいては地域人材活用事例

集の作成、地域の自然や施設、人材を活用したス

キーや歩くスキー、カーリングの授業の工夫など

に取り組んできたところであります。

最終年度となる本年度の取り組みにつきまして

は、これまでの教育改善プロジェクト委員会の成

果と課題を踏まえ、取り組み内容を精選するとと

もに、授業研究を行うなど実践的な取り組みを推

進することにいたしました。具体的には、学習指

導の充実に関する研究グループでは児童生徒の思

考力、判断力、表現力等を育むための授業研究及

び実践交流、読み物資料「名寄岩」を用いた道徳

の時間の授業研究の実施及び実践交流などを重点

的に行うことといたしました。同様に校内研究の

充実に関する研究グループでは、学校力向上に関

する総合実践事業の成果の普及に関すること、全

国体力・運動能力、運動習慣等調査結果の分析及

び課題を克服するための効果的な指導についての

研修等に取り組んでまいります。教育資源等の活

用に関する研究グループにおいては、各学校の家

庭で取り組む７つのポイントの定着を図る取り組

みの実践交流、授業や補充学習等におけるＩＣＴ

機器の効果的な利活用に係る授業研究及び実践交

流などに取り組んでまいります。教育委員会とい

たしましては、名寄市教育改善プロジェクト委員

会の取り組みを通して知、徳、体の調和のとれた

児童生徒が育成されるよう指導、助言に努めてま

いります。

次に、小項目２の児童生徒の国語力向上につい

てですが、平成１６年の文部科学省の文化審議会

答申において、国語力につきましては考える力、

感じる力、創造する力、あらわす力とその基盤と

なる国語の知識や教養、価値観、感性等と示され

ております。この答申を受け、平成２０年度の学

習指導要領においては国語力は言語に関する能力、

すなわち思考力、判断力、表現力と整理され、学

校教育におきましては国語力である思考力、判断

力、表現力等を育むため、全ての教科等における

言語活動を充実することが求められました。言語

活動につきましては、言語に関する能力を育成す

る中核的な教科である国語科はもとより、国語科

以外の各教科等についてもそれぞれの教科の特質

に応じた活動例が示されました。具体的に言語活

動とは、体験から感じ取ったことを表現する、事

実を正確に理解し、伝達する、概念、法則、意図

などを解釈し、説明したり、活用したりする、互

いの考えを伝え合い、みずからの考えや集団の考

えを発展させるなどの学習活動のことであります。

本市の児童生徒は、平成２７年度全国学力・学

習状況調査の結果から、国語科では資料や情報に

基づいて自分の考えなどを明確に記述すること、

算数、数学では日常的な事象について道筋を立て

て考え、数学的に表現することなど思考力、判断

力、表現力等を問う知識、技能を活用する問題を

中心に多くの課題が見られました。このことを踏

まえて、各学校においては思考力、判断力、表現

力等を育むため、全ての教科等における言語活動

の充実に努めております。例えば小学校算数科で

は、図形の面積の求め方と具体物や言葉、図など

を用いてわかりやすく説明したり、互いの考えを
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伝え合う学習活動を行っております。また、中学

生理科では、観察や実験の前に予想や仮説につい

て考える場面を設定し、グループごとに討論しな

がら考えを深め合う学習活動を行っております。

このように各学校においては、各教科、道徳、総

合的な学習の時間等の全ての領域における言語活

動を発展させ、児童生徒の思考力、判断力、表現

力の育成に努めているところでございます。教育

委員会といたしましては、今後とも全ての児童生

徒に思考力、判断力、表現力など、いわゆる国語

力を確実に育むために全教科等における言語活動

が充実するよう指導、助言に努めてまいります。

次に、小項目３の教員住宅の整備についてです

が、本市の教員住宅については現在入居可能な教

員住宅のうち、名寄地区では５４戸中４８戸、智

恵文地区では８戸中７戸、風連地区では２８戸中

２１戸入居しており、全体では８４％程度の入居

率となっております。また、平成１７年に風連西

町の教員住宅を建設して以来、新たな教員住宅の

整備は行っていない状況にあります。この間予算、

決算特別委員会においても新たな教員住宅の建設

は行わず、現在ある教員住宅を維持管理し、延命

を図ることとあわせ、民間活力による対応をして

いきたいとの考え方を示してきているところであ

ります。教育委員会では、毎年教員住宅の入居者

からの営繕希望をもとに営繕作業員による簡易修

繕などを行ってきていますが、入居者の満足のい

くような修繕はできていない状況にあり、特に農

村部での教員住宅については空き家にしておいて

改修するような手だてがなかなかできないことか

ら、住宅の傷みが激しい状況にあり、何らかの対

応が必要と認識しているところであります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） それでは、御答弁を

いただきましたので、再質問をさせていただきた

いと思います。

まず、農業振興施策について伺いたいと思いま

す。壇上でも申し上げたとおり、春から現在まで

の状況ということで、昨夜からも雨が結構降り続

きまして、きょうもこれから相当量の雨が降ると

いう予報であります。３１日の大雨とひょうの被

害もあってから作業が停滞している状況で、特に

ひょうに関しては風連地区もアスパラがもう全部

刈り倒したという農家さんもいらっしゃるという

ことで、本当に被害に遭われた農家の方々にはお

見舞い申し上げたいと思いますけれども、私のお

ります智恵文地区に関しましても、ひょうはそう

でもなかったのですけれども、やはり短時間に集

中豪雨という形で雨が降りまして、特に傾斜地の

大豆が表土ごと流出する被害が２０ヘクタール前

後ぐらいあったのかな。５月にしては本当に大き

な被害がありました。ただ、農家の皆さんもう既

に気を取り直して前を向いています。まだ序盤戦

です。これからの天候の回復に期待するという気

持ちで頑張ろうという形で述べられていますので、

本当にこれから天気が回復することを祈るばかり

です。

ちなみに、５月３１日の１時間降水量は３ ５

ミリということとその日一日、ほぼ半日で降った

のでしょうけれども、５ ５ミリ、１０分間で２

０ミリ、これ５月としては観測史上最大値という

ことだそうです。また一方で、５月２１日、非常

に暑くなりまして、最高気温が３ ９度と。これ

も５月としては観測史上最大値ということで、本

当に気象条件間違いなくこのあたりも変化してき

ているのは私自身、また地域の方々も感じるとこ

ろだと思います。私たちこの時期は、農家は気象

庁職員並みに本当に天気に敏感なものですから、

こういうことも常に考えながら農作業等進めてい

るという状況です。これから本当に最終的にはま

た去年のようにすばらしい出来秋になるよう期待

をしたいと思いますし、まだこれからの作業を頑

張ってまいりたいと思います。地域の方も頑張る

意欲でこれから取り組んでいかれると思います。

ことしの主要農業施策について御答弁をいただ
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きました。幾つかちょっと再質問をさせていただ

きたい事項がございます。まず、昨年から取り組

むということで進められてきました労働力調査、

労働力不足の解消に向けて行われるということで

あります。まず、経済部長にお伺いします。これ

を当然労働力調査、労働力不足の解消につなげる

のだと思いますけれども、最終的に何を目的にす

るのかお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 労働力調査について

は、先ほど概要についてはお話しさせていただき

ましたけれども、今雇用労働力が非常にないとい

うことで、名寄の農産物におきましてもアスパラ、

スイートコーン、カボチャなどなど全て人手がか

かるということで、その人手がないことでアスパ

ラなども減少傾向にあるということでございます。

そういった中で、潜在的な名寄市内の労働力がど

れだけあって、どんな活用ができるのかというこ

とで考えてこの調査を実施するものでございます。

当然その中では、他産業にかかわってそういった

部分の協力をいただけたりする、そういう体制が

できるのかどうかということも含めて考えて調査

をしてまいりたいというふうに思っています。最

終的には、労働力のミスマッチをどういったふう

に解決して、どんな施策が必要なのかということ

をこの調査の中で明らかにして、次の施策を考え

ていく資料にさせていただきたいと思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 今川田部長のほうか

らお答えいただいたように、他産業との連携もし

っかりとしていく体制をその調査から検討したい。

本当にそういう形で、農業という分野に限らず、

市内ほかの産業もやはり労働力不足という部分が

言われております。お互いにそういう部分、何か

連携し合いながら、労働力を確保できるのであれ

ばそれぞれの産業にとってメリットでしょうから、

今しっかりお答えいただきましたので、そういう

形での他産業との連携という部分でも労働力の確

保に向けて調査、また内容の検証も含めて行って

いただきたいというふうに思います。

また、労働力にかかわってということに関連し

て、今やはりアスパラ等の主要作物も労働力不足

で面積が減っているという現状の中で、先ほど智

恵文地区の大豆のお話もさせていただきましたけ

れども、やはり慢性的な労働力不足ということで、

若干経営形態も変わりつつあるという部分があり

ます。やっぱり大規模というか、土地利用型農業

も見据えながら、各農家の皆さん、将来的に今本

当に労働力が不足している中でどう遊休農地を出

さないように、また地域の農地を守っていくかと

いうことも含めて、模索しながらなのでしょうけ

れども、取り組まれております。労働力調査とあ

わせてそういった経営形態の変化という部分も出

てきております。それと労働力の関係といいます

か、そういったことも、これはこの後お伺いしよ

うと思う次期農業・農村振興計画について経営形

態の変化もしっかりと捉えて対策をとっていただ

きたいなというふうに思いますが、そのことに関

して御見解をお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） まず、経営形態の変

更ということで、水稲もそうなのですけれども、

だんだん土地が集約をされていくと、農家戸数で

今推定をされているのは５年後におよそ５００戸

で、それ以降１０年後には４３０戸程度になるの

ではないかという想定の中で、その中で土地につ

いても現在が大体平均で１８ヘクタールぐらいで

すけれども、５年後には２０ヘクタール、さらに

は１０年後には２５ヘクタール程度の土地をお持

ちいただかないと、そういう状況になるのではな

いかというふうに想定しています。そういった中

で野菜系、先ほど言った振興作物でアスパラ、ス

イートコーン、カボチャなどについては非常に手

間がかかるということで、水稲とそういった作物

の体系、さらにはそういったことがなかなかでき
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づらくなってきているという状況はございます。

大豆が増加してきたというのもそういった作物に

手間がかかって、人手がないなどの条件の中で機

械化できる大豆に面積が移っているのだろうとい

うふうに思っています。そういった意味でも今回

ＪＡのほうでは大豆の施設も整備されるのだろう

というふうに思ってございますけれども、これか

ら振興させていく作物の中でそういった状況も考

慮しなければいけないというのはあるのですけれ

ども、なかなかその想定というのは、ある程度価

格などの影響にも、相当大きく影響を受けるもの

ですから、当然生産団体のＪＡとも御相談をしな

がら、ＪＡにおきましては来年度ＪＡの振興計画

の見直しの時期にもなっていますので、十分お話

をさせていただきながら検討を加えてまいりたい

と思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） そういった部分、Ｊ

Ａも含めてしっかりと今の状況の変化も捉えてい

ただいて、取り組んでいただきたいというふうに

思います。

そして、もう一点、原産地呼称管理制度の取り

組みということで、名寄産農産物のブランドの強

力な確立に向けて取り組むということでありまし

た。私は、そういう形で部長からこういう取り組

みで進んでいくということでいろいろとお伺いし

て、どういう仕組みのものなのかという部分は一

定程度理解はしているつもりですけれども、実は

現実からいいますと現場の生産者の理解というの

がなかなか進んでいないと。ある生産者の方とお

話をした中では、やはりそういう取り組み、新聞

等で見て初めて聞いたと。原産地呼称管理制度、

名寄産ということで、そういう原産地、名寄産と

いうものを表示するというようなものなのだろう

けれども、果たして自分たちはどういう取り組み

をすればいいのか、それで自分たちがどうなるの

かというか、それをすることによって自分たちの

所得に何かメリットがあるのかとか、そういった

それがいい、悪い別としてもそういう認識でいる

のです。もう少し生産者の方々への理解等も含め

て、周知も含めて、やはりこれからでも遅くない

のだというふうに思います。やはりしっかりとそ

ういった生産者の方に理解していただけるような

取り組みもあわせて進めていくべきだと思います

が、お考えをお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 原産地呼称管理制度

についての関係でございますけれども、この制度

は良質な名寄産の農産物を原産地認定という形で、

他産地との差別化、ブランド化を図るというのが

大きな目的でございます。そういった中で消費者

からの信頼性だとか、消費拡大につなげていけた

らということを目的に実施しようとするものでご

ざいます。本年度アスパラガスの認証実施に向け

て生産者や生産団体等とも協議を重ねてきました

けれども、今議員御指摘あったとおり制度の内容

が少し生産者に周知を含めて不十分な面があった

のかなということでございます。再度今内容を精

査して、この制度そのものの検討を加えておりま

して、新たに立ち上げる事業でございますので、

少しそういった声に対応できるように慎重に検討

を加えているところでございますので、よろしく

お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） せっかく取り組む、

私は本当にいい取り組みだと思いますし、これは

では原産地呼称管理制度が導入されたからすぐに

何か現場、生産者にメリットがあるかどうかとい

う部分、それはなかなか感じづらいのかなという

ふうに思います。そういう部分では時間がかかっ

て、これは今までもそうですけれども、名寄のア

スパラなりカボチャというものは本当に何十年も

時間をかけてブランド化してきたものであります。

それを一層高めていくという取り組みですから、

やっぱり時間はかかります。そういった部分、生
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産者の方にもしっかりと理解をしていただいて、

これはしっかりと理解していただければ生産者の

方もそういう取り組みであればやっぱりしっかり

と自分たちもそれにかかわって取り組むべきだと

いうような考えになるのだというふうに思います。

これからそういった形で丁寧に説明も含めながら

進めていっていただければと。せっかく取り組む

すばらしい取り組みだと思っていますので、よろ

しくお願いをしたいというふうに思います。

次に、次期農業・農村振興計画について伺いた

いと思います。今第２次総計のほうも策定に向け

て準備が進んでいますけれども、私はやはりこれ

は農業という分野での総計に当たるものだという

ふうに捉えています。スケジュールのことに関し

てお答えをいただきました。年内には計画案を示

すというふうなお答えだったと思います。今の現

計画、新名寄市農業・農村振興計画の策定過程と

いうことで、もう既に検討委員会は設置されてい

るということですから、それから比べると若干ス

ケジュール的には早く進んでいるのかなというふ

うに思うのですけれども、これからいろんな検討

委員会、またプロジェクト等も、前回の資料を参

考にさせていただくとプロジェクト班のほうを設

置して、それぞれに分けて検討していくのだとい

うふうに思いますけれども、私１点これを拝見さ

せていただいた中では気になったのですけれども、

お答えの中にもちょっとはっきりと聞こえなかっ

たものですから、今回の新名寄市農業・農村振興

計画について、この計画についての検証というの

はどこの段階でどういった組織において行うのか

お知らせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 検証する機関として

は、先ほど立ち上げております関係機関、団体で

構成するプロジェクト会議、さらには関係機関の

役職員含めた方が検討会議という中で検証させて

いただいています。さらに、検証に当たっては現

状の地域の中で今回の２７カ所ですか、農事組合

を回らさせていただきまして、そういった中での

御要望、御意見だとか、そういったこともお聞き

をしておりますし、さらにアンケートという部分

で、そういった部分で幅広く御意見はいただいて

いるというふうに思っていますし、さらに青年団

体との懇談会とか、そういった部分でも御意見を

いただいておりますので、ある程度というか、そ

ういった部分での御意見はいただいて、反省など、

課題などをいただいているものというふうに考え

ております。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） しっかりと今の現計

画を検証した上で、やはり次の計画の策定に取り

組むというのがこれは基本中の基本だと思います

し、当然総計もそういう流れで進んでいるのだと

いうふうに思います。しっかりと現計画の検証を

行った上で、次期計画をどうするのかという部分

はしっかりとしていただきたいというふうに考え

ておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

あと、振興計画の中で振興作物の位置づけにつ

いてということでお伺いをしておきたいのですけ

れども、現計画の中ではアスパラ、カボチャ、バ

レイショ、花卉、ユリ根、イチゴ、トマト、ナガ

ネギ、ピーマン、この作物が振興作物と位置づけ

られています。振興作物に関しての変更等も含め

て、次期計画はどうなっていく想定をされている

かお知らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 先ほども若干申し上

げましたとおり、作付体系が相当変わってきてい

るということでございまして、一例を言えば過去

１０年ぐらい前大根が物すごくふえていたのです

けれども、結果的にほとんどなくなっているよう

な状況もございますので、そういったことで基本

的には現作物が今後どういうふうに作付されてい

って増加するかというのが基本になってくると思

いますけれども、先ほど申しましたとおりＪＡの
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計画も来年度策定ということになりますので、そ

ういった状況に応じて慎重に考えていきたいとい

うふうに思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） そういった意味では、

振興作物の位置づけもやはり当然変化してくるの

だというふうに思います。これは来年度、２９年

度までですけれども、ＪＡの第３次中期計画では

重点作物としてアスパラガス、生食スイートコー

ン、食用バレイショ、花卉で、振興作物としてカ

ボチャという位置づけであります。２９年度以降

どうするかというのもまたＪＡで御議論している

のだと思いますけれども、やはりそのあたりの整

合性もとっていかなければならないのだというふ

うに思いますし、これはまたそれと一緒くたにで

きるかどうかはちょっと微妙なところもあるので

すが、経営所得安定対策にかかわっての名寄地域

農業再生協議会が指定する作物ということでの地

域振興作物、これはアスパラを含めて今川田部長

からもありました大根、ニンジンなんかも入って

います。タマネギ、どれがいいとか悪いとかでは

なくて、大根なんかほとんど作付がなくなってき

ているという状況もあります。これは、経営所得

安定対策にかかわる地域振興作物という位置づけ

だというのは理解をしていますけれども、実は生

産者の方、これもやはり振興作物という捉え方を

する場合もありますし、ではＪＡの振興計画は中

期計画はアスパラ、生食スイートコーン、食用バ

レイショ、花卉、カボチャ、反面また行政が出す

農業・農村振興計画は違う作物が入っていて、一

体何が振興作物なのだろう。アスパラは共通して

いる部分はありますけれども、やはりそこら辺は

整合性保った中でしっかり絞り込んでいくという

ことも大事かと思いますけれども、お考えをお伺

いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 議員が御指摘いただ

いたとおりだというふうに思ってございまして、

当然市と生産団体の振興作物は同じものが議論さ

れていくべきだというふうに認識しておりますの

で、検討委員会などプロジェクトについてもＪＡ

の担当職員なども入ってございますので、それに

計画部分でいけばＪＡの役職員との協議なり農業

委員会の協議も進めていかなければならぬと思っ

ていますので、その中でも十分検討させていただ

きたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） そういった振興作物

の位置づけも含めて、やはり将来のこの地域の農

業の目指すべきビジョン、また姿がわかりやすい

形であるべきだというふうに思います。そこら辺

をしっかり関係団体とも打ち合わせをしていただ

いて、やはり柱をつくっていくというのはそうい

うことにもつながるのだというふうに思います。

昨日佐藤議員の一般質問の中で、総合計画にか

かわってわかりやすいダイジェスト版というよう

なやりとりがあったと思います。この次期農業・

農村振興計画についても今のそういった振興作物

のわかりやすさというか、目指すものは何かとい

うわかりやすさと同時に、やはり一目で見て地域

の農業、こういう形を目指すのだというような、

何かダイジェスト版ですとか、そういったものを

つくって、特に若い生産者の皆さんにそういった

ものを指針にこれから取り組んでいただくという

ようなことも考えてみてはいかがかと思いますけ

れども、お考えをお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 議員御指摘いただい

たとおり、そういったダイジェスト版、どういう

中身になるかはこれからになりますけれども、少

し見やすい形で、わかりやすい形を工夫しながら

つくっていきたいというふうに思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） ぜひそういう形で検
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討をよろしくお願いしたいと思います。いずれに

しても、本当に今回今の計画しっかり検証してい

ただいて、来年度から始まる次期農業・農村振興

計画、期待もしておりますし、すばらしいものに

なるようにと思っていますので、重ねてお願い申

し上げたいというふうに思います。

最後に、各種事業への対応についてということ

でお答えをいただきました。本当に昨年からＴＰ

Ｐの関連の事業等国からどんどん、どんどん時間

のない中で、お答えのとおりだと思います。私逆

にそれを責めるつもりではないのです、実は今回

の質問に当たっては。やはり生産者としてみれば、

現実私のところにもファクス届きますけれども、

ＴＰＰ関連の事業が多分国から道を通じて市に来

られるのだと思いますけれども、例えば月曜日の

日にファクスが来て、締め切りが金曜日、何を検

討すればいいのかという。３回、４回と続くと、

これもう本当に乗りたいのに乗れないという現実

もありましたし、情報に敏感で、生産者の中でし

っかり勉強されている方もいらっしゃって、そう

いうのを知っている方に関してはこれ来たなとい

うことですぐ採択に向けて申し込みをするのです

けれども、やはりそういう現実もあるわけです。

ただ、国の状況の関係で、私はこう理解するので

すけれども、生産者の皆さんにとってみれば何、

月曜日に募集要項来て締め切り金曜日かというよ

うな声たくさん聞かれましたので、やはりそこは

お答えの中にもありましたけれども、事前の情報

周知、それは情報の収集の体制というのも含めて、

事前にこんな事業がありそうだぐらいでもいいの

だと思うのです。予定ではいつごろ皆さんのとこ

ろに周知するので、内容等を検討しておいてくだ

さいぐらいのでもいいと思うのです。特にいい、

悪い別として、農機具メーカーさんなんか事前情

報つかんで走り回っています。不確かな情報も実

は結構多いのですけれども、そういったものに勝

ち負けではですけれども、事前にこんな事業があ

りそうだというような情報の周知体制、そんな体

制もとっていただければと思いますし、職員さん

大変だと思います。地域の若手の農家の方から、

これは聞いた話ですけれども、いろいろと今回産

地パワーアップ事業の関係で非常に親身になって

相談に乗っていただいたということで、本当に感

謝していました。ただ、本当に大変だったと思い

ます。部内での体制も含めて、そういった部分少

し検討してみてはどうかと思いますけれども、御

見解を伺いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 情報の提供について

は、先ほどお話しさせていただいたとおり、継続

事業はある一定の時期にお話しできるのかなと思

いますけれども、とりわけ新規事業につきまして

はそういったところで二度手間、三度手間になら

ないように、どんな事業がことし新しくなるとい

うところで、少し情報収集を含めてできるだけ早

い時期にある程度のものが提供できればなという

ふうに思ってございますので、よろしくお願いい

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 一生懸命頑張ってい

るのに生産者の皆さんからそう思われるのは、私

も本当にこれは余りいいことではないなと思いま

すので、そんな形でしっかりと取り組んでいただ

きたいというふうに思います。

１０分切りましたので、次教育行政のほうに移

りたいと思います。教育改善プロジェクト委員会、

最終年度の取り組み、幾つかちょっと聞こうと思

ったことあったのですが、第２次に向けた構想も

含めて、今年度立てていかれるのだというふうに

思います。繰り返しになりますけれども、本当に

成果も着実にあらわれてきていると私は思います

し、御期待申し上げておりますので、引き続きの

取り組みをお願いしたいというふうに思っていま

す。第２次のプロジェクト委員会、期待しており

ますので。

児童生徒の国語力の向上についてということで、



－176－

平成２８年６月１７日（金曜日）第２回６月定例会・第４号

これ昨年の第４回定例会で全国学力テストの関連

で同様の質問させていただいて、小川部長からも

非常に丁寧な御答弁いただいて、時間がなくなっ

てしまったので、続きというわけではないのです

けれども、少し再質問させていただきたいと思い

ます。言語活動の充実を図っていくということで、

いわゆる国語力、言葉です。言葉の乱れがやっぱ

り今の子供たち、本当に私も目につくというか、

耳につくというか、まずちょっと本音で、部長、

今子供たちの言葉の乱れに関して率直にどう思わ

れますか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 言葉の乱れといいま

すか、本来家庭とか地域とかありますけれども、

マスメディアというか、テレビを含めていろんな

言葉が飛び交って、最近の若い人が使う言葉は私

も理解できなかったり、短くて、いろんな言葉、

昔はおじいちゃん、おばあちゃんから含めてやっ

ぱり丁寧な言葉を使われている、そういった生活

環境にいたので、教えもきちっとしたけれども、

その辺がちょっと今はいろんな部分で欠けていて、

言葉が乱暴になったり、本当に伝わらない簡潔な

言葉になっている状況がふえてきているというふ

うに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） そのとおりだと思い

ますし、この春高校生になった娘も、私こんな偉

そうに言う立場でも……本当に言葉の使い方、も

う再三注意します。今本当に子供たち含めて、う

ざい、きもいなんて当たり前で、もううざいでは

ない。うざ、きもですから。物食べておいしかっ

たらやばいと。まいうならまだいいぐらいです。

本当に何言っているのかさっぱり。私は辛うじて

わかるかなと思いますけれども、年配の方はわか

らないと言います。おいしい食べ物を食べてやば

いですから、本当にこれは言葉の乱れ。私も子供

たちと接する中で使ってしまったりすることもあ

るけれども、それはやっぱり大人として逆に気を

つけなければならないなというふうに思っていま

す。今家庭ということありましたけれども、家庭

での取り組み、国語力というのは言葉という道具

を使って意思の疎通を図る力が国語力だと思いま

すし、それはやっぱりコミュニケーション力。今

本当に家庭、学校では言語活動、読書活動も含め

てそういったことを進めていただければいいです

けれども、家庭での親とのかかわりの中でそうい

うものって育まれていくものだというふうに思う

のですけれども、国語力の向上というか、改善に

向けて、やっぱり家庭の役割というのをいま一度

認識していくべきだろうなというふうに考えてお

りますけれども、そのことに関してお答えをいた

だければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 議員がおっしゃると

おり、国語力といいますか、言葉遣いを含めて、

私は家庭内でのコミュニケーション含めてが大変

重要というふうに考えているところであります。

具体的に子供たちの国語力が向上するには、家庭

において日常会話を多くしたり、家庭で本の読み

聞かせをしたり、身近なことをお話しする。それ

についてもお互いの意見を出し合いながら話しす

る、そういうところが大変大切だというふうに考

えているところであります。児童生徒の状況につ

きましては、先ほど御説明させてもらいまして、

多くの課題があるというふうにも述べさせていた

だきました。そういった状況を踏まえながら、本

市におきましては家庭で取り組む７つのポイント

の浸透を図るということで、子供たちにテレビや

ゲーム、携帯電話のメディアに触れる時間が長く

ならないように、家庭でやっぱりルールを決める。

このことも家庭でしっかり話し合う。大切なこと

だというふうに思っています。また、日ごろから

親が子供の努力を認め、励ます言葉をかけたり、

親子で命の大切さや思いやりなど、そういったこ

とについても考え、話し合う機会が大切だろうし、

そのようにお願いをしているところであります。
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教育委員会といたしましても、先ほど言いました

家庭で取り組む７つのポイントをしっかり家庭で

取り組むということで、家庭内でも話し合っても

らったり、考え方についてコミュニケーションを

図るような、そういったことをさらにお願いをし

てまいりたいというふうに思っているところです。

そういった意味では、家庭なり親子での取り組み

をさらに充実させるためにも、教育委員会といた

しましても社会教育といたしましては北国博物館

での親子ハイキングであったり、公民館で行って

いる親子書き初め教室、市立図書館では乳幼児、

保護者対象での図書館まつりなど親子で参加する

行事もできるだけ取り入れながらコミュニケーシ

ョンをとって、そのことが例えば家庭に帰って話

題になって親子の会話がふえる、そういったこと

につながっていくことによって国語力が向上して

いければというふうに思っていますので、そうい

った取り組みをさらに充実をさせてまいりたいと

いうふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） ぜひ家庭も含めた、

家庭にお願いするという言い方はあれなのかもし

れないですけれども、家庭での取り組みを強化し

ていただけるような取り組みを進めていただけれ

ばと思います。

７つのポイントということで、私も内容を拝見

させていただいていますけれども、やっぱり朝食

を食べる習慣、これ朝食を食べて。おなかすいた

状態で学校へ行く。健康という意味合いだけでは

なくて、やっぱり朝食をとるということで家族と

の話をしなからコミュニケーションということに

もなりますし、節度ある生活習慣ということでは

テレビゲームの時間が長いという中で、そういう

時間を少しでも短くして、親子の対話、コミュニ

ケーションを図るということ、やっぱりコミュニ

ケーション能力という部分を育むということが大

事だと思います。そういったコミュニケーション

能力、国語力も含めた、そういった能力が高まる

と、私はそれがいじめの抑制防止にもやはりつな

がっていくのだというふうに思います。いじめっ

てちょっとした言葉のボタンのかけ違いとか、ネ

ットなんかではぱっとした文言一言が相手に誤解

を与えたりとかという状況が非常に多いと聞きま

す。そういったコミュニケーションが大事だと思

いますので、そういった取り組み、ぜひ家庭でし

っかり取り組んでいただけるような取り組みに力

を入れていただければと思います。

最後、教員住宅の整備についてということで、

お答えあったように農村地区の学校についての御

答弁もありました。特に農村地区の地域特性とい

うことで考えていただきたいなというふうに思い

ます。これから私どもの地域も含めて、特に農村

地域は地域とともにある学校、学校と地域、先生

も含めて、先生が地域に住んで生活する中で地域

に溶け込んでいたたく、地域とのかかわりを密に

していただくというのがやはり農村地区の学校の

地域特性だと思っています。また、町内会活動な

んか、実際住んでいただいている若い先生にも参

加していただいています。ただ、教員住宅の状況

で、これだったらちょっとあそこ入りたくないな

とか、だって私が小学校のときに建った教員住宅

があるのですから、もう４０年近くです。三十何

年は、相当たっていると思います。幾らそういう

ところで教員としてスキルアップしたいと希望す

る先生がいても、教員住宅があれだったらちょっ

となという、実はこれ先生から聞いたことがある

のです。そういったものを解消するために、これ

は当然予算も伴うと思いますけれども、やはりし

っかりと特に農村地区の教員住宅の整備、地域特

性に鑑みて整備をしていただきたいと思いますが、

最後そこのところ前向きなお考えをお聞かせいた

だいて、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 教員住宅の整備とい

うことで、特に農村地区ということで話がされま

した。議員お話がありましたとおり、例えば智恵
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文であったり、中名寄だったり、下多寄という地

域においては、地域とのかかわりが強くなってき

ている状況にあります。特に管理者住宅などは学

校敷地内に置いているわけですけれども、その学

校管理者、教員もそうですけれども、やっぱり時

には地域と学校とのかけ橋になったり、地域との

連携をとるといった意味では、しっかりそこに居

住していくことが重要だというふうに考えていま

す。先ほど言いました民間の活力といいますと、

市街地でいけばマンションとか、いろいろありま

すので、そういった活用も考えられますけれども、

さっき言った農村部についてはそういった状況に

もないということもありますし、議員おっしゃる

ように住宅は大変ひどい、古くなってきていると

いう状況は、言葉は選んでいますが、あります。

それは承知していますので、そういった面では今

まで既存の教員住宅、民間活力という話もさせて

きましたけれども、農村部のそういった教員住宅

については改めてその対応策を含めて検討する必

要があるというふうに考えていますので、今後検

討していきたいと思いますので、御理解をお願い

します。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山田典幸議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

市民主体のまちづくりの推進について外３件を、

奥村英俊議員。

〇６番（奥村英俊議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、順次質問したいというふうに思

います。

最初に、市民主体のまちづくりの推進として、

市技指定についての考えを伺います。合併以前の

昭和５４年２月の第３４回国民体育大会冬季大会

スキー競技会、まごころ国体の旧名寄市での開催

を機に、旧名寄市ではスキーを市技に指定し、冬

季スポーツ、とりわけスキーの振興に努めてきま

した。合併時にこの市技指定はなくなりましたが、

総合計画にかかわり市技指定することによって市

民理解が進んだり、円滑に事業が進むと考えられ、

冬季スポーツの拠点化を目指す上でも市技指定の

必要を感じていますが、理事者の考えを伺います。

次に、市民自治に関して伺います。現在の総合

計画では、地域住民がみずから暮らす地域を核と

したまちづくりに参加できる地域自治区の創設を

目指しとなっていますが、この地域自治区の創設

に向けてこれまでの取り組みと現状、今後の取り

組みに当たっての考え方について伺います。

次に、行政報告にも触れられていますが、総合

交通体系について、とりわけ地域の鉄道交通網の

確保について伺います。地域の公共交通網の核で

ある鉄道を運営するＪＲ北海道は、道北だけでは

なく、全道で合理化、地方切り捨てを進めようと

していますが、この地域の現在の状況と名寄市の

対応、取り組みについて伺います。

次に、名寄市立大学の教育研究と地域貢献につ

いて伺います。まず、３月議会で質疑がありまし

た認定こども園に勤務する方の片方のみの資格、

免許取得者への対応と教育職員免許法の改正に伴

う幼稚園教員免許更新時に係る対応について、ニ

ーズを調査して実施に向けて検討してまいります

と答弁されていますが、その後の取り組みと今後

の対応についてお伺いします。

次に、安全保障技術研究推進制度についてです

が、安倍政権の軍事施策拡大の一環である大学軍

事研究の有効活用を目指す国家安全保障戦略の閣

議決定を受けて、防衛省では装備品の適用面から

着目される大学、独立行政法人等の研究機関や企

業等における独創的な研究を発掘し、将来有望な

研究を育成するため、平成２７年度から年額最大

０００万円の競争的資金制度である安全保障技

術研究推進制度を開始しました。こうした状況の
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中、日本学術会議は軍事目的の科学研究を否定す

る原則の見直しを開始しましたが、名寄市立大学

の状況、対応について伺います。

最後になりますが、これまでも本会議で数多く

取り上げられたと思いますが、子供の貧困が大き

な問題となっています。全道、全国でもフリース

クールや子供食堂などが取り組まれていますが、

当市でのそういった取り組みの実態と生活困窮者

自立支援法に基づく生活困窮家庭の子供への学習

支援事業の取り組みの現状についてお伺いをして、

壇上からの質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま奥村議員か

らは、大項目で４点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１の小項目１につきましては私のほ

うから、小項目２及び大項目２については総務部

長から、大項目３については大学事務局長から、

大項目４については健康福祉部長からの答弁とな

りますので、よろしくお願いをいたします。

大項目１、市民主体のまちづくりの推進につい

て、小項目１の市技指定についてですが、合併以

前における旧名寄市では、市技スキーを掲げ、各

地でスキー授業が減少していく中にあっても本市

特有の自然や施設を生かし、体育の授業でアルペ

ンスキーや歩くスキーを継続的に取り組むなど、

冬期間の児童生徒の健康と体力向上を図りながら、

市技スキーの振興を推進してきました。合併後は、

特定のスポーツに関して市技を制定しないことと

なりましたが、新市では名寄の冬を楽しく暮らす

条例を制定し、スキーを含め冬季スポーツ全体の

振興を図ることとした経過があります。スポーツ

の種目を問わず、市技指定を定め、それらに係る

施策を推進していく手法としては、市民の共通理

解と一定程度のコンセンサスがなされていること

から、円滑な事業の推進が可能となると考えてお

ります。また、市技指定の波及効果は、地域一体

となった取り組みを進める上で効果的な手法の一

つであると考えています。以上のことを踏まえな

がら、今後のスポーツの推進状況や市民のスポー

ツに対する関心の高まりなどを見きわめて、名寄

市として市技指定の必要性について検討してまい

りたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私のほうからは、引

き続き小項目の２及び大項目の２について申し上

げます。

初めに、小項目の２、市民自治の制度的な仕組

みづくりについてでありますが、地域自治区の創

設につきましては合併時の協議を踏まえ、平成１

８年度から１９年度にかけ、制度導入に向けた地

域協議を行ってきた経過がございます。地域から

は、法定の地域自治区では制度上の制約が多いこ

とや行政から求められる役割の増加が懸念される

など、現状では受け入れることが難しい組織であ

り、創設は時期尚早であるとの御意見を多くいた

だきました。これらの意見を踏まえ、地域自治組

織を展望する緩やかな組織として平成２０年度か

ら２３年度にかけまして各小学校区を基本に地域

連絡協議会を組織し、これまで取り組みをいただ

いているところでございます。地域連絡協議会は、

現在市内各地域に８つが組織をされ、温度差はあ

るものの地域課題に応じて清掃活動や防災活動、

交流事業など町内会単位の枠を超えた活動をいた

だき、市からは活動交付金の助成による財政支援

や代表者会議の開催による相互の情報交換を促す

などの取り組みを行ってまいりました。今後市民

主体のまちづくりをより一層推進するに当たりま

しては、主体となるコミュニティーとして町内会

や地域連絡協議会の活動が必要であることはもと

より、さきに行ったアンケート結果では地域連絡

協議会の役割に期待する回答が８割程度と多いこ

とからも、それぞれの自主性を尊重しながら支援

を行い、市民と協働して地域を支えていくまちづ

くりに努めてまいりたいと考えているところであ

ります。
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続きまして、大項目の２、総合交通体系につい

て、小項目の１、地域を結ぶ鉄道網の確保につい

て申し上げます。ＪＲ北海道の列車見直しなどに

関する情報につきましては、昨年９月のプレス発

表以降、報道などでも多く伝えられているところ

でございます。その主な内容は、経営不振と安全

性の確保を理由に利用の少ない列車や駅の見直し、

保線要員の集約化などで、特に名寄以北の宗谷本

線沿線自治体にとっては厳しい内容となっており、

その中には本市における旅行センターの閉鎖も含

まれております。これらの状況を踏まえ、この間

本年２月１２日には名寄市長が会長を務めます宗

谷本線活性化推進協議会としてＪＲ北海道に出向

き、要望書を提出したところでございます。

また、去る５月２６日には名寄市、士別市、稚

内市の宗谷本線沿線３市が呼びかけ人となり、当

市におきまして宗谷本線沿線自治体市町村長意見

交換会を開催したところでございます。この意見

交換会は、ＪＲ北海道の現状と課題に係る情報共

有と沿線住民の交通手段の確保、地域振興に係る

意見交換を目的とするものでありまして、ＪＲ北

海道はもとより上川総合振興局、宗谷総合振興局

にもオブザーバー参加をいただき、約１時間半の

意見交換を通じまして、ＪＲが置かれている現状

や課題の共有を図ったほか、特急の見直しなどに

対しては現状維持を強く求めるとともに、自治体

における取り組みのほか、民営化時のスキームが

崩れていることなど、もはやＪＲ北海道や沿線自

治体だけでは解決できない課題を含んでおり、国

などの関係機関への働きかけの必要性なども認識

をされたところでございます。今後に向け、意義

のある意見交換会であったと考えているところで

ございます。今後とも宗谷本線活性化推進協議会

を中心とし、会長職にある自治体としての役割を

しっかりと認識をしながら、沿線関係者を初め、

関係機関、団体による協議や連携を図り、さらに

取り組みを進めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 私からは、

大項目３点目、名寄市立大学の教育研究と地域貢

献について、初めに小項目１点目の教員免許更新

制の取り扱いについて申し上げます。

本年第１回定例会において、保育教諭に義務づ

けられた幼稚園教諭免許と保育士資格の併有に係

る片方のみ資格者に対するもう一方の資格取得の

ための講習会の実施と幼稚園教諭免許更新制の更

新講習に係る選択領域の本学開催について御質問

をいただき、いずれもニーズ調査などを実施し、

その結果を踏まえ実施に向けて検討すると答弁を

いたしました。その後の取り組み経過についてで

ありますが、ニーズ調査については本定例会初日

に議決をいただいた平成２８年度一般会計補正予

算の中で、道北地方に勤務する保育士、幼稚園教

諭などを対象とした実態調査を行う予定です。調

査の項目や内容については、今後本学社会保育学

科教員とこども未来課保育士などの意見を伺いな

がら作成してまいりますが、本年度内に分析を含

めた調査結果をまとめる予定でおります。実態調

査の結果を踏まえ、幼稚園教諭免許または保育士

資格のいずれか片面取得者に対するもう一方の資

格取得に係る講習会の実施や幼稚園教諭免許の更

新講習の選択領域の名寄開催について、次年度以

降の取り組みになると思われますが、実施に向け

て学内及び関係機関との協議を進めてまいります。

次に、名寄市立大学の教育研究と安全保障技術

研究推進制度について申し上げます。議員御指摘

のとおり、防衛省の安全保障技術研究推進制度の

創設に伴い、日本学術会議は従来の軍事目的の科

学研究を否定する原則について見直しを含めて検

討することを明らかにいたしました。日本学術会

議は、日本の人文、社会科学、生命科学、理学、

工学の全分野の約８４万人の科学者が国内外を代

表する機関で、その主な役割は１つとして政府に

対する政策提言、２つとして国際的な活動、３つ

として科学者間ネットワークの構築、４つとして
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科学の役割についての世論啓発などです。学術会

議は、安全保障と学術に関する検討委員会を設置

して、軍事目的のための科学研究を行わない声明

など過去の声明の見直しを含めて安全保障にかか

わる事項と学術のあるべき関係の探求を行うとし

ております。こうした状況を踏まえて、本学の対

応についてでありますが、本学の学部、学科構成

は保健、医療、福祉の分野の専門職を養成する大

学であること、また教員個々の研究分野において

も軍事などにかかわる研究を行っている教員は存

在しないことなどから、このような軍事研究に取

り組む要素は全くないものと考えておりますので、

御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目４の無料学習支援事業について、小項目１の経

済的貧困世帯への学習支援対策について申し上げ

ます。

子どもの貧困対策の推進に関する法律が平成２

６年１月に施行されました。これを受け、政府は

同年８月に子供の将来がその生まれ育った環境に

よって左右されることのないよう、また貧困が世

代を超えて連鎖することのないよう必要な環境整

備と教育の機会均等を図る子供の貧困対策を総合

的に推進するために、子供の貧困対策に関する大

綱を閣議決定しました。この大綱において教育支

援では、学校を子供の貧困対策のプラットホーム

と位置づけ、１つには学力保障、２つには社会関

連機関との連携、３つには教育費負担の軽減を図

ることとされました。また、生活困窮世帯等への

学習支援として、生活困窮者自立支援法に基づき、

学習支援事業を実施するほか、放課後補習や放課

後子ども教室等を子供の状況に配慮し、支援の充

実を図るとされております。また、北海道におい

ても同様に平成２７年１２月に策定された北海道

子どもの貧困対策推進計画に基づき、子供に対す

る学習支援や居場所の提供等に取り組むこととさ

れております。平成２７年４月から始まった生活

困窮者自立支援事業では、子供の学習支援は任意

事業となっておりますが、名寄市では必須事業で

あります自立相談支援事業と住居確保給付金につ

いて事業を開始いたしました。平成２７年度の相

談内容の特徴としては、収入、生活費や多重債務

にかかわることが多かったため、今年度は任意事

業として家計相談支援事業を実施して、家計収支

の改善、再建に向けた滞納、債務整理、貸付あっ

せんなどの支援に取り組むこととしておりますが、

貧困が学力の低下をもたらし、そのことが進学や

就職にも不利に働いて、大人になったとき生まれ

育った家庭と同じように経済的に困窮する、そう

した親から子への貧困の連鎖を断ち切るためにも、

生活保護受給世帯の子供を含む生活困窮世帯の子

供に対する学習支援は重要な事業であると考えて

おります。

子供の学習支援の実施に当たっては、今後の相

談内容などから市立大学と連携してニーズの分析

を行い、就学援助の動向など教育部と連携してこ

の地に合った事業について検討していきたいと考

えております。また、最近の話ではございますが、

市立大学の研究室で教員、学生による子供の学習

支援などの研究や取り組みが検討されており、市

に対して調整と協議の要請がありました。これら

の要請に対しましても、健康福祉部と教育部が連

携して市立大学などと協力していきたいと考えて

おります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） それぞれ御答弁をいた

だきましたので、再質問に入っていきたいという

ふうに思います。

市技指定の関係ですけれども、部長のほうから

答弁をいただきました。答弁の中では、市技を指

定することへ特別否定的な見解ではなかったかと

いうふうに感じます。合併し、１０年経過します

けれども、名寄地区に住んでいる人は今でもスキ
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ー市技のまちだというふうに思っている方も数多

く、私の周りにもいらっしゃいます。また、風連

地区に住んでいる方も名寄はスキー市技のまちだ

よねと、そのことについて特に違和感を持ってい

るとおっしゃっていませんし、しっかり今でもス

キー市技というものがなじみ深いものというふう

になっているのではないかというふうに思ってい

ます。総合戦略にかかわる冬季スポーツの拠点化

とか、今２次総計での議論も最中でありますけれ

ども、日本で一番早いジャンプ大会の開催の都市

でありますし、雪質日本一などのスキーの聖地と

言ってもいいというふうに思います。名寄はそう

いうところだというふうに思います。この地での

スキーの振興を図るに当たって、オール名寄の取

り組みとして進める上で、わかりやすい指標、目

標ということでスキーを市技にする、指定にする

ということで取り組みやすくなるのではないかと

思いますが、市長の考えをお聞きしたいというふ

うに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 奥村議員から市技スキー

に当たって、これは前回どこかの議会議論でも御

指摘をいただいたと思います。先ほど小川部長か

らもお話がありましたとおり、もともと旧名寄市

が市技スキーということだったのですけれども、

合併したということで、市技は取り下げ、しかし

冬を楽しく暮らす条例というのはそれぞれの自治

体にも当然文化としてあったということで、これ

は改めて制定をさせていただいて、新名寄市でも

これを取り組み、またその中で冬季スポーツを振

興していこうという議論がなされたという経過だ

というふうに思います。この間例えばスキー以外

のウインタースポーツとして、スノーボードなど

はピヤシリスキー場にキッカーをつくって、フリ

ースタイル系のボードが行われ、あるいは町中で

も大会が行われたりだとか、この地域からプロボ

ーダーも何人も輩出をしたり、最近では前も御紹

介しましたけれども、ことしの３月に全日本プロ

ボード選手権で風連中央小学校の村中虹介君が優

勝するという快挙をなし遂げたということであり

ます。現在も全道各地からジュニアボーダーを対

象としたインディーカップ等も開催されていると

いうふうに聞いています。

また、平成１８年に道立サンピラーパーク内に

道立のカーリングホールがオープンしまして、こ

としで１０年を迎えるわけでありますけれども、

御案内のとおりことしの２月にユースオリンピッ

クでカーリング種目としては最初の世界のメダル

をかち取ったという選手も出てきていると、こう

いうことでございます。議員がおっしゃるとおり、

市技を指定するというのはそのところを強く推し

進める推進力にはなるのかもしれませんけれども、

これまでの経過や、そしてまた今新たにそうした

発展的な形で新しい芽も出つつある中で、市技を

制定するということはいま一度また慎重な議論も

必要なのかなというふうに思います。北海道だと

か日本だとかも冬季スポーツの拠点化ということ

で、少しずつ名寄もいろんな形で今注目をされつ

つあって、スキー以外のことでも先般もカーリン

グのナショナルチームの合宿がここで行われたり

とかというような動きも出てきているということ

でありますので、今のところはウインタースポー

ツを広く振興していくという形で冬季スポーツの

拠点化、そしてそのうねりをぜひともつくってい

きたいというふうに思っているところでございま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 市長から今ありました

けれども、冬季スポーツ、名寄でも実際にいろん

なスポーツが取り組まれているというのはそのと

おりだというふうに思います。ただ、名寄の特徴

であります従前から雪を生かした、冬を楽しく暮

らす条例も含めてそうですけれども、雪を使った

スポーツ、とりわけスキーということをまずキー

ポイントにして、なじみのある市技指定という形

にすることによって、いろんな取り組みがしやす
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くなるというのも一方であるというふうに思いま

す。そういう意味では、市民の皆さんにどういう

ふうに協力して一緒にやっていただくかというふ

うに思いますので、そういう意味での一つの柱と

いうか、そういうためには市技指定という形があ

ってもいいというふうに思いますし、先ほどあり

ましたようにいろんなスポーツに取り組んでいる

ということもありますけれども、いま一度スキー

ということに着目して、この間もピヤシリスキー

場の関係とか、どういうふうに発展させていくか

とか、いろんな議論、議会の中でもされていると

いうふうに思います。そういうのを含めてもう一

度スキーに、今だからこそ全国の中でも名寄がス

キーに取り組んでいるのだという、そういったア

ピールすることにもなるというふうに思いますの

で、ぜひこれからも引き続いて検討していただき

たいというふうに思います。私自身も市民の皆さ

んと一緒に市技の指定の仕方、あり方も含めて考

えていきたいというふうに思いますし、引き続い

て訴えていきたいというふうに思いますので、よ

ろしくお願いをしたいというふうに思います。

次に、市民自治に関してであります。先ほど臼

田部長の答弁に対してでありますけれども、当初

から地域自治区創設についてはかなりハードルが

高いというか、難しいのだという、そういったこ

とだったということです。そういう中では、地域

自治区の創設に向けて緩やかな組織として地域連

絡協議会を設置をしたと。現在それについて取り

組みを進めていると、そういうことだというふう

に思います。この地域連絡協議会、今あります地

域連絡協議会の役割についてちょっと改めてお知

らせをいただきたいというふうに思います。

それから、現在総合計画の議論が進められて、

審議会やワークショップや何かも開催をされてい

るというふうに思います。先ほどもありました地

域自治区創設についての議論もその中で、各委員

会の中で出ているようであります。その内容をお

知らせいただきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ２点質問があったか

と思います。１つは、地域連絡協議会の役割とそ

こに対する市の取り組みというのが１つだと思い

ます。もう一つについては、現在進めている２次

総計における議論経過ということ、この２点かと

思いますが、まず地域連絡協議会の現状の中での

役割ということですが、この間も申し上げていま

すように、１つは町内会の枠を超えての活動をい

ただくということで、現状の町内会の中で不足す

る機能を地域連絡協議会の中で担っていただくと

いうのが１つだと思いますし、あるいは地域独自

の地域の課題に応じた新たな取り組みなどに取り

組んでいただくことについても地域連絡協議会の

役割だというふうに思っています。いずれの取り

組みにしても、地域の自治を補完したり、あるい

は促進させるという意味での貢献をいただいてい

るという認識をさせていただいております。しか

しながら、現状を申し上げますと、地域協議会、

現状８、今７組織に向かって移行中でありますけ

れども、協議会によって少しやはり活動に温度差

があるというのが実情であります。中には、なか

なか協議会自身の目的が明確でないというような

ところもあって、活動で足踏みをしているような

ところもありますけれども、今年度協議会が７に

移行するというのもありますけれども、各地域で

それぞれ改めて総会を開催いただくことなんかも

お約束させていただきながら、この間進めさせて

いただいているところであります。こういったと

ころを通じながら、改めてそれぞれの地域連絡協

議会がそのあり方について、あるいは役割につい

て明確に知らせていただきたいというふうに思っ

ておりますし、私どもとしても引き続き代表者会

議などを開催をしながら支援もしていきたいと、

そのような考え方をしておりますので、御理解い

ただければと思います。

もう一点につきましては、現在の総合計画にお

ける議論ということで少し御紹介をさせていただ
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ければというふうに思いますが、まちづくりに関

する議論として意見をいただいているところであ

ります。御意見とすると、地域自治区、法に基づ

く組織、地域自治区よりも地域に適した組織を望

むという御意見をいただいたり、あるいは現在進

めている地域連絡協議会の活動を高めていって、

次のステップにつながっていくものではないかと

いう御意見をいただいております。あるいは、合

併後１０年の間に高まった一体感を尊重して今後

も進めるべきではないかなどの御意見をいただい

ているところでございます。私どもとしましては、

それらの意見を尊重しながら、現在進めています

第２次総合計画の中で今後の考え方、改めてお示

しをさせていただきたいと思っておりますので、

御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 地域連絡協議会の関係、

役割についてお話がありました。ただ、それぞれ

学区ごとの組織があるけれども、なかなか温度差

があるということだというふうに思います。一定

取り組みが進んでいる、そこでの自治を目指して

ということも含めて取り組みがされているところ

もあるというふうに思いますけれども、全体的に

は当然まだそれこそ地域自治区に向かってという

形ではないというか、そういう状況だというふう

に理解をするところであります。

もう一つありました、今総計の議論の中でのそ

れぞれ委員の皆さんの意見ということでも紹介い

ただきましたけれども、私もそれぞれの議事録、

会議録ホームページに載っていましたから見まし

たけれども、やはり自治区創設は難しいのではな

いかというふうに皆さん発言されている方はおっ

しゃっていましたし、現在ある地域連絡協議会の

活動、それを進めること、それから活性化、充実

が必要だというふうにおっしゃっている方があっ

たというふうに思います。中には、今度の総計の

２次計画の中では地域自治区の表現はもう削減し

てもいいのではないかと、そういうふうにおっし

ゃられている方もいるのが今の状況であります。

最終的にまとめに入っている時期かというふうに

思いますけれども、このまま地域自治区を目指し

て、創設するのだということを大きく掲げて、そ

のことだけに進んでいくということでもないのか

なと。実際に進めています地域連絡協議会をどう

いうふうに発展をさせていく、活動をしっかりそ

れぞれの地域ごとに進めていくか。それぞれのレ

ベルをこうすくい上げるというか、その中で地域

自治をしっかり育んでいただく、そういった取り

組みが今度は、今度からって実際今も進めている

というふうに思いますけれども、改めて総計の中

でその方針化をしてということになっていくのだ

というふうに思います。その議論については、そ

れはそれでしっかり進めていただきたいというふ

うに思いますし、最初からそんな高いハードルで

はなくて、先ほど来言っていますように地域連絡

協議会なら連絡協議会をベースとした地域自治を

どういうふうに育むかというか、そういうことを

きちっと盛り込んでいただければというふうに思

います。

ただ、実際に今活動も既にしています、今も地

域連絡協議会があるわけですから。総計の中にど

ういうふうに位置づけるかという議論については

そこでしていただければいいですけれども、実際

には活動している部分をどういうふうにさらに発

展させていくかということが一番大事だというふ

うに思います。先ほどもありましたように、８つ

から７つにというふうにもなるようですけれども、

全く取り組まれていないところもあれば、少し取

り組みが進んでいるところもあると。そういった

ところにどういうふうに手を差し伸べていくか、

どういう方向づけをするかということが今度市の

ほうの役割になっていくのかなと。今も役割にな

っているのだというふうに思います。その中で、

現状の活動、活性化、充実させていくためには、

やっぱり具体的な方策を少し打ってもらわなけれ

ばならないというふうに思っています。今もあり
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ますけれども、交付金の関係です。交付金のあり

方について、それぞれ活動するに当たって独自の

財源、１つには交付金という形でありますけれど

も、それだけでは少し不足する部分があるのでは

ないかと。一つ一つの取り組みを進めていくに当

たって、当然予算を組みながらやりますけれども、

新たな取り組みをするに当たってはやはり一定の

お金もかかってきますので、そういったために現

在の活動交付金もあるというふうに思います。こ

れも少し見直ししながら現在に至っているのだと

いうふうに思いますけれども、現実的にこれも３

月の予算委員会の中でも話ししましたけれども、

この活動交付金、１０万円の交付金のほうですけ

れども、２年目に７万円になって、３年目に５万

円になるという形になります。一つの事業を継続

してやるに当たっては、どんどんお金が安くなる

かといったらそうではなくて、かかる経費はやっ

ぱり大体同じぐらいかかっていく。それぞれのお

金のやりくり、自分たちで調達できるかといった

ら、集まっている各町内においてもそういった余

裕なかなかないということから、やはり難しいの

が現実であります。そういう意味では、せっかく

の活動がお金の関係も含めてなかなか進んでいか

ないという、そういったことにもちょっとつなが

っていますので、交付金の関係、独自の活動をす

るには大切な財源でありますから、ぜひ現行の交

付金の一つのほうの改善を求めたいというふうに

思いますけれども、お考えをお聞かせいただけれ

ばというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 先ほど申し上げたよ

うに、地域コミュニティーの主体となる、１つは

町内会でありますし、もう一つは現状でいくと地

域連絡協議会だというふうに思っています。いず

れの組織も非常に大切な組織だというふうに認識

しておりますので、この間も私どものできるさま

ざまな支援をさせていただいたということであり

ます。この地域連絡協議会に対する支援とします

と、今議員が言われたように１つは財政的な支援

をさせていただいたということです。組織が２０

年から２３年にかけて設立がされたという話をさ

せていただきましたけれども、ちょうどこの制度

がスタートしたのが２１年でありますので、組織

とともにこの制度をつくって、支援をあわせて進

めさせていただいたということであります。５年

がたった段階で、平成２５年でありましたけれど

も、この段階で一度見直しをさせていただいたと

いうことであります。このときは、さらに活動が

強化できるようにということで、支援を一定程度

拡充させていただいたということでございます。

このときについては、運営費とすると１万円プラ

ス町内会掛ける ０００円ということで、固定的

な経費、運営経費として支援をさせていただくと

いうことと、あわせて今議員から言われましたよ

うに特定の事業に対する補助も設けたということ

でありまして、ここは初年度は１０万円、２年度

は７万円、３年度以降については５万円というこ

とで実施をさせていただいたということでありま

す。ここについては、私どもも幾つか声を聞いて

いるところがあります。それと、２５年度に見直

しをしましたので、３年目になる５万円について

は昨年度が初めてということになります。少し先

ほど申し上げましたように地域連絡協議会の代表

者会議なども今後引き続き開催していきたいとい

うふうに思っていますので、そこでも改めて実際

に取り組んで、地域の皆様の声などをお聞きしな

がら、この制度がそれぞれの地域協議会を支援す

るのにマッチした制度なのかどうかについていま

一度検証させていただきたいと思いますので、御

理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 代表者会議は、いつ開

催する予定ですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） まだちょっと日程に

ついては決まっておりません。今各地域連絡協議
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会の中でそれぞれ総会をいただいているというこ

とでありますので、それが終わってから改めて日

程調整をし、代表者会議など開催をさせていただ

きたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 先ほども言いましたけ

れども、３月の予算委員会の中でもこの課題につ

いては一応提起というか、させていただいていま

す。そういう意味では、まだ具体の議論がされて

いないというふうに受けとめるのですけれども、

それはちょっと遅いというか、もうちょっとスピ

ーディーに、実際に活動を進めているわけだから、

そのことを少し保障するというか、そのことを考

えていただかなければ運動自体が停滞をするとい

う方向につながっていく可能性があるという。こ

のまま議論が進んでいって、年度の途中でもやり

ますよという、そういうふうなことであればそれ

はやり方もありますけれども、通常でいえば来年

度ですよという話になるとすれば、ことし１年ど

うしたらいいのということになってしまうから、

それはできる限り早く具体の改善というか、見直

しをやっぱりしていただくことが必要だというふ

うに思うのです。まだその段取りが整っていない

とすれば、それは日ごろ市長が言っているスピー

ド感なり市民のニーズにということからするとち

ょっとどうかなというふうに思うのです。だから、

もう少し具体的なことも含めてお考えもお聞きし

たいというふうに思いますけれども、市長、どう

ですか。地域のそういった自治を高めるために、

町内会もベースでありますけれども、地域連絡協

議会でそれぞれが取り組みを進めている。それに

対する支援というか、一定の今までもしていただ

いていますけれども、やはりさらなる運動する、

全体的に高めていくということでいえば、一定市

のほうで少しずつ先んじてでも考えていただく必

要があるというふうに思って、私３月にも言った

し、今回も取り上げているのですけれども、その

ことについて少し市長のお考えをお聞きしたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 前回の予算委員会でも御

指摘があって、今回もまた質問ということであり

まして、この総合計画の中でも町内会あるいは連

絡協議会、コミュニティーをどう再構築していく

のかというのは非常に大きなテーマの一つだとい

うふうに思っていまして、ここはやはり少し踏み

込んだ市民議論が必要だというふうに思っていま

す。今まさにその議論の真っ最中でありまして、

当然総合計画の中でも、あるいは今それぞれの地

域連絡協議会の代表者会議でもということであり

ますので、若干スピード感が感じられないという

ところは受けとめさせていただきながらも、今の

ままではなかなか先にまた進めないという状況も

理解しているつもりでありますので、ここは前向

きに今の意見を受けとめさせていただいて、でき

るだけ次の新年度の段階においては何らかの動き

が進んだなという形ができるような議論を進めて

いきたいというふうに考えていますので、いま一

度少しお時間をいただいてというふうに思ってお

ります。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 今市長からもありまし

たけれども、前向きにぜひ取り組んでというか、

具体の方策を示していただくようにお願いをした

いというふうに思います。こうやって要求する以

上は、地域でしっかりやっぱり取り組む決意も持

ちながら話をしています。そういう意味では、そ

れに応えて、それぞれの地域でもそうだと思いま

すので、そこに応える方策を、先ほどありました

ように総計の議論は議論として、将来どういう形

にするかというのはそれはそれでいいのです。た

だし、実際に今やっていることに対して何ができ

るかということも一方で考えながら進めていただ

かなければならないことだというふうに思います。

そういう意味で市長から前向きな答弁だというふ

うに思いますので、そこはぜひ現場の皆さんの代
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表者会議も開くということでありますけれども、

早急に開催をしていただいて、具体の対策を打っ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願い

をしたいというふうに思います。

次に、鉄道網の確保の関係でありますけれども、

これも具体の取り組みが今それぞれされて、宗谷

線の活性化推進協議会とまた別な形で沿線の皆さ

んにも実際皆さんに集まっていただいて会議を持

ったりということで、答弁だったというふうに思

います。そういう意味では、取り組みがまた１つ

進んでいるのだというふうに思いますけれども、

情報の把握とか、そういう点について言えば、Ｊ

Ｒ側もなかなか情報を出したりしないのだという

ふうに思います。それ戦略だというふうに思いま

すから、プレス発表ぱっとしてすぐ実行したり、

集まってくださいというのはそういうことが実際

だというふうに思いますけれども、やはりこうい

った情報は少しでも早く集まったほうがいいのだ

というふうに思います。議会でも実は昨年の１２

月に道北地域の駅がなくなる、減便されるといっ

たことから、意見書採択をしました。その中にも

国がＪＲ北海道に対して地方路線の廃止は合理化

によらず、地方の公共交通堅持を求めることと政

府として在来線存続のための財政支援をという、

そういった内容も含めた意見書の採択をしていま

す。そういう意味で市と議会の連携の不足もちょ

っとあるのかもしれませんけれども、お互いこの

地域の公共の交通網をどうするかということでは

同じ方向に進んでいるのだというふうに思います。

これ以上の対応のおくれがないように、これから

やっぱり取り組んでいただきたいというふうに思

います。そういう意味では、市長がこれまで培っ

た人脈とか、そういったものをやっぱり駆使して

いただく必要があるというふうに思います。そう

いう中でいろんな情報を集めて情報収集を図って

いただく。そして、名寄の市長、加藤市長がリー

ダーシップをとって、発揮をしていただいて、ス

ピード感を持って、やっぱりＪＲや国の考えてい

ることの先手をとることが大事なのではないかと

いうふうに思っています。そういう意味では、沿

線自治体の皆さんと連携をして利用促進策も示し

ながら、ＪＲ北海道、そして道や国にも働きかけ

ることが必要なのではないかというふうに考えて

いますけれども、市長の考えをお聞かせいただけ

ればというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど部長からも答弁し

ましたが、５月の末に沿線自治体と、そして北海

道も今回入っていただいて、そしてＪＲさんと３

者協議をさせていただいたと。これまでも何回か

もう説明をいただいていましたけれども、改めて

ＪＲさんからお話をいただいて、非常に先行きが

なかなか見通せない、逼迫した経営状況であると

いうことも把握をさせていただきました。我々と

しては、できるだけ中長期の見通しを示してほし

いということでありましたけれども、なかなかそ

れも見通せないぐらいのもう本当に大変な状況で

あるということであります。一方で、北海道は北

海道で北海道の公共交通をどうしていくかという

ビジョンを示していただきたいというふうに我々

思っていますし、沿線の自治体として当然いろん

な意味で知恵も汗もかいていかなければならない

という決意も改めてしたところでございます。

さきの６月２日に上川総合開発期成会の総会が

行われまして、ここで改めて新たに期成会要望で

鉄道維持に関する追加提案を私のほうから行わせ

ていただいて、了承をいただきました。これを受

けて、ことし７月２６日に上川総合開発期成会の

中央要望を行う予定になっていますけれども、こ

こで北海道、そして我々の地域の鉄道の現在の状

況を説明させていただいて、要望活動をさせてい

ただきたいというふうに考えているところでもご

ざいます。

また、もう一つ、先ほどお話ありました宗谷本

線活性化推進協議会ということで、名寄市が会長

を務めていますけれども、こことしても今回初の
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試みで独自に中央要望を行おうと今考えておりま

して、要望内容等についてそれぞれの自治体の皆

さん等々と調整を行っているところでございます。

北海道は、とりわけこの道北地域は冬が長いと。

安心、安全な移動手段として鉄道は不可欠な交通

網であるということは言うまでもないというふう

に思っていまして、市長として、あるいは協議会

の会長として、これからも鉄道維持についてしっ

かりと取り組んでまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 上川地方総合開発期成

会、それから先ほど来あります宗谷本線の活性化

推進協議会、それぞれ中央要望されるということ

であります。それについてぜひとも何度も足を運

んでいただいて、地域の状況を訴えながらという

ことを引き続きしていただきたいというふうに思

います。

道内の留萌線、留萌―増毛間は１２月に廃止が

決定してしまいました。そして、留萌線の次に営

業係数の悪い札沼線、これは北海道医療大学から

新十津川の間の部分だというふうに思いますけれ

ども、ＪＲと沿線自治体が利用促進などを話し合

う協議会の設置をするというふうに協議が進んで

いるようであります。この協議会というのは、実

は利用促進なり、そういうことでありますけれど

も、確実な利用増や収支改善が見込めない場合は

そのまま路線の存廃を話し合う場になってしまう

のではないかと、そういうふうになっているよう

であります。夕張線のところについては、石勝線

の新夕張―夕張間、そこについては既にそういっ

た協議会も設置をされているようであります。そ

ういう意味では、営業成績が上がらなかった、利

用増見込めない場合はすぐ廃止につながっていく

というふうな方向になるのだという懸念がありま

す。その石勝線の新夕張―夕張間の路線は、下か

ら５番目に、留萌線から数えて５番目に営業係数

が悪いところなのです。実は宗谷線、名寄から稚

内までの間も８番目なのです、下から。そういう

意味では、お尻に火がついている状況であります。

先ほど来中央要請や何かもということであります

けれども、先ほど言いましたように単なる要請行

動だけではなくて、利用促進策を打ち出しながら

実際の利用増も図って要請行動を進めていくとい

うことが必要なのではないかと。そのことも訴え

なければ、ただ要請を聞くかというとそういうこ

とではないというふうに思いますので、先ほど言

いましたように協議会なんか設置をされて、利用

増が見込めない場合はすぐ存続にかかわってくる

というふうな状況もありますので、そういった状

況になってしまうと鉄路を剥がされるようなこと

につながってしまうと、この道北自体の経済、市

民生活に大きな影響を及ぼす。先ほど冬の状況も

市長からも話ありましたけれども、そういったこ

とにも直結をしますので、ここはそういった具体

の策も早急に議員の皆さん、これは市民の皆さん

や道北の地域の皆さんとも一緒になって取り組ま

なければ、ただこれやったりというものだけなら、

実際に利用増したりしなければならないというこ

とになると思いますので、そういった大変な取り

組みにはなると思いますけれども、ぜひそういっ

た取り組みを進めながら、これからの市としての

取り組みを進めていただきたいというふうに思い

ます。そのことも含めて、再度市長からも決意も

含めた答弁いただければというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 奥村議員のおっしゃると

おりだと思います。ただ要望するだけではなくて、

我々として何ができるのかということをやっぱり

自治体沿線も汗をかいていかなければならないと

いう、同じ気持ちでございます。

先般弥生の地域に天塩弥生駅という新しい民宿、

レストランができて、そこが非常に全国から注目

されているというニュースが出てきたところであ

ります。利便性を高めることも一つの集客ではあ

るけれども、ああいうふうに鉄道ファンがそのこ

とに魅せられて、それを一つの観光手段として鉄
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路を使ってああいったところを訪れるといった一

つのいい事例を見させていただいたような気がい

たします。いずれにしても、今厳しい自治体沿線

からも寝台列車を走らせたらいいのではないかと

か、いろんな話出ているのですけれども、ぜひこ

こは皆さんと知恵を出し合いながら、またそれそ

れの地域で独自の鉄道文化も持っていて、努力も

しているところでありまして、そうしたことを結

集して新たな資源にしていくだとか、いろんなソ

フトの施策も考えながら、この乗車率の拡大、そ

うした努力を地域でもしていって、その上でしっ

かりと要望していくことはしていきたいというこ

とをさせていただきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 市長から別な角度から

を含めて決意いただいたというふうに思います。

ぜひ先頭に立って頑張っていただきたい。私たち

も一緒に頑張りたいと思いますので、よろしくお

願いします。

次に、大学の関係に移りたいというふうに思い

ます。局長のほうから答弁をいただきました。そ

れぞれ確認になりますけれども、資格、免許取得

者への対応についてで、今年度中のニーズ調査、

それから学内関係機関との協議ということ、そし

てそのほか開講認定とか教員確保などに大きな障

害があるのかどうか、ないとすれば近隣のニーズ

調査というか、ニーズの関係もあるというふうに

思いますけれども、次年度実施というふうな形で

地域貢献を図っていく、そういうふうに理解をし

てよろしいかお伺いします。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） まず、こ

れから学内とこども未来課などの関係者からチー

ムをつくりまして、どういう内容にするかですと

か、どういう対象にするかというのを決めまして、

その実態と分析も含めて年度内に終わらせる予定

で、その結果を踏まえてできれば早ければ来年度、

その状況によっては来年度以降ということで答弁

したいのですけれども、できるだけ速やかな対応

はとりたいと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 改めまして、今もあり

ましたように速やかに実施ができるような形で取

り組みを進めていただきたいというふうに思いま

す。

もう一つの関係であります。安全保障技術研究

推進制度の関係ですけれども、それぞれ個々の教

員の方、それから教員の研究の分野においても軍

事などにかかわっている研究を行ってはいない。

そして、軍事研究に取り組む要素は全くないとい

う答弁をいただきました。それを聞いて少しとい

うか、安心、ほっとしたところであります。全国

的に軍事研究はもちろん、軍事研究として疑われ

るものを行わないというふうな方針を持っていた

東大も軍事研究を解禁したようです。ですけれど

も、一方で新潟大学では軍事への寄与を目的とす

る研究を行わないと学内にある科学者の行動指針

というのを改定したそうであります。大学による

戦争や軍事に寄与する研究を行うような戦前回帰

のようなことにならないことを願って、次の質問

に移りたいというふうに思います。

それでは、子供の貧困の関係でありますけれど

も、小川部長のほうから答弁をいただいた中では、

生活困窮者自立支援法の中での子供への学習支援

事業の関係、これ任意ということで名寄市で取り

組みを実施されていないということですけれども、

子供の学習支援は重要な事業であるとの認識も示

されたというふうに思います。さらに、市立大学

との連携による新たな動きについても少し示され

たというふうに思っています。そういう意味で引

き続き取り組みをしていただくように要請をする

ところであります。こうした動きに対する、先ほ

ども出ていましたけれども、教育委員会のほうの

対応があればお聞きをしたいというふうに思いま

す。

また、学習支援という点でいえば、教育委員会
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のほうで進めています放課後子ども教室なども利

用することができるのだというふうに思います。

その利用に当たって、生活状況に合わせて減免措

置などの軽減負担を図って利用しやすくしていた

だく、生活的困窮世帯の学習支援を拡大していた

だいて貧困の連鎖を断ち切るべきではないかとい

うふうに考えますけれども、これについて答弁い

ただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今御質問がありまし

た、先ほど答弁もありましたように市立大学が進

めようとしている取り組みにつきましては、ちょ

っと話は来ましたけれども、これから具体的な話

がまた出てくると思いますので、教育委員会とし

ましてもしっかり連携をとりながら、支援できる

ものはしていきたいというふうに考えているとこ

ろであります。

もう一つありました放課後子ども教室でありま

すけれども、これにつきましては子供たちがみず

から学ぶ意欲を高め、学習習慣の定着を図るため

に、目的にやっております。状況につきましては、

先日の一般質問で答えていますので、省略させて

もらいますけれども、参加費については実費徴収

金として年間 ０００円徴収をして、それにつき

ましては必要な教材等の購入に充てて学習を行っ

ているところであります。議員からありましたよ

うに、生活困窮者といいますか、その負担が厳し

い世帯も実際にはあるのかなというふうにも思い

ますので、そういった世帯の子供たちも学習支援、

そういった支援も受けられるような環境を整備す

るということが重要な課題でもあるかなというふ

うに考えておりますので、今ありました点につき

ましては検討して、例えば就学援助制度を受けて

いる世帯もありますので、そういった世帯も対象

にすべきかどうかも含めてちょっと検討させても

らいながら対応してまいりたいと思いますので、

御理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） ぜひとも速やかに対応

していただくように重ねてお願いをするところで

あります。

こうした子供の貧困対策とか、また虐待とか、

差別とか、そういうものをなくしていくための取

り組みについては非常に重要な施策だというふう

に思います。こうした施策を進めるに当たっては、

やはり行政としては子供の権利条例の制定が必要

なのだなというふうに私自身は考えます。どうし

てもこういった点について福祉サイドの考えを聞

くような場面が多いかというふうに思いますけれ

ども、今教育の関係も含めて話をしていましたの

で、ここはちょっと教育長のほうにぜひ個人のお

考えも含めて子供の権利条例の関係、情勢も含め

てお考えを伺いたいというふうに思いますので、

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 子供の権利条例の制定

についての考え方ということでございますけれど

も、子供の権利条例とは各市町村において日本国

憲法や国連で採択された児童の権利に関する条約

が保障する子供の権利をより具体的にわかりやす

く定めたものであるというふうに理解していると

ころでございます。御承知のように児童の権利に

関する条約が効力を発揮するようになりました平

成６年当時ですが、文部省の文部次官通知が出さ

れております。その中で本条約は、基本的人権の

尊重を基本理念とする日本国憲法、それと教育基

本法と軌を一にするものであると。したがって、

本条約の発効により教育関係について特に法令等

の改正の必要のないところであると、このように

指摘しているところでございます。さらに、この

通知の中で各学校では本条約の趣旨を踏まえ、日

本国憲法及び教育基本法の精神にのっとり、教育

活動全体を通じて基本的人権尊重の精神の徹底を

一層図っていくことなどと数点の留意点を挙げて

いるところでございます。このことは、基本的に

教育基本法、学習指導要領に基づいて行われてお
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ります我が国の教育におきましては子どもの権利

条約の精神、理念などが日常展開される教育活動

の中で具体的に反映されているということでござ

います。したがいまして、教育委員会といたしま

しては、子供の貧困や虐待、差別などへの対応に

ついては子供の権利条例の有無にかかわりなく適

切に対応していかなければならない問題であると

考えているところでございます。このようなこと

から、子供の権利条例を制定するかどうかという

ことにつきましては、あくまでもそれぞれの市町

村の考え方、判断によるものと認識しているとこ

ろでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で奥村英俊議員の

質問を終わります。

来年度本格導入予定の介護総合事業への準備に

ついて外３件を、川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） 通告順に従いまして、

大項目４点にわたって質問をさせていただきます。

まず、１点目、来年度本格導入予定の介護総合

事業への準備について伺います。団塊の世代と言

われる方々が７５歳に達する２０２５年の医療、

介護をどう目指すのか、取り組みが進んでいます。

医療機関の病床数を削減し、平均在院日数も大幅

に短縮する。介護については、施設数は圧縮する

が、それを上回る水準で在宅介護、居住系サービ

スを整備し、病床数の削減や在院日数の短縮に対

処する本格的な受け皿をつくり上げるという構想

です。提供体制は公的給付が薄くなり、企業参入、

市場化の度合いが大きくなるのではとの危惧を拭

えません。要支援サービスの総合事業移行が２年

間の猶予期間がありましたけれども、いよいよ来

年度より本格導入となるわけですが、準備状況等

について伺います。先立って直近の高齢化率、高

齢単身世帯数、高齢夫婦世帯数をお知らせくださ

い。

小項目１、準備状況について、サービス内容、

ボランティアの組織状況、利用料についてお知ら

せください。

小項目２、市民周知について、特に利用者への

周知について伺います。介護の社会化を掲げ、２

０００年介護保険制度がスタートしましたが、今

地域包括ケアの実現に変わり、給付対象は介護度

３以上の施設利用など中重度に限定され、給付水

準も引き下げる。給付内容については、生活援助

などの福祉的な要素は削り、機能訓練、リハビリ、

介護職による医療処置など医療の比重を高めてい

く方向にあります。そんな中で特に現在介護制度

を利用されている方たちの中で、今後の介護への

不安が大きくなっています。変化をよりわかりや

すくお知らせすることが強く求められています。

お考えをお聞かせください。

小項目３、利用者、特に施設利用者の災害時の

対応について伺います。健康な人と同じ避難所で

生活するのが難しい災害弱者、特に施設利用者の

方々の災害時の対応は重要です。熊本県の地震で

も明らかになりました。避難先が見つからないな

どの事態が生じています。昨日函館でも大きな地

震が発生しました。災害時の対応についての準備

が急がれます。お考えをお聞かせください。

小項目４点目、人材確保と居住系サービスにつ

いて伺います。介護職員の確保、また低所得者の

方々も利用しやすい居住系サービスの整備はどの

ようになっているのか伺います。

次に、新名寄市病院事業改革プラン案にかかわ

って伺います。小項目１、市立総合病院の役割に

ついて伺います。地方センター病院、救命救急セ

ンターとして急性期、専門医療を担う必要がある

と述べています。不採算部門を担っているからこ

そ、公立病院と考えます。道北第３次保健医療福

祉圏域の地方センター病院として、救急、高度、

先進医療の機能強化を図る、より一層の急性期医

療の充実を目指していると言われていますが、改

めて市立病院の役割についてお考えをお聞かせく

ださい。

小項目２、地域連携の考え方について伺います。
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早期退院に伴って、医療と介護の一体改革でその

後の受け入れについて不安が募ります。病院完結

型医療から地域完結型医療への転換が図られてい

ます。介護、福祉行政に精通した専門職員の配置

を検討と述べていますが、具体的なお考えをお聞

かせください。

日常医療を担うかかりつけ医等の地域医療機関

の後方支援病院として役割を担うことになるとも

言われていますが、開業医と言われている先生方

にも地域医療へ貢献していただいているわけです

が、この地域連携の考え方が急がれるのではない

でしょうか。お考えをお聞かせください。

小項目３点目、経営の効率化と経営形態の見直

しについて伺います。地方公営企業法の全部適用

について、地方自治体が選択でき、条例によって

定めなければなりません。全部適用にする目的は、

病院事業に民間的な経営手法を導入することと言

われています。地方公営企業は、本来企業として

の経済性を発揮しつつも住民の福祉、健康などを

推進する使命を持っています。経営効率を否定す

るものではありませんが、経営効率や独立採算制

のみを強調すべきではないと考えますし、住民サ

ービスの低下など住民負担増につながるのではな

いかと危惧をされます。お考えをお聞かせくださ

い。

３点目、名寄大学構内に期日前投票所の設置に

ついてについて伺います。１８歳以上が選挙権を

行使できるようになった７月の参議院選挙、選挙

啓発、投票率の向上を図るため、期日前投票所の

設置の考え方について伺います。総務省は、１６

年度予算に投票率向上に向けた投票環境の整備費

として５９億 ０００万円計上しています。午前

中の高橋議員の質問の中で、大学構内で試験的に

設置する旨の御答弁がありましたけれども、改め

て１８歳選挙権行使に対する名寄大学、市の考え、

議論経過等をお知らせをいただきたいと思います。

４点目、南広場の公衆トイレ設置について伺い

ます。名寄高校のあんどん、市民盆踊り、冬の冬

祭りなど市内や市外からもたくさん集まる催しが

南広場を利用して行われています。多くの皆さん、

市民が楽しみにしています。主催者が仮設トイレ

を設置し、費用もかさむという状況にあります。

ひまわりらんどのトイレの利用には限度がありま

す。よろーなまでには距離もあります。公衆トイ

レを望む声が多いのですが、設置の考えはありま

せんか。お考えをお聞かせいただきたいと思いま

す。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） ただ

いま川村議員からは、大項目で４点にわたり御質

問いただきました。大項目１は私から、大項目２

は病院事務部長から、大項目３と４は総務部長か

らの答弁となりますので、よろしくお願いいたし

ます。

それでは、大項目１、来年度本格導入予定の介

護総合事業への準備について、初めに小項目１、

準備状況について申し上げます。本年４月末現在

の高齢者のみの世帯は ５３９世帯で、うち高齢

者の単身世帯数は ５１８世帯となっております。

本市の介護予防・日常生活支援総合事業は、名

寄市第６期高齢者保健医療福祉計画、介護保険事

業計画において団塊の世代が７５歳以上となる平

成３７年を目途に高齢者が可能な限り住みなれた

地域で個々の能力に応じて自立した生活が続けら

れるよう準備期間を踏まえ、平成２９年４月から

実施することとして計画しているものです。本年

１月からその検討を行うための生活支援等サービ

スネットワーク会議を設置し、幅広い意見をいた

だきながら現在も協議を継続しているところです。

生活支援等サービスネットワーク会議では、地域

の支え合いによる体制づくりを進めるため、既に

市内において実施されております介護予防、生活

支援に資する住民主体の取り組み、いわゆる地域
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資源でございますが、この地域資源の発掘を基本

として協議を進めているところです。

サービス内容につきましては、大きな変更点と

して、現行の介護予防訪問介護及び介護予防通所

介護が介護予防・日常生活支援総合事業に移行す

ることとなります。なお、本年４月の利用者数は、

介護予防訪問介護は１０７人、介護予防通所介護

は１８６人となっております。移行に当たっては、

市町村によってサービスの内容や利用料を設定で

きる仕組みとなっておりますが、本市としては提

供するサービスについては基本的に変更しないこ

ととし、利用料の設定についても国が定める介護

報酬の額に基づいて設定しながら、低所得者の方

にも配慮した減免規定も必要と考え、事務レベル

での準備、検討を進めている段階です。

また、生活支援サービスの担い手となりますボ

ランティア組織の育成状況については、介護予防

・日常生活支援総合事業は先ほども申し上げまし

たとおり団塊の世代が７５歳以上となる平成３７

年を目途に地域の支え合いによる地域づくりの構

築を目指して推進していくものですので、来年４

月に事業移行後、平成３７年に向けて少しずつ地

域の支え合いが広まっていくよう社会福祉協議会

などとも連携しながら、ボランティア活動の育成

支援を推進してまいりたいと考えております。

次に、小項目２、市民周知について申し上げま

す。介護予防・日常生活支援総合事業の実施に当

たっては、サービスの低下、利用者の負担増とな

らないよう努めるとともに、全ての現行サービス

利用者が総合事業に移行できるよう進めていく考

えでございます。現行の介護予防サービスを利用

している方のサービス移行に当たっては、基本的

にサービスの変更がないよう検討しておりますが、

委託事業者への移行説明と意見聴取を行い、利用

者への説明期間を十分設けながら同意を得てまい

りたいと考えており、あわせて広報紙、出前講座、

市民向け説明会等により丁寧な説明に努めてまい

ります。

次に、小項目３、災害時の対応について申し上

げます。公共施設等における災害時の対応につき

ましては、一般的な火災等の被害に対する対応に

加え、近年の地球温暖化による異常気象に起因す

る大雨による洪水被害あるいは平成２３年の東日

本大震災やさきの熊本県、大分県での大地震等に

見られる震災による被害など、市民、施設利用者

の安心、安全を守る観点から大変重要な課題とし

てその対策が求められております。

また、特別養護老人ホームにつきましても常日

ごろからこれら災害時の対応について万全の備え

が求められているところであります。名寄市が設

置し、名寄市社会福祉事業団が指定管理者として

運営する特別養護老人ホーム清峰園及び白樺ハイ

ツの２施設におきましては、災害時における対応

として各施設とも消防法に定める総合避難訓練を

年２回、また夜勤者を対象とした通報伝達訓練を

年１回、全職員を対象としました通報伝達訓練を

年１回それぞれ実施しているところでございます。

また、これに加えまして平成２３年９月からは両

施設において風水害及び火災または地震等が発生

したとき、施設が隣接します町内会の支援を受け

ながら施設利用者の迅速な避難を行うことができ

るよう、清峰園におきましては名寄市東地区連絡

協議会、しらかばハイツにおきましては名寄市風

連北栄町内会と災害時避難援助に関する協定書を

締結し、それぞれ会員の皆さんに各施設が年２回

実施する総合避難訓練、通報伝達訓練にも参加を

いただき、町内会との連携を図り、施設利用者が

安全に避難できる体制を構築しているところです。

さらには、平成２５年１０月には上川北部の養

護老人ホーム、特別養護老人ホーム及びケアハウ

スの１２施設におきまして、災害等が発生した場

合、被災していない施設が備品貸与、資材、備蓄

品の提供及び被災施設入所者の受け入れなど相互

協力を円滑に行うための上川北部地区老人福祉施

設における災害時の協力協定書を締結していると

ころです。また、災害が発生した場合の対応とし
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まして、清峰園、しらかばハイツについて利用者

の非常食として水、米などの食料品を３日分備蓄

し、万一の災害時に備えているところでございま

す。今後におきましても避難訓練などを通じて日

ごろから防災意識を高め、利用者が安心して生活

できる環境づくりを行ってまいりたいと考えてお

ります。

次に、小項目４、介護人材確保と居住系サービ

スについて申し上げます。平成２７年３月に策定

しました名寄市第６期高齢者保健医療福祉計画、

介護保険事業計画におきまして、後期高齢者数が

ピークを迎える平成３７年に向け構築を図ること

としております地域包括ケアシステムにおける高

齢者の住まいの確保の一環として、平成２８年度

に認知症グループホーム及びケアハウスの新設を

見込んでおります。本年１月、平成２８年度事業

開始に当たり、北海道が医療介護総合確保基金を

用いて行います介護サービス提供基盤等整備事業

を活用した施設整備につきまして、市内の介護保

険サービス事業者に事業実施の意向を確認しまし

たが、残念ながら応募のない状況でした。今後は、

市外の事業所も視野に入れまして、市のホームペ

ージを通じて公募を行っていく予定としておりま

す。

また、喫緊の課題としております介護人材の確

保につきましては、市内の介護保険事業者間の情

報共有、情報交換を図るための連絡会議の開催に

ついて準備を進めているとともに、北海道が介護

事業所に対し人材確保の相談支援及び雇用管理改

善に関するセミナー等を行う介護従事者定着支援

事業の活用を市内介護保険サービス事業者に対し

て周知をしてきております。介護人材確保につき

ましては、全国的にも課題になっておりますので、

国、道の動きを注視しながら事業者への働きかけ

を続けてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 私から

は、大項目の２、新名寄市病院事業改革プラン案

についてお答えいたします。

初めに、小項目１、市立総合病院の役割につい

てでありますが、当院は地方、地域センター病院

として民間の医療機関も少なく、主に公立病院が

地域の医療を担っているこの医療圏の中で、不採

算と言われるへき地、周産期、感染症、救急など

の医療分野を含めて急性期医療のとりでとしての

役割を担うことに努めてまいりました。総務省が

平成２７年３月に示した新公立病院改革ガイドラ

インの中では、公立病院改革の究極の目的は公民

の適切な役割分担のもと、地域において必要な地

域医療提供体制の確保を図り、その中で公立病院

が安定した経営のもとでへき地医療、不採算医療

や高度先進医療等を提供する重要な役割を継続的

に担っていくことができるようにすることにある

とされています。

また、今回の改革プランにおいては、２次医療

圏ごとの地域医療構想を踏まえた当該病院の果た

すべき役割を示すことが追加されております。本

年３月に上川北部圏域地域医療構想調整会議で承

認された構想案の中では、平成３７年度の上川北

部圏域における必要病床数は高度急性期と急性期

を合わせて２９２床、回復期で２５１床、慢性期

で２４９床となっており、急性期病床に限ってみ

ますと当院の現在の稼働病床数と一致する数字と

なっております。このたびお示ししましたプラン

においては、上川北部地域に加え、宗谷地域にお

いても医療従事者の不足から、急性期医療の維持

が困難となっている現状を踏まえ、他の医療機関

と連携しながら今後もセンター病院、救命救急セ

ンターとして急性期専門医療を提供する医療体制

を維持していくことを主眼としております。また、

国は総医療費の抑制方向へ向かっており、診療報

酬の改定や医療スタッフの確保などでは厳しい環

境にありますが、周辺地域の協力や市民の皆様の

御理解を得る努力を続けながら、不採算分野も削

減することなく、今後も病院機能の充実、発展を
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図ってまいりたいと考えております。

次に、小項目２、地域連携の考え方についてで

すが、国は現在住まい、医療、介護、予防、生活

支援が一体的に提供され、住民が住みなれた地域

で生活を継続できるよう地域包括ケアシステムの

構築を進める中で、病院完結型から地域完結型の

医療への転換を掲げ、地域における医療と介護の

連携を重視しております。このことに沿って、プ

ランの中ではかかりつけ医としての役割を担う市

内や近隣の病院、診療所が初期診断や継続的な慢

性疾患の経過観察、投薬などを行い、対応が困難

な疾患については急性期医療の役割を担う当院が

検査、診療を行うことを基本としました。当院で

の診療の後は、地域の回復期、慢性期病床を有す

る病院や介護施設で回復、療養を図るとともに、

自宅などでかかりつけ医や在宅医療を活用しなが

ら生活を行うことを想定しております。

従来の初期診療から回復期、慢性期のフォロー

までを一つの病院で実施する病院完結型の医療は、

これまで長く医療のあり方として定着し、あるべ

き姿として理解をされてきておりますが、特に地

方の急性期病院においては医療従事者の確保が非

常に困難な状況となっていることから、多くの患

者のフォローを一つの病院で実施していくことが

難しくなっております。また、初期の段階から大

きな病院やより専門的な医師の診療を受けたいと

の希望が根強いことも理解するところであります

が、このことによる外来患者の増加が結果として

患者の待ち時間の増加やいわゆる３分診療と言わ

れる納得を得にくい状況を招くなど、多くの患者

へ御迷惑をおかけすることにつながっている実情

がございます。既に当院では、地域における病院

間の機能分担を進めていく中で、急性期医療を受

け、一定程度回復した患者が自宅あるいは介護施

設などで生活を送ることができるまでの機能回復

医療を提供するために、平成２６年度に地域包括

ケア病棟を設置し、急性期と在宅、慢性期医療の

連携に取り組んでいるところであります。また、

転院あるいは退院した患者が安心して地域におい

て医療、介護を受けることができるよう転院の調

整や退院後の生活支援を行う医療、介護サービス

を行う各種機関との連携を密にするため、当院の

地域医療支援室への社会福祉士の増員など、機能

の強化を進めてまいります。あわせて、地域のか

かりつけ医において患者が安心して医療が受けら

れるよう当院での診療情報を参照できるポラリス

ネットワークへの加入について、各医療機関への

働きかけを継続しております。そのほか監督機関

の協議組織や病診連携協議会、当院の地域医療支

援室などでの活動を通して連携の強化を図ってま

いりたいと考えております。

次に、小項目３、経営の効率化と経営形態の見

直しについてですが、まず経営形態の見直しにつ

いては計画期間内に地方公営企業法の全部適用に

移行することとしております。これにより人事及

び財務の権限が拡大され、診療報酬の見直しなど

経営環境の変化に速やかに対応し、自立的かつス

ピーディーな意思決定が可能となります。こうし

た強みを生かし、状況に応じた適切な投資や医療

資源の配分などを行い、機動的な経営に取り組ん

でいくことを目標としています。

なお、経営の効率化につきましては、医療スタ

ッフの確保など必要な部分について適切な投資を

行っていくこととあわせて、地域の医療機関との

連携を密にし、急性期医療を必要とする患者数の

増加及び診療単価を向上させることにより、収支

の改善を目指してまいります。また、費用の抑制

策については、診療部門別原価計算システムの導

入による詳細な経営分析を行い、限りある医療資

源を効果的に投資するための適切な人員配置と業

務の効率化を図ってまいりたいと考えております。

一方で、地方公営企業法の全部適用に移行する

ことにより、経営改善のために人件費が抑制され

ることが懸念されるとの御意見もございますが、

これは一部適用、全部適用にかかわらず、経営が

地方自治体となった公営企業の手法であるという



－196－

平成２８年６月１７日（金曜日）第２回６月定例会・第４号

ふうに理解をしております。ガイドラインでは、

公立病院として不採算部門の機能を維持しながら

経営の改善を行うことが求められており、また当

院が道北地方のセンター病院として引き続き地域

の急性期医療の中核を担う責務を果たしていくこ

とを前提としていることから、今回のプランの策

定に当たって安易な人件費抑制や診療科の縮小な

どによる経営改善については想定しておりません

ので、御理解願います。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私のほうからは、大

項目の３及び４について申し上げます。

初めに、大項目の３、名寄市立大学構内の期日

前投票所の設置につきましては、名寄市選挙管理

委員会の所管となりますので、同委員会事務局と

して申し上げたいと思います。今回執行されます

参議院議員通常選挙につきましては、選挙権年齢

が１８歳以上に引き下げられて初めての選挙とな

りますので、選挙管理委員会としても若年層、特

に市立大学の学生に対する啓発が大変重要である

と考えているところであります。大学構内への期

日前投票所の設置につきましては、道内では函館

市が市内４つの大学に１日ずつ、岩見沢市では１

つの大学において７日間、それぞれ開設する予定

であり、本市におきましても啓発や投票率向上の

観点から市立大学への試験的な設置として１日で

はございますが、開設できるよう調整を進めてい

るところでございます。開設に当たりましては、

二重投票の防止や投票者の待ち時間短縮のため、

名寄庁舎と風連庁舎で使用しております期日前投

票システムを使用し、オンラインで結ぶことが最

善であると考えておりまして、投票所スペースま

での通信回線の整備や事務に従事する人員の確保

など、適正な投票環境の整備に向けた準備を大学

事務局と連携、協力しながら進めていきたいと考

えております。

続きまして、大項目の４、南広場の公衆トイレ

設置について申し上げます。南広場を利用される

方のトイレにつきましては、ひまわりらんど開設

以前は親林館内のトイレを一般開放し、御利用い

ただいておりましたが、現在はひまわりらんどの

開設に伴い、ひまわりらんど１階の多目的トイレ

を開館時間である平日の９時から１６時まで一般

開放しております。現在南広場は、市民盆踊り大

会やなよろ雪質日本一フェスティバルなどのイベ

ント会場やアスパラまつり、名寄神社祭りなどの

臨時駐車場としても利用されており、そうしたイ

ベント時においてトイレが不足すると想定される

場合はイベントの主催者が仮設トイレを設置し、

対応することとしております。議員から御要望の

ありました南広場における常設の公衆トイレの設

置につきましては、ひまわりらんど建設時に各関

係団体の意見も踏まえながら、庁内の関係部署で

協議を行い、夜間の利用者数や維持管理費などを

考慮した結果、設置をしないという結論に至って

おり、この間市民の方からの直接的な苦情や要望

については受け付けていないところでございます

ので、御理解をいただきますようお願い申し上げ

まして、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） それぞれ御答弁をいた

だきましたので、随時再度質問をさせていただき

たいと思います。

まず、介護総合事業への準備状況でありますけ

れども、サービス内容は変更しないようにしてい

くというふうな御答弁をいただきました。やっぱ

り今介護を受けていらっしゃる方々は、ここのと

ころが非常に不安なのです、どんなになっている

のかと。話はいろいろ尾ひれはひれがついて、あ

れもできなくなるのではないかということが広ま

りますので、非常に不安がっていますので、ここ

のところはやはりもっと皆さんにお伝えしていた

だきたいなというふうに思っています。それで、

周知のところにかかわるのですけれども、やはり

どんどん、どんどん介護保険制度がわかりにくく
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なっているといったところでは、皆さんにお知ら

せするのは非常に難しいかなと思うのですが、説

明期間も十分に設けながらという御答弁もいただ

きましたので、丁寧な説明をしていただきたいな

というふうに思います。

１つちょっと気になりますのがボランティアの

関係です。今まで利用されていた方々、変更しな

いようにという御答弁でしたけれども、今後もそ

ういった介護を必要とされる方々の実態、そうい

ったものを十分に把握しながら介護サービス検討

していただくことになるのだとは思うのですけれ

ども、ただボランティアも少しずつ支え合いが広

がるように育成をしていくというようなことでし

た。住民ボランティアの方向へ移行を押しつける

ようなことはないとは思うのですけれども、この

部分が非常に気になるところなのですが、この部

分について御答弁をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） まず、

今御質問いただいた、今後ボランティアが担うこ

とによってサービスがボランティアのほうに寄せ

られてしまうのではないかという御質問だったか

というふうに思います。いずれにしましても、私

どもサービス利用される際にはケアマネージャー

によりますマネジメントに基づいて実施をすると

いうような形をとらせていただいておりますし、

当面はそのマネジメントに基づいて、現在行われ

ております職業とされているヘルパーさんだとか、

介護職員の方々によるサービスというような形に

なっていくと思いますが、いずれにしましても要

支援のサービスの方々というのは介護というより

も、どちらかというと社会的に支援が必要な方々

というふうに認識しているところでございます。

その方、現在でも例えば社会的な支援を受けなが

ら、それこそ相当な社会参加をされている方もい

らっしゃいますので、今後は逆に介護はそれほど

必要ないのですけれども、ボランティアのちょっ

とした手助けを利用されることによって元気だと

か、介護予防も継続していくことができる方々に

ついては、そちらの方向も選択肢として広がると

いうような形の中で考えていきたいと思っていま

すし、そういう広がりができていければというよ

うな形で私どもとしても努力してまいりたいと思

っております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 選択肢の一つとして、

こういった方法もありますというのであればいい

のかなというふうに思うのです。当事者の方々が

自分の不自由な部分とあわせながら、どういった

介護が必要なのか、こうしてほしいのだというこ

とで、その中の選択肢の一つであればいいのです

けれども、今現行のサービスが専門的サービスで

あったり、そしてボランティアの方々がするのは

多様なサービスというような、こんな言い方をさ

れていて、必要なサービスを限定的な部分で捉え

ているというふうな感もあります。例えば認知機

能の低下によって日常生活に支障がある症状、行

動を伴うもの、これ選びにくいというか、そうい

ったときにこれは専門的なサービスであって、そ

うでない人は多様なサービスに、この線引きが非

常に難しいのかなというふうに思うのです。それ

が御本人の意思ではない状況で移動されて、こち

らに、ボランティアの支援を受けてくださいとい

うふうにされると、非常に混乱もしてくるのかな

というふうに思うのですけれども、そういうふう

なことのないようにぜひしていただきたいなとい

うふうに思っているのです。

それで、全ての介護の中で必要な介護職員の確

保であったりという部分につながるのですが、実

は５月２５日に厚生労働省が総合事業の実施自治

体が３２％だったということで報告をされていま

す。社会保障審議会介護保険部会で報告している

のですが、その中でボランティアを組織できない

などの理由で実施を延期したり、サービスを切り

捨てる自治体が出ているというようなことで進ん
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でいないのだということです。そして、その報告

の中でいうと、地域包括支援センターの８ ６％

が業務量が過大になってしまっている。それから、

７ ２％が職員数が不足だと、こんなふうに答え

ていらっしゃるのですけれども、名寄の状況でい

うとどんなふうになっているのか、改めて伺いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） ちょ

っと古い数字になりますが、介護保険の年報とい

いますか、全国的な数字をちょうど６月１３日に

厚生労働省のほうから発表がありまして、まだ粗

い分析でございますけれども、御紹介させていた

だきますが、私どものところ、要支援１、２の方

々の部分で、特に要支援１の方々の認定にされる

割合が比較的、２６年３月段階ですけれども、全

国では要支援１の割合が１ ４％、全道が１ ７

％、名寄市は２ ３％となっております。要支援

２では、全国が１ ８％、全道が１ ９％、名寄

が ６％ということで、比較的北海道の介護認定

の認定率というのは全国よりも高くて、名寄も全

国平均よりは若干高いのですが、北海道平均より

は名寄の場合少し低いという形になっております

が、その介護認定を受けている方の中で約６割弱

の方々がデイサービス、介護予防通所介護を利用

されていて、約３割ぐらいの方々が介護予防訪問

介護を利用されているというような状況でござい

ます。この方々が現行の来年の４月の状況では今

のサービスをそのまま継続していくというような

形で、先ほど議員おっしゃられたようにケアマネ

ージャーがついておりますので、当然説明会もし

ておきますが、ケアマネージャー通じて丁寧な説

明に努めてまいりたいというふうに思っておりま

す。いかんせんそういう状況でございますので、

今年度については移行の業務がふえてまいります

ので、若干業務量としてはいつもよりはふえると

いうような状況になってくるかというふうに思い

ますけれども、来年度以降、いきなりボランティ

アのサービスというのが来年の４月からすぐでき

るかというのはちょっとまだ未確定でございます

が、ふえることによって必ずしもケアマネージャ

ーが必要なサービスを受ける方ばかりではなくな

ってくると思いますので、そういう意味では専門

職の方が必要な方に必要なサービスを使っていた

だくというような状況がふえてくるのではなかろ

うかなというふうに考えているところでございま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今要支援１、２の方々

の認定率お知らせいただきました。認定の度合い

を下げていく、下げられるのではないかというよ

うな不安視も、介護をこれから受けようとされて

いる方々の中にも不安があります。それで、全国

老人クラブ連合会の方々が認定率を下げるため、

審査が厳しくなることが予想されると。認定率だ

けで成果を見るのは慎重にやるべきだというふう

に書かれているのですが、認定の度合いによって

線引きをし、仕分けするということだけはくれぐ

れも控えていただいて、やはり先ほどお話ししま

したように利用者さんが望む状況、そしてその方

の家族構成であり、生活状態なども含めて寄り添

った形での介護サービス提供といいますか、そう

いったところに進めていただくことを強く求めて

次に移らせていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。

次に、病院事業改革プランです。実は、地方公

営企業法全部適用ということを市民の皆さんがど

れだけの方々がああ、そうかというふうにわかっ

ていらっしゃるかなというのがあります。非常に

難しい部分かなというふうに思っています。この

プラン案の中では、広報活動の充実強化について

も述べていらっしゃいまして、病院事業の仕組み

を市民に知らせていく、また診療体制の変化にも

ついていけない、こういった方々への住民の理解

を深めるのだというふうなプランの中身、中に書
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かれてありました。ここは、本当に非常に強く求

められているところではないかなというふうに思

います。先ほども長い時間待たされているといっ

た部分も、どうしてこんなに待たされなければな

らないのかということは、患者さんたちにとって

は理解しながらも、やはりぐあいが悪いですから、

なかなかそうだよねというふうには納得できない

部分があるのではないかというふうに思うのです

が、住民理解をしていただくための広報活動、こ

れを充実強化させていくというふうにプランの中

に書かれています。具体的にどのように進めてい

かれようとしているのか、再度お聞きをしたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） まず、

公営企業法の全部適用という部分についてどれだ

け理解をいただけるかという点については、私ど

もも率直大きな変化が起きないということもあり

ますので、なかなかそこの制度変更についての御

理解ということについては言いにくいものかとい

うふうには思っております。ただ、そのことにつ

いても今後広報していくべきだろうというふうに

は考えています。これからどういうふうに変わっ

ていくのかということについて、どのようにお知

らせするかということでございますけれども、ま

ず大前提として役割として急性期を担っていく必

要があるのですよというふうにされているところ

でございまして、そのためには当院のほうに紹介

いただいたり、当院から診療を終えた後の戻り先

といった部分でかかりつけ医の皆様と連携をして

いく必要がどうしても出てくると。そういうふう

に国の制度がそういう方向に持っていかれている

と。診療報酬制度も今年度からかかりつけ医です

とか、やっぱり在宅のほうに重点化されていると

いうようなこともございまして、もう既にそうい

うふうになってきているということなのです。市

民の皆さん方や圏域の住民の皆さん方には、当然

かかりつけ医を持っていただくということが非常

に重要なことになってくるということなのですけ

れども、これは国が一律に求めていますこの制度

自体、この地域に適しているのかということにつ

いては大変厳しいと。これだけ民間の医療機関が

手を出しにくい地域であるということからして、

かかりつけ医制度がどれだけ進んでいくのかとい

うことについては大変厳しい背景があるというこ

とは私どもも理解をした上でございます。ただ、

地域完結型という部分を推進していくためには、

どうしても制度が変わっていくということについ

てお知らせしていかなければなりませんので、こ

れは今後国も道も私どもも情報提供が強化されて

いくことになるのだろうというふうに考えており

ますけれども、当院としても積極的に進めていき

たいというふうに思います。

一例としまして、去る６月６日に病院の主催の

公開講座で和泉院長がみずから「人口減少・高齢

化社会における今後の医療と福祉」という題名で

お話をさせていただいたところでございます。今

後とも多様な関係機関と連携しまして、住民理解

を求める講座ですとか、当然ホームページですと

か広報といったものも通して病院の機能分担とい

うようなことについても周知を図っていきたいと

いうふうに思いますし、御利用いただいている患

者の皆様方にもお伝えをしていきたいというふう

に考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 国の制度がどんどん変

わっていく中で、本当に私たち振り回されている

なというふうには思っているのですが、ただ黒字

化の問題もお聞きをしたいなと思っていたのです

が、ちょっと時間がなくなりましたので、また今

度にしたいと思うのですが、一般会計からの繰り

入れによると、繰り入れはこのまま引き続きとい

うふうに書かれているのですが、そうしたことか

ら市民の皆さん方はやはり昔からの市立病院は私

たち市民のものだと、そういったことが強い意識

の中にあるのだというふうに思います。そうした
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中で紹介状を持っていかないと見てもらえないと

かということになると、制度の中身をきちっと知

っていればそうかなと思いながらできるのですけ

れども、しかしやはり名寄の市立病院でどうして

という思いというのは私はわからなくはないかな

というふうに思います。やっぱり年配の方々の中

には、そういった思いというのが非常に強くあり

ます。ですから、そういったことを市民の皆さん

方に理解していただくことが本当に必要ではない

かなというふうに思うのです。確かに急性期でも

先進的な高度な手術ができる、医療ができる、検

査をしてもらえるといったところは理解をされて

いるのですけれども、ただやはり自分たちの病院

という思いは強くあるかなというふうに思ってい

ます。この部分についてお考えを少しお聞かせを

いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） まず、

黒字化の部分については、改革プランの中では現

状の制度をもとに試算をしていった上で平成３１

年度の黒字化という計画を立てさせていただきま

した。背景は大変厳しいということでありますし、

達成に向けても相当の努力が必要だということは

考えております。その中で市であったり、市民の

皆さん方にどれだけ負担をかけずに達成していく

かということでありまして、それにつきましては

先ほども説明していましたとおり、収入を上げる

方法を徹底的に見直すということとコスト削減と

いうところを柱としていますということでありま

す。細部につきましてはこれから具体的に詰めて

いくということでありますけれども、大筋につい

ては新たな原価管理システム等を導入して精査し

ているという数字でございます。

あと、どうしても市立病院ということで、市民

のものだということにどう応えるかということで

ございますが、これはもとから５割程度が市民の

方の御利用で、市外の患者さんも受け入れなけれ

ばならない病院としての立場というものでござい

ます。これは、歴代の院長がやっぱり先見性を持

って道北のセンター病院となるべき姿を描いて投

資をして今の姿になっているわけでございます。

それは、両方のことを私どもも受けとめて病院経

営をしていく必要があるというふうに考えていま

す。本当に複数の診療科、専門科があることから、

一度の受診で複数の受診が可能というようなこと

もございまして、多くの再来患者さんの方に来て

いただいておりますけれども、そうしたことがど

うしても予約が増加して待ち時間がふえるという

ようなことにもつながっている傾向がございます。

それらの解消という部分でも、これはかかりつけ

医制度というのが出てきているということでござ

います。そうしたところで医師の負担の軽減にも

つなげて、今医師の定着化というところも進める

背景がございますので、決してむげにうちでは見

ませんということではなく、両方のバランスをと

りながら、医療スタッフともそういった思いを共

通させながら経営に当たってまいりたいというふ

うに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 院長先生を初め職員の

皆さんが本当に日々努力していただいて、このプ

ランでいうと３１年度に向けて黒字化を目指すと

されています。コストを抑えることはもちろんだ

とは思うのですけれども、先ほどもお話ししまし

たように経営効率などが強調されると、地域に求

められている病院というところから逸脱してしま

うのではないかという危惧もありますので、ぜひ

ともその点考慮していただいて、よろしくお願い

したいと思います。

次に移りたいと思います。名寄大学構内への期

日前投票の設置でありますが、試験的に設置する

旨という御答弁でありましたし、オンラインシス

テムを使って人員確保も何とかしながらというお

話がありました。先ほど御答弁の中にもありまし

たけれども、道内で４市が期日前投票所を設置と

１１日の読売新聞に出ていましたけれども、期間、
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また場所、例えば室蘭の工業大学では６月２８日

から３０日、岩見沢の教育大岩見沢校では７月３

日から９日、公立はこだて未来大学は５日限りと

いうような、幅が非常に広くありますけれども、

期間、場所等についてどのようにお考えなのかお

聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 予定ということでお

聞きをいただければと思いますが、期間について

は１日ということで、現段階では７月１日に設け

させていただきたいと思います。また、場所につ

きましても新館１階のほうに会議室を利用して設

置をしたいと、そのような予定でいるということ

で御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 一日でも設置するとい

うことがやっぱり啓発活動につながるのかなとい

うふうに思います。ここは、もういろんな大学の

調べさせていただきましたけれども、やはり設置

することが大きな啓発活動となるのではないかと

いう御意見がたくさん寄せられていたところです。

それとあと、高校生のところの話も出ていたかと

思うのですけれども、岩見沢では北海道教育大岩

見沢校の近くに高校が４校あるということで、高

校生への新有権者の投票にもつなげたいというふ

うな、そういった記事もありました。それで、名

寄市としては設置することを周知していく。やっ

ぱり声を上げて、名寄大学の例えば今７月１日を

予定していますというようなことを広く周知して

いくということが必要かというふうに思うのです

けれども、その部分についてのお考えはどうでし

ょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 投票率を上げるため

には、当然啓発が非常に大切だという認識をして

おります。今回は、期日前を７月１日に大学のほ

うで設ける予定をしておりますけれども、当然大

学生には十分活用いただくように周知が必要だと

思っておりますので、先ほど申しましたけれども、

既に啓発コーナーを設けて学生に対する周知はや

らせていただいています。この辺は、大学事務局

とも十分連携をとりながら進めさせていただきた

いと思いますし、高校生も含めているというとこ

ろです。ここは高校は道教委の所管にもなります

ので、道教委あるいは道選管の中でも連携して高

校生に対する働きかけをいただいておりますし、

私どもも高校生も市民の一人という認識のもとに

しっかりと周知をしていきたいと考えております。

周知方法についてはさまざまありますけれども、

いろんな情報媒体を使いながら周知をさせていた

だきたいと思っておりますので、御理解をいただ

ければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） さきの高橋議員の質問

の中でも出ていました不在者投票の件も大学の中

でお知らせ、ＰＲしているというふうなお話があ

ったかなというふうに思うのですが、住民票がな

い学生さんたちに対して不在者投票、ちょっと面

倒ですけれども、こういったこともやり方といい

ますか、方法なども丁寧にお知らせをしていただ

きたいなというふうに思っています。

それとあと、今高校生のお話の中でも当然高校

の中で期日前投票所をつくるとかということでは

ないというふうに思うのですが、若い方々にこれ

三重県なのですけれども、労働組合がアンケート

しました。あなたが１８歳以上だとしたら投票に

行きますか。行きますと答えた方が７割というこ

とでした。だから、多くの若者が今この１８歳で

投票権を得たということに大きな関心を持ってい

るのだというふうに思いますので、広く知れ渡る

ように、名寄大学でもこういうふうにしましたよ

ということを広く知らせていただきたいなという

ふうに思っているのですが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 大学の設置コーナー

には、今言いました不在者投票も含めて、選挙の
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制度にかかわるところも含めて周知をさせていた

だいて、一人でも多くの学生が投票いただけるよ

うな形で工夫をさせていただいたということであ

ります。

また、高校生のところについても先般の選挙管

理委員会の中で、特に１８歳以上のところ、拡大

されたところの取り組みが必要だろうということ

で話をされていまして、ここまだ決定ではありま

せんけれども、人の集まるところに啓発のティッ

シュなんかを持って選管の委員さん回るのがある

のです。特に今回は１８歳以上のところを考えて

いまして、場合によっては例えば高校の前で直接

お配りするとか、大学の前で直接お配りするとか、

そういった方法なんかも今視野に入れております

ので、さまざまな方法を駆使して周知徹底に努め

てまいりたいと考えております。御理解いただけ

ればと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 本当に積極的にお知ら

せをしていただきたいなと。やっぱり政治に関心

を持っていただきたい。行く行くはまちづくりに

も関心を持っていただくことにつながるのだとい

うふうに思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。

最後の南広場の公衆トイレの設置です。維持管

理の問題も多々あるかというふうに思うのですが、

今後の南広場の利活用、そして町中の公衆トイレ

のあり方についてお考えをお聞きしたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 川村議員のほう

から町中におけるトイレの設置ということで御質

問いただきました。たしか以前にも職場のほうに

来て、駅前、駅にはトイレがあるけれども、それ

以降公共のトイレどうなのだというお話少しいた

だいたときにもお話をさせていただいたのですけ

れども、現状でいえば駅前、そしてよろーなもあ

りますし、また商店街も含めて、あるいは金融機

関も含めてそれぞれありますので、公共施設はそ

こには実は余りないですけれども、ぜひ商店街も

含めた御利用をお願いしたいと思っています。よ

ろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 駅前もよろーなができ

て、本当に年配の方々、私と同年配のような方々

は非常に喜んでおります、きれいなトイレを使え

るということで。ですから、町中の公衆トイレ非

常に必要かなというふうに思っています。南広場

の今後の利活用についてもお伺いをして、終わり

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） この間総計の中でもど

ういったような都市空間をつくっていくかという

のはやっぱり議論になっておりまして、特にトイ

レというものはどうしても必要なものであります。

公共施設のトイレもございますけれども、最近で

は西條百貨店の下に社協のほうでオープンしてい

る、あそこもトイレがある。いろんな情報発信も

これ１つあわせわざでないとなかなか利便性高ま

っていかないかなと思っています。ただ、都市自

体を、この名寄のまち自体をどういうふうにデザ

インしていくかというのは、これ課題の一つと認

識しておりますので、その中でも改めて協議させ

ていただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 引き続き議案審議に入

ります。

日程第３ 議案第１２号 工事請負契約の締結

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１２号 工事請負
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契約の締結について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成２８年度風舞団地改修工事につい

て、５月３１日３社による一般競争入札を執行し

た結果、中舘・吉田経常建設共同企業体が１億

０５０万円で落札をし、これに消費税及び地方消

費税 １２４万円を加え１億 １７４万円で契約

を締結しようとするものでございます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき議

会の議決を求めるものでございます。

なお、詳細につきましては建設水道部長より説

明させますので、よろしく御審議くださいますよ

うお願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 補足説明を中村建設水

道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 議案第１２号、

平成２８年度風舞団地改修工事の提案理由の追加

説明を申し上げます。

本工事は、名寄市公営住宅等長寿命化計画に基

づき風舞団地の改修を行うものであり、昨年度の

実施設計に基づき１０月の完成に向けて準備が整

い次第工事に着手いたします。

本日議決をお願いいたします平成２８年度風舞

団地改修工事の事業概要について御説明いたしま

す。本工事は、３棟２４戸の躯体を保護するため

に、外壁にはガルバリウム鋼板を張り、また屋根

については既存屋根を撤去し、新たな屋根をつく

り、建物全体の長寿命化を図るものです。

お手元の資料の表紙の次のページをごらんくだ

さい。この図面が全体配置図で、工事対象の住棟

については図面左下網かけの３棟２４戸となって

おります。

次のページをお開きください。建物を北側から

見た立面図で、上下に図面がございますが、住棟

に設置いたします雁木を含めた完成予定図が上部

の図面でございます。

次のページをお開きください。上部の図面は建

物を南側から、下部の図面が東側、西から見た立

面図でございます。

以上、説明とさせていただきます。よろしく御

審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第４ 議案第１３

号 工事請負契約の締結についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１３号 工事請負

契約の締結について、提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄南小学校屋外運動場整備工事、旧

校舎解体、屋外運動場整備について、６月７日３

社による一般競争入札を執行した結果、昭和産業

・第一建設・明石組特定建設工事共同企業体が３

億４００万円で落札をし、これに消費税及び地方

消費税 ４３２万円を加え３億 ８３２万円で契

約を締結しようとするものでございます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき議

会の議決を求めるものでございます。

なお、詳細につきましては建設水道部長より説

明をさせますので、よろしく御審議くださいます
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ようお願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 補足説明を中村建設水

道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 議案第１３号、

名寄南小学校屋外運動場整備工事の提案理由の追

加説明を申し上げます。

本工事は、平成２７年度末に完成した名寄南小

学校の旧校舎解体及び屋外運動場を整備するもの

で、準備が整い次第工事に着手いたします。

本日議決をお願いいたします名寄南小学校屋外

運動場整備工事の工事概要について御説明いたし

ます。本工事は、鉄筋コンクリート造３階建て延

べ面積 ６８８平米の旧校舎解体及び屋外運動場

１万 ５６０平米を整備するものです。

次に、お手元の説明資料についてです。旧校舎

解体を省略をいたしまして、屋外運動場について

御説明をいたします。資料１をお開きください。

新校舎の北側にグラウンドを造成し、屋外での授

業や各種行事に活用できるようにするとともに、

バックネット、防球ネットフェンス、遊具などを

設置し、児童の屋外教育環境の充実を図るもので

す。また、グラウンド東側図面の上部になります

が、民間住宅が隣接していることから、緩衝帯と

して植樹を行い、緑地も確保します。最後になり

ますが、図中のトラック、遊具等の配置は現時点

の予定であり、学校側と協議しながら決定してま

いります。

以上、追加説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 一言もまだ声出して

いないもので、この機会に二、三お聞きをしたい

と思うのですけれども、今回の工事名は南小学校

の運動場整備工事（旧校舎解体、屋外運動場整

備）ということで、３つ、建物的には幾つかの複

合的な工事発注になるのですけれども、一体工事

をされたという特別な理由等についてお伺いをし

たいというふうに思います。

それから２つ目に、解体工事も含まれています

が、今回の契約に当たって旧校舎等の解体に伴う

有価物の判定についてどのようなキャパを見られ

ているのか、あるいは発注方法等について、これ

まではどちらかといえば名寄の場合は全ての公共

施設の解体の場合は一括して発注されているよう

な気がいたしますけれども、有価物の扱いについ

て少し、北海道的にはもう当然別枠として予定を

されているケースが多いのですけれども、２つ目

についてそのお答えをいただきたいと思います。

それから、先ほど手挙げませんでしたけれども、

今回南小学校の新築と解体ということで、先ほど

風舞団地の関係については長寿命化ということで、

一般的に耐用年数の関係についての長寿命化にお

ける今後の耐用年数、どのくらいしっかりもつの

かどうか、あるいは新築の場合は今回の南小学校

は何十年を予定をしているのかということについ

ての法的なこともあるのでしょうけれども、検証

結果についてお知らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今回の南小学校

においては、校舎の解体とあわせてグラウンド整

備ということで、一体工事ということについてど

ういうことなのかということだと思います。今回

は、工期の関係も当然ありますけれども、金額に

よってはこれ議決の関係も含めて２回行うような

ことにもなるかなというのもちょっとありまして、

今回やりまして、その次また解体を一回やりまし

て、今回議決をいただいて、その後グラウンド整

備ということになりますと、９月という、実はそ

んなことになるものですから、ぜひ一回で効率よ

く解体とグラウンド整備を進めたいという考え方

で一体の工事ということで発注をさせていただき

ました。

長寿命化の関係については、これは今回の風舞

団地については計画的に進めている部分がありま
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して、２６年、２８年とやりましたので、あと残

っているのが３棟２４戸、これで一通り終わると

いうことに実はなっていまして、どれぐらいもつ

のかということについてはちょっと申しわけない

ですけれども、お時間をいただきたいというふう

に思います。

あと、校舎の関係については、新築ということ

ですので、鉄筋であれば……済みません。その点

についてもちょっとお時間いただいてよろしいで

しょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 ３時１５分

再開 午後 ３時１９分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 済みません。校

舎の新築の関係については、７０年の耐用年数と

いうことで御理解をいただきたいと思います。

あと、風舞団地の関係につきましては、基本的

には住宅としては新築であれば７０年なのですが、

今回外壁と屋根を改修をするということですので、

ちょっと改修後にどれぐらいもつかというのも後

日答弁させていただきたいというふうに思います。

それと、有価物の関係につきまして、今回は、

廃棄物としての処分費を計上していないというこ

とで御理解をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 有価物の扱いは、私

も何回か担当者にもお聞きしている経過が、公の

場ではありませんけれども。北海道全体的には、

契約のあり方として有価物はもちろんお金にして

売却をして、落札価格等の差し引いたりなんかと

いうやりくりを正式にやっているはずなのですけ

れども、名寄的にはまだその扱いについては精査

されていないような気がするので、その辺につい

ては十分な検証をして、具体的な工事の進行の段

階でもいろいろ可能だというふうに思っています

ので、道に準じてやっていただければと思ってい

ます。

耐用年数その他長寿命化あるいは一括発注の関

係については、おおむね工期の関係でということ

でしょうけれども、従前的には３億 ０００万円

ぐらいの大工事でありますから、工期のこともあ

りながらも、広く行き渡るような発注方法という

のは今までもとっていたような気がいたしますか

ら、若干の問題提起としてとどめておきたいと思

いますけれども、不明な部分についてはまた後か

ら事務的お知らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野美枝子議員。

〇７番（高野美枝子議員） 運動場の件ですけれ

ども、今南小学校運動場がないわけでございまし

て、動きたい盛り、外に出たい盛りの子供たちが

運動場がなくて本当にかわいそうだなというふう

に思っておりますので、一日でも早い、冬になる

のでしょうけれども、工事をお願いしたいのと、

あと運動会のときに感じたのですけれども、小学

校によって排水の状況が違いまして、どろどろの

ところもありますけれども、やはり新しいところ

は排水とか暗渠が非常によくなっているような状

況なのですけれども、南小学校についてはこのこ

とについてどのようになっているのか質問いたし

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 現行、これから

の排水のということですか。南小のグラウンド、

これからのグラウンドということですか。排水に

ついてどういうふうになっているかということで

すか。

（何事か呼ぶ者あり）

〇建設水道部長（中村勝己君） 水の浸透……。

〇議長（黒井 徹議員） 質問の仕方もまずかっ

た。

〇建設水道部長（中村勝己君） 新しいグラウン

ドですので、通常当然暗渠なりも入っていますの

で、水がたまるような状況にもありませんし、現
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状よりは改善はもちろんされるというふうに理解

をしていますけれども、間違いなく改善されると

いうことで御理解をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 議案第１４

号 財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１４号 財産の取

得について、提案の理由を申し上げます。

本件は、なよろ健康の森においてクロスカント

リーコースの整備に使用している圧雪車が平成７

年の取得から２１年経過をし、老朽化をしたこと

から、更新しようとするものでございます。

取得しようとする車両は、ドイツのケースボー

ラー社製ピステンブーリーＰＢ４００、１台及び

附属品であり、本年５月６日に物品等審議委員会

において選定をし、国内の代理店で道内に営業所

を有する事業者は１社であることから、東京都千

代田区内神田１丁目４番２号、スノーシステムズ

株式会社から ８３１万 ４００円で随意契約に

より購入しようとするものでございます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき議

会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 意見書案第

１号 電力自由化のさらなる改善を求める意見書、

意見書案第２号 スクールカウンセラー・スクー

ルソーシャルワーカーの配置拡充を求める意見書、

意見書案第３号 食品ロス削減に向けての取り組

みを進める意見書、意見書案第４号 待機児童解

消に向けて緊急的な対応を求める意見書、意見書

案第５号 地方財政の充実・強化を求める意見書、

意見書案第６号 義務教育費国庫負担制度堅持・

負担率１／２への復元、子どもの貧困解消など教

育予算確保・拡充と就学保障の充実、「３０人以

下学級」の実現をめざす教職員定数改善に向けた

意見書、意見書案第７号 道教委『新たな高校教

育に関する指針』の見直しとすべての子どもにゆ

たかな学びを保障する高校教育を求める意見書、

意見書案第８号 平成２８年度北海道最低賃金改

正等に関する意見書、以上８件を一括議題といた
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します。

お諮りいたします。意見書案第１号外７件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

意見書案第１号外７件を原案のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号外７件は原案のとおり

可決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 報告第６号

例月現金出納検査報告についてを議題といたし

ます。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 閉会中継続

審査（調査）の申し出についてを議題といたしま

す。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、申し出のとおり決定いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第９ 委員の派遣

についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり、委

員を派遣することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、委員の派遣が決定いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１０ 委員の派

遣報告を行います。

派遣された委員の報告を求めます。

議会報特別委員会、川村幸栄委員長。

〇議会報特別委員長（川村幸栄議員） 議会報特

別委員会行政視察報告。

議会報特別委員会委員７名は、４月２５、２６

日に仁木町、北広島市、赤平市において行政視察

を行いましたので、報告いたします。

まず、視察研修先については事前に事務局より

道内市議会の情報を収集してもらったものを委員

会において検討し、決定しました。

視察項目については、当委員会の検討課題とし

ている①、表紙の写真の扱い、記事中の写真も含

む、②、一般質問、委員会報告の取り扱い方、③、

住民アンケートの有無を基本研修視察項目として

議会広報の編集と発行について特色ある紙面づく

りについて視察を行いました。

初日の仁木町では、編集に対し特に重視してい

る点、表紙写真のカラー化への住民の反応、「ぷ

ち通信」発行の経緯と効果について、今後の取り

組みについての考えなどを視察研修しました。仁

木町の議会だよりは、全国町村議会広報コンクー

ルで入賞していることから、表紙写真のテーマや

撮影者、被写体の個人情報の取り扱い、余白を生

かした紙面のレイアウト、見出しのつけ方など各

委員から積極的な質問が次々に出されました。こ

うした質問に仁木町議会議会報編集特別委員会の

住吉英子委員長初め各委員の皆さん、そして議会

事務局の議会報担当者から丁寧な説明をいただき

ました。また、仁木町議会は、広報ミニ版として

「ぷち通信」が発行されています。定例議会開催

の周知を主として役場内で印刷をし、北海道新聞、

読売新聞に折り込みし、定例議会の開会を住民に

周知しています。財政的な裏づけが必要ですが、

タイムリーな情報提供として非常に参考となる内

容となりました。
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次に、北広島市議会を訪問し、特に北広島市議

会広報発行に関する条例を制定していることから、

制定の経緯等について視察研修を行いました。条

例には、広報発行者が議長であり、議長の承認を

得て印刷となっているが、現委員長としての感想

や今後の取り組みについて尾崎弘人委員長、大迫

彰副委員長から説明を受けました。議会広報編集

委員会を正式な委員会にするために、石狩振興局

と協議して昭和５８年１２月制定されています。

現委員長としては、特に意識したことはなかった

の説明がありました。編集に当たっては、当議会

だより「なよろ」と類似していますが、決算特別

委員会や総括質疑の要点が記載されており、一般

質問については質問者の見出しを縦、横での工夫

や見出しの大きさとサブタイトル等参考にする点

が多くあり、２色刷りを生かした改善が可能と感

じました。２年ごとの道外を含めて、先進地への

視察を行い、研さんを重ねているとの説明があり

ました。

最後に、赤平市議会を訪問し、手づくりの議会

広報紙「かわら版」の編集と発行について視察研

修を行いました。厳しい財政状況や発行が２カ月

おくれで余り読まれていないこと、議員みずから

手がけていないことなどの理由により平成１５年

から平成１９年２月まで休止していましたが、議

会からの発信がなくていいのか、市民に寄り添っ

た情報提供を、以前のような議会だよりでは市民

は読まないなどの議論を経て、議員みずからの手

づくりにより議会活動を広く市民に周知するとと

もに、議会に対する理解と協力を得ながら市民と

ともにまちづくりを進めていくため、より身近に

感じる広報紙「かわら版」づくりに取り組んでい

るとの報告が植村真美委員長を初め各委員の皆さ

んよりありました。発行、編集の取り組みでは、

予算は行政研究議員会から支出、議員専用のパソ

コン１台を使い、Ａ３判１枚両面折り込みを編集

ソフトにより編集委員が編集作業を行っていまし

た。パソコンの得意な委員に負担が偏ってしまう

が、楽しんで行っているとの報告でした。また、

印刷は編集委員を含め参加可能な議員によって事

務局で作業を行い、市の広報紙と同時配布のため

市広報紙委託業者及び広報担当係に「かわら版」

を持参するということで、まさしく手づくりです。

各委員の感想では、議会だよりは単なる伝達の

手段だけではなく、市民との対話を引き出す情報

伝達紙であることを意識した。北広島市では、都

会のため、当市のように町内会配布ができない状

況にある。町内会の重要性を感じた。市民が手に

とって読んでいただくためには何が必要なのか、

市民、読み手の立場に立った工夫、対応が必要。

アンケート調査や議会報告会の中で意見をもらい、

少しでも多くの市民に読んでもらえるように取り

組んでいきたい。先進地視察や各種研修会、参考

図書などで研さんをしていることを見習いたいな

どがありました。

今回訪問いたしました２市１町の議会の皆さん

には、事前に送付しました視察研修項目に対し十

分な資料を用意していただきました。また、各委

員からの積極的で活発な質問等にも丁寧に対応し

ていただき、有意義な視察研修を行うことができ

ました。この場をおかりしてお礼を申し上げ、報

告といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で委員の派遣報告

を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で今期定例会に付

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、平成２８年第２回定例会を

閉会いたします。

大変御苦労さまでした。

閉会 午後 ３時３５分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

平成２８年６月１７日（金曜日）第２回６月定例会・第４号
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議 長 黒 井 徹

署名議員 東 川 孝 義

署名議員 佐久間 誠

平成２８年６月１７日（金曜日）第２回６月定例会・第４号
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質 問 文 書 表 （一般質問）

平成２８年第２回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 山 崎 真由美 １ 風連望湖台自然公園の管理運営について

（Ｐ ３８） (1) 公園内の管理運営について

(2) 公園内の安全対策について

(3) 市民憩いの場としての整備計画について

２ 市民皆スポーツを目指す取り組みについて

(1) 地方創生総合戦略を柱にした市民皆スポーツへの取り組みについ

て

(2) 市民参加型スポーツイベントについて

(3) 関係団体のネットワーク化について

３ 児童生徒の安全安心を担保する支援について

(1) 登下校時における安全対策及び支援について

(2) 放課後活動への支援について

２ 東 川 孝 義 １ 名寄市立大学の充実強化について

（Ｐ ４９） (1) 大学運営に関する基本的な考え方について

(2) 入学金改定に伴う今後の運営について

(3) コミュニティケア教育研究センターの運営について

２ 新設組織の目的と役割について

(1) 交流推進課の機能と役割について

(2) スポーツ・合宿推進課の機能と役割について

(3) 営業戦略室との連携について

３ 市内公園の維持管理について

(1) 公園内遊具の管理について

(2) 公園内の草刈りなどについて

３ 佐久間 誠 １ 平和行政の推進について

（Ｐ ６１） (1) 安全保障関連法施行後の自衛隊員の安全確保に関して

(2) 平和と命を守る取り組みの充実について

(3) 平和教育の取り組みについて

平 成 ２ ８ 年 第 ２ 回 ６ 月 定 例 会
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２ 学校施設環境改善交付金の不採択に伴う対応について

(1) 名寄東小学校の大規模改修と風連中央小学校の建て替え計画の考

え方について

(2) 今後の予算付けのあり方について

(3) 老朽化施設の今後の維持・改修について

３ 名寄市総合計画（第２次）と個別事業のあり方に関して

(1) 市街地再整備にかかわるグランドデザインについて

(2) 市街地中心部の位置づけと活性化について

４ 大 石 健 二 １ 加藤市長の市政執行に関して

（Ｐ ７２） (1) 加藤市政２期目の中間点を迎えて

① 政治姿勢と施策等の進捗と評価について

(2) 広域行政の推進から

① 松浦武四郎生誕２００年と天塩川流域の周辺自治体との連携と

取り組みについて

② 北国博物館の役割と機能について

２ 名寄市の行財政運営に関して

(1) 市有財産遊休地等の処分と有効活用等から

① 現状の課題とその対応について

(2) 町内会組織に関して

① 現今の課題分析と再構築について

３ 市民の声から

(1) 戸籍の届出（出生届、婚姻届等）から

① 届出への命名書や結婚証明書の発行について

(2) 浅江島公園の環境整備から

① 現況と課題について

(3) 検定中の教科書閲覧に伴う謝礼受領問題から

① 調査結果について

５ 塩 田 昌 彦 １ 高校野球を名寄市で開催するための対応について

（Ｐ ８３） (1) 本市での開催ができなくなった高校野球大会の復活について

２ 名寄市の農業施策について

(1) 名寄市農業支援員の現状と対策について

(2) 経営所得安定対策と将来について

(3) 米政策の対応について

３ 名寄市日進地区再整備基本構想の方向性について
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(1) 名寄市ピヤシリスキー場地区に係る温浴施設等整備について

６ 高 野 美枝子 １ ＥＮ―ＲＡＹホールの有効活用について

（Ｐ ９６） (1) これまでの利用実績と課題について

(2) 高齢者、障がい者等への対応について

(3) 近隣施設との連携について

(4) 文化芸術の向上を目指した取り組みについて

２ 名寄市立大学の将来展望について

(1) コミュニティケア教育研究センターの目指す姿について

(2) 平成２７年度の就職状況と奨学金貸付制度について

(3) 図書館を有効に活用するための取り組みについて

(4) 地域に開かれた大学とするために

３ 高齢化社会に適応したまちづくりについて

(1) 高齢者の現状と具体的な対応について

(2) 高齢生活困窮者の支援について

(3) 高齢者の見守りについて

７ 佐々木 寿 １ 社会福祉事業について

（Ｐ１０８） (1) 生活困窮者自立支援事業１年経過の状況について

(2) 民生委員児童委員連絡協議会活動の充実確保について

２ まち・ひと・しごと創生総合戦略について

(1) まち・ひと・しごと創生総合戦略事業の具体的な施策の進捗状況

について

３ 教育行政について

(1) ２０２０年に向けての英語教育について

(2) そろばん学習について

(3) 運動部活動の推進について

８ 佐 藤 靖 １ 平成２７年度決算概要にかかわって

（Ｐ１１９） (1) 当初予算編成方針と決算概要との整合性について

(2) 各費目における歳出削減の意味と不用額について

(3) 市民ニーズと黒字決算について

２ 名寄市総合計画（第２次）について

(1) 第１次総合計画の積み残し事業への考え方と対応について

(2) 市民ニーズの把握と反映について

(3) 市民との計画共有手法について
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３ 新名寄市病院事業改革プラン（案）にかかわって

(1) 現状とプランとの差異及び整合性について

(2) 平成３１年度黒字化の実現性について

(3) 一般会計及び圏域内繰り入れの考え方と見通しについて

９ 野 田 三樹也 １ 児童生徒の学力と豊かな心の育成を図る取り組みについて

（Ｐ１３２） (1) 児童生徒の家庭学習の現状と課題について

(2) いじめ防止及び不登校等の現状と課題について

２ 特別支援教育の取り組みについて

(1) 特別支援学級の児童生徒の現状と課題について

(2) 発達障がい等のある児童生徒の現状と課題について

(3) 特別支援教育専門家チームによる巡回相談の実施状況について

１０ 東 千 春 １ 除雪・排雪について

（Ｐ１４０） (1) 積雪寒冷地の中で名寄市の除排雪の評価について

(2) 市民からの特徴的なクレームについて

(3) 民間事業者のショベルでの玄関口除雪について

(4) 効率的な排雪について

２ 街並み景観について

(1) 大型植樹升の整備について

(2) 公共施設や構築物の色について

(3) 美しい街路と統一感について

(4) 将来に向けた美しい街並み形成について

３ 移住促進について

(1) これまで移住をされた方の決定理由について

(2) 名寄でのライフスタイルの提案について

(3) 地域に必要な情報を持った方の移住促進について

１１ 高 橋 伸 典 １ 食品ロス削減に向けての取り組みについて

（Ｐ１５５） (1) 学校などの教育施設における食品ロス削減の啓発を進める考え方

について

(2) 家庭や飲食店における食品ロス削減に向けての取り組みについて

(3) 災害備蓄食品の未使用備蓄食品の有効活用について

２ 若者をはじめとする有権者の投票率向上について

(1) 公選法改正による投票率向上の考え方について

(2) 期日前投票の投票率向上の考え方について
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３ 公的手当の隔月支給について

(1) 児童手当と児童扶養手当の支給状況と隔月支給の可能性について

(2) 生活保護費の支給回数の改善について

１２ 山 田 典 幸 １ 名寄市農業の振興施策について

（Ｐ１６６） (1) 今年度の主要農業施策について

(2) 次期農業・農村振興計画について

① 策定にあたっての基本的な考え方について

② 現在の状況と今後のスケジュールについて

(3) 各種事業への対応について

２ 名寄市の教育行政について

(1) 「名寄市教育改善プロジェクト委員会」最終年度の取り組みにつ

いて

(2) 児童生徒の「国語力」の向上について

(3) 教員住宅の整備について

１３ 奥 村 英 俊 １ 市民主体のまちづくりの推進について

（Ｐ１７８） (1) 市技指定について

(2) 市民自治の制度的な仕組みづくりについて

２ 総合交通体系について

(1) 地域を結ぶ鉄道網の確保について

３ 名寄市立大学の教育研究と地域貢献について

(1) 教員免許更新制の取扱いについて

(2) 名寄市立大学の教育研究と安全保障技術研究推進制度について

４ 無料の学習支援事業について

(1) 経済的困窮世帯への学習支援対策について

(2) 子どもの権利条例について

１４ 川 村 幸 栄 １ 来年度本格導入予定の介護総合事業への準備について

（Ｐ１９１） (1) 準備状況について

(2) 市民周知について

(3) 利用者の災害時の対応について

(4) 介護人材確保と居住系サービスについて

２ 新名寄市病院事業改革プラン（案）に関わって

(1) 市立総合病院の役割について

(2) 地域連携の考え方について

平 成 ２ ８ 年 第 ２ 回 ６ 月 定 例 会
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(3) 経営の効率化と経営形態の見直しについて

３ 名寄市立大学構内の期日前投票所設置について

４ 南広場の公衆トイレ設置について
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平成２８年第２回名寄市議会定例会議決結果表

平成２８年６月３日～平成２８年６月１７日 １５日間

本会議時間数 １６時間５９分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

平 成 2 8 年 第 1 回 28. 3.24 28. 5.19 28. 6. 3

定例会 名寄市中小企業振興条例の一部改正について 経 済 建 設 常 任 委 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

付 託 議 案 第 3 5 号

名寄市駅前自転車駐車場管理条例の制定につ ― ― 28. 6. 3
第 １ 号

いて ― ― 原 案 可 決

― ― 28. 6. 3
第 ２ 号 名寄市手数料徴収条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市指定地域密着型サービス及び指定地域 ― ― 28. 6. 3

第 ３ 号 密着型介護予防サービスの事業に関する基準 ― ― 原 案 可 決

等を定める条例の一部改正について

― ― 28. 6. 3
第 ４ 号 字の区域の変更について

― ― 原 案 可 決

北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に ― ― 28. 6. 3
第 ５ 号

ついて ― ― 原 案 可 決

専決処分した事件の報告について（平成２７ ― ― 28. 6. 3
第 ６ 号

年度一般会計補正予算） ― ― 承 認

専決処分した事件の報告について（平成２７ ― ― 28. 6. 3
第 ７ 号

年度介護保険特別会計補正予算） ― ― 承 認

専決処分した事件の報告について（平成２７ ― ― 28. 6. 3
第 ８ 号

年度下水道事業特別会計補正予算） ― ― 承 認

専決処分した事件の報告について（平成２７ ― ― 28. 6. 3
第 ９ 号

年度個別排水特別会計補正予算） ― ― 承 認

平成２８年度名寄市一般会計補正予算（第１ ― ― 28. 6. 3
第 １ ０ 号

号 ― ― 原 案 可 決

名寄市過疎地域自立促進市町村計画の変更に ― ― 28. 6. 3
第 １ １ 号

ついて ― ― 原 案 可 決

― ― 28. 6.17
第 １ ２ 号 工事請負契約の締結について

― ― 原 案 可 決

― ― 28. 6.17
第 １ ３ 号 工事請負契約の締結について

― ― 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

― ― 28. 6.17
第 １ ４ 号 財産の取得について

― ― 原 案 可 決

報 告 平成２７年度名寄市一般会計予算繰越明許費 ― ― 28. 6. 3

第 １ 号 繰越計算書の報告について ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 28. 6. 3
公害の現況に関する報告について

第 ２ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 28. 6. 3
株式会社名寄振興公社の経営状況について

第 ３ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 28. 6. 3
名寄市社会福祉事業団の経営状況について

第 ４ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 28. 6. 3
専決処分した事件の報告について

第 ５ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 28. 6.17
例月現金出納検査報告について

第 ６ 号 ― ― 報 告 済

諮 問 ― ― 28. 6. 3
人権擁護委員の候補者の推薦について

第 １ 号 ― ― 適 任 と 認 め る

意 見 書 案 ― ― 28. 6.17
電力自由化のさらなる改善を求める意見書

第 １ 号 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 スクールカウンセラー・スクールソーシャル ― ― 28. 6.17

第 ２ 号 ワーカーの配置拡充を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 食品ロス削減に向けての取り組みを進める意 ― ― 28. 6.17

第 ３ 号 見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 待機児童解消に向けて緊急的な対応を求める ― ― 28. 6.17

第 ４ 号 意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ― ― 28. 6.17
地方財政の充実・強化を求める意見書

第 ５ 号 ― ― 原 案 可 決

義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２ ― ― 28. 6.17

への復元、子どもの貧困解消など教育予算確 ― ― 原 案 可 決
意 見 書 案

保・拡充と就学保障の充実、「３０人以下学
第 ６ 号

級」の実現をめざす教職員定数改善に向けた

意見書

道教委『新たな高校教育に関する指針』の見 ― ― 28. 6.17
意 見 書 案

直しとすべての子どもにゆたかな学びを保障 ― ― 原 案 可 決
第 ７ 号

する高校教育を求める意見書
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

意 見 書 案 平成２８年度北海道最低賃金改正等に関する ― ― 28. 6.17

第 ８ 号 意見書 ― ― 原 案 可 決

― ― 28. 6.17
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定
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